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「規制改革ホットライン」運営方針について（改定案） 


 


１．「規制改革ホットライン」の趣旨 


  環境や技術変化に対応した規制改革をタイムリーかつ着実に進めるため、広く国民や企業


等から規制改革に関する提案を受け付ける「規制改革ホットライン」を設置する（平成 25


年 3 月 22 日）。 


 


２．「規制改革会議ホットライン対策チーム」の設置及び構成 


    提案内容の検討にあたり、迅速かつ的確に処理することを目的として、新たに「規制改革


会議ホットライン対策チーム」を設置する。 


    ホットライン対策チームの構成は、座長、座長代理のほか、各ワーキング・グループより


１名ずつの参加（原則、座長代理）を得ることとし、相互に密接な連携・協力関係を図るも


のとする。 


 


３．提案の取扱いについて 


（１）受け付けた提案は、内閣府規制改革推進室において、事実関係の確認及び精査等を行っ


た上で所管省庁への検討要請事項を選定する。概ね２週間ごとに所管省庁に検討要請を行


うとともに、直近の規制改革会議に内容を報告する。 


   報告にあたっては、ホットライン対策チーム座長の了承を得て、各ワーキング・グルー


プに分類する。 


 


（２）規制改革推進室は、検討要請日より原則２週間後をめどに所管省庁から回答を求めるこ


ととし、直近のホットライン対策チームに報告する。 


   ホットライン対策チームは、 


    ア）所管省庁に再検討を要請する事項の有無について検討し、     


    イ）各ワーキング・グループで検討すべき事項（緊急重要案件は規制改革会議）を区


分した上で、規制改革会議に報告する。 


      規制改革会議は、 


        ウ）緊急重要案件と判断した事項は自ら検討（必要に応じ対策チームに論点整理を指


示）するとともに、それ以外の事項は各ワーキング・グループに検討を指示し、 


    エ）併せて、これらの事項の再検討を所管省庁に要請する。 


   その後、規制改革会議及び各ワーキング・グループは、 


    オ）所管省庁と折衝し、事項の処理に取り組む。 


 


（３） ホットライン対策チームは、所管省庁から回答がない場合においても、提案内容の重


要性などから、早期に検討を要すると認められる事項については、所管省庁の回答を待


たず検討に着手する旨を規制改革会議に報告。その場合の手順は（２）のイ）ウ）に準


ずる。 


 


（４）各ワーキング・グループでの処理結果については、規制改革会議に報告する。 


 


（５）規制改革会議は、自らの検討結果及び各ワーキング・グループからの報告を受け、改善


措置を図る必要がある事項について答申に盛り込む。なお、所管省庁が自ら実施するとし


た事項は迅速な対応を求める。 


 


（６）規制改革推進室は、 


    ①所管省庁からの検討結果（更に精査・検討を要すると認められる事項について、規


制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応する旨を付記） 
    ②規制改革会議の審議結果、 


    ③所管省庁が講じた措置の内容（講じようとする措置の内容）、 


  について、内閣府ホームページで公表する。 


 


資料４－１







「規制改革ホットライン」に寄せられた提案の取扱いについて（改定案）


所管省庁


ﾜｰｷﾝｸ ﾞ ・ｸ ﾞ
ﾙ ｰ ﾌ ﾟ （対策
ﾁｰﾑを含む）


規制改革に関する提案


検討要請


検討要請内容の報告


必要に応じ調整


所管省庁における検
討結果の報告


処理結果の報告


審議結果の公表


事実関係等の確認・精査
検討事項の選定


所管省庁


検討結果の報告


再検討要請


本会議、ﾜｰｷﾝｸﾞ
ｸﾞﾙｰﾌﾟに再検討
結果を提供


規 制 改 革
会 議


規 制 改 革


会議（ﾎｯﾄﾗｲ
ﾝ対策ﾁｰﾑ）


処 理 結 果 の
取りまとめ


検討


所管省庁からの回
答 を 踏 ま え 、


・所管省庁に再検
討を要する事項の
有無について検討


・各ﾜｰｷﾝｸﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
で検討すべき事項
（緊急重要案件は
本会議）に区分


・上記検討結果を本
会議に報告


処


理


対策チームから
の報告を受け、


・本会議として自
ら検討（必要に
応じ対策ﾁｰﾑに
論点整理を指
示)
・各ﾜｰｷﾝｸﾞ・ｸﾞ
ﾙｰﾌ ﾟに検討指
示


各ﾜｰｷﾝｸﾞ･ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟに分類


処


理


結果の取りまとめに当たり、
必要に応じ協議
（各ﾜｰｷﾝｸﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟも同じ）


ホットライン以外の事項も含め答申に反映


（政府として規制改革実施計画の策定、閣議決定）


審議結果、閣議決定を
踏まえ、措置の実施


所管省庁


再検討
要請


本会議からの指示
を受け、検討


事
項
に
よ
っ
て
は
、
所
管
省
庁
が
自
ら
措
置
の
実
施


所管省庁が講じた措置の内容（講じようとする措置
の内容）について、内閣府ホームページで公表


国民、企業等 規制改革推進室


検討結果の公表※


※ 所管省庁から検
討結果の報告があり
次第、速やかに内閣
府ホームページで、
回答をそのまま掲載
するが、更に精査・
検討を要すると認め
られる事項について
は、規制改革会議
（各ﾜｰｷﾝｸﾞ･ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ）において対応す
る旨を付記


・所管省庁から回答が
ない場合においても、
提案内容の重要性な
どから、早期に検討を
要すると認められる事
項については、所管
省庁の回答を待たず
検討に着手する旨を
本 会 議 に 報 告







更に精査・検討を要すると認められる事項について、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。


規制改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策


制度の現状


措
置
の
分


該当法令等 措置の概要（対応策）


3月22日 5月2日 5月31日
労働安全衛生法
88条1項の計画
の届出の見直し


【具体的内容】
労働安全衛生法88条1項の「計画の届出」にあたり、一定条件の設置工事
はその対象外とするか、もしくは計画を電子化した上で事後報告とすべきで
ある。
【提案理由】
労働安全衛生法88条1項は、製造業の一部、電気業、ガス業、自動車整備
業、機械修理業に属する事業場で、電気使用設備の定格容量の合計が
300キロワット以上のものにつき、当該事業場に係る「実質全ての」建設物
若しくは機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変
更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の30日前までに、労働基
準監督署長に届け出なければならないとしている。同2項は、第１項の対象
となる業種・規模以外の事業者で「危険な」機械等の設置等について、30日
前までの届出を求めている。
昨今の事業場の状況を見ると、同法・施行令が制定された昭和47年当時の
情勢とは異なり、機械設備の入れ替えやレイアウト変更など、ビジネスの状
況に応じて、非常に頻繁に設置等工事が行われ、特にプロダクツのライフ
サイクルの短縮から、その頻度はますます増えている。そのような状況下で
実質全ての工事について届出を求めることは、事業者に過度な負担を課
し、また、行政の書類事務を煩雑化させる。したがって、ある程度の危険を
伴う工事に絞り、確実に監督を行うことが肝要である。上記88条第2項に記
されているような一定の危険を伴う工事について、行政の監視機能を適切
に働かせることこそが、労働災害の防止につながるとの趣旨に基づくものと
考える。
事業者の負担を軽減し、行政をペーパーワークから解放することで、労働災
害の防止に向けた双方の努力を一層促すことができる。


日本経
済団体
連合会


厚生労
働省


労働安全衛生法第88条第１項では、製造業の一部、電気業、ガス業、自動
車整備業、機械修理業に属する事業場で、電気使用設備の定格容量の合
計が300キロワット以上の建設物、機械等（一部の仮設のものを除く。）を設
置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするとき
は、その計画を当該工事の開始の30日前までに、労働基準監督署長に届
け出なければならないこととされています。


検
討


労働安全衛
生法第88条
第1項及び第
２項、労働安
全衛生法施
行令第24条


第1項


御要望を踏まえ、労働安全衛生法第88条第１項の届出が必要な範囲等に
ついて、６月以降労働政策審議会で検討することとします。


所管官
庁


所管省庁の検討結果
提案主
体


番号 提案事項 提案の具体的内容等受付日
所管省庁
への検討
要請日


内閣府
での回答


取り
まとめ日


サ ン プ ル








1　受付件数　　　　１，０２５件（平成２５年３月２２日～同年８月1日）


（単位：件数）


総　　数 ４５９（　３５）


健康・医療ﾜｰｷﾝｸﾞ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ関連 ３６（　１２）


雇用ﾜｰｷﾝｸﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ関連 １２（　　０）


創業・ＩＴ等ﾜｰｷﾝｸﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ関連 ３１９（　１０）


農業ﾜｰｷﾝｸﾞ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ関連 ２１（　　３）


貿易・投資等ﾜｰｷﾝｸﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ関連 ４２（　　１）


その他（上記に分類されないもの） ２９（　　９）


（　　）内の数値は、個人から提案された件数を内数で表している。


規制改革ホットラインの処理状況について


２　所管省庁への検討要請状況（平成２５年８月１日現在）　　　　　　　　　　　４５９件


注１）所管省庁に検討要請を行った４５９件は、受付件数のうち規制改革に関連しないと認められるものを除いた件数
注２）４５９件のうち２２６件については、内閣府ホームページで提案内容と所管省庁の回答を公表済み
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その他


1. 事業用定期借地権の期間設定の柔軟化 ・・・・・・ 1
2. 建物表題登記における添付建物図面の様式規格の緩和（A３版サイズの容認） ・・・・・・ 1
3. 公有地の拡大の推進に関する法律の届出義務の見直し ・・・・・・ 2
4. イモビライザを無効化する機器の所持等の制限を目的とした法令の制定 ・・・・・・ 2
5. インターネットオークションにおける盗品カーナビの流通阻止 ・・・・・・ 3
6. 「健康保険組合の規程変更届」の電子申請システムでの受付 ・・・・・・ 3
7. 官民連携によるインフラ輸出の推進 ・・・・・・ 4
8. 無償資金協力の見直しによる官民連携の推進 ・・・・・・ 4
9. 会社等の法人設立時における公証役場での定款認証手続の管轄廃止 ・・・・・・ 5


10. 原動機付自転車１種（排気量５０ｃｃ未満）の時速３０ｋｍ制限の撤廃について ・・・・・・ 6
11. 行政書士法人の設立要件緩和 ・・・・・・ 6
12. 車庫規制の緩和 ・・・・・・ 7
13. 行政書士のワンストップ手続きの法改正で経済の高速化 ・・・・・・ 7
14. 社会保険料の算出方法の変更 ・・・・・・ 8
15. インターネットオークションにおける盗品カーナビの流通阻止 ・・・・・・ 8
16. イモビライザを無効化する機器の所持等の制限を目的とした法令の制定 ・・・・・・ 9
17. 商業登記簿謄本の記載事項から会社代表者の住所を削除 ・・・・・・ 9
18. 国際運転免許証 ・・・・・・ 10
19. 消費者庁表示対策課のソーシャルゲーム業界に対する行政指導について ・・・・・・ 10
20. 医療機器・医薬品の厚生労働省と農林水産省との管轄について ・・・・・・ 10
21. 固定資産税の家屋評価補助業務の民間委託促進について ・・・・・・ 10
22. 消防ホース結合差込金具の規格の統一 ・・・・・・ 11
23. 高校新卒者の就労促進のための運転免許制度の見直し ・・・・・・ 11
24. 補助金・委託費の複数年化等の制度および運用の見直し ・・・・・・ 11
25. 日本語学校の法的位置付けの明確化 ・・・・・・ 12
26. 道路使用許可証の携帯義務の見直し（コピー所持の容認） ・・・・・・ 12
27. 労災保険関係成立票の大きさに関する制限の緩和 ・・・・・・ 12
28. 公衆の立ち入らない場所での建設業許可票・労災保険関係成立票の掲示義務の緩和 ・・・・・・ 13


該当頁







規制改革ホットライン検討要請項目


1 3月22日 5月2日
事業用定期借
地権の期間設
定の柔軟化


【具体的内容】
貸主と借主の双方が合意した場合には、10年未満の期間であっても事業用定期借地権の設定を認めるべきである。


【提案理由】
現状、事業用定期借地権は、貸借期間が10年以上30年未満の場合に、公正証書等によってのみ設定することが可能。10年
未満の借地権を設定する場合は、双方の合意があっても定期借地権契約を設定できない。
事業用定期借地権の設定は、確実に更地となって返却されることから、遊休地などの活用に極めて有用である。しかしなが
ら、遊休地によっては10年以上の長期間にわたって自社使用しないとの見通しを持てないケースもあるため、事業用借地権
の設定を選択することができない。
貸主・借主双方が合意した場合に、存続期間を10年未満とすることが可能となれば、遊休地の有効活用につながると同時
に、借主の事業ニーズにも応えることができる。


日本経済団
体連合会


法
務
省


2 3月22日 5月2日


建物表題登記
における添付建
物図面の様式
規格の緩和（A
３版サイズの容
認）


【具体的内容】
建物の表題登記申請の際に添付される建物図面について、A３版サイズの提出を容認すべきである。


【提案理由】
建物の表題登記申請の際に添付する建物図面は、Ｂ４版サイズしか認められていないが、Ｂ４版サイズのみしか認めないこと
について、合理的な理由を見いだせない。
本件に関する法務省の回答では、登記所が発効する証明書を作成するにあたり不都合が生じることを理由としているが、図
面部分をＢ４版サイズ（残りは余白とする）等にすることによって、法務局において、証明部分を合わせてＡ３版サイズの証明
書を作成することが可能である。


日本経済団
体連合会


法
務
省


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


1







規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


3 3月22日 5月2日


公有地の拡大
の推進に関する
法律の届出義
務の見直し


【具体的内容】
公有地の拡大の推進に関する法律の下で、一定規模以上の土地を有償譲渡する場合の都道府県知事または市長への届出
義務を見直し、地方公共団体等の取得が想定しにくい地域は届出不要とすべきである。


【提案理由】
公有地の拡大の推進に関する法律では、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の
増進に資することを目的として、都市計画区域内（一部例外あり）の一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとする場合に、
その土地の所在及び面積、譲渡予定価格、譲り渡そうとする相手方その他の事項を都道府県知事（その土地が町村の区域
内に存在する場合）や市長に届け出させることにより、公共施設等の整備のためにその土地の取得を必要とする地方公共団
体等に、民間の取引に先立ち、土地の買取協議の機会を与えている。届出の対象となる土地は、都市計画施設等の区域で
200㎡以上、都市計画施設等の区域以外の市街化区域で5,000㎡以上、上記以外の都市計画区域で10,000㎡以上となってい
る。
ただし、都市計画法上の工業専用区域のように使用用途が限定されている区域などの中には、地方公共団体等が民間の取
引と同等程度以上の条件で積極的に買取を希望することが考えにくい地域があり、そのような場合にも届出をして買取希望
の地方公共団体等がない旨の通知を待つのは不経済である。事前に国や地方公共団体等が届出義務の適用除外地域を設
定するなど届出不要とすれば、その地域についてはより簡素な手続で円滑・迅速な土地取引が可能となる。


日本経済団
体連合会


国
土
交
通
省


4 3月22日 7月9日


イモビライザを
無効化する機
器の所持等の
制限を目的とし
た法令の制定


【具体的内容】
自動車盗難対策として も効果的であるイモビライザ（電子的なキーの照合による自動車盗難防止システム）を無効化する器
具の所持を、業務その他正当な理由による場合を除いて、制限することにより、自動車の盗難防止を図るべきである。


【提案理由】
現状、イモビライザを無効化する機器の所持等を目的とした法令、規制はない。
近年、自動車の盗難を防止するために車両に装備している「イモビライザ」の機能を無効化する器具を用いた盗難が増加し、
反社会的勢力および不良外国人の資金源になっている。現在、何の規制もないためインターネット上で購入できる場合もあ
り、この器具が広く流通するに至っており、所持できること自体が問題となっている。また盗難車両を用いた二次犯罪も発生し
ている。
このような状況に対し、何ら対策を講じなければ、自動車盗難が増加し続け、消費者がイモビライザ装着車を選好したとしても
自動車盗難に遭うことを防ぐことができない。
住宅侵入犯罪が増加したときに、その対策として「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」（いわゆるピッキング防止
法）が制定したように、イモビライザを無効化する器具の所持等を法律で規制し、国民の財産を守る方策を講じる必要があ
る。
類似した立法目的を有するピッキング防止法の施行後、住宅侵入犯罪の認知件数が激減したことと同様に、本要望の実現に
より、自動車盗難を激減させることが期待できる。また、反社会的勢力等の資金源を断つことにつながり、社会の安全・安心に
寄与しうる。


日本経済団
体連合会


警
察
庁
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規制改革ホットライン検討要請項目
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提案の具体的内容及び提案理由提案事項名
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受付日
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要請日
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名


（会社名・
団体名）


5 3月22日 5月2日


インターネット
オークションに
おける盗品カー
ナビの流通阻止


【具体的内容】
インターネットオークションにおける盗品カーナビの流通を阻止するため、相手方確認の強化および申告義務違反に対する行
政処分・罰則の規定を設けるべきである。
　
【提案理由】
インターネットオークションを通じて盗品カーナビの流通を阻止するための規制、自主規制が存在していない。
平成21年度に総合セキュリティ対策会議がまとめた報告書において、インターネットオークション事業者に対し「出品時のカー
ナビの製造番号の記載の義務化」、「製造番号に係る部分の画像の掲載の推奨」、「盗品と疑わしきカーナビの製造番号の検
索可能化」などを行うことが望ましい旨記述され、一部のインターネット・オークション事業者においてはこれらの対策が実施さ
れている。
しかし、部品を目的とした盗難の２割以上がカーナビ被害であり（2011年警察庁統計データ）、被害件数は依然として多い状
況にある。
そのため、盗品カーナビの流通阻止を目的にインターネット事業者における出品者確認の強化および申告義務違反に対する
出品者の行政処分・罰則の規定を設けるべきである。


日本経済団
体連合会


警
察
庁


6 3月22日 7月9日


「健康保険組合
の規程変更届」
の電子申請シス
テムでの受付


【具体的内容】
「健康保険組合の規程変更届」の電子申請システムでの受け付けを認めるべきである。
　
【提案理由】
健康保険組合の各種認可・届出については、その多くが、総務省が運営する行政ポータルサイト「e-gov」からの申請が可能
となっている。
現状は、組合規約については「認可」、「届出」どちらもe-govからの申請が可能である一方、規程については届出の申請メ
ニューがサイト上に設けられておらず、変更の都度、紙ベースでの申請を行わざるを得ない。
「e-gov」からの申請受付が認められた場合、事務の効率化が期待できる。


日本経済団
体連合会


厚
生
労
働
省
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規制改革ホットライン検討要請項目
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7 3月22日 5月2日
官民連携による
インフラ輸出の
推進


【具体的内容】
増大する海外のインフラ需要に応えるためには､公的資金を有効活用した官民連携の推進が不可欠である。具体的には①
ODA予算の増額、②円借款改革（グラントエレメントの拡大によるタイド化､ドル建て・現地通貨建てによる為替リスク低減施
策､FS予算が変動した場合の柔軟な対応等)､③インフラ案件を対象とした無償資金協力の増額､④途上国における入札制度
の整備への協力を要望する。
　
【提案理由】
2010年の日本のODAの支出純額は､DAC加盟23カ国中第5位であるが､国民一人当たりの負担額は第18位､GNI比は第20位､
贈与比率は第22位と低い水準にあるため、ODA予算を拡充すると共に､贈与比率を高めることが求められる｡また日本のODA
インフラ案件で､日本企業が受注しているのは､STEP円借款と無償がメインであり､アンタイド円借款や日本が拠出・出資する
国際機関（ADB、世銀等）の案件の受注状況は芳しくない｡タイド化の推進とインフラを対象とした無償資金協力の拡充により､
高品質である本邦技術を輸出していくことが求められる｡なお､途上国はどうしても価格評価のみで他国企業に発注する傾向
にあるので､途上国の入札制度整備に関する技術支援を並行して実施することが急務である。


日本経済団
体連合会


外
務
省


8 3月22日 5月2日


無償資金協力
の見直しによる
官民連携の推
進


【具体的内容】
産業分野への無償資金協力の提供を増やすことで､新興国の雇用創出、経済成長に貢献すべきである。これにより新興国と
の平和な互恵関係を構築すると共に､もの作り産業の復活など､わが国も利益を享受することが可能となる。
　
【提案理由】
一般プロジェクト無償は基礎生活分野､教育分野において実施するプロジェクトが原則である｡しかし､新興国が経済的な発展
を遂げるためには､このような社会的インフラ整備に加え､工場建設などの雇用を創出する産業分野をも対象とすべきである。
新興国において､日本企業の技術指導の下で日本製のキーパーツを使いながら付加価値をつけ､自国用/輸出用の 終製品
を完成させるというメカニズムを構築することで経済成長を達成することができる｡


日本経済団
体連合会


外
務
省
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規制改革ホットライン検討要請項目
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9 3月24日 5月2日


会社等の法人
設立時における
公証役場での
定款認証手続
の管轄廃止


【具体的内容】
株式会社や一般社団・財団法人の設立時には、公証役場で定款の認証を受けることが必要とされている。この手続には、公
証人法において、法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する法務局の所属公証人が取扱うという管轄規定が設けら
れているが、管轄を廃止し、全国どこの公証役場でも定款認証を受けられるようにするべきである。
　
【提案理由】
現在、首都圏や関西圏を中心に都道府県境を超えた人の往来や経済活動は日常的に行われており、例えば居住地と勤務地
が異なる都道府県であることはむしろ一般的である。このような社会状況の中、定款認証手続については、専門家である行政
書士・司法書士・弁護士等の代理人に依頼されることが多いところ、公証人の管轄があるため、例えば東京都に事務所を有
する代理人が埼玉県に設立される法人の定款認証手続の依頼を受けた場合、事務所の 寄りの公証役場ではなく、埼玉県
内の公証役場まで出向かなければならない。同様に東京の会社から地方、例えば沖縄県に子会社を作る依頼を受けた場
合、定款の認証を受けに沖縄県まで出向かなければならない。このような手間は、法人設立までにかかる期間が長くなるば
かりか、時間と交通費がかさむ分、依頼者である国民が負担するコストが増加することにつながっている。法人設立のハード
ルやコストを引き下げ、起業を容易にしようという政策が種々行われているところ、このような非合理的な管轄規制を改め、迅
速な手続を可能にするべきである。
そもそも、公正証書の作成等、他の公証人業務については、このような管轄規制は存在しないところ、各法務局によって現地
の事情にあわせて定款認証に関係してくる会社法や商業登記法の法令解釈が異なる等の事情があるわけでもない（あっては
ならない）のであるから、定款認証業務のみ管轄が定められていることの規制目的自体が不明確である。このようなデメリット
はあれど、メリットが見あたらない規制は法律を改正して速やかに改め、迅速な行政手続を実現するべきである。


個人
法
務
省
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規制改革ホットライン検討要請項目


番
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提案主体
名


（会社名・
団体名）


10 3月25日 7月9日


原動機付自転
車１種（排気量
５０ｃｃ未満）の
時速３０ｋｍ制
限の撤廃につ
いて


［車種、道路交通面からの提案理由］
１　現行の原付１種の販売車種は、時速３０ｋｍ制限を必要とするほど低い性能ではない。
２　道路では、時速６０ｋｍ車両に常時追い越される状況なので、かえって危険性が増す。
　　常時接近状態での追い越しを余儀なくされ、わだちや砂が浮いてるような道路状況、また強風など車体が不安定なケースになる
場合が少なくはない。トラックなど、車体の大きな車両が原１を追い越す際に、風圧の影響で原１が不安定にある場合が有り、負圧
により吸い込まれる可能性もある。
３　事実上、二段階右折禁止交差点がかなりの箇所に存在し、右折レーンに車線変更する際に、時速６０ｋｍ制限速度の自動車と速
度差がありすぎて、　追突される危険性が高い。
４　原動機付自転車で３０ｋｍ制限を厳守すると、かえってスムーズな交通の妨げとなる。日本の道路環境では大部分を占める、幅
の狭い黄色中央線の道路では、それが顕著に表れる。中型自動車以上の車両だと、左端に停止したとしても、対面交通の状況に
よっては抜けない。
５　原１で追い越しされるときに、（個人的な経験からだが…）無理な追い越しをする四輪自動車が少なくなく、原１が邪魔だと言わん
ばかりに、かぶせてくるドライバーもいる。
［生活・経済面からｂの提案理由］
原動機付自転車１種（排気量５０ｃｃ未満）は、失業者、低所得者や生活保護世帯など「経済弱者にとっては有用な移動手段」であ
る、生活の足として必要 低限の必需品だとも言える。　インフレターゲットによる物価高、消費税増税、資源･食料の高騰、国家を超
えた競争の激化により、ますます格差は拡大するだろう。失業者が求職活動をするにも、時速３０ｋｍ制限が撤廃された原１があれ
ば、かなり広範囲かつ自由に移動でき、就職支援、資格取得支援にもなる。失業者、低所得者、生活保護者は、燃費の良い原１で
価格の安い店舗まで移動できれば、生活費を抑えることが出来る。消費増税、生活保護費支給額削減、物価高騰するも 低賃金増
加見込めず…ならば、 低限、原１の規制を緩和し経済的に苦しい世帯を支援するべきである。義務をかし、義務を重くするわりに、
権利は与えないというのは民主的ではない。原動機付自転車の時速３０ｋｍ規制緩和要望は、2000年代前半～つい 近も国会で議
論されており、総務省、国交省、警察庁、時の与野党ともわかりきっているはずである。


個人
警
察
庁


11 3月27日 5月2日
行政書士法人
の設立要件緩
和


【具体的内容】
行政書士１名以上で行政書士法人が設立できるように要件を緩和するとともに、行政書士法人設立時の定款につき公証人の
認証手続きを不要とすること。


【提案理由】
行政書士法人は、会社法の「合名会社」を模している。合名会社は、社員１名以上で設立が可能であり、設立時の定款につき
公証人の認証手続きも不要である。なお、弁護士法人は社員１人の法人が認められている。また、行政書士は業として株式
会社、持分会社、その他の法人の定款作成（代理）に携わっており、定款作成に精通していることから公証人の認証手続きは
不要である。


個人
総
務
省
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12 3月27日 7月9日
車庫規制の緩
和


【具体的内容】
車庫の場所について、所有者の自宅や営業所から２Ｋｍ以内という距離制限の撤廃。また、利用した車を15日以内に車庫登
録場所に返還する義務付けの撤廃。要は、どこかに車庫を確保し、車検時に登録の都道府県に税を納めれば良いこととす
る。


【提案理由】
レンタカー事業者の場合、事業者が交通の便利な駅前にある場合が多いが、営業所から２Ｋｍ以内の車庫を義務付けられる
ことで車庫の選択肢が狭まり、コストが嵩む。また、利用された車を15日以内に車庫登録場所に返還することのコストが大き
く、利用者にとって乗り捨て料金が嵩む要因となる。個人にとっても、休暇で自宅以外に長期滞在する場合には、法律違反に
なるなど不都合が生じる。
本法律の主たる目的は駐車違反の防止にあるが、放置自動車取締りの民間事業者の活用等で、その実効性が担保されてい
れば、民間に負担を課す、本規制の役割は終えたのではないか。


個人
警
察
庁


13 3月30日 7月9日


行政書士のワン
ストップ手続き
の法改正で経
済の高速化


【具体的内容】
行政書士の登記手続きについて。
高齢化と経済の縮小化の時代に突入している日本で、昔からの法規が幅を利かして現存し、ワンストップ手続きのさまたげに
なっている、小泉総理時代が終わると規制改革がストップした、計画されたものも民主党政権が途中で中止させた、そのため
に国民は以前よりも不便になったまま放って置かれていたのが、法務局の登記手続きのことである、１、行政書士が法人の定
款等を公証人役場で認証を受けた案件、２行政書士が遺産分割協議書等を作成した２案件はそれぞれほぼ９８パーセント手
続きが完了しているのに、登記申請の手続きが不可能なままでは政府の言うワンストップ手続きにならない
【提案理由】
これは民主党が途中で法務省の圧力を受けそれを跳ね返すことができずに国民に不便をかけたまま現在に至っている問題
だ。
しかし、今規制改革の中で改正をしなければ国民の不便さは解決せずわずらわしさとコスト高から解放されないまま国民は
放って置かれることになる、この問題は小泉改革の時に法務省と総務省に日本行政書士連合会が改正法案を協議検討した
が、規制緩和のことが尻すぼみとなったことから、ほったらかしにされていたのである。
国民は率いの低い行政書士に上記２種目の手続きを依頼しても、明らかにワンストップサービスを国から受けることが出来無
いのである、しかも、高負担となって余計な出費が発生して家計にはマイナスで、手続きのスピード化を損なったままなので国
民は踏んだり蹴ったり状態を脱出できていない。自民党はアヘノミクスを推進するために、規制改革を本腰を入れて取り組む
と再開したのであるから、商業登記と相続登記のスビード化等を速め贈与と相続と経済のスピードを上げて、国民に寄与でき
るように行政書士法を改正していただきたい、ＴＰＰ等に備えるためにも手続きの簡素化を急いで戴きたい。
今後も行政書士は国民のために寄与できるよう努力し、特に私は自民党を未成年の時から親父と一緒に応援をしてきてい
る、実にその間が父子で７０年となった、 近では大野副官房長官、現在は大塚拓衆議院議員が選挙区である、規制改革で
行政書士にも陽があたっても良いのではないか。


個人
総
務
省


法
務
省
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規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


14 4月12日 5月2日
社会保険料の
算出方法の変
更


健康保険料、厚生年金保険料を算出する際の標準報酬月額や定時決定（算定基礎届）・随時改定（月額変更届）による算出
を廃止する。例えば、雇用保険料や賞与の保険料を算出する標準賞与額のように、実際に支払われた給与に対し料率を乗
ずる方式に変更する。


【提案理由】
【現状】
現行の方法では、過去に給与の誤支給があった際、過去に遡及して全ての月変・算定を見直した上で、保険料精算・紙の訂
正届けを作成しなくてはならず、非常に非効率である。また、既退職者との精算も困難である。
第１回国民の声にて、今後、国民的議論を行いながら、新制度の具体的な制度設計を進めていく旨の回答が出されており、
是非ともこの点を踏まえた検討をお願いしたい。


日本損害保
険
協会


厚
生
労
働
省


15 4月12日 5月2日


インターネット
オークションに
おける盗品カー
ナビの流通阻止


インターネットオークションにおける盗品カーナビの流通阻止のための相手方確認の強化および申告義務違反に対する行政
処分・罰則の制度を設ける。


【提案理由】
【現状】
平成21年度に総合セキュリティ対策会議がまとめた報告書の中ではインターネットオークション事業者に対し「出品時のカー
ナビの製造番号の記載の義務化」、「製造番号に係る部分の画像の掲載の推奨」、「盗品と疑わしきカーナビの製造番号の検
索可能化」などを行うことが望ましい旨記述されているが対策は全業者で実施されていない状況である。


【要望理由】
そのため、盗品カーナビの流通阻止を目的に相手方確認の強化および申告義務違反に対する行政処分・罰則の制度化につ
いて本格的に検討すべきと考える。
第１回国民の声にて、「事業者等の関係者が連携してインターネット・オークションにおける盗品カーナビの流通防止を図って
いく」との回答を得ており、是非とも検討を進めていただきたい。


日本損害保
険協会


警
察
庁
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規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


16 4月12日 7月9日


イモビライザを
無効化する機
器の所持等の
制限を目的とし
た法令の制定


現状、自動車盗難対策として、 も効果的であるイモビライザ（電子的なキーの照合による自動車盗難防止システム）を無効
化する器具を業務その他正当な理由による場合を除き、所持することなどを制限することにより、自動車の盗難防止等を図
る。


【提案理由】
【現状】
イモビライザを無効化する機器の所持等を目的とした法令、規制はない。


【要望理由】
近年、自動車の盗難を防止するために車両に装備している「イモビライザ」の機能を無効化する器具を用いた盗難が増加し反
社会的勢力および不良外国人の資金源になっている。現在何の規制もないためインターネット上で購入できるときもあり、こ
の器具が広く流通するに至っており、所持できること自体が問題となっている。また盗難車両を用いた二次犯罪が発生してい
る。このような状況に対し、何ら対策を講じなければ、自動車盗難が増加し続け、消費者がイモビライザ装着車を選好したとし
ても自動車盗難に遭うことを防ぎようがない。住宅侵入犯罪が増加したときに、その対策として「特殊開錠用具の所持の禁止
等に関する法律」（いわゆるピッキング防止法）が制定したように、イモビライザを無効化する器具の所持等を法律で規制し、
国民の財産を守る方策を講じる必要がある。


【実現時の効果】
類似した立法目的を有するピッキング防止法の施行後、住宅侵入犯罪の認知件数は激減したことと同様に、自動車盗難を激
減させることができる。また、反社会的勢力および不良外国人の資金源を断つことができ、社会の安全・安心に寄与する。


日本損害保
険協会


警
察
庁


17 4月12日 5月2日


商業登記簿謄
本の記載事項
から会社代表
者の住所を削
除


会社代表者の身辺安全確保及び個人情報保護のため、商業登記簿謄本の記載事項から会社代表者の住所を削除する。


【提案理由】
【現状】
過去に中央省庁ＯＢを狙った殺傷事件が発生したが、企業トップもいつテロ行為の標的にならないとも限らない。こうした状況
下、商業登記簿謄本で会社代表者の住所を誰でも取得できる状態を放置することは、このリスクを高めるのみならず、個人情
報保護の風潮にも逆行するものである。


【要望理由】
登記簿への住所記載の理由は、登記の真実性担保、第三者による代表者への責任追及のため、過料制裁の通知のため等
が考えられるが、代表者の住所を必要とする者は代表者との利害関係を証明することで住所記載の証明書を取得できる、と
することで十分機能を果たせると考える。本件は、「規制改革推進のための３か年計画(再改定)(平成２１年３月３１日閣議決
定)」において検討項目とされているので、是非とも検討を進めていただきたい。


日本損害保
険協会


法
務
省
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規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


18 4月22日 6月6日
国際運転免許
証


有効期間が1年とのことだが、日本国内での運転免許証残存有効期間と合わせるべきと考える。 個人
警
察
庁


19 4月23日 6月6日


消費者庁表示
対策課のソー
シャルゲーム業
界に対する行政
指導について


消費者庁表示対策課の事項名に対する行法姿勢・行動は甚だ問題であると考えている。昨年のゴールデンウィークの 中、
同庁表示対策課から読売新聞にリークがあり、コンプガチャ(正式名称、コンプリートガチャ)が同法に対して違法であるとの報
道がなされた。同庁同課は一昨年のソーシャルゲーム会社からコンプガチャの適法性に関して弁護士立ち合いのもと事前相
談をして適法であるとの回答をしていながら、法律が変更になった訳ではないのに突然違法であるとした。その理由がユー
ザーから同サービスに対してクレームが増えたからという理由であった。行政は根拠法に基づいて行政執行をするはずであ
り、更に「行動」の適法性・内容によって判断すべきで、ユーザーからの「クレーム」で法律解釈を180度変更するのは法治国
家の観点から適切な行動と判断であるか疑念が残る。また同庁同課はコンプガチャが現行法で違法であると断定しながら、
その根拠が曖昧な為、読売新聞にリークした後に通達形式で「改正案」を制定して、コンプガチャを後になって「違法化」させ
た。
関連URL　http://www.caa.go.jp/representation/pdf/120518premiums_1.pdf上記の様な手法は行政の恣意的な運用と言えな
いだろうか。信義則に反するような法律解釈は慎むべきであると考える。また、結論としては同サービスは多くのユーザーが
支持していることもあり合法化すべきではないか。


個人


消
費
者
庁


20 4月25日 6月6日


医療機器・医薬
品の厚生労働
省と農林水産省
との管轄につい
て


１．医療機器・医薬品に関して、人間用に関しては厚生労働省、動物用に関しては農林水産省の管轄になっているが、実際は
同じ物であっても、それぞれに別物として、それぞれの認可が必要になっている。アメリカ等では、ＦＤＡの一括管轄になってお
り、そもそも動物用医療機器という概念はないという事だが、日本で分かれている意味はあるのか？縦割り行政により無駄な
出費と手間もかかると思うが、統一する事はできないか？
２．平成２４年８月３０日から薬事法施行規則の一部が改正され、製造販売業を取得するときの人的要件の資格要件が変わ
り、厚生労働省管轄の人間用の製造販売業は取得しやすくなったが、農林水産省では未だ適用されておらず、人間用より製
造販売業の取得が難しくなっている。迅速なる情報の共有と対応は農林水産省では難しいのか。検討の程宜しくお願いした
い。


個人


厚
生
労
働
省


農
林
水
産
省


21 5月8日 6月6日


固定資産税の
家屋評価補助
業務の民間委
託促進について


固定資産の課税対象である家屋の評価事務で補助的な事務については民間委託が可能とされている（平成１９年３月３０
日、総務省自治税務局固定資産税課長通知）。民間委託することにより、自治体は、課税漏れ防止などによる公平性・公正性
の確保、重要な施策の実現に向けた人材の有効活用など、行財政面におけるメリットがある。 しかしながら、昭和２５年固定
資産税の創設以来、地方税法第４０５条に規定されている固定資産評価補助員（自治体の税務担当職員）が補助的業務も含
めて評価事務全般を行っており、また、前述の通知が民間委託に対し消極的な書きぶりのため、補助的業務の民間委託が可
能なことについて必ずしも自治体に理解されていないことや、自治体に民間委託に対する抵抗感（公権力の保持と説明責任
の所在など規制緩和への理解不足）が存在することなどから、現状では十分に進んでいるとは言えない。  官から民への規制
改革の流れの中で、総務省から自治体に対し、固定資産税の家屋評価補助業務の民間委託の促進に関し、もっと積極的な
通知の発出等の措置を図ってもらいたい。


（株）産研九
州
（一社）日本
補償コンサ
ルタント協
会


総
務
省
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規制改革ホットライン検討要請項目
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号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


22 5月15日 6月6日
消防ホース結合
差込金具の規
格の統一


消防用ホースに使う差込金具の規格が統一されていないことから、現在は各方式に対応させた消防機器（取水装置）を開発・
製造しなければならず、ベンチャー企業にとっては負担も大きい。将来的には差込金具の仕様を統一すること。


（注）消防車とホースの結合金具については、消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令によ
り、「ネジ式」と「差込式」を規定している。消火活動の迅速化・円滑化のため、全国の消防本部のほとんどで差込式を使用し
ているが、東京消防庁など５消防本部でネジ式を採用している。
（注）消防組織法第45条の規定に基づき作成される「緊急消防支援隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関す
る計画」で、消防用ホースは口径65ミリのものを積載することが規定されているので、あとは結合方式が統一されれば、全て
の消防車において同一の消防機器（取水装置）を使用できるようになる。


日本商工会
議所


総
務
省


23 5月15日 6月6日


高校新卒者の
就労促進のた
めの運転免許
制度の見直し


若年者雇用を拡大するため、高校新卒者が運送会社等ですぐに就業できるよう、運転免許制度を以下のとおり見直すこと。
○タクシー等を運転できるよう、普通第二種運転免許取得の年齢制限（21歳以上、運転経歴３年以上）引き下げること。
○保冷車など２ｔ積載トラックであっても、保冷装置を装備すると総重量が５ｔを超えてしまい中型免許が必要となるケースが多
いため、中型免許取得の年齢要件等（20歳以上、運転経歴２年以上）の引き下げ、もしくは普通自動車運転免許で運転可能
な車両総重量の上限を「6.5ｔ未満」に見直すこと。


（注）普通自動車運転免許における車両総重量は現在５ｔ未満である。
保冷車などは保冷装置を装備すると総重量が５ｔを超え中型車に該当するケースが多くなっている。
（注）(公財)全日本トラック協会のデータによると、「積載量２ｔクラス」の車両であっても、ハイブリッド仕様やＣＮＧ（天然ガス）仕
様、また保冷装置等を装備することにより、総重量５ｔ超の車両が増加してきている。同協会が(一財)自動車検査登録情報協
会の保有台数統計（平成22年３月現在）をもとに作成した資料によると、「積載量２ｔクラス」の営業用車両のうち、５～6.5ｔが全
体の約55％を占めている（５ｔ未満が約43％、6.5トン超が約２％）。


日本商工会
議所


警
察
庁


24 5月15日 6月6日


補助金・委託費
の複数年化等
の制度および運
用の見直し


補助金・委託費の効果を 大限に引き出すため、複数年化、申請書類等の簡素化、手続きの迅速化等を図ること。また、補
助金・委託費を活用して事業を行う者が、不足する資金を金融機関から借りやすくするため、補助金等に係る予算の執行の
適正化に関する法律(補助金適正化法)で禁止されている補助金で取得した施設の担保規制を解除すること。


（注）補助金適正化法第22条「補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産※を、各
省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはな
らない。」
※○不動産、船舶、航空機、浮標、浮さん橋、浮ドック、およびその従物
○機械及び重要な器具で各省各庁の長が定めるもの
○その他各省各庁の長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの


日本商工会
議所


財
務
省
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規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


25 5月19日 6月6日
日本語学校の
法的位置付け
の明確化


現在、文部科学省の見解では各種学校の設置母体に対する規制は無いが専門学校、各種学校の許認可権は地方自治体に
任されているために、学校法人立でなければ各種学校として認可されない自治体が大半である。その歴史的背景から、もっ
ぱら外国人に日本語を教える日本語学校の大半は株式会社立であったりして、その監督官庁が無いままに現在に到ってい
る。留学生10万人計画の開始時には「上海事件」に見られる外交問題も起き、その様な問題を防止し、日本語教育の質的向
上を目指して財団法人日本語教育振興協会が発足した事は既に遠い過去になりつつある。＊参照：｢留学生数の変遷と入管
施策から見る留学生10万人計画」2010年5月の｢事業仕分け｣によって、文部、法務、外務省共管の財団法人日本語教育振興
協会の審査認定事業が法律的な立て付けが悪いと言う理由で「ここは一旦、法的により明確な制度に改めるべき｣との趣旨で
廃止されて以降、法的にも、明確な制度になっていない。今までは財団法人日本語教育振興協会が日本語学校の審査認定
事業を任されていた関係上、監督官庁が存在しなくても、設置母体に関係なく、日本語学校の教育、経営、学生指導面等、情
報共有が行われると共に、認定更新事業によって活動実態の把握も行われていた。しかし、審査認定事業が廃止された事で
設置母体の違いにより同じ「留学」資格を持つ日本語学校留学生の扱いに区別が存在する事が鮮明になって来ている。法的
な位置付けの明確化により、サーズ、鳥インフルエンザ、結核感染、関西・東日本大震災等様々な天災が起きた時の的確な
行政からの情報提供や海外から活力ある留学生招致を行える仕組みが出来る事は、政府が取り組む高度人材受入や留学
生30万人計画に好影響を地域にもたらすと考えられる。日本全国で約400校の日本語学校から70％以上の留学生が大学等
高等教育機関へ進学するだけでなく、国内企業や海外日系企業への就職、ＥＰＡを始めとする介護、看護士など広範な外国
人への日本語コミュニケーション教育を行う教育機関として、重要性を増す日本語学校の「法的な位置付け」は明確にされる
べきと考える。その為にも、地方自治体に対して政府として統一的な指針を示して頂き成長戦略に沿う為の規制緩和をお願い
する次第である。


I.C.NAGOYA
(株)エヌ・ア
イ・エス)


　
　
　
法
務
省


　
　
　
文
部
科
学
省


26 6月10日 7月11日


道路使用許可
証の携帯義務
の見直し（コ
ピー所持の容
認）


道路工事の現場において携帯する道路使用許可証は、原本でなくコピーでもよいこととし、その旨を周知すべきである。


【提案理由】
道路使用許可証は、道路工事の現場で原本を携帯することとされている。しかし、１の道路使用許可に対し、複数班が異なる
場所で工事に従事する場合もあり、現場で求められたときに直ちに原本を提示できるとは限らない。しかし、第三者から「原本
所有していない」と指摘されてトラブルになることがある。警察からも「原本保管が前提」との認識を示されているが、実運用
上、原本を携帯することができない場合もあるため、ルールを見直していただきたい。


民間企業
警
察
庁


27 6月10日 7月11日


労災保険関係
成立票の大きさ
に関する制限の
緩和


労災保険関係成立票の大きさについて、建設業許可票と同じ「25cm×35cm以上」とすべきである。


【提案理由】
通信建設工事の現場に掲示する建設業許可票と労災保険関係成立票の大きさは、いずれも「40cm×50cm以上」と定められ
ていたが、建設業許可票のみ平成23年に「25cm×35cm以上」で良いこととされた。このサイズはＡ３版１枚に収まるので事業
所で容易に作成可能であり、事業者の負担が軽減された。労災保険関係成立票についても同様の扱いとしてほしい。


民間企業


厚
生
労
働
省


12
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28 6月10日 8月1日


公衆の立ち入ら
ない場所での建
設業許可票・労
災保険関係成
立票の掲示義
務の緩和


建設業許可票および労災保険関係成立票の掲示義務に関して、狭くて掲示場所が確保できない場所や、公衆の目に触れな
い場所での工事については、掲示を義務とせず、いつでも参照可能な状態で保管していればよいこととする等、緩和を検討す
べきである。


【提案理由】
通信建設工事の現場には、建設業許可票（建設業法第40条）と労災保険関係成立票（労働安全衛生法第77条）の掲示義務
があるが、マンションの屋上やＥＰＳ室など、狭くて掲示場所が確保できない場所や、公衆の目に触れない場所などでの工事
は、無理に掲示させる必要はないのではないか。


民間企業


厚
生
労
働
省


国
土
交
通
省


13
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規制改革ホットライン検討要請項目


1 3月22日 5月2日


保険薬局の指
定に係る基準の
見直し（近隣相
場程度の賃貸
借）


【具体的内容】
薬局が、医療機関若しくは保険医の血縁関係者の所有の土地建物に関し、直接賃貸借契約を結ぶ際、近隣の賃借料と比較
し妥当性が検証できれば、保険指定を受けられるようにすべきである。
　
【提案理由】
薬局から医療機関への利益供与を防ぐため、薬局は医療機関から経済的に独立していなければならないとされているが、薬
局が、医療機関もしくは保険医の血縁関係者が所有する土地建物を直接賃貸借する際の、保険指定の是非について、各厚
生局によって判断が異なる。
そこで、薬局が当該土地所有者と不動産賃貸借契約を結ぶ際に、近隣の賃借料と比較衡量し妥当性が認められれば、保険
指定を受けられるようにすべきである。
※「保険指定に問題なし」との見解を示した厚生局は以下の通り。
東北厚生局　岩手・宮城事務所、関東信越厚生局　埼玉・千葉事務所、東海北陸厚生局　愛知・三重・岐阜事務所、近畿厚生
局　奈良・滋賀・兵庫事務所、中国四国厚生局　広島・島根・山口・香川・徳島・愛媛・高知事務所、九州厚生局　宮崎事務所
※「保険指定に問題あり」との見解を示した厚生局は以下の通り。
北海道厚生局　北海道事務所、東北厚生局　福島事務所、関東信越厚生局　栃木・茨城・東京・神奈川・群馬・長野事務所、
東海北陸厚生局　静岡事務所、近畿厚生局　大阪・京都事務所、中国四国厚生局　岡山事務所、九州厚生局　福岡・鹿児島
事務所


日本経済団
体連合会


厚
生
労
働
省


2 3月22日 8月9日


保険薬局の指
定に係る基準の
見直し（保険薬
局による医療機
関への不動産
賃貸借）


【具体的内容】
保険薬局が所有又は賃借する不動産を保険医療機関に賃貸又は転貸借していることのみをもって、保険薬局と保険医療機
関が「一体的な構造」または「一体的な経営」には該当しないとする解釈を徹底すべきである。
　
【提案理由】
平成20年３月31日付厚生労働省事務連絡「保険薬局の保険医療機関からの独立性に関する取扱いの明確化について」にお
いて、「薬局が所有又は賃借する不動産を保険医療機関に賃借又は転貸借していることのみをもって…（中略）…「一体的な
構造」又は「一体的な経営」には該当するものではないこと。」とされている。
しかし、関東の一部の事務所では、保険薬局が貸借する不動産を保険医療機関に転貸借し、その医療機関に隣接して保険
薬局を開局することについて、当事務連絡は、保険薬局として、その医療機関に隣接して経営を行わない場合にのみ限ると
の見解を示している。
本件に関し、各事務所によって見解が異なることから、上記通知にそった解釈を徹底するよう、厚生労働省は指導すべきであ
る。


日本経済団
体連合会


厚
生
労
働
省
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3 3月22日 5月2日


保険薬局の指
定に係る基準の
見直し（医療機
関との同一テナ
ント内における
薬局開設）


【具体的内容】
同一ビルやテナント内において保険薬局と保険医療機関が併存できるよう、ビルやテナントの共用部を公道とみなし、構造的
な独立として定義、明確化するよう指針を発するべきである。
　
【提案理由】
薬局は医療機関から経済的、機能的、構造的に独立していなければならないとされており、「構造的な独立」については、一
般には公道で隔てることが求められているが、同一のビルやテナント内等では、構造上、薬局と医療機関とを公道で隔てるこ
とが困難な場合が多く、薬局の開設に支障が生じている。
例えば、全国の厚生局は、ビル内の同一フロアに保険薬局と保険医療機関のみが入居する場合、そのフロアの通路は医療
機関の患者しか通らないため公道とみなすことが出来ず、当該薬局は保険指定を受けることができないとの見解を示してい
る。一方、同一フロアに不特定多数の人が集まる他業種（本屋、雑貨屋等）が１店舗ないし２店舗存在する場合、フロアの通
路を公道とみなし保険薬局の指定を受けることができるが、厚生局によって、業種によりフロアの通路を公道とみなすか否か
判断が異なるケースもある。
実際に、ビルに医療機関が入っているケースは多く、患者の立場からは同一フロアに薬局があった方が利便性が高い。この
ような建物にはほとんどの場合共用部分があり、そこを公道とみなすことで「構造的な独立」を確保することができる。


日本経済団
体連合会


厚
生
労
働
省


4 3月22日 5月2日
医薬品登録販
売者制度の見
直し


【具体的内容】
①登録販売者の常備配置要件について、テレビ電話などの情報通信技術の活用による、登録販売者との常時接続による説
明・応答可能な環境を整備することを条件として要件適合とする。
②登録販売者試験の受験資格における「実務経験」要件を撤廃する（もしくは、「実務経験」に代えて、研修制度による研修修
了者にも受験資格を付与する）。


【提案理由】
①登録販売者は店舗販売業営業時間中は常駐配置義務があり、登録販売者不在時の顧客の緊急需要に応えられない実態
がある（第２類及び第３類医薬品は、当該医薬品販売時における当該医薬品の情報提供は義務化されていないが、顧客より
相談があった場合は説明義務が有る）。
なお、昨年度同様の要望を提出したところ、厚生労働省から、「一般用医薬品は…（中略）…リスクを併せ持つものです。した
がって、その適切な選択と適正な使用を確保するためには、専門家が対面で情報提供・相談応需を行って販売すべきです」と
の回答があった。情報通信技術を用いて即座に顧客の質問に回答できるシステムを構築・導入すれば、登録販売者常駐配
置と同等の環境を整えられることとなり、登録販売者不在時の顧客の緊急な販売要請に応えられる。
今後の高齢化進行に伴い、交通弱者となった顧客が増加する点、小売店数が継続して減少している点を鑑みても、近隣のコ
ンビニエンスストアを日常的に利用する機会は多くなっている。こうした社会環境の変化に対応できる、便利な店舗としての役
割として、医薬品の取扱いは必須と考える。
②現在の登録販売者制度では、満１年以上の実務経験が受験資格にあることから、実質的に既存の医薬品販売業に従事す
る者しか受験できず、異業種からの参入が非常に困難な状況にある。


日本経済団
体連合会


厚
生
労
働
省
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5 3月22日 5月2日


感染症予防に
資する情報の
電子データ化と
その利活用


【具体的内容】
ICTを活用し、親子健康手帳に準じた予防接種記録を電子データ化する。その上で、そのデータを本人（保護者）、学校、自治
体、医療機関などで、個人情報保護に配慮しつつ共有できるシステムを構築することを可能にすべきである。
　
【提案理由】
＜規制の現状＞
現在の予防接種記録は、親子健康手帳等を活用し、被接種者本人や保護者が接種歴を確認できるようにするとともに、予防
接種制度上、市町村において接種記録を整備することとされている。
＜要望理由＞
親子健康手帳へ接種記録は個人記入管理が原則であるため、その記録保持は個人にゆだねられ、さらに市町村において摂
取記録が十分管理されているとはいえず、未摂取のため疾病発症率が増加することも予測される。
＜要望が実現した場合の効果＞
記録のデータ化により、市町村は未接種者が把握でき、接種勧奨を通じて接種率の向上が可能となり疾病発生率を低減する
ことが期待できる。また、摂取記録は海外渡航や永住権取得のための資料となり、データが管理されていれば情報提供が容
易にできる。
厚労省感染症分科会予防接種部会 第二次提言では、摂取記録の取り扱いについて、予防接種に対する公的関与の必要性
や妥当性も含め、慎重な検討を要するとの意見もあるが、感染症対策は、国民の健康を守るための危機管理の観点から、法
制度に基づき、国の責任の下、都道府県及び市町村が役割を分担しつつ、全国一律の対策が講じられてきたものであり、公
的関与は不可欠であると考える。


日本経済団
体連合会


厚
生
労
働
省


文
部
科
学
省


6 3月22日 5月2日


電子カルテ、電
子薬歴における
相互運用性に
ついて


【具体的内容】
電子カルテのリプレースで生じる過去データの「原本性」の確保について、その対応に病院、薬局が苦慮している。電子カルテ
の普及にとっても障害となっているので、適切な解釈を明示すべきである。
　
【提案理由】
電子カルテは1999年4月から3原則（真正性と見読性、保存性）を順守する事で容認され、現在では電子カルテの旧機種のリ
プレースが発生してきている。この際に、旧電子カルテの原本データ（カルテデータ、変更履歴等）を新電子カルテに完全移行
出来ない場合、新電子カルテ内の旧データは原本性をもつ「オリジナルデータ」ではなく、「参照データ」の扱いになると解釈さ
れている。
原本性を従来通り担保するためには、新しい機種に入れ替えたときに、旧電子カルテ（オリジナルデータ）と同じ形式フォー
マットで保管する必要があり、必然的に旧ハードも保存する必要があるという解釈で現場で運用されており、旧電子カルテを
ハード、ソフトともに保管している状況である。
この運用が医療機関や薬局にとって大きな負担であり、電子カルテの普及にとっても障害となっている。
リプレースによる移行データの原本性について、効率的で明確な解釈等を出していただき、現場の円滑な判断が可能となるよ
うにしていただきたい。


日本経済団
体連合会


厚
生
労
働
省
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規制改革ホットライン検討要請項目
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名


（会社名・
団体名）


7 3月22日 5月2日


医療情報データ
ベース基盤整
備事業で集積さ
れた医療情報
の民間企業で
の利活用の開
放


【具体的内容】
厚生労働省などが進める医療情報データベース基盤整備事業では、10の病院・病院グループの医療情報を収集し、将来的
には全国で1000万人規模のデータベースを構築する予定であるが、これらの医療情報について匿名化されるなどの個人情
報保護が担保された医療情報については、民間企業も利用できるよう、厚生労働省提言での要件の見直しをすべきである。


【提案理由】
前述の提言では、蓄積された情報の活用についてはPMDA（Pharmaceuticals and Medical Devices Agency：独立行政法人医
薬品医療機器総合機構）や大学などの研究機関に限定されている。また、完全に匿名化されている情報のみを扱う場合に
は、倫理審査を行わなくてもよいと解釈できる記述はあるが、どのように利活用ができるかについては明確になっていない。ま
た「完全に匿名化」の条件についても明確になっていない。
完全に匿名化された情報であれば、患者のプライバシーの侵害の恐れはないため、民間企業が医療技術や製品の開発にそ
れらの情報を利活用することに障害はないと考えられる。
このような大規模な医療情報を活用することができれば、新規で高度な医療技術や医療機器・医薬品の開発を行うことが可
能になる。


日本経済団
体連合会


厚
生
労
働
省


8 3月22日 5月2日


クラウド利用に
おける医療情報
の受託管理に
関するガイドラ
インの見直し


　
医療情報の受託に当たりクラウドサービスのより一層の活用が可能になるよう、規制・基準を見直すべきである。


【提案理由】
医用画像等の活用に伴う医療データの増大、震災等の緊急時に備えた医療情報の分散管理の必要から、医療情報の効率
的な管理や災害に対する安全性確保のために、医療機関が医療情報の保存管理にクラウドサービスの活用を検討する機会
が増えている。
医療情報の外部保存等に関しては、厚生労働省、総務省、経済産業省がそれぞれガイドラインを定めており、医療機関及び
医療情報の外部保存の受託者はこれらを遵守することが期待されている。しかし、これらのガイドラインは、適用範囲・名宛
人・策定時期等が異なる一方で、重複する記載も多く、どのような場合にどのガイドラインが適用されるかが、必ずしも明確で
はない。また、クラウドサービスのような汎用的なサービスを必ずしも前提としていないため、医療機関が医療情報の外部保
存等に際してクラウドサービスを採用することを躊躇する場合もある。これらのガイドラインをクラウドサービスのような新しい
サービスの実態を踏まえて整理統合し、参照すべきガイドラインを明確にしていただきたい。それにより、医療機関による医療
情報の外部保存等に対する懸念が払しょくされ、医療情報の効率的な管理、緊急時に備えたデータの分散管理も促進され
る。
総務省のガイドラインにおいては、医療機関が所管官庁に対して法令に基づく資料を円滑に提出できるようにするため、医療
情報の外部保存等に用いるサーバ等の国内法の適用が及ぶ場所への設置が要求事項とされている。しかるに、日本国外の
データセンターを使用するクラウドサービスも存在しており、サーバ等が国内法の適用が及ばない場所にあったとしても、法令
に基づく資料を提出することは可能である（但し、データセンターが海外にある場合、当該国の法律に基づきデータが差し押さ
えられるリスクがあるため、その場合に対応できる仕組みの整備が必要である）。また、日本国外のデータセンターは震災等
の緊急時のバックアップとしても十分に機能する。日本国外のデータセンターの活用を可能としていただければ、医療機関に
よる、緊急時に備えた医療情報の分散管理が促進される。


日本経済団
体連合会


 
 
 
 


総
務
省


 
 
 
 


厚
生
労
働
省


 
 
 
 


経
済
産
業
省
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名


（会社名・
団体名）


9 3月22日 5月2日


特定健診の保
健指導における
ICTを活用した
遠隔面談の実
現


【具体的内容】
特定健診に基づく保健指導の初回面接において、ICTを活用した遠隔面談を直接面談と同等の措置として認めるべきである。


【提案理由】
特定保健指導では、初回は面接による支援を行うこととされているが、ICTを活用した遠隔面談は認められていない。同時に、
面接者は、医師、保健師・管理栄養士等に限られており人員の確保も問題となっている。
遠隔面談が可能となれば、企業の事業場（特に営業所）に対して本拠地のスタッフが、ICTを活用して個別面談指導やグルー
プ指導が行えるため、特定保健指導の受診率の向上という観点からも、効果が多いに期待できる。
「規制・制度改革委員会報告書（フォローアップ調査結果）（2012年6月29日）」において、「実証データ等を収集した上で、対面
での指導内容等との差異を検証し、制度の見直しについて検討する(平成24年度上期検討・結論)」となっているが、具体的な
検討課題や進捗状況が不明である。早期の実現を図るよう強く要望する。


日本経済団
体連合会


厚
生
労
働
省


10 3月22日 5月2日


医療機器等に
おける「認証」品
目の承継制度
の導入


【具体的内容】
医療機器等の製造販売会社の合併や分割、事業の移転等が発生した場合に、事業承継会社が、製造・販売する機器につい
て改めて「認証」を取得する際に、旧会社が取得したものと同じ認証番号を付与できるよう、現行制度の運用を改正すべきで
ある。


【提案理由】
医療機器等の販売に際しては、高度管理医療機器、管理医療機器等の種類により、厚生労働大臣による「承認」あるいは、
登録認証機関による「認証」のいずれかを取得する必要がある。製造販売会社の合併や分割、事業移転等が発生した場合、
「承認」品目のみ承認取得者の地位が承継できるとされており必要な手続きが定められている。しかし、「認証」医療機器は承
継手続がないため、販売権を受け取る企業で新たに認証を取得しなければならない。認証の再取得により、事業承継後の医
療機器の販売製造は可能となるが次の問題が発生する。
①旧認証で販売された医療機器については継承業者が存在しないことになるため、機器の不具合の修正や中古販売ができ
ない。
②認証番号が異なるため、同じ製品であっても旧認証で販売された医療機器については、オプションの追加や安全性の向上
のための改変を行えない。
なお、本要望に関し、「規制・制度改革に係る方針」（平成24年７月10日閣議決定）において、「薬事法の運用により対応が可
能かどうかについて、登録認証機関及び業界団体の意見を聴取した上で検討を行い、結論を得る。（平成24年度検討・結
論）」とされている。現行制度の運用改正に向けて検討を急ぎ、今年度中に結論を得るべきである。


日本経済団
体連合会


厚
生
労
働
省
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11 3月22日 5月2日


健康保険にお
ける大規模な事
業所編入時の
権利義務の一
部承継


【具体的内容】
健康保険組合の事業所編入にあたり、前健保組合からの財産(積立
金、法定準備金等)の移管が法令化されていない。
大規模な事業所編入については、健康保険法第２４条(分割)に準じ、権利義務の一部継承(財産の移管)を認めて頂きたい。
　
【提案理由】
現行の健康保険法は大規模な事業所編入を想定していないので、編入前の健保加入者に匹敵する大規模な事業所編入を
実施した場合でも、編入前健保で積立ててきた財産（積立金、法定準備金等）を移管することが認められない。編入先健保
は、健康保険法施行令第４６条（準備金の積立）に基づき編入者相当分の法定準備金を追加で積立なければならない。
結果、編入先の健保は多大な財政負担（健康保険料率の大幅引上げ等）を強いられることになる。
従業員感情としても理解できない部分も多い。（編入前の健保組合で積立てた財産(法定準備金等)が移管されず、編入先の
健保組合であらためて積立てる(保険料として支払)必要がある。また、編入者以外の被保険者も法定準備金の必要額を充た
す為、追加で保険料負担が生じる。）
企業が国際競争力を視野に生き残りをかけて、今後、事業譲渡・統合を加速させる場合にあっても、劇的な財政負担（保険料
負担）を強いることなく、健康保険の適用が受けられる。


日本経済団
体連合会


厚
生
労
働
省


12 3月22日 5月2日


クラウドコン
ピューティング
サービスに係る
データセンター
の所在地規制
の撤廃


【具体的内容】
総務省ガイドライン（ASP・SaaS事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン）、経済産業省ガイドライン
（医療情報を受託管理する情報処理事業者向けガイドライン）において、「医療情報システム及び医療情報が国内法の執行
が及ぶ範囲にあることを確実とすることが必要である」としているが、医師法等にはかかる規定はなく、ガイドラインで根拠に
乏しい制限的な規制を行うことは不当であるため撤廃すべきである。


【提案理由】
医師法等においては国内法の執行が及ぶ地理的な場所に保存を義務付ける規定はなく、地理的な保存場所についての制約
を設けずともこれら国内法の執行には何らの影響もない。実際、医師法を所管する厚生労働省の「医療情報システムの安全
管理に関するガイドライン」には国内法の執行が及ぶ範囲にあることを要求する規定ぶりはない。


民間企業


 
 


総
務
省


 
 


経
済
産
業
省


13 3月23日 5月2日


薬局での指先
自己穿刺検査
に関する規制緩
和


指先の自己穿刺による検査を薬局で行ってよいという臨床検査技師法の解釈(衛生検査所に該当しないという解釈)を新たな
厚労省通知により明確化すること。


糖尿病診断
アクセス革
命事務局


厚
生
労
働
省
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名
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14 3月24日 5月2日
株式会社の病
院経営を、認め
て下さい。


【具体的内容】
株式会社の病院経営を、認めていただきたい。例えば三井物産は、病院チェーンの経営を、今後の収益力強化の重要分野と
考えていて、すでにトルコ、マレーシア、シンガポールの大規模な病院チェーンを、昨年買収した。
税収３２兆円　赤字国債４５兆円　という本当に国家破産する程の、財政状況である。
公立病院を民営化、又は民間企業に売却すれば、国家財政も助かる。
また建築家　会計　掃除　調理　ＩＴシステムなどの専門家に委託する事で、医者も患者の治療に、もっと専念できる。
インドの病院チェーンが、オーストラリアの病院チェーンを買収した事を、ご存知か。日本はすでに病院経営で、新興国以下な
のである。


【提案理由】
いま日本の国家予算は、税収３２兆円　赤字国債４５兆円という、本当に国家破産する程の、財政状況である。公立病院を民
営化、又は民間企業に売却すれば、国家財政も助かる。また建築家　会計　掃除　調理　ＩＴシステムなどの専門家に委託す
る事で、医者も患者の治療に、もっと専念できる。


個人


厚
生
労
働
省


15 3月25日 7月9日
特養を民間でで
きる事を提案し
ます。


特養を、民間ができる仕組みを考える時に、民間の質の問題だと思います。確かに、民間業者には、質の面で大きく差がある
と思いますが、社会福祉法人よりもサービスの質を追求している業者は、数多くあるのが現状です。民間は、サービスの質を
上げなければ生き延びていけないのが、原理原則です。そこで、現在の民間で、ある程度の質を保っている民間業者に、特養
ができる規制緩和を求めます。
このことによって、特養全体の質の向上を図れると思います。そして、社会福祉法人の税金の優遇をやめるべきだと思いま
す。税金の優遇をしなければ、経営がやっていけない社会福祉法人があるとすれば、いつでも民間は変わって運営できます。
また、特養は、積極的に生活保護の人を受け入れていかなければならないと思います。


個人


厚
生
労
働
省


16 3月25日 5月2日
難病治療薬の
保険適用推進


【具体的内容】
具体的には女性に多いリュウマチの治療薬が保険適用外で一回に3万円の注射治療、アメリカで既に改善用の治療薬にまで
進んでいると聞いている。大学病院なども薦めているがとにかく高価過ぎる、早く保険認可されて助けてあげて欲しい。


【提案理由】
具体的内容に記載しているが、多くの方からリュウマチの治療薬に限らず、輸入物も国内の薬品メーカー物も。
時間をかけるために国産物も非常に高い治療薬になってしまい、高額治療費を払い、結果的には医療費の高騰につながって
いる。悪循環を切るためにも急いで進めてもらいたい。


個人


厚
生
労
働
省
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17 3月26日 5月2日
社会福祉法人
認可保育園の
透明化強化を


社会福祉法人による民間認可保育園に投入した税金がある一定以上の巨額な場合は任意でなく必ず公開とする。 個人


厚
生
労
働
省


18 4月1日 5月2日


調剤された薬剤
の民間宅配事
業者による配達
等の実現


【具体的内容】
「対面診療の原則緩和」（一定条件下での初診の可能化、診療報酬の見直し）や「処方箋の電子化」に加え、「調剤された薬
剤の民間宅配業者による配達」（現行は薬事法第９条の２、薬剤師または薬局従事者に限定）を認めること
　
【提案理由】
遠隔医療の実現に資するため


融合研究所


厚
生
労
働
省


19 4月8日 5月2日


予防医療振興
の為「医師の直
接診察(診療所
で申込)後の、X
線撮影を伴う巡
回健診は審査
の上医師不在
を許可


規制は医師に巡回健診で常勤、巡回撮影で立会いを求める。診療所駐車場で乳がん検診を行う当院の検診車も診療所医師
とは別に医師を要する。下関市違法巡回検診の報道の如く全国で医師不足で巡回健診が困難である。法改正不要な対策を
示す。
1)健政発第927号を、健診内容(投薬の有無等)、巡回先の救急体制(診療所駐車場か)等を審査し実施責任者を医師以外にも
許可するものに変える。
2)診療放射線技師法は、医師の直接診察後の医療機関外での撮影の場合、患者(病人)では何十人でも不要な医師の立会
いが、健診(健常人)では数人でも要する矛盾を持つ。法の想定しない直接診察後の健診受診者は第26条第2項第1号の患者
相当とし医師の立会いは不要と通知する。


吉岡医院
（吹田市）


厚
生
労
働
省


20 4月9日 7月9日
外 国 人 看 護 師
受 入 れ 制 度 の
改善


少子高齢化が進み、日本人だけでは様々な制度が機能しづらくなっている現状で、優秀な外国人の力を借りる必要がある時
代に、外国人を排除するに等しい現行の制度は改善すべき。
①外国人看護師国家試験受験資格認定の日本語能力の認定基準について、N2～N3に見直す。
②また、日本語能力の向上を促すための国際支援を行う。


個人


　
外
務
省


　
厚
生
労
働
省


　
経
済
産
業
省
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規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


21 4月9日 7月9日
外 国 人 看 護 師
受 入 れ 制 度 の
改善


①現行の日本語能力を評価ができないような制度を撤廃し、日本に入国する外国人（看護師、介護福祉士候補者を含む）
は、その必要に応じて日本入国前に日本語教育を義務付け、看護師、介護福祉士の候補生の候補者は、少なくとも日本語能
力のN3以上、可能であればN2の取得を義務付ける。
②（社）国際厚生事業団のあっせん、仲介は撤廃し、ユーザーの病院、介護センターに採用、面接、管理を委ねる。また、当該
団体があっせん料を徴して、あっせんすることは独占禁止法に抵触する。
③受入機関（病院、介護施設）の受入人数の拡大。
④介護福祉士試験の受験資格を滞在期間中（３年間）２回の受験機会を設けること。


個人


　
外
務
省


　
厚
生
労
働
省


　
法
務
省


22 4月9日 5月2日


B001　12心臓
ペースメーカー
指導管理科改
定について


①遠隔モニタリングの場合は対面診療なしで１か月ごとの診療報酬を算定し、対面診療は 長１年毎とすること。
また、遠隔モンタリングの患者指導法、指導料算定のタイミングについて以下のとおり提案する。
・遠隔モニタリングの場合の患者指導について：植込機器からの情報を定期的に確認し、電話および手紙などを通じてその結
果に基づき、特段の理由がないときは月に一度（ 少）患者もしくはその家族に連絡する。また、緊急的に事象が発見された
ときは、その都度緊急的な診察等の必要性を連絡し、受診を促すなど適切な対応を行う。これらの内容は随時診療録に記載
する。
・指導料算定タイミング：指導した月毎、指導した日ごとにその内容を診療録に記録を残すこととし、算定は、患者来院時（少
なくも年１度の対面診療を定める。)に算定することで、現行の医療助成制度等の医療上の事務手続きに則して、円滑な医療
事務の運用を行う。
②植込み型電気的治療デバイスは、管理の内容と複雑さから通常のペースメーカーとその他のもの（両室ペースメーカー、植
込み型除細動器、両室ペースメーカー機能付き植込み型除細動器）に分けられる。これらの管理に関する診療報酬上の指導
管理料の算定の変更を要望する。
・ペースメーカー指導管理料１：通常のペースメーカー区分１、２、３、４、５、６の場合
イ）遠隔モニタリングの場合：550点、
ロ）イ）以外の場合：360点、
・ペースメーカー指導管理料２ペースメーカー区分７、ICD区分１，２，３の場合
イ）遠隔モニタリングの場合：1100点、ロ）イ）以外の場合：707点


民間団体


厚
生
労
働
省


23 4月10日 5月2日
医療機器規制
分野の改革など


①医療機器を薬剤から分離し、その特徴にあった医療機器法を制定すること。
②医療機器の第三者認証機関は、ISO13485の認証審査に関して、適切な認証機関によるISO17021の認定を受けている認
証機関であることを明確にすること。
・ISO17021の適用に際しては、IMFＭＤ9:2011に準拠した活動が維持されている認証機関であることを条件とすること。


個人


厚
生
労
働
省
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規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


24 4月26日 6月6日


インターネット上
におけるセカン
ドオピニオン実
施のための規
制緩和


インターネット上の先進医療のポータルサイトにおいて、現在治療中の患者が質問を寄せることで、医師からセカンドオピニオ
ンを得られる仕組みをつくりたいが、現行では、医師法第２０条（無診察治療等の禁止）によって、禁止されている。しかし、次
のようなことから、規制緩和によるインターネットにおけるセカンドオピニオンを行いたいと考えている。(1)対面で診察を受ける
と、緊張して覚えてない診断結果や専門用語なども、テキストが残るため、診断結果を再度見直すことができる。また、さらな
る第三者の意見を聞くことで、様々な判断材料が増えるメリットがある。(2)匿名に近い状態で診察することによって、主治医と
の関係性を壊す事もなく、 善の治療法を探す事ができる。(3)医師側も、インターネット上で診断することが可能になれば、イ
ンターネット分野への進出も増える事になり、情報量が増え、更なる良循環が生まれるなどメリット大きい。


ドゥラックア
セットマネジ
メント（株）


厚
生
労
働
省


25 5月2日 6月6日
養護老人ホー
ムの措置制度
改革


養護老人ホームは古い形の措置制度による入所施設のまま放置されている。原則として介護保険制度と同様な契約方式とし
て、高齢者虐待等の場合の措置制度は例外とする制度に代えられるといいと思う。ただし、施設入所者の利用料については
何らかの手当が必要。低所得者向けのケアハウスというイメージの施設にできればいいかなと思う。


個人


厚
生
労
働
省


26 5月6日 6月6日
社会福祉法人
の役員構成に
ついての提言


社会福祉法人、特に保育園経営の法人に身内（同族）による役員構成が目に余る形で横行している。法人の役員構成には身
内の人数規制があるが、しかし理事長がお母さん、娘、息子が理事更には園長を兼任している等同族支配で運営しているの
が現実。この事によって職員が将来性と展望が出来ない為優秀な職員が退職してゆく様な結果になっている。是非検討を願
いしたい。


個人


厚
生
労
働
省


27 5月15日 6月6日


 医薬品のドラッ
グ・ラグ解消の
ための民間審
査機関の設置


患者への新薬提供の早期化（ドラッグ・ラグ解消）を図り、日本の医薬品の国際競争力を高めるため、ＰＭＤＡ（(独)医薬品･医
療機器総合機構）以外の民間審査機関を設けること。


（注）ＰＭＤＡの審査基準：①実施された試験や提出された資料の信頼性が担保されていること、②適切にデザインされた臨床
試験結果から対象集団における有効性がプラセボ（有効成分を含まない錠剤）よりも優れていると考えられること、③得られた
結果に臨床的意義があると判断されること、④ベネフィットと比較して許容できないリスクが認められていないこと、⑤品質確
保の観点から一定の有効性および安全性を有する医薬品を恒常的に供給可能であることに留意して承認の可否を判断す
る。
（注）審査期間の短縮で、①審査コストダウンにより国際競争力が向上する、②新薬の開発スピードが向上する、③諸外国と
の審査期間の差（ドラッグ・ラグ：米国との差＝14ヵ月[平成22年度]）が解消し販売開始の遅延問題が是正される、といった効
果が期待される。
（注）医薬品の年間承認件数＝平成23年度6,756件（新規：3,790件、変更2,966件）（PMDA資料）


日本商工会
議所


厚
生
労
働
省
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規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


28 5月15日 6月6日


医療サービス向
上のための医
療法人による広
告の自由化


適正な競争原理のもと医療機関が質やサービスの向上を図るとともに、患者がより適切に医療機関を選択できるようにする
ため、医療に関する広告を自由化すること。


（注）医療に関する広告は、医療法第６条の５により、法または広告告示により広告が可能とされた事項※以外は、文書その
他いかなる方法においても原則禁止となっている。
※現在の主な広告可能事項：診療科名、病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項、病院又は診療
所の管理者の氏名、診療日若しくは診療時間、入院設備の有無など
（注）医療機関への広告の解禁によって、①患者が病院を選択する際の判断材料が増え、②病院間の競争を促すことにより
経営効率化やサービス向上などが期待される。
（注）全国の医療施設数＝病院：8,567、一般診療所：100,112、歯科診療所：68,541（計177,220）


日本商工会
議所


厚
生
労
働
省


29 5月15日 6月6日
介護労働者の
作業に対する重
量制限の導入


腰痛等を理由とした介護労働者の離職を防止するため、一人の介護労働者の作業に、諸外国において設けられている重量
制限を導入すること。


（注）腰痛で労災申請した仕事で腰痛率が一番高いのは社会福祉分野で全体の4分の1を占め、介護労働者の4割が1年未満
で離職している。（平成19年度介護労働実態調査・公益財団法人介護労働安定センター）
（注）豪州などでは重量制限が制度化されているが、日本では「職場における腰痛予防対策指針」（平成6年厚生省通達）でリ
フト使用の推奨はあるが、強制力はない。
（注）女性労働基準規則（厚生労働省）では、重量物（荷）に対する女性の重量制限は30㎏未満までとなっている。


日本商工会
議所


厚
生
労
働
省


30 5月15日 6月6日


医療費抑制は
レセプト審査の
規制緩和で可
能


今行われているレセプト審査は、都道府県により審査が甘いなど多くの問題がある。その要因は、レセプトを請求している医
師等が行う身内審査であり、透明・公正な審査とは言えず、その弊害は大きいと思う。支払基金の運営費総額約八百億円に
対して、支払基金での査定金額は僅か二百数十億円である。現在、健保組合が支払基金で審査したレセプトを再審査し成果
を上げている。今後、直接審査を無条件で認めれば、莫大な金額が査定でき、医療機関もより正しい請求を心がけると思う。
厚労省は2002年末、医科・歯科レセプトの直接審査を条件付きで解禁したが、これには「何万もある医療機関の同意」が必要
なため、実施することは事実上不可能。医療機関の同意を不要とする規制緩和を実施してほしい。


個人


厚
生
労
働
省


31 5月15日 6月6日


保険者と医療機
関の直接契約
による診療報酬
引き下げ等


レセプトの審査・支払は、保険料や一部負担金などで医療費を支払っている国民主導で行われるべきであり、健保組合など
の保険者の権限であると思う。直接審査により、保険者は問題となる医療機関のチェックなどが行いやすくなり、過剰請求な
ども減ると考える。また、保険者と医療機関で直接契約による診療報酬の引下げや同一報酬で追加的サービスを行えるよう
にすることなども国民の望むことだと思う。 後に、麻生副総理のアイデアである「医療費の抑制策としては、病院に通わずに
医療費がかからなかった高齢者に対して１０万円をあげる」という方策は、一部の健保組合ではよく似た内容で行われる。高
齢者の多い国保組合でこそレセプト審査における身内審査を排除すべき。


個人


厚
生
労
働
省
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規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


32 5月16日 6月6日


はり、きゅう治療
を保険で受けら
れるようにしてく
ださい。


ほねつぎ、接骨院では簡単に保険で治療が受けられますが、なぜはり、きゅうはだめなのか。
以前は町中に整形外科の看板をあまり見かけない時代もあったが、 近は外科の看板よりも多く内科の看板と変わりないほ
ど見かける。ウイキペヂアでは田中内閣の時に各県に医科大学が設置されたとある。その後は整形外科も増えたものでしょ
う。そうすると、整形外科の代替えであるほねつぎ、接骨院は当然規制されてよいのではないか。 近のニュースは少子高齢
化、医療費が毎年増加をしている、介護保険も増加している。等を目にしたり聞かない日はありません。はり、きゅう治療は松
尾芭蕉の「奥の細道」にも出てくるように、高齢になれば必要な治療ではないか。高齢になり仕事による収入がなくなり年金だ
けで生活をする者にとって、１回の治療で何千円も支払うことはたいへんな負担になり、治療を受けると調子が良くなることは
よくわかるが、続けて受けることは不可能。是非ご一考ください。


個人


厚
生
労
働
省


33 5月27日 7月11日


一般用医薬品
の郵便等販売
を第２類まで容
認する措置につ
いて


歴史的に、伝統薬は直営店での販売が主体だったが、口コミで広まるにつれ、顧客の近辺のドラッグ等で販売されていないた
め、自然発生的に電話や葉書などによる通信販売をしてきた経緯がある。伝統薬を製造している会社の専門家が顧客の質
問や相談に応じるので、顧客からも安心して購入できると評価をいただいている。ところが、平成２１年６月に施行された薬事
法改正省令により、全国伝統薬連絡協議会の各社は伝統薬を郵便等で販売することができなくなった。経過措置により、継続
使用者への販売ができるとはいえ、新規顧客への郵便等販売が禁止されたため、伝統薬会社の売上が減少し、経営困難か
ら休業に追い込まれた会社もある。伝統薬は一部の地域を除き、ドラッグストア等で販売されていないため、伝統薬により症
状を改善されていた患者の方々も経過措置が終わると伝統薬を購入できなくなる。伝統薬の中には奈良時代から愛用されて
きた薬もあり、日本の伝統文化の一端を担っているが、このままでは省令により伝統文化の消失が懸念される。省令施行後、
幾度となく国に制度の見直しを要望してきた。特に、直接の執行機関である厚生労働省に対しては、伝統薬各社は、患者の
相談や質問に対して専門家が電話で懇切に応対しており、対面販売にそん色のなく、顧客に安全・安心に伝統薬を購入して
いただいていることを説明した。更に、内閣府の規制改革会議等に対しては、医薬品販売制度そのものの改革を要望してき
たが、伝統薬会社の窮状を救う措置は取られていない。今年１月の「一般用医薬品のインターネット販売規制」に対する 高
裁判決を受けて、厚生労働省は、本判決に係る国民的課題の早期解決を図るために２月１４日に「一般用医薬品のインター
ネット販売等の新たなルールに関する検討会」を発足され、３月２２日の第４回検討会において、全国伝統薬連絡協議会は参
考人として意見を述べてきた。本検討会の検討状況を憂慮し、次のとおり要望する。
１．一般用医薬品のインターネット販売、および、電話等による通信 、販売の新たなルールの早期策定
２．薬事法に規定する第２類医薬品である全ての伝統薬の電話等による通信販売が可能となること


全国伝統薬
連絡協議会


厚
生
労
働
省


34 6月25日 7月11日


特別用途食品
の許可申請手
続きの合理化、
迅速化


現在我が国には、食品に関する保健機能表示のできる食品として特定保健用食品と栄養機能食品があるが、その他に我が
国独自の有用な食品として、病者等のために特別の用途を表示できる（例えば腎臓病患者向けやえん下困難者用など）特別
用途食品がある。本食品の審査は、特定保健用食品ほど複雑ではなく、消費者庁の規格基準を満たせば許可されるにもか
かわらず、保健所に申請してから許可されるまで2年以上かかった事例もある。これは、申請者の準備不足によるものや、審
査ルートの問題或いは規格内容が曖昧で解釈の相違による時間の浪費等によるものもあり、その結果有用な制度が有効に
機能せず、制度の活性化を妨げている。従って、特別用途食品の審査工程の見直し、規格内容の明確化等により、審査の合
理化と迅速化を図っていただきたい。


日本メディカ
ルニュートリ
ション協議
会


 
消
費
者
庁


 
厚
生
労
働
省
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規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


35 6月25日 7月11日
特別用途食品
の規格・許可表
示の見直し


医療・福祉関連施設で使用される食品（いわゆる治療食品）の市場は約1,200億円であり、品目数も3,000品目以上に上ってい
るが、特別用途食品は44品目に過ぎない。いわゆる治療食品は、様々な場面で食事・栄養療法向けなどに使用されており、
特別用途食品の主旨に沿っているものも多い。それにもかかわらず、許可食品が少ないのは、現行の規格基準に合わないも
のや許可表示が限定的すぎて適用にならないもの、さらには許可される食品群には当てはまらないものが多いためである。し
たがって、現在の特別用途食品の規格・許可表示或いは食品群を再度見直していただき、医療・介護従事者などの利用者に
とってわかりやすい表示で提供できる特別用途食品の利用拡大を図っていただきたい。


日本メディカ
ルニュートリ
ション協議
会


消
費
者
庁


36 6月3日 7月11日


食用動物用の
動物用医薬品
の承認申請に
ついて


EUですでに承認された製品（特に動物用生物学的製剤）でも、厳しい検査と試験を受けてからでないと日本では承認されな
い。明白な科学的根拠のない付加的な動物試験要件は、動物福祉面の重大な懸念を伴っている。申請者はまだ、製品の安
全性と有効性にほとんど関連のない質問に回答する必要がある。農水省が12ヵ月という標準事務処理期間を定めているにも
かかわらず、3つの異なる規制当局（農水省、食品安全委員会、厚生労働省）が関与しているため、食用動物用の動物用医薬
品の承認申請はきわめて長い時間がかかる可能性があり、手続はきわめて予測不能である。


提案：農水省、厚労省、食品安全委員会による食用動物製品の審査は、食用動物用の動物用医薬品の全体的審査時間を短
縮するため、平行して実施されるべきである。


民間団体


　
内
閣
府


　
厚
生
労
働
省


　
農
林
水
産
省
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該当頁


1 土木施工方法の裁量範囲の拡大 1
2 電子基準点のカバー率向上と整備 1
3 現況地形及び施工図の３Ｄ化・配信の推進 1
4 ブルドーザ、油圧ショベルの情報化施工普及促進 2
5 排ガス規制に関しての、大型特殊自動車への少数特例処置の導入について 2
6 除雪機械の乗車定員について 2
7 建築物の屋上に設置する太陽光発電設備基準の見直し 3
8 免震建物におけるエレベータシャフトの容積不算入 3
9 用途規制上の既存不適格建築物の増改築に対する取扱いの合理化 4
10 避難安全検証法における大臣認定の弾力的運用 4
11 借地借家法における正当事由制度の見直し 5
12 都市計画法における開発許可 5
13 建設業法上の法人の「役員」要件の見直し 6
14 建設現場へ配置する技術者の専任配置基準の見直し 7
15 住宅瑕疵担保履行法上の供託に関する販売戸数の合算 8
16 住宅瑕疵担保履行法上の保留床に対する供託金の取扱いの改善 8
17 地域の自立型電源設置スペースとしての公共空間利用 9
18 水景施設における雨水活用の促進に向けた下水道規制の見直し 9
19 河川区域内の工作物の新築等に関する許可制度の見直し 10
20 「セルフ」看板に対する屋外広告物法の適用除外 10
21 緊急通行車両手続きの簡素化 11
22 トラック、トレーラーの車検期間延長 11
23 限定近海区域における内航船の航行基準の緩和 12


創業・IT等ワーキング・グループ関連







24 限定近海船の船舶料理士資格の緩和 12
25 瀬戸内海航路における航路内通行規定の緩和 13
26 事業用航空機の修理改造検査の緩和 14
27 乗務員室又は客室と隔離されていないヘリコプターにおける貨物室への危険物搭載要件の見直し 14
28 操縦士学科試験の受験機会増について 15
29 大規模小売店舗立地法に基づく届出手続の簡素化・迅速化 15
30 たばこ小売販売業の許可基準における距離基準の撤廃 16
31 たばこ小売販売業の許可手続の迅速化 16
32 食品衛生管理者資格認定講習会受講の容易化（受講機会の拡充） 17
33 建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する排出者責任の特例措置 17
34 廃棄物該当性の判断基準の見直し 18
35 廃棄物の定義等の明確化 19
36 バイオマス発電の普及に向けた廃棄物該当性の判断基準の緩和 20
37 バイオマス発電の普及に向けた廃棄物処理施設設置規制の見直し 21
38 産業廃棄物管理票写しの送付期限の緩和 21
39 再生利用が確実に担保されている廃棄物の取扱いの見直し 22
40 産業廃棄物収集運搬業の許可に関わる申請書類の様式の統一 22
41 廃棄物処理法に係る許可手続の電子化 23
42 汚泥の脱水施設の取扱いの見直し 23
43 県外産業廃棄物流入規制の見直し 24
44 広域認定制度における他社製品の処理の緩和 25
45 建設基準法における廃棄物処理施設の新築・増築規制の緩和 25
46 ＪＩＳ規格石炭灰の保管・輸送時の廃棄物処理法適用除外 26
47 プラスチック製容器包装の再商品化の際にセメントキルンに課せられる基準の緩和 26
48 容器包装リサイクル法における再商品化実施委託金等の支払い方法の見直し 27
49 バイオマス発電の普及に向けた食品リサイクル法の見直し 28
50 グリーン購入法における総合評価値の算出方法の見直し 28
51 特定産業廃棄物の基準の見直し 29
52 土地の形質変更時の届出の簡素化 30
53 地下水汚染調査にかかる手続きの簡素化 30
54 土地の形質変更時の届出にかかる要件の見直し 31







55 行政による土壌汚染物質の自然由来の証明 31
56 土壌汚染対策法における届出対象の見直し 32
57 特定粉じん（アスベスト）排出等作業の届出に係る例外規定（非常時の緊急作業）の弾力的な運用 33
58 研究開発設備に関する規制緩和 34
59 ガスタービン取替えにおける工事開始期間の短縮 35
60 定期安全管理審査 手数料体系の見直し 35
61 電気主任技術者の選任要件緩和 36
62 情報システムの政府調達に係る規則等の見直し 36
63 金融機関から自治体への支払調書のオンライン化 38
64 労働保険（雇用保険）および地方税申告などにおける申請手続きのオンライン化および簡略化 39
65 戸籍システムの庁外設置 40
66 外部委託先の監督についての明確化 41
67 公共調達におけるクラウドサービスの利用を可能とする契約形態 42
68 「衛星放送分野のマスメディア集中排除原則」に関わる「支配の基準」の基準・要件の見直し 43
69 高周波利用設備許可申請書類の簡略化 43
70 道路占用手続きの簡素化・統一化 44
71 国際ローミング協定における認可対象範囲の縮減（規制緩和措置） 44
72 警備法上の申請・届出等の手続きの電子化 45
73 全地方自治体における法人地方税、償却資産税の電子申告・届出（eLTAX）の可能化 45
74 電気通信事業法に基づく端末認証における絶縁抵抗要求の緩和 46
75 カバードボンド市場の創設と必要な環境整備 47
76 信託ABLにおける金銭債権の特定金銭債権としての取扱い 47
77 貸金業法の規制対象の明確化 48
78 独占禁止法９条、11条（一般集中規制）の廃止 48
79 グループ企業間の法律事務の取扱いと弁護士法第72条の関係について 49
80 協調領域に相応しい技術普及志向の特許制度の検討 49
81 職務発明制度の見直し 50
82 再販売価格維持に関する規定の撤廃 50
83 通信販売酒類小売業免許の需給調整要件の撤廃 51
84 クラウドメディアサービスの実現 51
85 総量規制撤廃（貸金業法） 52







86 消費者金融金利制限の撤廃について 52
87 保険　銀行　証券の本体での参入を、認めて欲しい 53
88 情報システムの政府調達における技術者要件の厳格化 53
89 太陽光発電の有効活用 53
90 用途地域区分の細分化について 54
91 建築基準法改正、道路幅員の容積緩和、道路幅員による高さ斜線規制 54
92 ユニバーサルデザインの観光地づくり 55
93 大学都心回帰に係る校舎建て替えの容積率緩和 55
94 タクシー運賃審査における審査基準のあり方について 56
95 教育情報化の推進に関する制度見直し等 56
96 自治体データの庁外持ち出しに関する見直し 57
97 金融機関のクラウド活用に関する基準や要件の見直し 57
98 個人情報保護法 金融庁ガイドライン第６条 機微（センシティブ）情報について 57
99 機関投資家による、議決権行使結果開示の義務化 58
100 大量保有報告書提出義務の見直し 58
101 有害物質の水質測定義務の見直し 59
102 浄化槽の法定点検義務の免除 59
103 低濃度（微量）ＰＣＢ汚染廃電気機器処理の環境整備 59
104 ＰＣＢ汚染廃電気機器（蛍光灯安定器）処理の環境整備 60
105 温室効果ガス排出量算出における、集計単位（年・年度）の統一 60
106 牧草・わらの輸入要件の緩和 61
107 メガソーラー発電所設置に関する林地開発の取り扱い 61
108 タクシー２５０キロ規制の見直しと高速走行規制の撤廃 62
109 リスクファイナンスの規制改革について 62
110 二輪自動車から側車付き二輪自動車への改造について 63
111 小水力発電設備における保安監督業務の委託に係る到達時間要件の緩和 63
112 電気主任技術者許可選任での許可要件について運用解釈の緩和 63
113 小水力発電設備における保安監督業務の委託に係る出力制限の緩和 64
114 タンクシステム台車による充填機能確認の容認 64
115 マンション内の普通充電器整備 64
116 A/C新冷媒の高圧ガス保安法の適用除外 65







117 アイドリング規制条例 65
118 独占禁止法第11条に基づく銀行の議決権保有規制の対象から信託勘定を除外すること 65
119 銀行法第16条の3（5％ルール）、同法第52条の24（15％ルール）の対象から信託勘定を除外すること 67
120 顧客保護の観点より、「信託契約代理業」に係る規制を適正化すること 71
121 元本補填付金銭信託等を信託代理店で取扱う場合、信託代理店への金融商品取引法の適用を除外すること 72
122 信託代理店による特定信託契約締結の代理におけるプロ・アマ規制の緩和 73
123 信託契約代理店に係る財務局宛届出書等の緩和 73
124 「信託の受益権」（金融商品取引法第2条第2項第1号）の定義見直し 75
125 金商法施行令第2条の10第1項第1号柱書きの「有価証券」から、一定の「信託の受益権」を除外すること 76
126 内国信託受益権等における有価証券届出書・目論見書・有価証券報告書記載事項の改善 76
127 ＥＳＯＰ信託(受託者)が株式を取得する取引が有価証券の「引受」に該当しない範囲を拡大すること 78
128 保険募集時の制限に関わる規制の撤廃 78
129 保険募集における非公開情報保護措置の撤廃 79
130 生命保険の募集に関わる構成員契約規制の撤廃 79
131 個人向け国債を特定寄附信託の信託財産の運用対象とすること 80
132 厚生年金基金における財政決算報告書の提出期限の見直し 80
133 厚生年金基金における財政再計算報告書の提出期限の見直し 81
134 厚生年金基金、確定給付企業年金における設立事業所の減少に係る掛金の一括徴収額の計算方法の見直し 81
135 確定給付企業年金における脱退一時金の受給未請求状態の取扱い明確化 82
136 確定給付企業年金、厚生年金基金における選択一時金の要件緩和 82
137 保険会社の常務に従事する取締役等の兼職認可の届出制への移行（グループ間限定） 83
138 損害保険会社による信託業務の取扱い 83
139 代理・代行業務の委託元保険会社等が合併により消滅した際の受託保険会社による認可・届出の不要化 84
140 保険契約の解約返戻金がないことを記載した書面の交付義務緩和 84
141 子会社の行う従属業務にかかる収入依存度規制の収入依存先の緩和 85
142 保険契約の包括移転にかかわる手続きの簡素化 85
143 グループ会社内での事業再編手続の簡素化（届出制への緩和等） 86
144 少額短期保険主要株主承認申請に係る取締役等の住民票の抄本提出の廃止 86
145 貿易保険の民間保険会社への開放部分の拡大 87
146 確定拠出年金の運用商品の除外要件の緩和 87







147 確定拠出年金の経済的困窮時における年金資産取り崩しの容認 87
148 確定拠出年金の加入対象者の拡大（第３号被保険者、公務員） 88
149 確定拠出年金の中小企業退職金共済制度からの制度移行の容認 88
150 事後員外貸出に関する法解釈の明確化 88
151 転入予定者への貸出 89
152 自治体向け貸出規制の緩和 89
153 脱退組合員の出資持分の一時取得 89
154 自己優先出資を消却した際の取扱い 90
155 銀行の海外における子会社の業務範囲規制の緩和 90
156 海外支店における信託業務の一部解禁 91
157 海外支店における有価証券関連業務の一部解禁 91
158 発行体向けクロス・マーケティングの解禁 93
159 銀証間における法人顧客情報の共有に係る制限の撤廃等 93
160 異種リスクの含まれないイスラム金融に該当する受与信取引等の銀行本体への解禁 95
161 海外における銀行代理業務の委託の規制緩和 96
162 本邦に拠点を持たない外国金融機関による本邦居住者向け貸出の一部解禁 97
163 外国銀行代理業務における海外提携銀行の業務の媒介に係る規制の緩和 98
164 銀行Ｇｒにおけるマーチャントバンキング業務の拡大及び議決権取得規制に係る運用基準の緩和・明確化 99
165 ABLの普及促進に資する子会社従属業務の追加 100
166 デビットカードを活用したキャッシュアウトサービスにおける規制の明確化 101
167 提携教育ローンに対する改正割賦販売法の適用の見直し 101
168 「特定融資枠契約に関する法律」が対象とする融資契約の範囲等の弾力化 102
169 銀行法上の特定子会社の業務範囲の拡大 103
170 サービサーが取扱い可能な「特定金銭債権」の範囲の拡大 104
171 ファクタリング業務に係る規制緩和 105
172 銀行代理業の許可要件等に関する規制緩和 105
173 銀行等が貸金業者から譲受けた貸付債権に係る貸金業法の適用除外 107
174 国立大学の資金調達に関する独立性推進 107
175 不動産投資顧問業者等の資産運用アドバイス業者の銀行による子会社化の解禁 108
176 従属業務を営む子会社の収入依存度規制の緩和 108
177 リース業務の高度化・多様化等に対応した規制見直し 109







178 銀行法上の特例子会社の商品に関する特定業務対象範囲の見直し 110
179 外貨定期預金（1年物）の自動継続時における「同一内容の特例」適用範囲の見直し 112
180 都銀等による信託業務に係る規制緩和 112
181 「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律」に基づいて作成する株式等保有状況の基準日見直し 113
182 「大量保有報告」変更報告書提出対象事由の緩和 113
183 基準議決権数超過保有に係る申請手続の簡素化 114
184 銀行代理業者の子法人等に関わる変更届出書に関する規制緩和 115
185 株式担保付シンジケートローン債権の債権譲渡時の振替手続きの簡素化 116
186 銀行（銀行持株会社）の取締役の兼職認可の緩和 116
187 臨時休業等における業務の再開に係る店頭の掲示の緩和 117
188 「事業の譲受け」に関する広告義務の緩和 119
189 債権回収会社の社名表記規制の緩和 120
190 教育ローン、リフォームローンの割賦販売法の規制対象からの除外 121
191 信託契約代理店、確定拠出年金運営管理機関に係る役員の兼職状況の届出の廃止 122
192 成年後見人による取引の本人確認義務の緩和 123
193 税金・公金・公共料金の収納における銀行等の本人確認、記録保存義務の緩和 124
194 中小企業の環境対応投資に対する新たな信用保証制度（別枠）の創設 124
195 動産譲渡登記制度・債権譲渡登記制度における登記取扱指定法務局の拡充等 125
196 連結決算状況表等の提出期限の緩和 126
197 銀行の保険窓販に係る弊害防止措置の廃止または緩和 127
198 地方公共団体等に対する指定金融機関の担保提供義務の廃止 128
199 普通銀行本体における不動産関連業務の取扱い解禁 129
200 行方不明の会員を法定脱退事由に追加 129
201 地区内に転入予定の者に対する貸出を員外貸出に追加 129
202 国立大学法人等への融資を員外貸出に追加 130
203 信用金庫の保証子会社の業務範囲の拡大（他の信用金庫の会員に対する保証） 130
204 保険窓販に係る融資先販売規制の見直し 131
205 保険窓販に係る保険金額制限の見直し 131
206 金融商品販売担当者（いわゆる営業職員）による確定拠出年金運営管理業務の兼務の禁止の緩和 131
207 確定拠出年金の脱退要件の緩和 132







208 信用金庫連合会の公告方法からの店頭掲示の除外 132
209 信金法に基づくリスク管理債権の開示と金融再生法に基づく資産査定の開示の一本化 132
210 特別勘定に関する現物資産による保険料受入、移受管 133
211 保険会社の特定子会社（ベンチャーキャピタル子会社）の保有比率１０％超投資対象企業の範囲等の拡大 133
212 外国資産運用会社等の買収、外国の関連法人等に係る子会社等業務範囲規制の特例・緩和 134
213 保険会社本体の付随業務であるビジネスマッチング業務の拡大 135
214 確定拠出年金における支給要件の緩和 136
215 確定給付企業年金における老齢給付金の支給要件の緩和 136
216 中小企業退職金共済から確定給付企業年金への移行の弾力適用 137
217 確定給付企業年金における承認・認可申請手続きの簡素化 137
218 確定拠出年金の企業型における掛金の納付期限の弾力化 138
219 確定拠出年金の企業型における掛金の払込方法の弾力化 138
220 閉鎖型確定給付企業年金における労使間手続の省略 138
221 確定給付企業年金、厚生年金基金の財政運営についての弾力化 139
222 確定拠出年金における承認・申請手続きの簡素化 139
223 中小企業退職金共済から確定拠出年金の企業型への移行措置の導入 139
224 確定給付企業年金から確定拠出年金の企業型への移行要件の弾力化 140
225 生命保険会社による住民票の写し等の請求事務の負担軽減 140
226 行政機関等からの照会に係る事務手続の簡素化 141
227 市街化調整区域における農業用品等販売を行う建築物の開発行為について 141
228 有価証券届出書・発行登録制度の効力発生の弾力化 142
229 目論見書使用者責任の範囲の緩和 142
230 公開買付け規制における買付け等および株券等所有割合の計算方法の見直し 143
231 公開買付け規制における株券等所有割合の計算方法の見直し 143
232 公開買付け規制における買付け等および株券等所有割合の計算方法の見直し 143
233 「公開買付けによる買付け等の通知書」における公開買付者による押印の省略 143
234 持株会の拠出限度額からライツイシュー等の権利行使代金を除外すること 144
235 ライツ･オファリングに係る開示規制の見直し等 144
236 ライツ・オファリングにおける条件決定のタイミングの柔軟化 145
237 目論見書の交付義務の見直し 145
238 条件決定時の訂正目論見書の交付省略の特例における公表方法の緩和 146







239 特定投資家に対する安定操作期間の通知 146
240 銀行代理業における事業性資金貸付の媒介の要件緩和 147
241 大量保有報告書において5％を下回った報告書を提出した後も、提出義務が続くことの見直し 147
242 カバードボンド法の制定 148
243 「業務及び財産の状況に関する説明書」（ディスクロージャー誌）の営業所又は事務所等への備置義務の撤廃 148
244 海外の証券会社による公募増資に係る海外募集のための株式取得及びブロック取引のための取得の対内直接投資等からの除外 149
245 証券会社に対する取引照会の一元化(税務調査関連) 149
246 確定拠出型年金制度の拡充 150
247 銀行等による保険販売における弊害防止措置の維持 150
248 企業による従業員に対する生命保険の募集における消費者保護ルールの維持 151
249 銀行等による保険募集に係る弊害防止措置の維持および実効性確保 151
250 信用保証協会｢保証付債権｣の譲渡に関わる要件の緩和 152
251 動産譲渡登記等を取扱う法務局の複数化 152
252 動産譲渡登記の公示性の強化 152
253 不良債権開示における｢リスク管理債権｣と｢金融再生法開示債権｣の一元化 152
254 資金面での参入障壁の緩和・撤廃（公的助成金の手続きの簡素化・複数年度採択制度の採用） 153
255 「強制水先制度」「夜間航行規制」の緩和 153
256 火力発電所をリプレースする場合の環境影響評価手続きの簡素化について 153
257 補助事業で取得した財産の太陽光発電等への活用 154
258 バイオマス発電に係る緑地面積の緩和 154
259 ダム水路主任技術者の選任不要化範囲の拡大 154
260 木質系バイオマス燃料材料の収集運搬等に関する規制の改革 155
261 電気事業者のIPP電源入札における新電力等との共同調達の実現について 155
262 ポリ塩化ビフェニル廃棄物に関するガイドラインの制定について 156
263 失効した買戻し特約の抹消について 156
264 包括的な化学物質総合管理法の制定と一元的な所管行政機関の整備について 157
265 取引所商品先物取引に係る不招請勧誘規制の見直し 158
266 発電設備にかかる電気主任技術者の外部委託承認範囲の拡大 158
267 国際先端テストを活用した充電スタンドや水素スタンド設置にかかる保安規制等の早期見直し 159
268 国際先端テストを活用したＰＣＢ廃棄物処理コスト引き下げのための処理対象基準の見直し 159
269 歩行者天国など地域活性化イベントで道路を使用する際の許可基準の明確化 160







270 屋外で飲食物を提供するイベントなどの広域開催を容易にするための食品営業許可基準の弾力的運用 160
271 プレミアム(付き)商品券発行拡大のための保証金供託制度の見直し 161
272 観光遊覧船や屋形船などの新航路開設手続きの簡略化と航行プランの自由度拡大 162
273 観光客の回遊性向上等のための小型特殊車両にかかる基準等の見直し 162
274 特別史跡を活用した国際観光拠点化のための現状変更の制限に関する許可基準の緩和 163
275 観光によるまちおこしのため旅行業登録を行う際に必要となる営業保証金の免除 163
276 地域の状況に合わせた臭気規制への見直し 164
277 行政施設や公共空間等で手軽にアクセスできるＷｉ-Ｆｉ環境の整備 164
278 安全・安心なまちづくりのための市街地における防災機能の向上 165
279 立地特性を活かした流通業務団地を整備するための施設用途の拡大 166
280 物流業の実態に合わせた駐車規制への見直し 166
281 地域の活性化を担う商工会議所に対する規制の緩和 167
282 店舗がなくても開業を可能とする理容師法､美容師法の店舗規制の見直し 167
283 地下海水と真水（井戸水）の規制の分離 167
284 特許審査の迅速化とスーパー早期審査の対象拡大 168
285 温泉から付随して出るガス（メタンガス）の有効利用促進 168
286 紙で管理されている公文書の電子化推進 168
287 優れた提案者へのインセンティブを考慮した入札制度の見直し 169
288 航空機製造事業法に定める特定設備に関する規制の廃止 169
289 臨時民間試験空域の設定 169
290 ６ｔバケット車（高所作業車）の中型運転免許対象からの除外 169
291 電柱等の運搬に関する制限外積載許可申請の一括化 170
292 道路使用許可申請の様式統一及び電子申請の導入 170
293 工事中断期間に係る監理技術者等の専任義務の除外 170
294 監理技術者等の途中交代ルールの徹底 170
295 電気通信工事業の監理技術者等の資格要件の緩和 171
296 建設工事における主任技術者の専任要否を判定する基準の見直し 171
297 作業場所の巡視義務の簡略化（ＩＴを活用した遠隔確認の容認） 171
298 工事現場から元請業者が設置する保管場所までの建設廃棄物運搬の規制緩和 172
299 埋蔵文化財地域における簡易な工事に関する審査の簡略化 172
300 電波伝搬路の保護を目的とした高層建築物等の届出条件の緩和 172







301 景観条例に基づく届出に関する扱いの統一 173
302 自然公園法等の規制地域への携帯電話基地局設置 173
303 生産緑地への携帯電話基地局建設 173
304 自然公園地域内での設備更改に関する届出条件の緩和 173
305 建設リサイクル法の届出緩和措置の徹底 174
306 登録検査等事業者制度における判定員の資格要件の緩和 174
307 地下街等の閉空間（ＩＭＣＳ）における電波申請書(工事設計書）の簡素化 174
308 銀行代理業における「外貨預金等書面」の特例及び「同一の内容」の特例に係る規制の見直し 175
309 銀行代理業者が、「非公開情報」を「銀行代理業等」に利用することに関する規制を撤廃して欲しい 175
310 ノンバンクの総量規制を緩和してください 176
311 タバコ販売許可取得の不公平是正 176
312 現在、道路にゴミステーションの設置は認められていないが、政令で設置ができるようにしてほしい 176
313 規制改革に関する提案（理美容業界） 177
314 市街化調整区域における開発許可の緩和 177
315 トラック・トレーラの車検期間の見直しについて 178
316 複数の団地管理組合を含む建築基準法第86条の一団地認定区域の分割手続きの緩和 178
317 優越的地位について 179
318 再生可能エネルギーの導入促進について（農地法、河川法関連） 179
319 再生可能エネルギーの導入促進について（送配電網の強化など系統接続の円滑化） 180







規制改革ホットライン検討要請項目


1 3月22日 5月2日
土木施工方法
の裁量範囲の
拡大


現在の国交省方針は、平成25年度までのＭＳ（マシンコントロール）モータグレーダ技術と、ＴＳ（トータルステーション）出来高
管理技術の一般化を目指している。一方、情報化施工の進んでいる北米・欧州では、ＧＮＳＳ（グローバル ナビゲーション サ
テライトシステム）を使用した施工が一般的である。
ＴＳは道路工事での路面精度など高精度を必要とする施工に適しているが、次のデメリットがあり普及拡大の阻害要因になる
と考えられる。
①ＴＳ１台で建機１台しか制御できない。同一現場で複数の車両を使用するためには複数のＴＳを保有しなければならない。
（コスト高）→ＧＮＳＳ施工では「現場の基地局１台」もしくは「ＶＲＳ利用」により複数機を制御可能。
②障害物などで視通が一旦遮られると制御が中断され、リセット作業が必要。（作業効率低下）→ＧＮＳＳ施工でも衛星状態、
現場環境により中断される場合があるが、中大規模工事現場での発生頻度は稀。全ての施工範囲で出来高が高精度である
必要はなく、高精度を要する部分と普通の精度で良い部分とを設計図上で明確にし、施工方法に裁量を与えることでＧＮＳＳ
施工可能範囲を拡大する。工事全体の効率が向上し、短納期化と低コスト化に寄与する。
建機メーカーとしても、普及が進み販売台数の多い欧米と同じインフラシステムで統一されれば、商品の開発・導入が進め易
く国際競争力も高まることになる。ＴＳだけでなくＧＮＳＳの活用も今まで以上に推進いただきたい。


コマツ


国
土
交
通
省


2 3月22日 5月2日
電子基準点の
カバー率向上と
整備


ＧＮＳＳ施工の中でも、より効率的な「ＶＲＳ（バーチャル リファレンス ステーション）利用」が今後進むと思われ、「電子基準点」
の整備・充実も必要である。現在、国土地理院により１２００か所の基準点が配置されているが、北海道や東北など配置密度
の低い地域への増設が必要である。また利用開始から１０年を経過し、整備の必要な基準点もあると聞いている。


コマツ


国
土
交
通
省


3 3月22日 5月2日
現況地形及び
施工図の３Ｄ
化・配信の推進


現在の設計図は施工主から２Ｄの紙のみで配布されており、情報化施工実施のためには施工側で３Ｄ化する必要がある。こ
のためには、専門業者での３Ｄ化作業、もしくは３Ｄ化するためのソフトウェア購入と３Ｄデータ作成作業が必要である。慣れな
い業者にとっては取っ付き難い状況にある。
また、土工量計算やその結果から工期算出する上でも、３Ｄ化データ化することで、容易にかつ正確に算出が可能となり、見
積もり誤り及び工期遅れを防止することにも効果があると想定する。施工主から３Ｄデータが提供されれば、情報化施工促進
に大きく役立つ。
当社も過去に設計ＣＡＤを２Ｄから３Ｄに切り替えたが、現場の変更に対する抵抗は大きいものがあった。大方針として徹底し
ないとうまく行かないと考える。


コマツ


国
土
交
通
省
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規制改革ホットライン検討要請項目
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4 3月22日 5月2日


ブルドーザ、油
圧ショベルの情
報化施工普及
促進


優先度の高いものとして「マシンコントロール（モーターグレーダ）技術」から普及の推進を図る、とされている。ブルドーザや油
圧ショベルを対象にしたマシンガイダンス、マシンコントロール技術も準備がされているので、早期に普及推進できるようお願
いしたい。
現場の効率化の観点からも、旧来の丁張りを可能な限り無くせるなどの情報化施工のメリットを 大限に引き出すことが肝要
であり、現場の全ての建設機械が情報化施工に対応している必要がある。


コマツ


国
土
交
通
省


5 3月22日 7月9日


排ガス規制に関
しての、大型特
殊自動車への
少数特例処置
の導入について


少数特例処置とは、特定特殊自動車（いわゆる建機はこれに入る）には認められている排気ガス規制適合に関しての猶予処
置で、生産台数の少ない製品に対して、規制の一世代前の規制適合製品が市場に出せるルールです。（年間３０台以下の車
両に、通算１００台まで販売可）
大型特殊自動車（ナンバープレートを取得し車検の対象車両、建機では除雪機械が対象。当社ではホイールローダとモー
ターグレーダ。）は自動車と同じ扱いで、少数特例が認められていない。規制適合車開発には全力を挙げているが、全製品を
一挙に対応することは非常に困難で、少数販売の機種について特例・猶予をもらえれば、順次対応することで除雪車も規制
対応しやすくなる。


コマツ


 
 


国
土
交
通
省


 
 


環
境
省


6 3月22日 5月2日
除雪機械の乗
車定員について


これまで除雪機械（ホイールローダ、モーターグレーダ）の定員は２名と定められて、一般土木用（定員１名）とは違う特別の
キャブを搭載する必要があった。このため、排気ガス規制や運転席の安全関係の対応に遅れが生じたり、実施が困難な状況
にある。昨年来、建機協等の要望が取り上げられて、国交省にて定員１名化に変更する方向で検討いただいているので、２０
１４年度納入車に間に合うよう仕様の早急な決定をお願いしたい。（平成２５年度末、３月を希望）


コマツ


国
土
交
通
省


2







規制改革ホットライン検討要請項目
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7 3月22日 5月2日


建築物の屋上
に設置する太陽
光発電設備基
準の見直し


【具体的内容】
平成24年４月３日に閣議決定された「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」において、「建築物の屋上に設置
する太陽光発電設備について、メンテナンス時以外、人が架台下に立ち入らないものであって、かつ、架台下の空間を屋内
的用途に供しないものについては、その設置行為は増築には該当せず、原則として、建築確認は不要であることを周知する」
とあるが、屋上駐車場の上部に架台をかけて太陽光発電設備を設置する場合についても、増築には該当せず、建築確認は
不要との扱いにすべきである。


【提案理由】
現状では、建築物の屋上駐車場を活用して上部に太陽光発電設備を設置する場合、その下にある駐車場や倉庫スペースに
ついては「屋内的用途」と扱われるため、太陽光発電設備が建築物としての扱いを受け、建築確認が必要とされている。
新築物件だけでなく既存物件も活用した太陽光発電設備の設置にあたり、屋上駐車場部分は貴重なスペースであるが、建築
物扱いとされると容積、防災、構造等に関して一般建築物と同等の仕様を求められることとなり、設置コストが重くなるため、
既存物件において設置が進まない一因となっている。
再生可能エネルギーの固定価格買取制度が進む中において、規制を緩和することにより太陽光発電設備の設置が容易とな
るため、大半を占める既存物件において、同設備の設置に弾みがつくことが期待される。


日本経済団
体連合会


国
土
交
通
省


8 3月22日 5月2日


免震建物にお
けるエレベータ
シャフトの容積
不算入


【具体的内容】
エレベータの停止階については、エレベータシャフトの床面積が容積算入されるが、免震クリアランスを設けたことによって通
常のエレベータシャフトよりもシャフト面積が大きくなる分については容積不算入とすべきである。
　
【提案理由】
現行規定においては、エレベータの停止階について、エレベータシャフトの床面積が容積算入されることとなる。 近では、防
災強化の観点から免震構造の建築物が増加しているが、中間層免震構造を採用した場合、免震クリアランスを設けるために
エレベータのシャフト面積が通常のエレベータシャフトより大きくなることにより、容積算入される床面積も大きくなってしまう。
そのため、免震クリアランスを設けることによって通常のエレベータシャフトよりもシャフト面積が大きくなる分については容積
不算入とし、地震に強い社会資本の整備に向けて、免震構造を備えた建築物の建設を一層推進すべきである。


日本経済団
体連合会


国
土
交
通
省
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9 3月22日 5月2日


用途規制上の
既存不適格建
築物の増改築
に対する取扱い
の合理化


【具体的内容】
用途規制上の既存不適格建築物の増改築を行う場合に、建築基準法施行令第137条の7第３号（不適合用途の床面積の上
限）を廃止し、環境上及び安全上で支障のない場合には増改築を可能とすべきである。
【提案理由】
用途規制上の既存不適格建築物の増改築について、現行法令では、「基準時における不適合用途部分床面積の1.2倍以下」
と規定されているが、多くの用途規制の開始から40年以上を経過した現在において、算定基礎となる基準時（＝当該用途規
制の開始時点）における用途面積の確認や証明は非常に困難である。当時の建築図書等も残っていない場合には、増改築
の計画すら立てられない建物も存在することとなる。
例えば工場用途等では、技術の進歩により同じ面積であっても生産性が向上していたり、周辺環境への影響も小さくなってい
るといったケースが考えられるため、年月が経過した「基準時の面積」を判断の基準とすることは適切でないと考えられる。ま
た、建築基準法第48条第14項により、前各項の「ただし書」の規定を踏まえて「各用途地域の趣旨を害するおそれがないと認
め、又は公益上やむをえないと認めて許可した場合」には、現行法でも増改築が可能との規定はあるが、具体的な許可基準
が定められていないために、その実現は極めて困難である。
確認の困難な基準時面積を判断基準とするより、当該地域における既定の騒音・振動、大気汚染、排水汚染等の規制基準
をクリアして周辺への甚大な影響が生じない場合には、規制を緩和すべきである。これにより、周囲への影響も抑えつつ、既
存不適格により増改築計画が進められない老朽建築物の更新を促進できる。


日本経済団
体連合会


国
土
交
通
省


10 3月22日 5月2日


避難安全検証
法における大臣
認定の弾力的
運用


【具体的内容】
避難安全性能評価に関して、大臣認定の範囲内の変更（安全側への変更）であれば、大臣認定の再取得は不要とすべきで
ある。
　
【提案理由】
現行規定において、変更確認を行う際には、安全側への変更であっても確認の内容と一致させるために再度大臣認定を取
得する必要がある。そのため、軽微な変更については手数料の減額措置が図られているものの、原則として、再認定取得の
ための書類作成、認定手続き期間、手続き手数料等が必要になり、関係者すべてにおいて事務手続きの負担やコストが発
生している。
避難安全性能評価に関して、変更に係るガイドライン等を作成し、「定期的に研修を受けて一定の質を備えた構造設計一級
建築士など」の設計者が安全性を確認することで、安全側への変更である場合には大臣認定の再取得は不要とすべきであ
る。
規制を緩和することで認定回数が減少することになり、大臣認定機関、建築現場、設計事務所等のそれぞれにおいて事務手
続き負担が軽減されるため、他案件の認定行為がスムーズに行われることとなる。また、賃貸ビルにおいては、テナントの入
替えに伴う諸手続きの簡略化につながるため、円滑な入替えが可能となる。


日本経済団
体連合会


国
土
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通
省
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11 3月22日 5月2日
借地借家法に
おける正当事由
制度の見直し


【具体的内容】
建物の賃貸人が更新拒絶・解約申し入れを行う場合の正当事由を拡大し、建物の老朽化や耐震性の不足を理由とした建替
えの必要性、区分所有法に定める建替え決議や法定再開発などの認定などを正当事由とすべきである。


【提案理由】
借地借家法では、建物の普通賃貸借契約において、賃貸人が更新拒絶・解約申入れの正当事由に含まれるのは、建物の使
用を必要とする事情の他、利用状況、従前の経過、現況、財産給付である。明渡しに関して賃貸人・賃借人間で争いが生じた
場合には、上記正当事由を総合的に考慮したうえで、裁判所等が判断している。
良好な街づくりのためには、一定程度の建物等の更新が不可欠であるが、賃借人との明け渡し交渉の不調がそれを著しく阻
害している。建物の老朽化を正当事由にする場合、相当の老朽化が進んでいないと明け渡しが認められず、賃貸人が新たな
土地活用をする足かせとなっている。また、良好な街づくりや周辺環境にも悪い影響が出ている。
賃貸人にとって明け渡しを受けることができれば、建物の建替え需要も出ることから経済の活性化につながる。また、良好な
街づくりは地域住民の生活環境向上にもつながる。


日本経済団
体連合会


法
務
省


12 3月22日 5月2日
都市計画法に
おける開発許可


【具体的内容】
工事施行者が決まっていない状況であっても、発注者がこれまで行ってきた発注先の実績等を踏まえ、開発を完成するため
に必要な能力を有すると判断される場合においては、開発許可を行うべきである。


【提案理由】
都市計画法第30条４項により、開発行為の許可申請手続きに入る際、「工事施行者」の記載が求められている（建築基準法
の建築確認申請では「工事施行者未定」が認められている）。このため、工事施行者と工事契約した後にしか許可申請ができ
ず、また、申請が認められるまで確認申請の提出もできないため、手続き上の無駄な時間が生じている。
通常の業務の流れ（設計→申請（確認申請等を含む）→工事）では、申請後に工事施行者を決定するのが妥当であると考え
られ、発注者の能力（実績・資力等）を担保とし、これらを証明する書類を添付することで、工事施行者未定でも申請できるこ
ととすれば、設計時の開発許可申請完了、確認申請後の工事契約が可能となる。なお、懸念される施行者の倒産等による工
事未完工リスクについては、発注者の能力を査定することで対応が可能であり、発注者が十分な能力を有さないと判断され
た場合にのみ、従前どおり工事施行者を定めてから手続きを行うこととすれば足りる。
これにより、ゼネコンに設計から工事を一括発注しない発注者（設計と発注のみを行う事業者）にとって、手続き上のロスを生
じることなくプロジェクトを進めることができ、開発のスピードを上げることが可能となる。


日本経済団
体連合会


国
土
交
通
省
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13 3月22日 5月2日
建設業法上の
法人の「役員」
要件の見直し


【具体的内容】
建設業許可基準における役員経験年数の制限を緩和・撤廃し、資格等による代替措置を講じるとともに、「役員」の範囲の見
直しについて、経営業務の執行に関して取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けてい
ると実質的に認められる場合には、執行役員も建設業法第7条の「役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに
準ずる者をいう。以下同じ。）」の「これらに準ずる者」として認めるべきである。


【提案理由】
現在、法人が建設業の許可を受けるにあたっては、常勤である「役員」の一人が、（イ）許可を受けようとする建設業に関し５
年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者、または、（ロ）国土交通大臣が（イ）と同等以上の能力を有すると認
定した者であることが求められている（建設業法第７条第１号)。
しかし、建設業の適正な経営に必要となる知識や経験を備えているかについては、一律に「取締役」等としての経験年数要件
を課すことが適切ではなく、諸外国の事例も参考に、例えば資格試験等で確認することも可能であると考えられる。
「役員」の範囲の見直しについて、昨年度の規制改革要望に対する国土交通省からの回答では「対応不可」とされているが、
近年のコーポレート・ガバナンスの傾向として、企業内における取締役の数が大幅に減少しており、実質的にその業務の多く
を執行役員が遂行していることを踏まえれば、実態に即し、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は
代表取締役から具体的な権限委譲を受けていると実質的に認められる場合には、執行役員も、建設業法第７条の「役員（業
務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。）」の「これらに準ずる者」として認めるべきであ
る。
これにより、人材の活用を通じた柔軟な会社運営や新規参入等による建設業界の活性化が期待される。


日本経済団
体連合会
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土
交
通
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14 3月22日 5月2日


建設現場へ配
置する技術者
の専任配置基
準の見直し


【具体的内容】
共同住宅については、建設業法第26条第３項及び同法施行令第27条において、工事現場ごとに専任で主任技術者又は監
理技術者を配置すべき重要な建設工事として規定されているが、形式適合認証（建築基準法第68条の10）および形式部材等
製造者認証（同法第68条の11）によるものについては施工が標準化され、品質の確保が容易になるため、専任の要件を緩和
すべきである。
　
【提案理由】
規制の現状として、請負金額が建築一式工事において５千万円以上の場合で、下請への発注金額の総額が４千５百万円以
上の場合は専任の監理技術者、同額未満の場合は専任の主任技術者を配置することとなっているため、共同住宅の建設工
事監督の数が膨大となっている。
住宅メーカーにおける一支店の例：
住宅営業所の工事監督（売上19億４千万円）：３名
共同住宅営業所の工事監督（売上18億５千万円）：９名
形式適合認証及び形式部材等製造者認証による共同住宅については、建築基準法上で現場や製造部門の品質、安全、工
期、環境、コストなどの管理業務が軽減されているにもかかわらず、建設業法上では一般物件、在来工法物件と同じ現場管
理が必要とされ、工事現場での専任の技術者配置規制が緩和されていないため、そのメリットが生かされていない。
規制を緩和することにより、適正な人材配置によるコスト削減が望めることから、良質な共同住宅をより低い価格で提供する
ことが可能となる。


日本経済団
体連合会
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15 3月22日 5月2日


住宅瑕疵担保
履行法上の供
託に関する販売
戸数の合算


【具体的内容】
①同一事業者が建設業と宅建業を兼業している場合、請負住宅と分譲住宅の請負・販売戸数を合算した戸数をもとに、供託
基準額を算出すべきである。
②住宅メーカーが販売代理店方式を採用している場合、メーカーが瑕疵担保責任の連帯保証をしていること等により、メー
カーと販売代理店の一体性が確認できる場合は、メーカー参加の代理店の販売・請負戸数を合算した戸数をもとに、供託基
準額を算出すべきである。
　
【提案理由】
①同一事業者が建設業と宅建業を兼業している場合
法律上、同一の主体が建設業と宅建業とを兼業する場合を想定していないため、建設業と宅建業を兼業している事業者は、
請負と売買の契約形態ごとに戸数を把握して、供託額を算出の上、両者を合算して供託することが求められる。しかし、同法
は契約形態ごとに消費者保護に必要な資力に差を設けておらず、契約形態の違いが消費者保護にあたり事業者が追うべき
資力を決定する上での重要な要素になるわけではない。責任を負うべき主体が同一であるなか、契約形態ごとに区別して算
出する合理性はみいだせない。
②住宅メーカーが販売代理店方式を採用している場合
供給事業者（販売代理店）ごとに供託額を算出して合計するため、販売代理店方式を採用するか否かで同じ戸数であっても
供託額が変わってしまう。消費者保護とは異なる次元で供託額が決定される仕組みとなっており、合理性を欠いている。メー
カーが瑕疵担保責任の連帯保証をしている等、メーカーと販売代理店の一体性が認められる場合には、販売代理店の戸数
を合算の上で供託金を算出したとしても、消費者保護の実効性は担保される。


日本経済団
体連合会


国
土
交
通
省


16 3月22日 5月2日


住宅瑕疵担保
履行法上の保
留床に対する供
託金の取扱い
の改善


【具体的内容】
マンション建替事業において、施設建築物竣工までの間に、瑕疵担保請求権が発注者である建替組合から、権利床取得者
及び保留床取得者に移行する旨の約定がなされるとともに、建替組合に参加した宅建業者が保留床を原始取得して第三者
に分譲することが予定されている場合、住宅瑕疵担保履行確保法に基づく建設業者の供託金算定は、権利床相当住戸数を
もとに算定することとすべきである。


【提案理由】
住宅瑕疵担保履行法は、発注者が宅建業者である場合を除き、建設業者に資力確保を義務付けており、マンション建替事業
において、発注者である建替組合は宅建業者に該当しないことから、建設業者は資力確保措置を講じる必要がある。
しかし、宅建業者が建替組合に参加して保留床を原始取得するとともに施工者に対する瑕疵担保請求権も引き継ぐ場合、保
留床分の実質的な発注者は宅建業者であるといえることから、建設業者による資力確保の対象外としても消費者保護の観
点から問題は生じない。


日本経済団
体連合会


国
土
交
通
省
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規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


17 3月22日 5月2日


地域の自立型
電源設置ス
ペースとしての
公共空間利用


【具体的内容】
都市再生特別措置法や密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の指定地域などにおいて、地域冷暖房
等の熱供給、コージェネレーションシステム等を活用した地域の自立型電源など、公共性の高い施設等に対しては、公共空
間（既成市街地における道路、公園等）における占用規制（地下占用）を緩和すべきである。
　
【提案理由】
道路に道路法第32条1項各号の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合には、道路管理者の
許可を受けなければならないが、道路管理者が許可を与えることができる要件として、｢道路の敷地外に余地がないためにや
むを得ないもの｣とされている。
また、都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者
の許可を受けなければならないが、公園管理者が許可を与えることができる要件として、｢必要やむを得ないと認められるも
の｣とされている。
災害時に機能が途絶しないような地区整備が求められる中、地域冷暖房等の熱供給に加え、コージェネレーションシステム
等を活用した地域の自立型電源（プラント）の整備が必要となっているが、既成市街地では、民間地内におけるスペース確保
が難しい一方で、公共空間の占用規制（余地要件等）により自立型電源整備は困難な状況である。
本要望が実現すれば、災害時に系統電力や各ビルでの非常用発電機からの電力供給が困難な状況に陥った際に、自立型
電源による電力供給が可能となり、災害時に機能途絶しない、災害に強い街づくりにつながる。


日本経済団
体連合会


国
土
交
通
省


18 3月22日 5月2日


水景施設にお
ける雨水活用
の促進に向け
た下水道規制
の見直し


【具体的内容】
ヒートアイランド対策等で民間事業者が整備した水景施設において雨水を活用した場合の排水について、民間事業者が下水
道法第８条で定められた水質まで浄化した場合には、河川等の公共水域に直接放流することができることを明確にするととも
に、公共下水道管理者への周知を図るべきである。


【提案理由】
「国の規制・制度に関する集中受付（平成23年9月1日～10月14日）で受け付けた提案等に対する各省庁からの回答」におい
て、国土交通省は「ヒートアイランド対策のための河川水利用に関する下水道規制の見直し」に対して、「水景施設で利用した
水を下水道法第８条で定められた水質にまで浄化した場合」には、下水道法第10条第１項ただし書に基づき、公共下水道管
理者からの許可をうけて、当該水を河川等の公共用水域に放流することができるとの考え方を示している。これは、ヒートアイ
ランド対策のための河川水を利用した水景施設の設置の後押しとなった。一方で、一部の地方公共団体においては、河川水
に加え貯留した雨水を活用する水景施設については、その排水が下水道法第８条で定められた水質まで浄化されていても、
下水道法第10条第１項ただし書の対象とならないとして、下水道に接続し下水道料金を支払うよう求めている。
河川水に加え貯留した雨水も活用した水景施設のコスト負担が軽減されれば、都市部のヒートアイランド対策の一層の進展
も期待されるとともに、活用後の水を下水道法第８条で定められた水質にまで浄化してから河川等の公共用水域に直接放流
すれば、河川等の水質改善の効率化も期待できる。


日本経済団
体連合会


国
土
交
通
省
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規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


19 3月22日 5月2日


河川区域内の
工作物の新築
等に関する許可
制度の見直し


【具体的内容】
河川区域内の工作物の新築等に関する許可制度を、規制の目的と対象、状況に照らして一部簡素化・合理化すべきである。


【提案理由】
河川法は、「洪水、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川
環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持
し、かつ、公共の福祉を増進する」目的のため、第26条第１項において、河川区域内の土地における工作物の新築等につい
ては、河川管理者の許可を受けなければならない。また、河川法を所管する国土交通省は、工作物の新築等に該当する具
体事例等を参考情報としてホームページで公表している。
工作物にも護岸や水門、ガードレールや手すり、照明灯、さらには看板など様々なものがあり、また許可を必要とする理由に
も治水から景観の保全まで様々なものが挙げられているが、例えば洪水面の上位にあり大規模災害防止に悪影響を及ぼさ
ないダム関連施設のガードレールや手すり、照明灯などの工作物の新築等については事後届出制にするなど、許可制を規
制の目的と対象、状況に照らして一部簡素化・合理化すれば、民間事業者の事業の効率化・円滑化に資すると考えられる。


日本経済団
体連合会


国
土
交
通
省


20 3月22日 5月2日


「セルフ」看板に
対する屋外広
告物法の適用
除外


【具体的内容】
セルフ式ガソリンスタンドに設置が義務付けられている「セルフ」看板について、社名等を併記せず、「セルフ」単体表示であっ
たとしても、屋外広告物条例の規制対象としている自治体がある。屋外広告物法に基づく「屋外広告物条例ガイドライン
（案）」に沿い、法令の規定による表示物については、屋外広告物条例の規制対象から除外するよう自治体に指導を徹底す
べきである。


【提案理由】
セルフ式ガソリンスタンドにおいて、「セルフ」という表示看板を設置することは、消防法規※によって義務付けられている。一
方、屋外広告物法に基づく「屋外広告物条例ガイドライン（案）」第11条１項１号においては、法令の規定で表示する広告物又
はこの掲出物件は屋外広告物規制の適用除外としている。これに従い、多くの自治体の条例では、法令の規定による表示物
等は規制の対象外と明記しているにも拘わらず、社名等を併記しない「セルフ」単体の表示物であっても、屋外広告物規制の
対象にして運用している自治体がある（九州地方のある自治体）。
屋外広告物法の景観の維持という法の趣旨は理解するが、「セルフ」看板は危険物施設の安全確保の観点から定められて
いる消防法規において設置が義務付けられており、同法規に基づく申請、点検義務を負っているものである。それにも拘わら
ず、屋外広告物条例でこれを広告物と捉え、消防法規とは別に許可申請や点検義務を課すことは二重規制である。
従って、「セルフ」看板について、「屋外広告物条例ガイドライン（案）」に沿い、屋外広告物規制の適用除外とすべく自治体に
指導を徹底すべきである。
※「危険物の規制に関する規則」第28 条の2の5第1号
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所には、当該給油取扱所へ進入する際見やすい箇所に顧客が自ら給油等を行うことが
できる給油取扱所である旨を表示すること


日本経済団
体連合会


国
土
交
通
省
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規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


21 3月22日 5月2日
緊急通行車両
手続きの簡素
化


【具体的内容】
大規模かつ広範囲にわたる災害の際の緊急通行車両手続きを簡素化すべきである。


【提案理由】
現状、緊急通行車両の確認は、車両単位での「事前登録」が原則となっているが、東日本大震災のような大規模かつ広範囲
にわたる災害の場合、事業者の社用車では足りず、レンタカーを借りて物資の輸送を行うこともあるため、「事前登録」による
緊急通行車両の確認を得ることが困難な状況にある。
従って、有事の際には、緊急通行車両の確認を簡素な手続きで受けられるようにすべきである。
※例１：通信事業者等災害時の社会インフラの復旧作業に従事する事業者であればすぐに緊急通行車両の確認を受けられ
る。
※例２：被災地に支援物資を運搬する小売り事業者に対して、緊急通行車両許可証を一括交付する。


日本経済団
体連合会


　
内
閣
府


　
警
察
庁


　
総
務
省


22 3月22日 5月2日
トラック、トレー
ラーの車検期間
延長


【具体的内容】
①車両総重量８トン以上のトラック・トレーラーの自動車検査証の有効期間を「初回２年」とすべきである。
②車両総重量８トン未満のトラックについては、２回目以降の車検有効期間を２年とすべきである。


【提案理由】
車両総重量８トン以上のトラック、トレーラーにおける自動車検査証の有効期間は初回の車検を含め、一律１年（８トン未満は
初回のみ２年間）となっている。
しかし、①技術革新を背景に、営業用トラックの性能や品質が飛躍的に向上していることに加え、国土交通省令の定めにより
３カ月毎の定期点検整備が義務化されている②道路整備の充実に加え、速度規制や拘束時間への対応強化等の時代環境
の変化に伴い、従来に比べエンジンへの負荷軽減環境が進んでいる③労働人口減少と環境問題を背景とした鉄道輸送や船
輸送へのモーダルシフトが進む中で、営業用トラックの走行距離が短縮化されている等、トラックの安全性が高まっていること
から、車検期間を延長すべきである。


日本経済団
体連合会


国
土
交
通
省
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規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


23 3月22日 5月2日


限定近海区域
における内航船
の航行基準の
緩和


【具体的内容】
内航船が燃料の消費やリードタイムの面で、より効率的に航行できるよう、沿海区域の水域について、20海里以内とされてい
る範囲を拡大すべきである。


【提案理由】
国際航海に従事しない船舶として、1996年７月に新規に「限定近海
船」が規定され、沖縄、八丈島、宮古～襟裳岬間（青森県東海岸沖）が航行可能となった。また、同年12月には、①内浦湾
沖、②石巻湾沖、③伊勢湾沖、④紀伊水道、⑤土佐湾沖、⑥豊後水道沖、⑦若狭湾沖の７沿海区域の境界については直線
化が実施された。
しかし、沿岸資格船については、原則として上記を除いた水域では沿岸から20海里以内の航行を義務付けられており、非効
率な航行となっていることから、安全航行の担保できる範囲内（例えば50海里）まで沿海区域を拡大すべきである。
20海里が規定された時点と現時点を比べると、船舶電話の進歩（VHF船舶電話→衛星船舶電話）により、沿岸から20海里超
のエリアにおいても連絡が途絶えることはなくなったこと、堪航性やレーダー等航海機器の発達によって船舶の性能が向上し
ていること、巡視船の速力等の性能向上や空からの救助体制が整備されたこと、状況の改善が見られる。
なるべく直線に近い航行が可能となれば、航海距離の短縮につながるため、省エネが実現するほか、航海時間自体も短縮さ
れるので、輸送リードタイムの短縮にもつながり、コスト低減等の経済上のメリットも大きい。
本件については、規制・制度改革における方針（平成23年４月８日閣議決定）において、沿海区域の部分的な拡大について
平成23年度検討開始、平成24年度結論とされているところであるが、関係者の要望をしっかりと反映させる形で検討を進める
べきである。


日本経済団
体連合会


国
土
交
通
省


24 3月22日 5月2日
限定近海船の
船舶料理士資
格の緩和


【具体的内容】
1000ＧＴ以上の限定近海船に限り、沿海船同様に船舶料理士資格船員の乗船義務を不要とすべきである。
　
【提案理由】
船舶料理士に関する省令第１条により、遠洋もしくは近海区域を航行する1000GT以上の船舶については、船舶料理士資格
を持つ船員の 低１名以上の乗船が義務付けられている。このことから限定近海船（近海区域を航行区域とする船舶のうち
本邦の周辺の水域のみを航行する船舶)においても船舶料理士有資格者を乗船させている。
海員学校の司厨・事務課が廃止され、また船舶料理士取得のための外部講習会も殆ど開催されなくなるなか、同資格を新た
に取得する船員が減少していることから、引きとめ(下船退社阻止)に苦慮しているのが現状である。今後は同資格を有する船
員の確保が更に難しくなることが想定される。
そもそも、限定近海区域は、沿海区域を航行する船舶の大型化、航海設備の進歩等によって、ある程度沿岸から離れて航行
しても比較的容易に船舶の安全性を確保することができるようになったことに伴い追加された区分である。航行区域は本邦の
周辺の水域のみに限定され、船舶料理士資格者の乗船義務のない沿海船と作業の違いもないことから、近海区域を航行区
域とする船舶のうち限定近海船に限り、沿海船と同様に船舶料理士資格者を不要とすべきである。


日本経済団
体連合会


　
　
法
務
省


　
　
国
土
交
通
省
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規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


25 3月22日 5月2日


瀬戸内海航路
における航路内
通行規定の緩
和


【具体的内容】
海上交通安全法第４条において、巨大船(LOA200m以上の船)は特定の海域において航路内を通行することが義務付けられ
ている。しかし、瀬戸内海では伝統漁法である「こませ網漁」により航路が閉塞し、船舶の航行が妨げられる事態がしばしば
発生している。
海上交通安全法第4条を見直し、漁労船を回避する為にやむを得ない場合は航路外の航行を認め、この状況を解決すべきで
ある。
　
【提案理由】
海上交通安全法第４条では、巨大船(LOA200m以上の船)は特定の海域において航路内を通行することが義務付けられてい
る。しかし、瀬戸内海地域では伝統的な定置網漁の一種である「こませ網漁」が行われており、漁の 盛期には設置された漁
網により航路が閉塞し、船舶の航行が妨げられる事態が度々発生している、こませ網漁により航路を閉塞することで、船舶の
航行が出来ず荷役のため「沖待ち」を強いられる船が発生するとともに、荷主の企業が用船社に対し滞船料を要求されてい
る。日本水崎案内人連合会Webページによると、平成21年度は合計79隻の船舶がこませ網漁の影響により運航調整を強い
られる。また、平成22年2月22日付 中国新聞朝刊によると、香川県内に工場を持つ企業各社は、平成21年度に合計約1億
2000万円の滞船料を用船社に支払うこととなったと伝えている。
現在、瀬戸内海中央にある水島港は港湾法により国際バルク戦略港に指定されている。しかし、こませ網漁による航路閉塞
問題が今後も解決されないならば、水島港は韓国（釜山港）や中国（上海港）といった海外の大規模ハブ港に対抗していくこと
は難しいと考えられる。
この問題を解決するために海上交通安全法第4条を見直し、漁労船を回避する為にやむを得ない場合は航路外の航行を認
める必要があると考える。
こうした取り組みを通じて、瀬戸内海地域の漁業と流通の共存を図り、水島港を国際戦略港として発展させていくことができる
と考える。


日本経済団
体連合会


国
土
交
通
省
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規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


26 3月22日 5月2日
事業用航空機
の修理改造検
査の緩和


【具体的内容】
航空法で定められている修理改造検査について、検査・合格済の機器と同じ型式の機器であれば、製造番号が異なっていて
も修理改造検査を不要とするべきである。
　
【提案理由】
航空写真撮影などの事業用航空機に新たな機器などを搭載する場合、航空法第16条の修理改造検査を受け合格する必要
があるが、既に検査・合格済の機器と同じ型式の機器であっても、製造番号が異なる機器を搭載する場合には、再度の修理
改造検査が発生する。
修理改造検査は、簡単な場合でも時間が１ヶ月ほどかかり、費用も数十万円から数千万円かかる。しかも、その間、当該航
空機は稼動することができない。例えば、迅速性を要する災害対応測量時に航空カメラなどの機材が故障すると、同型の代
替機材を確保していたとしても、修理改造検査のために作業が中断されるといった問題が生じる。
航空測量業界で主に業務として活用している、航空写真カメラや航空レーザ装置など、同型の代替機材を搭載しても航空の
安全性に支障がないと考えられる機材については、一度修理改造検査に合格している機材と型式が同じであれば、代替品
の検査を不要とすることが求められる。これにより、緊急性の高い業務等に無用な中断が生じなくなるほか、人件費なども含
めた検査費用等のコストの削減が期待できる。


日本経済団
体連合会


国
土
交
通
省


27 3月22日 5月2日


乗務員室又は
客室と隔離され
ていないヘリコ
プターにおける
貨物室への危
険物搭載要件
の見直し


【具体的内容】
ヘリコプターには、その構造上、貨物室（貨物搭載場所）が乗務員室又は客室と隔離されていない機種が多くある。
その場合、構造上貨物室（貨物搭載場所）は乗務員室又は客室の一部とみなされるため、危険物の搭載が出来ない。乗務
員の他に貨物担当者を同乗させること等の対応により、一部危険物の搭載を可能とするよう要望する。
　
【提案理由】
航空法における危険物は消防法等と比較して範囲が広い。例えば、防虫スプレー、カセットコンロ用ガス、ライター、消火器、
医薬品等様々な生活物資が危険物とされているが、それらについて法令上の梱包容器や数量を満たしていても、構造上貨
物室（貨物搭載場所）が乗務員室又は客室と隔離されていなければ搭載することができない。
ヘリコプターは、一般旅客の移動以外に、山間部や島嶼等といった僻地への生活物資の輸送、災害時などの復旧資材の輸
送など重要かつ迅速な社会インフラである。しかし、この要件によって有効活用が出来ていない状況にある。例えば、乗務員
の他に貨物担当者同乗させるといった対応により、こうした危険物の搭載を可能とするよう要望する。
要望の実現によって、僻地での生活の質の向上、山間部や洋上施設における保守の合理化、災害時などの早期復旧におけ
る効果等が見込まれる。
具体的な例：ライター、マッチ、ペンキ、アルコール飲料、灯油、軽油、ガソリン、タイヤ、ﾄﾞﾗｲｱｲｽ、防虫スプレー、カセットボン
ベ、医薬品、バッテリー、発電機、漂白剤、農薬など


日本経済団
体連合会


国
土
交
通
省
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規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


28 3月22日 5月2日
操縦士学科試
験の受験機会
増について


【具体的内容】
操縦士学科試験について、既に米国や中国で導入されているコンピューター化を図ることなどにより、受験が随時実施できる
体制とするべきである。
　
【提案理由】
現行、操縦士の学科試験の実施は年6回が原則とされている。また、資格によっては年3回の受験機会に限られるものもあ
る。
学科試験の随時の実施により、事業者の事業計画に応じたタイムリーな操縦士養成が図られ、航空運送事業の根幹となる
操縦士の養成が従来に比べて短期間でできることとなる。また、今後想定される操縦士不足に対してもフレキシブルな対応が
可能となる。
本要望については、「航空の安全分野における技術規制のあり方
の検討について（報告書）」において、「平成24年度中を目途に、学科試験のコンピューター化に関する諸外国の実状等を調
査し、我が国への導入の可能性や導入に当たり必要となる検討事項の抽出を行う。」とされているところであり、早急に検討
をすすめ、結論を得るべきである。


日本経済団
体連合会


国
土
交
通
省


29 3月22日 5月2日


大規模小売店
舗立地法に基
づく届出手続の
簡素化・迅速化


【具体的内容】
①新設届出における事前協議や交通協議、道路工事実施協議等を短期化すべきである。
②新設および変更届出に際して届出書に添付する資料を削減すべきである。
③変更届出における８ヶ月制限適用対象項目の運用を柔軟にするとともに、説明会の開催についても極力軽減すべきであ
る。


【提案理由】
①大規模小売店舗立地法第5条1項に基づき、大規模小売店舗を新設する場合、都道府県に届け出なければならない。しか
し、届出までの事前協議や交通協議、道路実工事施協議等の長期化により、計画段階から開店までに1年半程かかるケース
も多く、事業計画の見通しが立たない状況である。よって、事前協議・交通協議に要する期間を短縮すべきである。
②大規模小売店舗立地法第５条、第６条に基づく届出に際して、届出書に添付する資料が多岐に渡るうえ、運用主体である
都道府県において独自の様式が定められており、届出に係る手続きが非常に煩雑である。また、都道府県により提出部数が
異なり、相当部数用意する必要がある都道府県もあるなど、出店者側の負担が大きい。よって、届出に際して添付する資料
の様式及び部数を全国で統一すべきである。
③大規模小売店舗立地法第６条に基づく変更届出について、大規模小売店舗立地法施行規則第３条第１項が定める項目に
係る変更の場合、８ヶ月制限の適用対象となるが、変更内容の環境への影響度合を勘案した運用とすべきである。例えば、
駐輪場の位置を変更する場合、８ヶ月制限の対象となり、届出後８ヶ月経過するまで変更できない。法律では、第８条第５項
において、４ヶ月の意見募集を経て、意見が無い旨を届出者に通知したときは、８ヶ月制限が解除されるとしているが、自治
体によっては、本規定を全く活用していないところもあることから、本規定の積極的な活用を指導すべきである。また、駐輪場
の位置変更や営業時間・荷捌き時間の変更に関して説明会の開催を求める自治体もあるが、施行規則第11条２項にもある
通り、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に与える影響が軽微であることが明らかな場合は説明会開催が不要である
旨を徹底すべきである。


日本経済団
体連合会


　
　
　
警
察
庁


　
　
　
経
済
産
業
省
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規制改革ホットライン検討要請項目
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提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の
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受付日


所管省
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検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


30 3月22日 5月2日


たばこ小売販売
業の許可基準
における距離基
準の撤廃


【具体的内容】
たばこ小売販売業の許可基準における距離基準を撤廃すべきである。
　
【提案理由】
予定営業所（たばこ販売を予定している店）と 寄りのたばこ販売店との距離が、たばこ事業法および同法施行規則で定めら
れた基準距離を満たしていない場合、予定営業所に、たばこ小売販売業の許可はされない。
経済的規制の典型である需給調整規制は早急に撤廃すべきであり、むしろ、未成年者喫煙防止取り組みの観点から、対面
販売により、販売責任を全うできる店に許可すべきである。


日本経済団
体連合会


財
務
省


31 3月22日 5月2日
たばこ小売販売
業の許可手続
の迅速化


【具体的内容】
たばこ小売販売業の許可手続を迅速に行うべきである。


【提案理由】
たばこ小売販売業の許可申請に際し、予定営業所（たばこ販売を予定している店）と 寄りのたばこ販売店に距離基準を設
けているが、「製造たばこ小売販売業許可等取扱要領」では、その特例として、「 寄りの小売販売業者の営業所が休業店
（正当な理由なく１ヵ月以上休業している）の場合は、予定営業所と当該休業店との距離は測定しない」とされている。
しかし、休業店については、財務局から休業店舗所有者に廃業指導が行われ、廃業手続が終了した後に予定営業所への許
可が行われるため、通常の許可申請に係る処理期間（※標準処理期間は２ヵ月と定められている）に加えて１～２ヵ月程余計
に時間がかかっている。


寄り店が休業店の場合は、直ちに距離基準を満たしていると判断し、審査を行うべきである。


日本経済団
体
連合会


財
務
省
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規制改革ホットライン検討要請項目
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（タイトル）
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受付日
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要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


32 3月22日 5月2日


食品衛生管理
者資格認定講
習会受講の容
易化（受講機会
の拡充）


【具体的内容】
食品衛生管理者資格認定講習会をより容易に受講できるよう、開催場所・開催頻度の増加や通信講習の実施等を検討すべ
きである。
　
【提案理由】
製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であって、食品衛生法施行令で定めるものの
製造又は加工を行う営業者は、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置くことが義務付けられている。食品衛生管理者
の取得要件として、食品安全衛生法第48条第６項第１から３号のいずれにも該当しない場合は、高等学校卒業相当の者で食
品衛生管理者の設置が義務付けられている業種の衛生管理の業務に３年以上従事し、かつ、食品衛生管理者の資格認定
講習会の課程を修了した者でなければならない。資格認定講習会は、講習会の開催の都度、講習会を開催しようとする者か
らの申請により、厚生労働大臣が登録したうえで、実施される。
しかし、講習会の近年の開催実績によると、その開催頻度は低く、開催場所も少ない（平成23年度：１回（於大阪）、平成22年
度：１回（於東京）、平成19年度：１回（於東京））。また、講習会の開催期間が長く（通常約40日間）、遠方から講習会に参加す
る受講者にとっては、滞在費を含め、負担は大きい。
東京・大阪に加えそれ以外の地域でも講習会を開催することにより、受講者の負担軽減を図るべきである。また、一般共通科
目（現在は座学のみ）はじめ実習を要さない科目に限りオンライン等での受講を認めることも、受講者の負担軽減に資すると
考えられる。


日本経済団
体連合会


厚
生
労
働
省
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規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日
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（会社名・
団体名）


33 3月22日 5月2日


建設工事に伴
い生ずる廃棄物
の処理に関する
排出者責任の
特例措置


【具体的内容】
建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理については、元請業者が排出事業者としての責任を負うという原則は変えずに、発注
者の同一事業場内で再利用されることが確実であると認められる場合については、発注者が再利用等をしようとする対象物
を明確にし、その旨を工事請負契約において明示させた上で、発注者が元請業者に代わって排出者責任を負うことができる
例外を設けるべきである。
　
【提案理由】
建設工事に伴い生ずる廃棄物については、2010年の廃棄物処理法改正により、元請業者に処理責任が一元化された。しか
し、大規模な工場内での建設工事においては、同一事業場内で土木建設工事が非連続かつ頻繁に行われることが多いた
め、工事の発注者が自らの工場の中で再利用等を行った方が効率的な場合もある。
たとえば、前の建設工事で発生したコンクリートがらなどは、同一事業場内の次の工事で使用されることが望ましい。しかし、
現行の法制度の下では、元請業者が排出者となるため、発注者の事業所内に廃棄物を留めておくためには、元請業者から
発注者に処理を委託する必要があり、発注者が処理業の許可を得る必要がある。そのため、元請業者は、数ヶ月間発注者
の工場内に留めておけば次の工事で使用できる廃棄物であっても事業場外に移動させて、有効利用先を探すか処分先を探
す必要がある。
一方、発注者が元請業者に代わって排出者責任を負うことができれば、前の工事で発生したコンクリートがらなどは、広大な
敷地の同一事業所内で適切に保管され、次の工事で建設材料として使用できるため、元請業者と発注者の適切な役割分担
により、副産物の効率的なリサイクルが進む。また、輸送効率が上がるため、地球温暖化対策の観点からも有効である。


日本経済団
体連合会


環
境
省
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34 3月22日 5月2日
廃棄物該当性
の判断基準の
見直し


【具体的内容】
環廃産発第050812003号「行政処分の指針について（通知）」において、廃棄物または有価物の判断要素の基準のひとつで
ある「通常の取扱い形態」として、「製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められ
ないこと」という記載がある。
しかし、廃棄物として通常処理していても、製品としての市場が形成され、有価でリサイクル業者に売却しているケースが存在
する。そこで、実態と合わない上記通知の「通常の取扱い形態」を見直すべきである。例えば、「廃棄物として処理されている
事例が通常は認められないこと」という記述の削除が考えられる。
　
【提案理由】
廃棄物に該当するかどうかは、(1)物の性状、(2)排出の状況、(3)通常の取扱い形態、(4)取引価値の有無、(5)占有者の意思
を、総合的に勘案して判断される。このなかの「(3)通常の取扱い形態」については、「製品としての市場が形成されており、廃
棄物として処理されている事例が通常は認められないこと」とされている。しかし、廃棄物として通常処理されていても、有価
物として売却できるケースが実際に存在している。例えば、燃料へのリサイクルが可能な廃油については、廃棄物として通常
扱われるが、有価でリサイクル業者に売却することが可能である。そのため、当通知の「(3)通常の取扱い形態」は実態とは矛
盾する基準となっており、この基準があるがために、廃棄物として通常処理されていれば、有価で売却していても、廃棄物処
理法上の廃棄物として見なされてしまう可能性がある。現在、廃棄物としていたものを有効利用製品として市場を形成させて
いくことが求められており、本基準は廃棄物の有効利用促進を阻害していると考えられる。当通知の「(3)通常の取扱い形態」
を見直すことで、廃棄物の有価物化が促進され、経済上価値のある資源の有効活用、また廃棄物の削減に繋がることが見
込まれる。なお、(3)の「廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと」という記述を削除したとしても、他の判
断基準により、廃棄物の適正処理は担保できる。


日本経済団
体連合会


環
境
省
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規制改革ホットライン検討要請項目
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35 3月22日 5月2日
廃棄物の定義
等の明確化


【具体的内容】
(1)有価物として再販売するかが未定の下取り品、(2)二重の下取りを行う製品（販売業者が下取りを行った製品を、製造業者
が再度下取りするケース等）、(3)顧客に納入した製品のメンテナンスにより発生する交換部品や油脂類、(4)製品の設置工事
で発生する廃棄物について、(a)どの段階から廃棄物処理法上の「廃棄物」に該当するか、(b)「廃棄物」に該当する場合に排
出者責任は誰にあるのか（製品の販売業者、販売業者から委託された業者、製品の購入者等）、(c)「廃棄物」に該当する場
合に処理業の許可は必要か、具体的なケースを想定し、通知等により明確化すべきである。
　
【提案理由】
製品の販売等に伴って生じる廃棄物については、平成12年9月29日衛産第79号において、「新しい製品を販売する際に商慣
習として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取り、収集運搬する下取り行為については、産業廃棄物収集運搬業の
許可は不要であること」と通知されているが、上記(1)～(4)の(a)～(c)については明確化されておらず、自治体によって判断が
異なる。
例えば、「(2)二重の下取りを行う製品」について、販売業者が下取りをした製品を、製造業者が再度下取りをする際、収集運
搬を行う製造業者に収集運搬業の許可が必要かどうかの判断が自治体によって異なっている。
廃棄物の定義等については、様々な通知等が出されているが、さらなる明確化を行うことで、自治体の判断のブレが解消さ
れ、廃棄物処理法が全国で統一して運用されることが期待される。同時に、業者等が非意図的に法律違反をしてしまうことが
避けられる。


日本経済団
体連合会
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36 3月22日 5月2日


バイオマス発電
の普及に向け
た廃棄物該当
性の判断基準
の緩和


【具体的内容】
資源の有効利用および温暖化対策等の観点から、バイオマス発電の普及拡大が非常に重要である。そこで、バイオマス燃
料に関して廃棄物該当性の判断基準を見直し、バイオマス発電を推進すべきである。具体的には、バイオマス発電事業者が
バイオマス燃料を輸送し、発電に用いる際に限り、廃棄物該当性の判断基準である「通常の取り扱い形態」の適用除外、「取
引価値の有無」の緩和（例えば、購入価格のみで判断し、運送費は考慮しない等）を行うべきである。
また、国は、バイオマス燃料が廃棄物に該当するかどうかの明確な判断基準を策定すべきである。


【提案理由】
廃棄物に該当するかどうかは、(1)物の性状、(2)排出の状況、(3)通常の取扱い形態、(4)取引価値の有無、(5)占有者の意思
を、総合的に勘案して判断することになっている。「(3)通常の取扱形態」では製品の市場性が問われるが、新規開発した廃棄
物由来燃料の場合は、市場に流通した前例がないため、(3)について判断することはできないと評価されている。また、「(4)取
引価値の有無」により、「逆有償＝廃棄物」と判断され、遠方へ運ぶほど運賃が高くなり、その結果、バイオマス燃料が廃棄物
と見なされてしまう。そのため、販売先が限定され、バイオマス燃料の有効利用が阻害されている。上記基準の緩和にあたっ
ては、バイオマス発電事業者がバイオマス燃料を輸送し、発電に用いる際に限ることにより、適正処理を担保できると考えら
れる。なお、「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」（平成24年４月３日閣議決定）において、バイオマス燃料
に関して廃棄物か否か判断する際の輸送費の取扱い等の明確化は、平成24年度に検討し、結論を出すとしている。その際
は、以上の点も踏まえ、一定の条件の下で輸送時も廃棄物とみなさない方向で検討を進めるべきである。他方、5項目全てを
満たしていなくても各都道府県が総合的に判断して有価物と認めれば、廃棄物由来製品を有価物として取り扱うことは可能で
ある。しかし、実態としては国の明確な判断基準が無いことにより、各都道府県で先進的な判断が求められ、結果として慎重
な判断（廃棄物に該当）が下されるケースが多く、また、判断基準にも地域間の差が生じている。そのため、バイオマス燃料が
廃棄物に該当するかどうかについて、国が明確な判断基準を策定すべきである。
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37 3月22日 5月2日


バイオマス発電
の普及に向け
た廃棄物処理
施設設置規制
の見直し


【具体的内容】
資源の有効利用および温暖化対策等の観点から、バイオマス発電の普及拡大が非常に重要である。そこで、バイオマス発
電設備に関して廃棄物処理施設の許可規制を見直すべきである。例えば、再生可能エネルギー固定買取制度で認定された
バイオマス燃料だけを熱利用する施設については、バイオマス燃料が廃棄物か有価物かの分類に関わらず廃棄物焼却炉の
規制を適用しないこととすべきである。


【提案理由】
廃棄物を受け入れるバイオマス発電設備を設置する場合、廃棄物処理施設の設置許可が必要となる。そのため、資源の有
効利用および温暖化対策等の観点から、バイオマス発電の普及拡大が非常に重要であるにもかかわらず、バイオマス発電
設備の設置がなかなか進まないのが現状である。
バイオマス発電設備に関して廃棄物処理施設の許可規制を見直すことで、既存のバイオマス発電設備において柔軟な燃料
選択が可能となり、資源リサイクルと地球温暖化対策の充実に資する。また、着工までに何年も要する廃棄物焼却炉の規制
を受けずに新規のバイオマス発電所が建設できれば、地球温暖化対策の一層の加速につながる。
なお、バイオマス発電設備は、大気汚染防止法に定められた環境基準を遵守することが義務付けられており、廃棄物焼却炉
と比べて大気環境が悪化する事態は想定し得ない。廃棄物焼却炉に定められた固有の管理項目としてダイオキシンがある
が、燃料に塩素が含まれなければダイオキシンは発生しないため、燃料中の塩素濃度を管理すればダイオキシンの発生を
抑制することも可能である。また、燃焼温度に焼却炉と同等の規定を設ければ、ダイオキシンの分解も可能である。加えて、
発電を目的としているため、廃棄物の適正処理の観点からも問題がない。


日本経済団
体連合会


環
境
省


38 3月22日 5月2日
産業廃棄物管
理票写しの送付
期限の緩和


【具体的内容】
産業廃棄物の運搬受託者かつ処分受託者である業者について、産業廃棄物管理票（マニフェスト）の排出事業者への送付
期限を延長すべきである。
　
【提案理由】
産業廃棄物の運搬受託者、処分受託者は、当該運搬、処分が終了した日から、それぞれ10日以内に産業廃棄物管理票を排
出事業者（管理票交付者）に送付しなければならない。そのため、運搬と処分の両方を受託する業者は、処分には一定の時
間を要する関係上、２回に分けて管理票を送付せざるを得ない状態となっている。
加えて、処理業者には、一般的に月に１度請求書を送付する事務も発生している。したがって、運搬と処分の両方を受託する
業者は、同じ排出事業者に対し、月に３度書類等を郵送する事態が生じる場合がある。しかし、法遵守のためこれらを別々に
行うことは非常に煩雑で非効率な作業であり管理も困難で、事業者側も処理業者側も大きな事務負担となっている。
本期限は、排出事業者が廃棄物の適正処理が行われたことを速やかに確認するための制度であるが、運搬と処分の両方を
受託する業者については、運搬終了後の管理票を、処分終了後の管理票と同時に送付することも認めたとしても、排出事業
者が処理確認を行う上で何ら支障はなく、また、運搬終了後の管理票の送付がなくても、処理業者が廃棄物を処理中である
ことは明らかであり適正処理を担保することはできる。
こうした制度が認められれば、マニフェスト返却等の事務をまとめて行うことが可能となり、処理業者のみならず受取る側の事
業者にとっても事務作業の軽減につながる。
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39 3月22日 5月2日


再生利用が確
実に担保されて
いる廃棄物の
取扱いの見直し


【具体的内容】
古紙・くず鉄・空き瓶・古繊維以外でも、再生利用が確実に担保されているものについては、その判断について何らかの基準
（ペットボトルについては洗浄済である等）を設けたうえで、廃棄物としての規制を緩和すべきである（例えば、「専ら再生利用
の目的となる産業廃棄物」と見なす等）。


【提案理由】
「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物」を扱う際、産業廃棄物処理業の許可は不要とされており、昭和46年10月16日環整
43号通知において、古紙・くず鉄・空き瓶・古繊維がそれに該当すると規定している。現在では、この４品目以外にも再生利用
が確実に担保されているもの（例：ペットボトル、発泡トレー等）は存在するが、「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物」とは
見なされていない。そのため、再生利用が確実に担保されていても、「産業廃棄物」としての規制（収集運搬業の許可、契約
書の締結、産業廃棄物管理票の交付等）を受けることとなり、効率的な再生利用が阻害されている。
例えば、小売業者が自主的に店頭回収したペットボトルや発砲トレー等について、自治体が財政状況等の理由により回収で
きなかった分は、小売業者がリサイクル業者に売却している。しかし、リサイクル業者に売却する際、有価で取引されても輸送
費との関係で産業廃棄物として見なされ、処理業の許可を持たない小売業者の自社便で運搬を行うことができない。そのた
め、収集運搬業者に運搬を委託することとなり、ペットボトルや発泡トレーなどの再生利用に膨大なコストがかかっている。
再生利用が確実に担保されているものについては、その判断について何らかの基準（ペットボトルについては洗浄済である
等）を設けたうえで、廃棄物としての規制を緩和することにより（例えば、「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物」と見なす
等）、再生利用の推進と廃棄物の発生抑制が効率的に行えるようにすべきである。


日本経済団
体連合会


環
境
省


40 3月22日 5月2日


産業廃棄物収
集運搬業の許
可に関わる申
請書類の様式
の統一


【具体的内容】
廃棄物の適正処理に事業者が注力できるよう、産業廃棄物収集運搬業の許可に関わる申請書類の全国での統一に向け、
引き続き各都道府県に働きかけるべきである。
　
【提案理由】
産業廃棄物収集運搬業の許可を申請するには、廃棄物処理法第９条の２による様式第六号による申請書のほか、同条に掲
げられた書類及び図面を、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならないとされている（許可
の更新を申請する際も、一部を除いて提出する必要がある）。
しかし、自治体によって、申請書類の様式が異なり、収集運搬業の許可手続きに多くの手間と時間を要している。
各都道府県の申請書類の様式を統一すれば、１書式の作成のみで全ての都道府県への対応が可能となり、事務手続きが簡
素化できる。
なお、環廃産発060331001号（「規制改革・民間開放推進三か年計画」（平成17年3月25日閣議決定）において平成17年度中
に講ずることとされた措置（廃棄物処理法の適用関係）について）において、環境省は、各都道府県に対し、申請書類の様式
の統一を要請したところであるが、申請書類の様式の統一は進んでいないのが実態である。
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41 3月22日 5月2日
廃棄物処理法
に係る許可手
続の電子化


【具体的内容】
廃棄物処理法上の許可申請手続について、電子化を進めるべきである。


【提案理由】
産業廃棄物処理業ならびに産業廃棄物処理施設の許可申請にあたっては、当該業を行おうとする区域ならびに当該施設を
有する区域を所管する都道府県知事に対し、個々に行わなければならず、膨大な事務処理が必要とされている。
全国的な情報システムを構築し、事業者がインターネットを活用することにより、複数の都道府県に対して申請手続を一括し
て行うことができれば、事務負担の大きな軽減につながる。
なお、一昨年の政府回答では、「電子化は将来的な許可申請の在り方の一つとしては考えられるが、まずは許可申請書類の
簡素化や様式の統一化を図ることが優先である」と指摘されているが、電子化を、書類の簡素化や様式の統一化のインセン
ティブとして活用することも可能であり、並行して進めるべき課題である。


日本経済団
体連合会


環
境
省


42 3月22日 5月2日
汚泥の脱水施
設の取扱いの
見直し


【具体的内容】
生産工程の一部として組み込まれた汚泥の脱水施設について、当該工場又は事業場内の生産工程以外から発生した汚水
を処理していても、廃棄物処理施設に含まれないようにすべきである。
　
【提案理由】
汚泥の脱水施設が廃棄物処理施設に含まれるかどうかについては、環整第45号において「独立した施設としてとらえ得るも
のであって、工場又は事業場内のプラント（一定の生産工程を形成する装置をいう。）の一部として組み込まれたものは含ま
ない」としている。また、環廃産発第050325002号において、廃棄物処理施設に該当しない要件として、(1)当該脱水施設が、
当該工場又は事業場内における生産工程本体から発生した汚水のみを処理するための水処理工程の一装置として組み込
まれていること、(2)脱水後の脱離液が水処理施設に返送され脱水施設から直接放流されないこと、事故等により脱水施設か
ら汚泥が流出した場合も水処理施設に返送され環境中に排出されないこと等により、当該脱水施設からの直接的な生活環
境影響がほとんど想定されないこと、(3)当該脱水施設が水処理工程の一部として水処理施設と一体的に運転管理されてい
ること、と掲げられている。
上記(2)、(3)の要件が満たされていれば、生活環境への影響は生じないと考えられ、(1)において、「生産工程本体から発生し
た汚水のみを処理する」装置に限る必要はない。当該工場又は事業場内の生産工程以外から発生した汚水を処理していて
も、廃棄物処理施設に含まれないようにすべきである。
なお、都道府県によっては、実際に、工場内の食堂の排水等の排水設備が水処理工程内に組み込まれている場合にも、廃
棄物処理施設でないと認められている例もあり、行政・事業者双方の事務負担軽減、予見可能性の向上の観点から、少なく
とも解釈を明確化・統一すべきである。
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43 3月22日 5月2日
県外産業廃棄
物流入規制の
見直し


【具体的内容】
都道府県等の条例・指導要綱に基づく事前協議制の撤廃を含め、都道府県等による県外産業廃棄物の流入規制の見直しを
図るべきである。 低でも、事前協議の運用にあたっては、都道府県等ごとに異なる協議内容の統一を図るとともに、電子化
を進めるなど手続きの簡素化に努めるべきである。


【提案理由】
廃棄物処理法の規定にはないが、産業廃棄物を県外に搬出する場合、搬出先の都道府県等の多くにおいて条例・指導要綱
に基づく事前協議が必要とされており、その申請、許認可の取得に多くの時間、労力を費やされている。また、事前協議の内
容（対象産業廃棄物、提出書類等）が都道府県等ごとに異なっているため、同一の処理を行うにもかかわらず、都道府県等に
よって判断が異なる場合があり、事業者による広域的かつ効率的な廃棄物処理、リサイクルの阻害要因となっている。
たとえば、産業廃棄物となる食物残渣をサーマルリサイクルする際、県によっては県外からの廃棄物の収集を認める場合と
認めない場合がある。これにより、一部の食物残渣しか肥料として再利用されず、産業廃棄物をエネルギー資源として有効利
用できていない。
環境省は「必要な見直しを行うことにより適切に対応していただくよう、都道府県等に働きかけている」とのことだが、引き続き
都道府県等に働きかけを行うことが求められる。また、都道府県等に対し通知等を発信するのであれば、その内容を環境省
Webサイトで公開すべき。こうすることで、排出事業者は各自治体へ要望しやすくなる。
なお、中央環境審議会「廃棄物処理制度の見直しの方向性」（2010年１月25日）において、国は、地方自治体独自の住民同
意や流入規制の対策についてその内容及び運用を継続的に把握し、地方自治体と対話し撤廃又は緩和を働きかけるべきで
あることが意見具申されている。
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44 3月22日 5月2日


広域認定制度
における他社製
品の処理の緩
和


【具体的内容】
広域利用認定制度において、同一性状の他社製品の処理受託を可能とすべきである。


【提案理由】
廃棄物処理法は、環境大臣が廃棄物の減量その他適正な処理の確保に資する広域的な処理を行う者を認定することによ
り、廃棄物処理業に関する自治体ごとの許可を不要とする広域認定制度を規定している。製品の性状、構造を熟知している
メーカー等に広域的な廃棄物処理を行わせることで資源の有効利用を目指している本特例制度を充実させれば、一層の資
源循環が期待できる。
しかし、現在の運用では、同一性状の製品であっても他社製品は認定対象となっていない。そのため、資源として有効利用さ
れるのは、広域認定制度を積極的に利用しているメーカー等の製品にとどまる。また、複数社の製品が混在している場合、排
出者が分別し、各社に処分依頼を出す必要が有り、事務負担や運搬費が大きくなってしまう。
とりわけ情報通信機器は、世界的に機器の標準化・規格化が進んでおり、ハードウエアについてはメーカー等による相違は
ほとんどない。そのため、他社品でも同等の適正処理を行うことは可能である。効率の高い適正処理と資源の有効利用をよ
り一層進めるためには、同一性状の他社製品の処理受託を可能とすべきである。
なお、一昨年の政府回答では、「同種の製品であっても認定の対象とできるよう、実態を踏まえつつ、検討を行っているとこ
ろ」とされている。
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45 3月22日 5月2日


建設基準法に
おける廃棄物処
理施設の新築・
増築規制の緩
和


【具体的内容】
建設基準法における廃棄物処理施設の新築・増設規制について、設置する施設の種類、設置する地域などを考慮したうえで
緩和すべきである。
　
【提案理由】
都市計画区域内において、廃棄物処理施設は、都市計画でその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築・増設は
原則認められていない。ただし、(1)特定行政庁が都市計画審議会の議を経て許可した場合、もしくは(2)一定の規模の範囲内
であれば、新築・増設が認められる。
廃棄物処理施設を新築・増設する際、(2)に該当しなければ、事業者は(1)に基づいて特定行政庁に申請するが、手続に長期
間を要するため、経済損失を招いている。現在、平成24年3月30日国住街第255号「建築基準法第51条ただし書き許可に係る
運用について」の通知が国土交通省から出され、地方自治体には手続の迅速化等が要請されているが、手続があること自体
が大きな負担となっている。
そこで、廃棄物処理施設の新築・増設が進むよう、「(2)一定の規模の範囲」の基準（建築基準法施行令に規定）を緩和するべ
きである。 例えば、廃棄物処理施設の一日の処理能力の基準について、がれき類や木くずの破砕施設は100トンとされてい
るが、廃プラスチックの破砕施設は6トンと厳しく、その理由も不明確であるため、廃プラスチックについての基準を緩和すべき
である。また、工業専用地域及び工業地域での新築・増設に限って緩和するなども考えられる。こういった地域ならば、周辺
住民への影響も少なく、また立地にも適している。
「(2)一定の規模の範囲内」の基準を緩和することで、事業者、行政双方の負担が軽減される。


日本経済団
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46 3月22日 5月2日


ＪＩＳ規格石炭灰
の保管・輸送時
の廃棄物処理
法適用除外


【具体的内容】
資源有効利用促進法の指定副産物とされている電気業の石炭灰について、ＪＩＳ規格等の徹底した品質管理を行っている場
合は、廃棄物処理法の適用除外とすべきである（例：事業者自らがセメント等の製品原料として加工（粒度等を均質化）したＪＩ
Ｓ規格石炭灰は、産業廃棄物に該当しない等）。


【提案理由】
電気業の石炭灰は、資源有効利用促進法の指定副産物に該当し、有効利用に向けた取り組みが求められている。こうしたな
か、電気業の石炭灰について、ＪＩＳ規格化等の厳正な品質管理を行い、セメント原料等として有償譲渡（売却）しているものが
ある。
しかし、少量販売や遠方販売においては、輸送費が販売額を上回るため、産業廃棄物と見なされる。そのため、(1)産業廃棄
物収集運搬業の許可が必要となり、輸送業者・車両・手段が限定される、(2)市場が狭くなり石炭灰の価格が低下せず利用が
進まない、(3)保管場所の届出が必要になる、といった問題が生じ、流通拡大の支障となっている。
そこで、石炭灰を廃棄物処理法の適用除外とすることで、(1)産業廃棄物収集運搬車両以外の様々な輸送手段が活用でき、
流通コストやＪＩＳ規格石炭灰の価格を低減することができる、(2)販売価格の低減で石炭灰の利用者が増加する、(3)排出事
業者側、引取者側ともに産業廃棄物保管場所の届出が不要となる、といった利点が生じ、リサイクルの推進に繋がる。
なお、ＪＩＳ規格化等の厳正な品質管理を行うことで、石炭灰が不適正に取り扱われることはないと考えられる。


日本経済団
体連合会


環
境
省


47 3月22日 5月2日


プラスチック製
容器包装の再
商品化の際に
セメントキルン
に課せられる基
準の緩和


【具体的内容】
プラスチック製容器包装の再商品化にあたって、セメント工場での受け入れを進めるため、セメントキルンに課せられる「エネ
ルギー利用率の基準（96％以上）」を緩和すべきである。
　
【提案理由】
容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針（平成18
年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省告示第10号）において、「プラスチック製の容器包装の再商品化
に当たっては、まず、（中略）としての利用を行い、それによっては円滑な再商品化の実施に支障を生ずる場合に、固形燃料
等の燃料として利用される製品の原材料として緊急避難的・補完的に利用する。当該燃料の利用に当たっては、環境保全対
策等に万全を期しつつ、特に高度なエネルギー利用を図ることとする。」と規定されている。
また、「プラスチック製容器包装に係る固形燃料等の燃料として利用される製品を得るための施設等に関する技術指針」（平
成19年3月）では、固形燃料等利用施設は、96％以上のエネルギー利用率を満たすことが求められている。
当該技術指針には、セメントキルンにおいてプラスチック制容器包装を使用する際のエネルギー利用率の計算方法も明記さ
れているが、96％以上のエネルギー利用率では、セメント工場で受け入れ処理することができない。そのため、セメント工場に
おけるプラスチック製容器包装のリサイクルが阻害されている。そこで、セメントキルンに課せられたエネルギー利用率を緩和
すべきである（例えば、75％以上に緩和する等）。
なお、当該技術指針には、「エネルギー利用率については今後必要に応じて見直しを行う。」と明記されている。
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48 3月22日 5月2日


容器包装リサイ
クル法における
再商品化実施
委託金等の支
払い方法の見
直し


【具体的内容】
特定事業者が指定法人に対して再商品化実施委託金・拠出委託金を支払う方法について、別の方法も認めるべきである（例
えば、実際に再資源化された量および実際の負担額に基づき支払いを行う等を法の施行規則へ明記する）。


【提案理由】
指定法人は、再商品化業務にあたって、その実施方法、委託料金の額の算出方法等について、再商品化業務規程を定め、
主務大臣の認可を受けなければならないとされている。
特定事業者は、本規定に基づき、容器包装廃棄物の再商品化を指定法人に委託する際、当該年度の排出見込み量を基に
再商品化実施委託料金、拠出委託料金を指定法人に支払う必要があり、精算は翌年度（再商品化事業に使用した実績総費
用と、特定事業者が負担した「予定」実施委託料金等の総額との間に生じる過不足について精算）と翌々年度（確定した拠出
金額と特定事業者が負担した「予定」拠出委託料金の総額との間に生じる過不足について精算）の二年間にわたって行われ
る。
コンピューターシステムで加盟者全体を管理するフランチャイズ事業の事業者が、加盟者の分もまとめて管理して委託金を支
払うことは、非常に効率的であり、また、容器包装廃棄物の排出量を的確に把握することで、容器包装廃棄物にかかる取り組
みを一体的に推進することができる。しかし、加盟者の契約が終了した場合（閉店等）、元加盟者の連絡先等の把握が困難と
なるにもかかわらず、委託金の精算手続きを二年間にわたって行うことは非常に大きな事務負担となる。
そこで、実際に再資源化された量およびその際の負担に基づき委託金を支払う方法を採用できるようにすることで、精算を行
う必要がなくなり、事務手続きが簡素化される。なお、特定事業者が指定法人に対して容器包装廃棄物の排出見込み量の報
告を行うこととすれば、指定法人の事業計画の策定等への支障は起きないと考えられる。
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49 3月22日 7月9日


バイオマス発電
の普及に向け
た食品リサイク
ル法の見直し


【具体的内容】
バイオマス発電の普及に向け、食品リサイクル法における再生利用等実施率の計算方法を見直すべきである（「食品循環資
源の再生利用が可能な施設が半径75km圏内にないこと」という熱回収を計算に含めるための条件の削除等）。


【提案理由】
食品リサイクル法は、「食品循環資源の再生利用及び熱回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量（食品循環資源の
再生利用等）」を目的としている。これを受け、食品関連事業者には、食品循環資源の再生利用等実施率についての一定の
目標が設定される。
こうしたなか、再生利用等実施率に熱回収分を含める条件としては、当該食品循環資源の再生利用が可能な施設が半径
75km圏内にないこと等が挙げられている。この条件により、バイオマス発電の推進が阻害されている。
上記の条件は、熱回収（サーマルリサイクル）よりも再生利用（マテリアルリサイクル）を優先する観点から設けられたものと考
えられる。現在では、資源のリサイクル・有効利用を考える際、温暖化対策の観点も非常に重要な要素である。そこで、熱回
収（サーマルリサイクル）の価値を再生利用（マテリアルリサイクル）の価値と同等に考え、上記の「半径75km圏内」という条件
を撤廃することで、バイオマス発電を普及していく必要がある。
なお、「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」（平成24年４月３日閣議決定）において、バイオマス発電の普及
促進の観点から、食品リサイクル法に基づく食品廃棄物等の熱回収（サーマルリサイクル）条件のあり方について、平成24年
度検討開始、平成25年度中を目途に結論を出すとされている。
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50 3月22日 5月2日


グリーン購入法
における総合評
価値の算出方
法の見直し


【具体的内容】
グリーン購入法において調達基準が定められたコピ－用紙、印刷用紙の総合評価値の算出方法について、「その他持続可
能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ（植林木、国産材、再・未利用材等）利用割合」の重み付けを、森
林認証材パルプ利用割合や間伐材パルプ利用割合と同等にすべきである。


【提案理由】
国は、国及び独立行政法人等における環境物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため、環境物品等の調達の推進
に関する基本方針を定めている。 本基本方針において、政府が調達するコピー用紙、印刷用紙については、総合評価値に
よる調達基準が定められている。総合評価値の算出にあたっては、(1)森林認証材パルプ利用割合、(2)間伐材パルプ利用割
合、(3)その他持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ（植林木、国産材、再・未利用材等）利用割
合などが加算項目として挙げられているが、(3)については重み付けが(1)、(2)の半分になっている。
しかし、この重み付けの違いについての合理性は乏しく、(3)は、(1)(2)と同様の環境配慮価値を有している。
そこで、(3)について本来の環境価値を反映させ、基準を変更することによって、調達基準を満たす製品供給の推進が容易に
なり、結果的に本来の目的である古紙利用が進むものと考える。
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51 3月22日 5月2日
特定産業廃棄
物の基準の見
直し


【具体的内容】
放射性物質汚染対処特措法における特定産業廃棄物について、放射性物質による汚染の濃度が十分に低いものについて
は、通常の産業廃棄物とすべきである。
　
【提案理由】
産業廃棄物のうち、事故由来放射物質によって汚染され、又はそのおそれがあるものは、特定産業廃棄物に該当する。これ
により、１都９県において、生産活動により発生する紙やフィルムなどの産業廃棄物を焼却し、廃熱ボイラで蒸気を製造して熱
回収する設備から排出される飛灰は、放射性物質の濃度が8000Bq／kg以下であれば、特定産業廃棄物に該当する。
特定産業廃棄物は、廃棄物処理法に基づく通常の処理基準に加え、放射性物質汚染対処特措法に基づく処理基準を遵守
する必要がある。また、特定産業廃棄物の処分の用に供される廃棄物処理施設や一定地域に所在する廃棄物処理施設は、
特定産業廃棄物処理施設に該当し、当分の間、廃棄物処理法に基づく維持管理基準に加え、放射性物質汚染対処特措法
に基づく維持管理基準を遵守し維持管理する必要がある。
事業者は、本特定産業廃棄物の処理を自ら行うことができない場合、廃棄物処理法や放射性物質汚染対処特措法に基づ
き、処理業者に委託することとなる。
しかし、処理業者の多くは、特定産業廃棄物処理施設の維持管理基準を満たす施設を所有していても、地域住民からの抗議
を恐れ、特定産業廃棄物の受入を拒否している。そのため、処理先が決まらない飛灰が事業所内で増え続けており、廃棄物
処理法の保管基準を守れない事態に近付いている。埋め立て処理をすることは可能であるが、循環型社会構築の観点から
埋め立てよりも路盤材などにリサイクルをすることが望ましい。
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52 3月22日 5月2日
土地の形質変
更時の届出の
簡素化


【具体的内容】
形質変更時要届出区域内における工事について、前もって都道府県知事に工事内容（汚染等の拡散を防止する手段等も含
む）を届け出る制度を設け、当該届出に当てはまる工事については、土壌汚染対策法12条の届出を不要化する等により、手
続きの簡素化を図るべきである。


【提案理由】
土壌汚染対策法14条では、自主的な土壌汚染状況調査によって土壌汚染が判明した場合などには、土地の所有者等が都
道府県知事等に区域（形質変更時要届出区域）の申請を行うことができる。
また、「形質変更時要届出区域」に指定されると、土地の形質の変更をする場合、土壌汚染対策法12条により、工事着工１４
日前までに都道府県等に届け出る必要があり、(1)基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止すること、(2)基準不適
合土壌が当該形質変更時要届出区域内の帯水層に接しないこと、(3)土地の形質変更後に人の健康に係る被害が生ずる恐
れがないことが満たされていなければ、都道府県知事は計画の変更を命ずることができるとされている。
以上により、埋設配管等の突発的な工事等が必要になった場合であっても、工事着工までに時間がかかることとなる。そのた
め、土壌汚染対策法14条の申請が躊躇される。
そこで、前もって都道府県知事に工事内容（汚染等の拡散を防止する手段等も含む）を届け出る制度を設け、当該届出に当
てはまる工事については、土壌汚染対策法12条の届出を不要とすることで、形質変更時要届出区域となっても、行政手続に
よる工事着工遅れが回避できる。また、土壌汚染対策法14条の申請も進むと考えられる。


日本経済団
体連合会


環
境
省


53 3月22日 5月2日
地下水汚染調
査にかかる手
続きの簡素化


【具体的内容】
土壌汚染状況調査により、特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の特定有害物質による
汚染に起因する地下水汚染が生じていないことがわかった土地について、地下水モニタリングを行う際、地下水汚染等の問
題がなければ、申請をしなくても段階的にモニタリング頻度の低減をできるように徹底すべきである。
　
【提案理由】
土壌汚染状況調査により、特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の特定有害物質による
汚染に起因する地下水汚染が生じていないことがわかった土地については、当初一年は四回以上、二年目から十年目まで
は一年に一回以上、十一年目以降は二年に一回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量
を測定し、その結果を都道府県知事に報告しなければならないとされている。
本規定により、地下水モニタリングの結果、地下水汚染のおそれがなければ、自動的に地下水モニタリングの頻度は低減す
ると解釈できるが、自治体によっては、地下水モニタリングの頻度の低減にあたって申請を必要としており、受理されなければ
頻度を下げることができない。
地下水汚染が生じていなければ、申請をしなくても段階的に地下水モニタリング頻度の低減をできるようにすることで、モニタ
リング費用を削減することができる。
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54 3月22日 5月2日


土地の形質変
更時の届出に
かかる要件の
見直し


【具体的内容】
臨海部の工業専用地域等において、(1)該当土壌を敷地外に搬出しない、(2)形質の変更に伴い、周辺に土壌流出が生じな
い、(3)工事期間中、汚染のおそれのある建設残土や地下水のモニタリングを行うこと等を条件に、3000㎡以上の土地の形質
変更を行う際の届出を不要とすべきである。
　
【提案理由】
土壌汚染対策法第４条により、3000㎡以上の土地の形質変更を行う際は、都道府県知事に届け出なければならない。ただ
し、①該当土壌を敷地外に搬出しない、②形質の変更に伴い、周辺に土壌流出が生じない、③形質の変更に伴う部分の深さ
が50cm以下の場合、届出は不要とされている。また、都道府県知事が、当該土地について、特定有害物質によって汚染の恐
れがあると認めた場合、事業者は、指定調査機関による土壌調査を行い、その結果を都道府県知事に報告する必要があり、
場合によっては半年程度の調査期間を要する。
しかし、事業誘致に関しては、タイムリーな事業開始が競争力強化において も重要なポイントであり、土壌調査に時間を要
することによる事業タイミングの遅延、もしくは、時間的制約から国内立地の回避という可能性も高く、わが国の競争力を低下
させる一因となる。また、既存製造所内で早期事業開始を検討する場合は、計画を3000㎡未満に抑えるなど、計画に支障を
きたす場合がある。
なお、③を届出不要の要件から削除しても、臨海部の工業専用地域等において、①②を満たし、加えて、工事期間中、地下
水のモニタリング等を行い、その結果を都道府県知事に報告することとすれば、地下水の飲用等の観点や土壌の直接摂取
の観点から、環境リスクは小さいと考えられる。


日本経済団
体連合会


環
境
省


55 3月22日 5月2日
行政による土壌
汚染物質の自
然由来の証明


【具体的内容】
土壌汚染状況調査により発見された土壌汚染物質について、それが自然由来の物質である可能性がある場合、その証明は
行政が行うべきである。
　
【提案理由】
土壌汚染状況調査対象地において、特定有害物質による汚染状態が専ら自然に由来するおそれがあると認められるとき
は、土壌汚染状況調査に係る特例等が認められている。しかし、自然由来の物質であることを行政に証明するために、事業
者には、非常に多くのコストと時間がかかっている。そもそも汚染発生原因が自然由来にもかかわらず、土地の所有者に負
担を課すのは不合理である。
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56 3月22日 5月2日
土壌汚染対策
法における届出
対象の見直し


【具体的内容】
ガスパイプラインの設置にあたって、個々の工事（トンネル工事、ステーション工事）における形質変更届出の提出の有無は
それぞれの面積が3000㎡以上かどうかで判断すべきである。
　
【提案理由】
土壌汚染対策法では一定規模（3000㎡）以上の土地の形質の変更をしようとする者に届出を義務付けている。加えて、環水
大土発第100305002号において、「同一の手続において届出されるべき土地の形質の変更については、（中略）土壌汚染状
況調査の機会をできる限り広く捉えようとする法の趣旨を踏まえれば、同一の事業の計画や目的の下で行われるものである
か否か、個別の行為の時間的近接性、実施主体等を総合的に判断し、当該個別の土地の形質の変更部分の面積を合計し
て3000㎡以上となる場合には、まとめて一の土地の形質の変更の行為とみて、当該届出の対象とすることが望ましい。」とし
ている。そのため、ガスパイプライン建設工事では公道部分の開削工事も含めて一つのプロジェクト（対象）とみなされるた
め、個々の工事は3000㎡未満であっても届出が必要となる。
ガスパイプラインの設置については、「天然ガスシフト基盤整備専門委員会報告書」において、「関係規制やその運用が建設
期間の長期化を招いているケースや合理的な整備ルートの計画を制限しているケースも存在する。これらのケースは結果的
に、整備事業者のコスト増につながる要因となる可能性もあり、（中略）天然ガスパイプラインの整備に当たっては、必要に応
じて現状の関係規制やその運用の精査を行う必要があると考えられる。」と明記されている。そこで、土地の形質の変更の届
出については、個々の工事（トンネル工事、ステーション工事）の面積が3000㎡以上かどうかで判断すべき。この見直しによ
り、土地の形質変更届出およびその調査に係る期間が短縮され、より早期のパイプライン敷設が可能となる。
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57 3月22日 5月2日


特定粉じん（ア
スベスト）排出
等作業の届出
に係る例外規
定（非常時の緊
急作業）の弾力
的な運用


【具体的内容】
特定粉じん（アスベスト）排出等作業を行う場合の届出において、災害その他非常の事態の発生により排出作業を緊急に行
う必要がある場合に関しては、例外規定により事後届出が認められている（通常は１４日前までの届出が必要）。同様に非常
事態後の水平展開等、危険要因を解消するため早期に設備点検を必要とする作業の届出についても、非常事態に実施した
緊急作業に準する措置と捉え、事後届出で可とするか、あるいは届出書の受理を以って工事の着工を可能とするなど、例外
規定の弾力的な運用を行うべきである。
　
【提案理由】
2006年10月1日より、石綿を含有する配管類の保温材も大気汚染防止法の届出対象となった。大気汚染防止法では作業開
始１４日前までの届出が義務付けられているが、ただし書きとして「災害その他非常の事態の発生により特定粉じん排出等作
業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。」とあり、事後届出が可能となっている。製油所において、例えば配管腐
食で油漏洩等につながる不具合が発生した場合、同様の腐食環境にあると思われる類似の設備・配管等についても速やか
に点検すべきところ、現行法では１４日間を待たなければ作業を行うことができず、危険要因を放置するリスクがある。例外規
定が弾力的に運用されることで、油漏えい等の非常事態に繋がる同様の不具合に対しても、速やかな対応が可能となり、危
険要因を放置するリスクを早期に解消することができる。
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58 3月22日 5月2日
研究開発設備
に関する規制緩
和


【具体的内容】
研究所全体の全研究設備の一日の高圧ガス処理量合算値が100㎥を超える場合であっても、小規模研究設備（ラボ設備・ベ
ンチ設備で処理量≦10㎥/日）および中規模研究設備（処理量≦100㎥/日）については、その設置・変更・設備追加に関して
都道府県知事の許可を求めるのではなく、手続きを簡素化（例：届出制への移行、小規模研究設備の設置については高圧ガ
ス保安法の適用除外）すべきである。


【提案理由】
高圧ガス保安法5条1項・14条１項により、一日の処理量が100㎥以上の研究開発設備は、実プラントと同等に、その設置・変
更・設備追加に際しては都道府県知事の許可を得る必要がある。この場合、ある1つの研究開発設備の一日の処理量が100
㎥未満であっても、研究所全体の全設備の一日の処理量合算値が100㎥を超えると、都道府県によっては、同法同条の適用
を受け、知事の許可を求められることがある。
研究開発設備にも実プラントと同水準の手続き・技術的水準が要求されることに起因する時間的なロス・コストアップ等によ
り、場合によっては研究開発の一部を海外で実施せざるを得ない状況であり、実際に海外へ研究開発を移管する事例が出て
きている。
平成22年6月16日に閣議決定された「新成長戦略」において、「成長を支えるプラットフォームとして、研究環境・イノベーション
創出条件の整備、推進体制の強化」が挙げられている。研究開発は日本の製造業の国際競争力の源泉であり、一日でも他
国に先んじて結果を出すことが求められている。また、技術流出のリスクを回避し、新興国に対する技術的なリードタイムを維
持するため、研究開発を日本国内で継続することが必要であり、本件規制緩和は「新成長戦略」にも合致する。
研究開発設備に関する手続きの簡素化により、研究開発期間の短縮が可能になり、少なくとも、諸外国に劣後している競争
条件が改善に向かい、研究開発の海外移管に一定の歯止めがかかる。また、研究開発に関わるコストダウンも期待される。
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59 3月22日 5月2日


ガスタービン取
替えにおける工
事開始期間の
短縮


【具体的内容】
現状では、1万ｋW以上のガスタービン発電設備の原動機の交換が電気工事計画変更届の申請対象事項と解釈され、工事計
画変更届を申請後30日経過しないと交換が実施できない。これを、同形式のエンジンへの交換に関しては、電気事業法第48
条の規定でいう「軽微な工事等」として扱い、工事開始期間の短縮を認めるべきである。
　
【提案理由】
近年、技術開発の進展により、航空機エンジン技術を応用した5万ｋW程度までのガスタービンの発電市場への普及が進んで
いる。航空機用エンジンは比較的軽量であり、メンテナンスを行う際には、取替え方式（ローテーション方式）が主流となってい
る。この方式を採用することで、設備の停止期間が短縮でき、電力供給支障へ与える影響が軽減される。
しかし、電気事業法第48条により、１万ｋＷ以上のガスタービンの取替えは事前届出が必要で、届出受理から30日経過しない
と工事を開始できない。
現行制度においても電気事業法第４８条の規定により、要件を満たしているものであって、軽微な工事等であれば工事開始
期間の短縮が認められているが、上記取替え方式に関して、軽微な変更とは認められない場合がある。
本要望が認められれば、発電所の稼働率を向上させることができ、発電所の運用コスト低減、すなわち電力料金の低減およ
び電力の安定確保につながる。


日本経済団
体連合会


経
済
産
業
省


60 3月22日 5月2日
定期安全管理
審査 手数料体
系の見直し


【具体的内容】
現在の定期安全管理審査に係る手数料の額は、定期事業者検査の実施台数に基づく体系となっている。
安全管理審査は定期事業者検査の実施に係る体制を審査するものであり、台数との関係はないことから、審査に係る工数を
基準とした手数料体系にすることを要望する。
　
【提案理由】
現在の定期安全管理審査に係る手数料の額は、定期事業者検査の実施台数に基づく体系となっている。
定期事業者検査対象設備を多く持つ発電所においては、台数を基準とした手数料から、審査に係る工数を基準とした体系に
することで、大幅な手数料削減が可能となる。
なお、審査の実施方法を定めた「使用前・定期安全管理審査実施要領（内規）平成22･06･28原院第3号　NISA-234e-10-1」に
おいては標準審査工数が示されていることから、この標準工数を基に手数料を設定することが合理的である。
 (参考）審査手数料実績（代表地点）：１９３万円
 　　　　工数基準とした場合の予想額：約３６万円


日本経済団
体連合会


経
済
産
業
省


37







規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日
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要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


61 3月22日 5月2日
電気主任技術
者の選任要件
緩和


【具体的内容】
事業用電気工作物を設置する場合、電気主任技術者の選任が必要であり、当該電気主任技術者は、事業場に常時勤務す
る者でなければならないとされているが、これを撤廃すべきである。
　
【提案理由】
内規では、電気事業法第43条第1項の選任において、電気事業法施行規則第52条1項の規定に従って選任される主任技術
者は、原則、事業用電気工作物を設置する者（設置者）又はその役員若しくは従業員でなければならないが、例外として、選
任する事業場に常時勤務する派遣労働者、または設置者から自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監
督に係る業務の委託を受けている者（受託者）又はその役員若しくは従業員で、選任する事業場に常時勤務する者から選任
することができるとされている。小水力発電所、風力発電所、太陽光発電所など、必ずしも常時勤務して監視をする必要が無
い発電所に関しても常時勤務の主任技術者を求められている。
遠隔監視や設備機能により無人運転を可能とするような発電所に限っては選任される電気主任技術者を常時勤務とする必
要は無いと考えられる。


日本経済団
体連合会


経
済
産
業
省


62 3月22日 7月9日


情報システムの
政府調達に係
る規則等の見
直し


【具体的内容】
技術評価に際して、可能な部分については「相対評価」とするなど、事業者の優位差を明確化するよう現行の技術審査運用
を見直し、応札事業者の技術力をより適切に評価できるよう以下の４点を盛り込んだ改善が必要。
①プロジェクトリスクに応じて適切な技術点の比率設定を可能とする。
②基礎点を技術点から外し、加点項目のみで技術点評価を実施する。
③技術点評価を相対評価方式（項目毎の事業者の順位付け等）で実施する。
④低入札価格調査制度においては、従来の会計的な視点に偏らず、落札者が当該案件に係るシステム開発能力を有してい
るか等、技術的な観点での調査を強化する。


日本経済団
体連合会
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（会社名・
団体名）


62 3月22日 7月9日


情報システムの
政府調達に係
る規則等の見
直し


【提案理由】
現状総合評価では価格点の比重が高く、提案内容・技術力が優れた事業者が落札するとは限らない。技術重視で評価した
事例・実績情報や基準・ガイド類が少ない。いわゆるダンピング受注を排除するための低入札価格調査制度も実施されてい
るが、調査の結果、低価格でも落札に至るケースも多く、必ずしも技術力・知見のある適切な事業者が選定されているとはい
えない事例が散見される。その理由として以下の３点をあげることができる。
①技術点の中に、本来は資格審査項目に相当する基礎点が含まれており、相対的に技術点の扱いが低い制度運用となって
いる。
②技術点評価においては、絶対評価が採用されるため、事業者間の技術力の差を見いだしにくいと考えられる。
③技術的により高い提案を行う場合には、相応のコスト負担も発生する。そのため、価格点に重点を置く評価方式では、加点
項目に関する提案をしづらい実態がある。
④落札のために低価格での応札を志向し、「良い物を」よりも「安くすむ」提案を目指す可能性を増す。結果的に原課（調達
元）にとって良い結果であるとは限らない場合がある。また、戦略的価格で応札できる体力のある一部企業が有利となり、そう
でない企業がなかなか参入できず、国内IT産業が活性化されない。価格重視から技術重視に変わることにより各社提案内容
を重視し、結果的に失敗プロジェクトが減りトータル的に調達コストも安くなると思われる。したがって、価格偏重の入札評価
制度を見直し、プロジェクトリスクに応じて高い技術力を有する事業者が適切に選定される仕組みへ改めるべきである。


日本経済団
体連合会
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63 3月22日 5月2日


金融機関から
自治体への支
払調書のオンラ
イン化


　
自治体と金融機関の間でやりとりされる「総合振込」や「口座振替」のデータ授受は、現状FD、MT、MO、CMTなどにより行わ
れている。事務の効率化、コスト削減、紛失リスク低減のため、オンライン化を推進すべきである。
　
＜規制の現状＞
・各自治体の「口座振替収納事務取扱要綱」などでフロッピーディスク等の電子記録媒体で実施するよう規定しているケース
があり、ＦＤ等の媒体の運用が継続されている。
・また多くの自治体および金融機関が足並みを揃える必要があるが、主導する組織が無い。また手数料の扱いを整理する必
要がある。
＜要望理由＞
・電子記録媒体紛失のリスク：電子記録媒体は郵送・搬送に加え、自治体内でも人手を介して取回されているため、紛失や盗
難のリスクが高い。
・事務負担：媒体の保管・持ち出し管理や、複数媒体の郵送・搬送のための仕分処理など、事務手続きの負荷が大きい。
・時間的ロス：郵送・搬送に時間がかかるため、依頼時限が制限される。また依頼結果の取得にも日数を要する。
・媒体入手困難：オンラインが当然となりつつあり、メーカが媒体を製造・販売しなくなっている。
＜要望が実現した場合の効果＞
・全国の自治体におけるサービスレベルの向上
・トータルコストの削減
・運用フローの標準化による事務負担の軽減
・紛失、情報漏えいリスクの低減
・システムセキュリティの向上（データのオンライン送信によるデータ改ざんリスク等の減少)


日本経済団
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名
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64 3月22日 7月9日


労働保険（雇用
保険）および地
方税申告などに
おける申請手続
きのオンライン
化および簡略化


①雇用保険の申請手続きのうち離職票の一括申請のオンライン化
②雇用保険の申請のうち、オンライン化が認められている諸手続きにおける簡略化、添付書類の簡素化
③すべての自治体に「給料支払報告書」の提出のオンライン化
＜規制の現状＞
雇用保険、地方税などの手続きに関し従来オンライン化が認められなかったものが、2001年のｅ－ＪＡＰＡＮ戦略のもと、徐々
に拡大、機能強化・改善が図られている。
＜要望理由＞
雇用保険手続きのうち「離職票」などについては、現状では一括申請のオンライン化が実施されていないため、未だ企業側の
負担が残っていることから、一括申請手続きの拡大を求める。また次の手続きにおいては、一括申請のオンライン化が認めら
れてはいるものの、一部確証の添付が求められ企業の負担が発生しており、改善が求められる。
①保険育児休業給付（育児休業給付金）の申請（初回申請）
②雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書又は同休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書の提出
③雇用保険高年齢雇用継続給付（高年齢雇用継続基本給付金）の申請
④雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出及び高年齢雇用継続給付受給資格確認
さらに一部の市区町村は「給料支払報告書」をネットで受理しているが、紙を必要としている市区町村もあり、紙・ＦＤなど他の
提出媒体との併存により一体管理を困難にしている状況となっている。そこで、すべての全市区町村においてインターネット
（給与支払報告書の提出/住民税決定通知書）での受理・通知が認められることが望まれる。更なる希望として、国税と連携し
て、本人の収入・家族構成等の個人基本情報の把握、共有を行い、届出の一本化を実現してもらいたい。
＜要望が実現した場合の効果＞
申請する企業および受理する機関の大幅な業務効率化を図ることが可能。


日本経済団
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65 3月22日 5月2日
戸籍システムの
庁外設置


東日本大震災では、戸籍データが消失したり、戸籍取得不能なため被災者への保険金給付が遅れることがあった。自治体毎
の戸籍システムの庁外設置を認めることを周知するとともに、大災害時などの非常時に住民が戸籍データを取得しやすくする
よう環境整備すべきである。
＜規制の現状＞
・戸籍法第8条第2項で、戸籍の正本の庁内保管が義務付けられている。
・震災で自治体が保管する戸籍のデータが失われた例があることから、政府ではLGWAN経由で法務局内に戸籍の副本を置
くことを検討している。
・「国の規制・制度に関する集中受付（平成23年９月１日～10月14日）で受け付けた提案等に対する各省庁からの回答につい
て」等において、法務省は、戸籍情報のバックアップデータの遠隔地保存が先例で認められていることや、データセンターにお
ける正本を含む戸籍簿の管理は、一定の要件の下で認容されるとの見解を示しているが、この解釈は自治体に浸透していな
い。当該議論で、戸籍データが紙媒体であるのか電子媒体であるのか不明瞭。
・バックヤードでの戸籍データの取得は、各自治体により対応が統一されていない。
＜要望理由＞
・電子情報処理組織により戸籍を調整する場合、当該データあるいはその副本の外部保存を認めることを自治体に周知し、
自治体庁舎の被災時の住民への影響を 小限にするための対策を促すべき。
・庁舎被災時においても迅速に戸籍データを取得できるように、取得方法や公開方法について標準化を行い、バックヤード連
携の環境を整備すべき。
・バックアップへのアクセス手段がLGWAN経由のみでは被災時にアクセスできない恐れがあるので、LGWAN以外でのアクセ
ス手段も設けるべき。


日本経済団
体連合会
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66 3月22日 5月2日
外部委託先の
監督についての
明確化


【具体的内容】金融機関にクラウドサービスの活用が可能となるよう、クラウドサービスの実態に応じて、外部委託先の監督規
制の見直しを行うべきである。
【提案理由】
金融機関が顧客情報の管理を外部に委託する場合には、委託先に対する必要かつ適切な監督、適切な委託先の選定と安
全管理措置の確保が求められ、さらに「外部委託先における業務の実施状況を定期的又は必要に応じてモニタリングする
等、外部委託先において顧客等に関する情報が適切に行われていることを確認しているか」が監督上の着眼点とされている
（主要行等向け監督指針III―3-3-4-2(1)⑤）。金融機関がクラウドサービス上に顧客情報を保存する場合は、クラウドサービ
ス事業者も外部委託先として金融機関の監督を受けるものと考えられている。しかし、これらの指針においては、外部委託先
の「必要かつ適切な監督」として、具体的にどのような方法でどの程度の行為が要求されているかは明確ではない。平成24年
5月31日付の「主要行等向けの総合的な監督指針」の改正案において、「重要な外部委託先に対して、内部監査部門又はシ
ステム監査人等による監査を実施しているか」という新たな着眼点が追加されたものの、「監査」の内容は必ずしも明らかでは
ない。特に、クラウドサービスは、従前から利用されている金融機関向けにカスタマイズしたシステムと異なり、複数の利用者
が共通のインフラを使い、汎用的なサービスを受ける比較的新しいサービスであり、適切な監査、監督方法が確立されていな
いため、利用者である金融機関もクラウドサービス事業者も手探りの状態である。そのため、「必要かつ適切な監督」「監査」
を保守的にとらえる金融機関がデータセンターへの随時の立ち入り監査も可能とする強力な監査権限を要求し、セキュリティ
確保のため第三者のデータセンターへの立ち入りを制限しようとするクラウド事業者はかかる要求にこたえられず、サービス
提供が困難になるという事態が生じている。利用者が多数に及ぶクラウドサービスにおいて、監査名目で多数の者がデータ
センターに立ち入ることはセキュリティ問題を生じさせるものであり、適切な外部の監査機関による認証の取得と、金融機関に
よる当該認証の確認で足りる場合もあると思われる。このような実態を踏まえ、クラウドサービスという新しいサービスの実態
に即して、必要となる「監査」を明確にしていただきたい。それにより、金融機関によるクラウドサービスの活用が促進され、シ
ステム運用の効率化に資する。
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67 3月22日 7月9日


公共調達にお
けるクラウド
サービスの利用
を可能とする契
約形態


【具体的内容】
クラウドサービスの利用契約の実態に即した対応が可能になるよう基準や要件の見直しを行うべきである。
【提案理由】
会計法上、各省庁との間の契約については、原則として契約書の作成が要求されており(会計法29条の8第1項)、また、当該
契約書の確定には、契約担当官等と相手方との双方の記名押印が要求されている(同条2項)。また、この例外として、会計法
29条の8第1項は、政令で定める場合には契約書の作成を省略できる旨規定しており、これを受けて、予算決算及び会計令
100条の2第1項が例外事由を列挙しているが、クラウドサービスの利用契約に該当する余地があり得るものとしては、①一定
の資格を有する者による一般競争契約又は指名競争契約若しくは随意契約で、契約金額が150万円(外国で契約するとき
は、200万円)を超えないとき(同項1号)、及び、②随意契約で各省庁の長が契約書を作成する必要がないと認めるとき(同項4
号)が考えられる。
もっとも、上記②の例外事由に関しては、財務省主計局法規課に架電照会したところ、電気・水道・ガス等の公共サービスの
利用という極めて例外的な場合にのみしか認められないとの回答を得ており、かかる回答を前提とすれば、実務上は本件契
約についてかかる例外規定の適用が及ぶ可能性は極めて限定的であると考えられる。また、契約事務取扱規則15条は、上
記例外事由に該当することを根拠として契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履
行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとすると規定している。したがって、仮に契約金額が150万円以
下であって上記①の例外に該当する場合であっても、「特に軽微な契約」であると判断される場合を除いては、書面の作成が
要求されることとなると考えられる。
これでは、オンラインでクラウドサービスの利用契約を締結することが困難である。
また、製造請負契約基準への適合を求められたり、前払いの扱いが原則不可であると言われたり、紙での請求書を求められ
たりといったことがあり、これらと規制の関係は必ずしも明らかではないが、クラウドサービスの利用の際に支障になる場合に
は柔軟に対応ができるように改善していただきたい。


日本経済団
体連合会
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68 3月22日 5月2日


「衛星放送分野
のマスメディア
集中排除原則」
に関わる「支配
の基準」の基
準・要件の見直
し


【具体的内容】
実質的に支配関係が無いにも拘わらず、形式的な判断から基幹放送業務を行うことを認められず放送をする機会を得ること
が出来ない状態が発生している。ついては、一部の「支配の基準」についての見直しを提案する。
　
【提案理由】
放送法第９３条２項「支配の基準」の３号において、次の通り定義されている
• １／５以上の役員数（監査役を除く）を兼務することについては、その他の号の基準の内容が明確であるのに対して、定義が
不明確なものとなっている。特に支配関係を発生させる「役員の兼務」については、「業務を執行する役員」と規定しながら、会
社法２条１５号に定める「社外取締役」についても業務を執行する役員との解釈を行い、兼務役員に含めている。その結果、
実態としては日常の業務執行に携わっていないにも拘わらず、社外役員の兼務が１／５以上の役員の兼務にあたり、衛星基
幹放送の業務を行う機会を与えられない事態が発生している。または、役員支配の基準をクリアーすることだけを目的とし
た、名目上の役員を就任させるなど、会社のガバナンスを考える観点からは本末転倒な状況となっている。このような状況を
改善し、ひいては、視聴者の趣向が多様化する現代のニーズに十分対応した放送を実現するためには、放送の主体よりも内
容を重視して審査を行うべきであり、「役員支配の基準」を以下の通りとすることを提案する；支配関係を発生させる役員兼務
のについて次の通り定義する。
「業務を執行する役員」の兼務のみを対象とする。「業務を執行する役員」は、以下の通りとする。（会社法の定義によることを
明確にする）；• 代表取締役 （会社法３６３条１号）
• 業務執行取締役 （同２号）
• 上記以外で会社の業務を執行した取締役 （会社法２条１５号括弧書）
• 社外取締役は含まないことを明確にすること


日本経済団
体連合会


総
務
省


69 3月22日 5月2日
高周波利用設
備許可申請書
類の簡略化


【具体的内容】
1回目の設置申請後、増設・廃止を届け出る場合にも変更許可申請書 (代表社印)１部 、 「高周波利用設備申請書の添付書
類」２部 、「装置の概観を示す図または写真」２部、「周辺地図」 ２部を求められているが、書類手続きの簡素化の点から同じ
場所での増設・廃止の場合の書類の削減を検討すべきである。
　
【提案理由】
現状は、高周波機器の増設、廃止のたびに複数の書類（変更許可申請書  １部 、「高周波利用設備申請書の添付書類」２
部、「周辺地図」２部、「装置の概観を示す図または写真」２部が必要とされるが、手続きの簡略化の観点から、同じ場所での
上記機器の増設、廃止の場合には書類の削減を検討すべきである。


日本経済団
体連合会


総
務
省
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70 3月22日 5月2日
道路占用手続
きの簡素化・統
一化


【具体的内容】
道路占用手続きについて道路管理者が国道、都道府県道、市町村道と分かれており、占用手続きに関する様式等がそれぞ
れ異なるため、電子申請を含む当該手続きの簡素化・統一化を図るべきである。
　
【提案理由】
道路占用手続きの統一化・簡素化については、これまでも各管理者に対して周知が図られてきたと理解しているが、道路管
理の主体が、国道、都道府県道、市町村道と分かれており、占用手続きに関する様式等がそれぞれ異なるため、依然として
統一化・簡素化が進展していない状況である。
また、電子申請については、国道事務所にて導入されているものの、手続き上、書面での提示を必須とし、 後の申請処理
のみを電子的に行うなどの運用状況もあり、実質的に効率化が進んでいないケースも存在することから、電子申請に係る手
続き方法の簡素化・統一化も併せて要望する。
回線工事手続きにあたっては、提出が必要な道路占用届の申請様式・申請方法・添付資料が、地方自治体や管轄窓口に
よって異なるため、光ファイバの提供における申請作業が煩雑化し、工程調整や作業準備に時間を要しているため、効率化
の観点から手続きの統一化・簡素化が必要と考える。


日本経済団
体連合会


国
土
交
通
省


71 3月22日 5月2日


国際ローミング
協定における認
可対象範囲の
縮減（規制緩和
措置）


　
①新規契約締結時の事前承認の廃止、②以下の場合の認可手続きの廃止
(1) 既に協定等を締結している外国事業者と精算料金変更に伴う当該協定等の変更する場合、同一の特定対地内で既に協
定等を締結している他の事業者よりも精算料金が高くならないことが明らかなとき
(2) 既に音声通話機能について協定等を締結している外国事業者とテレビ電話機能の精算料金を追加または変更する場合
の当該協定等の変更
③外国政府等との協定の契約及び変更に関する年度報告の廃止または報告内容、報告基準の簡素化


【提案理由】
電気通信事業法施行規則一部の改正により（平成19年6月5日）、外国政府等との協定等の締結・変更等の認可対象範囲を
縮減する規制緩和措置が講じられた。（※既に音声通話の協定を締結している事業者とのTV電話の追加するときに精算料
金が音声電話を上回らない場合、また既に協定を締結している事業者が提供事業者を追加するときに精算料金が増加しな
い場合が認可対象外となった）「国の規制・制度に関する集中受付（平成23年９月１日～10月14日）で受け付けた提案等に対
する各省庁からの回答について」において、総務省より、事前規制（認可の対象となる協定等）を必要 小限のものにするの
が望ましいとの観点から、社会的背景に併せ、電気通信事業法制定時より現在に至るまで継続して規制緩和のための見直
しを行ってきているとの回答があったが、事業者における負荷が多大な状況に何ら変わりはなく、ユーザへの早期サービス提
供も十分に実現できない状況にある。当該現状を踏まえ、以下の理由から規制緩和を要望する。-ユーザへの早期サービス
提供の実現： 認可までに約2週間を要していることから、1ヶ月サービス提供が遅れる場合がある。 認可の対象外となれば、
協定締結等までの時間が大幅に短縮され、併せて手続きも簡素化されることにより、サービスの柔軟な提供が可能となり、
ユーザーの利便性が向上する。-ユーザの利益保護の要件を充足： 日本国内のアクセス・チャージについては指定事業者以
外は届出していない現状を鑑みると、ユーザの利益は保護されていることが前提となっている為、海外事業者へのアクセス・
チャージも同様の視点から考えれば、不要と考える。


日本経済団
体連合会
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72 3月22日 5月2日
警備法上の申
請・届出等の手
続きの電子化


【具体的内容】
警備法上の申請・届出等の手続きについて、コストベネフィットを検証しつつ、添付書類の削減により、インターネット経由で完
結するようにすべきである。
　
【提案理由】
警備業法においては認定、営業所や機械警備業務の届出、営業所の変更や指導教育責任者の選任替え等の申請・届出を
行う場合は、当該都道府県の区間を管轄する公安委員会に、内閣府令で定める書類を添付したうえで、内閣府令で定める事
項を記載した届書を提出しなければならないとされている。現状、届出、控えの保管は全て紙ベースで行われており、手続き
が煩雑で非効率的である。
「国の規制・制度に関する集中受付（平成23年９月１日～10月14日）で受け付けた提案等に対する各省庁からの回答につい
て」において、警察庁より、都道府県公安委員会等に対して行われる申請等のうち、電子情報処理組織を使用して行わせる
ことができるものは都道府県公安委員会が定めることとされており、各都道府県において、地域の実情に応じて適切に判断し
ているものと承知している、との回答があったが、各都道府県によって対応が異なる場合、全国にある支社を管轄する本社で
の作業がかえって煩雑になる。監督官庁が主導となり、各種手続について電子化の必要性の有無を判断いただき、同じ手続
であれば全国一律で電子化されるよう検討いただきたい。


日本経済団
体連合会


警
察
庁


73 3月22日 5月2日


全地方自治体
における法人地
方税、償却資産
税の電子申告・
届出（eLTAX）
の可能化


【具体的内容】
法人の申告業務の簡素化のため、すべての地方自治体で法人地方税、償却資産税の電子申告ができるようにすべきであ
る。


【提案理由】
現在、全都道府県及び全市区町村がeLTAXに接続しているが、一部の自治体では法人地方税、償却資産税の電子申告（eＬ
ＴＡＸ）が導入されていない。
「国民の声」に対し、総務省は、引き続きeLTAXの運用費用について所要の地方財政措置を講じるとともに、未導入団体の理
解が進むように働きかけを行っていくと回答している。サービス可能な自治体は着実に増えているが、2012年３月現在、全
1,720市町村のうち、法人事業税及び法人住民税の電子申告が可能な自治体は、1,211市町村（全都道府県及び全市町村の
約７割）、償却資産の固定資産税の電子申告が可能な自治体は、1,185市町村（特別区は東京都において対応）（全市町村の
約７割）となっており、現在も約3割の自治体で電子申告が利用できない。
複数の自治体で事業を行っている企業では、電子申告を利用できない自治体が存在するために、紙と電子による手続きが混
在しており、業務が煩雑になり効率化につながらないため、すべての地方自治体での電子申告・届け出が可能となるようにす
べきである。


日本経済団
体連合会
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務
省
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74 3月22日 5月2日


電気通信事業
法に基づく端末
認証における絶
縁抵抗要求の
緩和


【具体的内容】
端末等規則において、絶縁耐力として「絶縁抵抗」を規定しているが、国際標準や海外の規格に合わせて「タッチカレント（接
触電流：人体に機器が接触した場合に流れる電流）」で規定すべきである。
　
【提案理由】
＜規制の現状＞
端末等規則第6条において、「端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間に
次の絶縁抵抗及び絶縁耐力を有しなければならない。」として絶縁抵抗値について規定しているが、IEC60950-1（世界標準)、
EN60950-1（欧州)、UL60950-1（米国）では抵抗値でなくタッチカレントと呼ばれる電流値について規定している。
＜要望理由＞
日本においては、総務省 情報通信審議会 情報通信技術分科会 IPネットワーク設備委員会 技術検討作業班で検討が行わ
れ、平成21年7月28日、情報通信審議会より「ＩＰ電話端末等に関する技術的条件及び電気通信事故等に関する事項」として
一部答申がなされている。この中で、事業用電気通信回線設備及び端末設備の過電圧耐力・安全性については、（中略）事
業者、製造業者等の関係者間調整や国際標準等との整合性を勘案し、必要に応じ、技術基準へ反映することが適当であると
方向性が示されている。
しかしながら、JIS C 6950-1:2012においてタッチカレントの測定方法や規定値が策定されているものの、端末等規則の改正
には至っていない。
早期に規則等の改正を行い、 新の国際基準を満たした高品質で安価な製品を日本国内に広めるべきである。
＜要望が実現した場合の効果＞
機器メーカーにおける安全認証が効率化し、標準化により比較的安価な製品を日本国内に導入することができる。


日本経済団
体連合会
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務
省
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75 3月22日 7月9日
カバードボンド
市場の創設と必
要な環境整備


【具体的内容】
今後の成長戦略・インフラ整備等を見据えれば、特に外貨調達や中長期資金確保の手段等を充実させていく必要があり、カ
バードボンドはそのための有力な手段となり得る。
カバードボンドがわが国の市場に定着するための課題は、市場における流動性の確保であり、流通コストを引き下げる標準
化の も厳格な形として法制化を検討する意義が大きい。
法制化に向けては、ダブルリコースを確保するための倒産法制の例外的措置や預金者保護との関係整理等が必要となるた
め、今後さらに議論を深める必要がある。
【提案理由】
現在、わが国金融機関が担保付社債を発行する場合、担保付社債信託法に基づき発行することが可能であるが、担保管理
における事務手続きの煩雑さなど制約が多く、担保付社債はほとんど流通していない。また、法律に基づかないストラク
チャードカバードボンドの場合、コスト面、流動性の面から金融機関の継続的な資金調達手段とはなりにくく、現在までわが国
では発行事例はない。
わが国金融機関の資金調達は預金と無担保社債が中心となっているが、今後、預金の減少が予測されるなかでは社債など
による市場からの調達の重要性がますます高まることが予想される。一方、金融危機時にわが国の社債マーケットは大きな
影響を受け、資金調達における困難に直面した経験を踏まえれば、金融機関の調達手段の多様化は重要な課題である。
海外では、欧州においてはカバードボンドは市場規模250兆円にまで拡大しており、加えてリーマンショック後にも安定した発
行実績を確保するなど、その有用性が確認されているところである。さらに、これまでカバードボンドを導入していなかった豪
州、韓国、カナダなどアジア太平洋地域でもカバードボンドの法制化の動きが広がっており、カバードボンドにより、外貨を含
む資金調達を行っている海外金融機関とのイコールフィッティングを確保することは、今後、わが国の金融機関が海外業務を
展開していく上では不可欠である。また、国内においても、年金等の有力な運用手段たり得る新商品を準備することの意義は
高く、法制化による新規市場創設が望まれるところである。


日本経済団
体連合会


金
融
庁


76 3月22日 5月2日


信託ABLにおけ
る金銭債権の
特定金銭債権と
しての取扱い


【具体的内容】
いわゆる信託ABLにおける対象資産である金銭債権についても特定金銭債権とすべきである。
　
【提案理由】
現行法では、債権管理回収業に関する特別措置法第2条第1項第10号ないし14号において流動化対象の金銭債権が特定金
銭債権とされているが、いわゆる信託ABL（オリジネーターが受託者に対し証券化対象資産を信託譲渡し、これに対し受託者
がオリジネーターに対し信託受益権を発行し、受託者が信託財産である証券化対象資産を引当てとして投資家から借り入れ
を行い、かかる借入金をもってオリジネーターが取得した信託受益権の一部を償還することにより当該信託受益権の償還金
をもってオリジネーターの資金調達を図るというスキーム）における流動化対象の金銭債権が特定金銭債権とされていない。
特に上記各号の流動化対象の金銭債権と区別する理由はなく、信託ABLにおける流動化対象の金銭債権もまた特定金銭債
権としていただきたい。


日本経済団
体連合会


法
務
省
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77 3月22日 5月2日
貸金業法の規
制対象の明確
化


【具体的内容】
親会社と会社法上の「実質子会社」との間の資金の貸し借りについて、貸金業法の規制の対象とすべきではない。


【提案理由】
貸金業法第２条に定める貸金業については、同法第３条の登録を要することとされているが、旧商法上の親子関係（一方が
他方の総議決権数の過半数を保有する関係）にある会社間における資金の貸し借りについてはこの適用がないものとされて
いる（平成18年7月21日付け「金融庁における法令適用事前確認手続（回答書）」）。その理由は、①親子会社は、親会社が子
会社に対して有する支配関係から経済的には一体と見ることができ、親子会社間での資金の移動は同一法人内での資金の
移動と同視できること、及び②貸金業法が貸金業者に対し登録を義務付けて同法の規制のもとに置いている趣旨は、高利貸
し、過剰融資、過酷な取立行為等を防止し、「貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保及び資金需要者等の利益の保護
を図る」（貸金業法第１条）点にあるところ、親子会社間においてこれらの行為が行われることは想定しがたいことにあると考
えられる。
一方、親会社と会社法上の「実質子会社（会社法施行規則3条3項2号に基づき子会社とされるもの）」との間の資金の貸し借
りについては、貸金業法の適用があるか否かについて、これまで明らかにされていない。しかし、旧商法上の親子会社間にお
ける資金の貸し借りにつき貸金業法の適用がないことの理由として考えられる上記①及び②は、いずれも、親会社と会社法
上の「実質子会社」との間の関係においても、同じく当てはまるものである（連結会計上、旧商法上の子会社と会社法上の「実
質子会社」とが取扱いにおいて全く区別されていないことに照らしても、このことは明らかである。）。
そこで、親会社と会社法上の「実質子会社」との間の資金の貸し借りについても、貸金業法の規制の対象とならないとすべき
である。


日本経済団
体連合会


金
融
庁


78 3月22日 5月2日


独占禁止法９
条、11条（一般
集中規制）の廃
止


【具体的内容】
独占禁止法９条、11条（一般集中規制）を廃止すべきである。一般集中規制については、「規制改革推進3カ年計画」に「廃止
することが適切であるとの指摘（略）も踏まえつつ評価・検討する」とされて以来、平成21年以来施行状況をフォローアップし続
けてきたことを踏まえ、具体的な検討を始めるべきである。


【提案理由】
企業の経済活動がグローバル化し、市場規模が巨大化する中で、競争に対する個別具体的な弊害の有無を問うことなく、日
本市場での規模のみに着目して、一律・外形的に規制を課す規制は、企業活動を不当に制限するだけであり、既に存在意義
を失っている。
また、企業による事業環境の変化に応じた柔軟な営業展開、資本政策、設備投資等を萎縮させ、同条による規制自体、企業
による異分野への新規参入の障害となる。　こうした企業努力に対する各種の制約が消費者の利便性、企業の国際競争力、
ひいては経済発展の阻害要因となるから廃止を要望する。
11条についても、金融資本による産業支配を防止することが必要であるとしても、そのためには第10条や優越的地位の濫用
に関する規定を適切に活用すれば足り、金融会社の株式取得について一律の規制を設ける必要はない。


日本経済団
体連合会


公
正
取
引
委
員
会
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79 3月22日 5月2日


グループ企業間
の法律事務の
取扱いと弁護士
法第72条の関
係について


【具体的内容】
グループ企業間での法律事務については、「他人性」の要件を欠くとして、同条の構成要件に該当しないとの見解を示すべき
である。
【提案理由】
グループ企業間での法律事務についても、弁護士法第72条の規制を受ける。
子会社を上場させ上場益を得ていた時代と異なり、現在は、会社分割制度の活用やグループ経営への意識の高まりもあり、
グループ全体でリスク管理を考える時代である。したがって、情報の集約、リスク管理意識の統一、効率性等の観点から、親
会社がグループ全体の法律事務を扱う必要性があるため、グループ会社間であれば、事件性のある法律事務を含めて取り
扱うことができることを明確にしていただきたい。
また、報酬の意義についても、人件費等の実費の精算や、通常営業収入のないホールディングカンパニーが子会社等の法
律事務を取り扱う場合の経営指導料程度の対価は実質的には受け取ることによって利益を得ることを目的としているもので
はなく、報酬には当たらないものとして取り扱うこととしていただきたい。
企業におけるグル―プ経営の活性化が期待できる。


日本経済団
体連合会


法
務
省


80 3月22日 5月2日


協調領域に相
応しい技術普及
志向の特許制
度の検討


【具体的内容】
特許法は、特許権者に差止請求権を付与している（特許法第100条）が、様々な技術やサービスの基盤となる領域（協調領
域）においては、特許権者の差止請求権の行使がイノベーション創出を阻害する場合があるため、協調領域に相応しい新し
い権利体系を検討すべきである。具体的には、差止請求権は無いものの損害賠償請求権や対価請求権のある制度（いわゆ
る「ソフトIP」）を創設することも検討すべきである。同様の問題意識から、第三者の実施許諾を拒否しない旨を宣言または登
録する「ライセンス・オブ・ライト」制度の導入についても検討する必要がある。


【提案理由】
現在の特許法では、権利行使をする者が何人であれ、特許権を侵害する者に対して、その侵害の差止請求を行うことができ
る。
医薬品分野や機能性材料のように、一つの製品に含まれる特許数が少数で、基本特許を取得すれば独占的な市場を形成で
きる分野においては、このような制度は依然として有効に機能している。
しかし、エレクトロニクス製品のように、一つの製品に多数の技術・特許が必要で、単独でそれら全てをカバーすることができ
ず、他社とライセンスをしあわなければならない分野においては、権利者の権利行使が経済社会的な弊害となり、イノベー
ションの阻害につながる場合もある。こうした場合においては、差止請求権を一定程度制限する権利体系も検討する必要が
ある。
こうした将来を見据えた新しい構想は、わが国が世界の知財制度の議論をリードすることにつながり、イノベーションのハブと
しての魅力向上にもつながる。なお、こうした権利体系は、現行制度の廃止ではなく、現行権利体系と併存させて「複線型特
許法制」とすることが必要である。


日本経済団
体連合会


経
済
産
業
省
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81 3月22日 5月2日
職務発明制度
の見直し


【具体的内容】
個々の企業では、自社の判断で国内外を対象に各種のインセンティブ制度を設けているところでもあり、わが国の職務発明
制度については、発明の法人帰属、あるいは自由契約化等を含め、「知的財産推進計画2012」にも挙げられているとおり、再
改定に向けた本質的な検討を行い早期に結論を得るべきである。


【提案理由】
現行の職務発明制度（特許法第35条）は、職務発明について使用者等に特許を受ける権利等を承継等させる代償として、従
業者等は「相当の対価」の支払を受ける権利を有する。
「相当の対価」の額の算出にあたっては、使用者等と従業者等との間の取り決めが不合理でない限り、その取り決めに委ね
られる。 不合理と認められるか否かは、合意に至る手続面を重視しつつ、対価を決定するための基準の内容や対価の額等
の実体面の要素も補完的に考慮して判断する。対価の定めが存在しない場合又は不合理である場合、対価の額は「使用者
等が受けるべき利益」及び発明完成に至る使用者等の「負担・貢献及び従業者等の処遇その他の事情」を考慮し決定され
る。
しかし、裁判所が対価の額が不合理と判断した場合は、高額の対価が算定される可能性があり、「相当の対価」請求権が依
然として経営上のリスクであり続けている。また、そもそも対価請求権が従業者等にとって発明のインセンティブになっている
か疑問がある。更に、従業者等のみに権利を与えることが、集団での研究開発や、使用者等の研究開発投資、企業の国際
的競争力等に悪影響を及ぼしており、特に欧米企業との連携を進める際に支障となっている。
職務発明制度を再改定した場合、集団での研究開発意欲を高め、企業も安心して研究開発投資を行うことができるため、わ
が国企業の国際競争力を高めるとともに、海外企業との連携も進めやすくなり、オープンイノベーションが促進されることが期
待される。


日本経済団
体連合会


経
済
産
業
省


82 3月22日 5月2日
再販売価格維
持に関する規定
の撤廃


【具体的内容】
昭和28年に再販売価格維持制度が設けられてから長期間経過するが、現在でも著作物6品目（新聞、書籍、雑誌、音楽用
テープ、レコード、CD）が対象となったままであるが、同制度を維持しておく根拠に乏しく、制度の撤廃が必要と思われる。
　
【提案理由】
平成13年に公取委が「再販廃止は国民的合意が形成されてない。当面制度の存置が相当」との通知を出して以来、相当の
期間が経過している。以後、DVD、電子書籍、プリントオンデマンドなどの新たな媒体が非再販商品として登場しているが、
「文化が退廃する」というような事態にはなっていない。新聞が対象となっているために政治的に取り組みにくい制度であるか
らこそ、規制改革会議で取り上げていただきたい。


民間企業
個人


公
正
取
引
委
員
会
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83 3月22日 5月2日


通信販売酒類
小売業免許の
需給調整要件
の撤廃


【具体的内容】
酒税法法令解釈通達によって、「通信販売酒類小売業免許は、販売しようとする酒類の範囲が、カタログ等の発行年月日の
属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である製造者が製
造、販売する酒類又は輸入酒類である場合には免許を付与等する。」とされているが、これはいわゆるナショナルブランドの
種類は通販販売では取り扱えないことを意味するので、撤廃すべき。


【提案理由】
従来から酒類小売業免許を取得している事業者は、かかる通信販売の制限はなく、それによって酒類小売事業の市場セグメ
ントに悪影響が生じているという事実に乏しい。酒類の販売が、小さな酒店から大規模スーパーマーケットやディスカウントス
トアに移行している現状下で、かかる通信販売の需給調整条項が酒税法10条11項に照らして適切であるのかどうか、あらた
めて公正に審議することが必要と思われる。


民間企業
財
務
省


84 3月22日 5月2日
クラウドメディア
サービスの実現


【具体的内容】
米国では、個人が合法的に所有する音楽を当該本人のみが利用できるクラウドコンピューティング上に保管、視聴するいわ
ゆるクラウドメディアサービスが商業的に行われている。米国民と同様のサービスが日本の利用者も受けられるように、著作
権法上の問題点を精査の上、所要の対応を図ることが必要である。


【提案理由】
近年、事業者の複製・公衆送信の主体性を認める判決が相次いでおり（MYUTA、まねきTV、ロクラクII）、事業者が法的リスク
を背負ってクラウドメディアサービスを開始することは躊躇せざるを得ない状況にある。また、著作権法30条1項1号の自動複
製機器に係る経過措置は、文書・図画の複製についてのみ記載がされており、利用者本人しか利用できないクラウド上に音
楽を保管、視聴することが認められているとは言い難い状況にあり、利用者にとっての法的リスクも高い。文化庁著作権審議
会法制問題小委員会では差止請求の対象となる間接行為者の整理を時間をかけて行われているが、米国のようなクラウドメ
ディアサービスの実現の可否につながるような審議が行われているとは言い難い。


民間企業


文
部
科
学
省
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85 3月22日 7月9日
総量規制撤廃
（貸金業法）


【具体的内容】
総量規制撤廃（貸金業法）をお願いしたい。個人消費の増加による経済効果や、個人の家計のゆとりある計画性、中小企業
の経営安定化など。それらによる波及効果として税収増、雇用拡大、賃金アップも見込まれる。


【提案理由】
貸金業法にて、年収の１／３以上の借り入れが出来ない総量規制が行われているが、借り入れ限度額の年収の１／３自体も
根拠が無く、貸し渋りや、借り入れ先が無く破産や債務整理、中には自殺などの問題なども有り、闇金の増加、 近では手口
も巧妙になり、クレジットカードの現金化、携帯電話の買い取り、通帳の現金化など、実際の借り入れ取り立ても表に問題化し
ない様に成ってきている。
又、反対に弁護士によるトラブルなども多数あり、消費者金融と組んで、ネットを利用して借り入れ希望の客に来店して頂ける
なら借り入れを許可しますと呼び出し、来店した客に債務整理を勧め弁護士を紹介するなどの問題など、貸金業法改正によ
る問題は様々ある。
しかし、総量規制撤廃（貸金業法）して頂きたい根本は、個人の消費の促進、経済状況を変える事と、個人の家計にゆとりと
計画性を持たせる事、中小企業の経営などがある。


個人


 
　
 


金
融
庁


 
 
　
消
費
者
庁


 
 
　
法
務
省


86 3月23日 7月9日
消費者金融金
利制限の撤廃
について


消費者金融金利を上限18％に制限していますが、これはそういう理由でなのか？
払いすぎの金利を取り戻そうと弁護士事務所のコマーシャルを盛んにやっているが、彼らの手数料は20％しかも短時間こちら
を規制すべき。これでは自由な競争は育まれない。諸外国の事例でも金利の制限をしている国は少ない。確か韓国は50％程
度の金利と思う。総量規制（年収の二分の一以下）はまさしく愚の骨頂、だれが何に使おうと余計なお世話。そんなに心配な
らパチンコ屋の出店規制をすればいい・・・と思う。善処を希望する。


個人


 
金
融
庁


 
消
費
者
庁


 
法
務
省
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87 3月24日 5月2日


保険　銀行　証
券の本体での
参入を、認めて
欲しい。


【具体的内容】
保険　銀行　証券の本体での参入を、認めて欲しい。
どういう事かと言うと、例えば生命保険会社が、損害保険に参入する。または銀行が保険に参入する時は、子会社を作らない
と、いけないのである。
欧州ではそんな規制は、１０年以上前からない。
銀行証券保険が自由に経営出来れば、ドイツ銀行　ＨＳＢC　クレディスイス　ＵＳＢ　アリアンツ　アクサ　ゼネラリの様な、世
界に通用する総合金融機関が、日本から誕生する。
いまのまま小さく分割されていると、アジアの金融を中国などに、全て持っていかれる。自由化が遅すぎる。
　
【提案理由】
例えば生命保険会社が、損害保険に参入する。または銀行が保険に参入する時は、子会社を作らないと、いけないので、世
界に通用する総合金融機関が、日本から誕生しないのである。
いまのまま小さく分割されていると、アジアの金融を中国などに、全て持っていかれる。自由化が遅すぎる。


個人
金
融
庁


88 3月24日 7月9日


情報システムの
政府調達にお
ける技術者要
件の厳格化


情報システムの政府調達においては2007年3月1日「情報システムに係る政府調達の基本指針」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000070266.pdfが策定されている。
この指針（別紙4）において、情報システムに係る工程ごとの人材に関する要求要件が「参考」として定められている。これを資
格要件として「参考」から本則に格上げし、厳格適用することで、入札業者の適切な成果を確実化させる。


個人


 
内
閣
官
房


 
総
務
省


89 3月25日 5月2日
太陽光発電の
有効活用


【具体的内容】
同じ敷地に、賃貸アパートがあるのだが、そこの太陽光発電の電気が７０ｍ離れた自宅の電気として自家消費に活用しようと
したところ、電気法？で電線を張ってはいけなく使えない。オール電化の自宅なので不効率である。
　
【提案理由】
発電量は、１７．５ｋｗ位なので、自宅の電力（店舗併用住宅）位ではないかと思う。今後、電気料の値上げも予想され、はたま
た、１０年前に地球温暖化の原因の二酸化炭素の減量と年寄りの火災防止で設置したのにたまらない。電力の使用方法の
自由化を検討して貰いたい。


鈴木規之税
理士事務所


経
済
産
業
省
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90 3月25日 7月9日
用途地域区分
の細分化につ
いて


【具体的内容】
殆ど全ての土地には用途地域ごとに建設可能な建物が決められている。しかし、未だに多くの土地が放置されて使用される
ことなく残っている。その大部分は住居地域と定められ住居以外の建物は建設できない。私は水泳教室を開いているが、
プールは【水泳場】という括りの中に入っており、水泳教室を運営するだけの小さなプールも国際的な大会の出来る大きなも
のも、一般開放するレジャー用の大プールも同じ区分に入っている。小さな子供やお年寄りの方が気軽に水泳を楽しめる住
居の近くで水泳教室が開けたら助かると思う。この用途制限は、各行政の判断によって変更することは出来るとなっている
が、各行政が腰を上げないケースが多い。国の判断としてもう少し細分化出来るのではないかと考える。
　
【提案理由】
身近でプールを使用できるメリットは。(1)住居からあまり離れていない場所にプールがあるといい。(2)室内プールは騒音が外
に漏れない。(3)25ｍプールが一面で、１００名以上が同時に運動が出来る効率のいい運動施設である。(4)小さい子や身体の
弱い人、身障者の方、中高年の方が歩いて通える場所に泳げる施設があることは生活を豊かにすると思う。(5)運動不足から
起きる病気は、ことのほか多いと言われている。医療　費の削減が言われているが、それに貢献出来そうである。(6) 近の
環境を考えると、屋外での運動が制限されそうである。健康の為にも、室内温水プールは重宝する。(7)プールでの水泳は個
人で楽しむのに適している。一人でも自由に泳ぐことが出来る。遠くの施設ではなく気軽に泳げる施設は高齢者への助けにも
なる。(8)水泳は乳幼児から老人までの全ての年齢層に適した運動である。このような理由から、施設の規模や、室内屋外の
違いや使用する対象によって【水泳場】の建物用途制限を見直して欲しいと考えている。いつになったら建てられるかはっきり
しない空き地を長い年月に渡って放置しないで可能ならば有効に利用した方がいいのではないかと思う。


民間団体


国
土
交
通
省


91 3月25日 5月2日


建築基準法改
正、道路幅員の
容積緩和、道路
幅員による高さ
斜線規制


【具体的内容】
現在商業地区に於いても、仮に６M道路の場合360%しか建たない、又６M道路の場合係数1.5倍となり９m以上はセットバックさ
れる。それゆえ先が尖った見苦しいビルが林立している、このような規制は海外では考えられない。
（９ｍの場合3階以上は係数により斜めに後退する）
この規制により、容積が使へないばかりか、建築費も高くなる。（結果として非常に少ない容積となる）


【提案理由】
前述のように非常にくだらない規制がいまだにある。先日発表されたように、昭和５６以前の旧耐震ビルが４０％以上あり、期
間限定で規制改革を（仮に１０年程度）で行なえば、税金を使わず、民間投資が画期的に増える。
建て替えにより、新耐震基準の建物に代わる。銀行も安定的な貸し先となる、マンション、事務所等の一人当たりの占有面積
が増える、景観がよくなる等数え切れないメリットが考えられる。
設計関係、建築関係、デペロッパー、ユーザー、関係メーカー、ビルオーナー、など切望している方は大勢いる。
なぜこんな簡単なことが出来ないか不思議でならない。この規制の見直しにより、全国商業地域において数十万件の需要が
喚起されるだろう。


（株）アンビ
ス


国
土
交
通
省
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92 3月26日 5月2日
ユニバーサル
デザインの観光
地づくり。


【具体的内容】
障害者（特に車椅子利用者）の旅行環境改善のために以下の提案をする。
(1)白ナンバーでの車輌（特にリフト付車輌）を、観光にも利用できるよう規正緩和を望む。


【提案理由】
北海道,摩周湖の近くでユニバーサルデザインのホテル「ピュア・フィールド風曜日」を経営している。
私どものホテルを中心に地元のボランティアの仲間達と一緒に弟子屈ユニバーサルデザインプラザを立ち上げ、障害者・高
齢者にも優しい観光づくりを目指して、様々な活動を行っている。現在、一番困難な課題は、観光客の移動手段である。
列車やバス等の公共交通機関は過疎化と共に縮小され、なおかつバリアフリー化はまったく進んでいない。広大な土地を移
動する為、観光地としての移動手段は車が主流となっている。
ところが、特に車いす利用者にとってはリフトつき車輌が必要だが、当地（弟子屈町）にはレンタカーや、介護タクシーもないの
が現状である。
以前、福祉タクシーの会社を設立しようとしたが、維持できるだけの需要もなく、現在に至っている。
そこで具体的提案にもあるとおり、白ナンバーでの車輌（特にリフト付車輌）を、観光にも利用できるよう規正緩和を望む次第
である。


（有）風曜日
（かぜよう
び）


国
土
交
通
省


93 3月28日 5月2日


大学都心回帰
に係る校舎建て
替えの容積率
緩和


【具体的内容】
東京都23区内（例：市ヶ谷）において、大学が校舎建て替えを行う場合、30階建以上の高層化ができるよう、当該校舎の容積
率を大幅に緩和する。


【提案理由】
リカレント教育の拡充や大学の都心回帰にあたって、大学は今、校舎建て替え及びその高層化を行いつつ、都心回帰を進め
ている。
その際、建て替え校舎の容積率の制限が、都心回帰を抑制し、日本経済の活性化を妨げている。
実際、法政大学の55年館・58年館の建て替えでは、その高層化にあたって、容積率の上限が障害になっているとの話があ
る。
日本が今後のグローバル経済を勝ち抜くためには、大学が都心回帰を進め、経済学部や経営学部といった文系学部が、都
心に近い場所で、産業セクターと連携しつつ、学生の人的資本を向上させていくことが不可欠である。


個人


国
土
交
通
省
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94 3月28日 5月2日


タクシー運賃審
査における審査
基準のあり方に
ついて


【具体的内容】
平成21年10月「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」が施行され、そ
れに伴い運賃の審査が厳格化され、その運賃審査基準として国土交通省より　通達　 終改正平成22年「一般乗用旅客自
動車運送事業の運賃及び料金の認可申請の認可基準について」が発出されたが、この通達の内容は平成14年に制定され
た、初乗り運賃値上げ算定の計算の基準を流用している。（ほんの一部改正されたのみで運賃値上げの為の基準である）
よって貴会議の行っておられる通達による規制の撤廃に賛成である。
【提案理由】
通達の内容は、標準能率事業者（1車2人制の隔日勤務会社）３０社以下（初乗運賃660円の会社であり原価が高い会社）を抽
出しその標準能率事業者の原価（一部を除く）を適正な原価とみなして、高い運賃を設定する際の有利な計算をするように
なっている。（企業努力等は加味しない）。このような通達の計算基準が、タクシー特措法の本来の目的に合致しているとは思
えない。特措法の目的である適正化及び活性化を図るならば、自動認可運賃の下限を下回る運賃（下限割れ運賃）の認可に
関する審査をする際の計算基準については、初乗運賃値上げ算定の計算の基準であるその通達により計算するのではなく、
個々の事業者ごとに、個々の企業努力を認めることにより、より低廉な運賃を利用者（消費者）に提供して利用者に利益還元
をし、需要を蜂起することによって活性化が図られると思う。この通達の弊害例として、企業努力によりＨＶ（ハイブリッド車）を
導入することにより修繕費の削減をしている会社の努力は認められず、修繕費は標準能率事業者の修繕費を計上され原価
を上げられる。また、代表取締役 が運行管理業務を行い、運行管理業務部分を運行管理費用として技巧賃金に計上しても
認められず役員報酬に計上され、減少した技巧賃金は認められず、標準能率事業者の技巧賃金を計上される、いわゆる二
重計上の原価計算をされ原価が増加し運賃に転嫁される。この通達の計算は机上計算にすぎず、市場経済の原理を加味し
ていないものである。経済市場は需要と供給のバランスによりその価格は決定されるものであり、その価格を規制によって決
めるべきではないと思う。よってこの通達の撤廃を求めると同時に、通達による行政指導には断固反対する。


ワンコインタ
クシー協会


国
土
交
通
省


95 4月1日 5月2日
教育情報化の
推進に関する制
度見直し等


【具体的内容】
１）学校内のサーバに映像コンテンツ等を蓄積することが許容されていない現行制度（著作権法第３５条）の見直し。
２）教科書は紙ベースの「教科用図書」のみ認められている（学校教育法第３４条）。電子教科書も「教科用図書」と位置づけ、
無償配布を可能とする仕組みとすること。
３）小中学校は対面指導が原則（学校教育法施行規則第２４条および第２５条）。長期療養児童生徒、遠隔地在住者など、遠
隔教育を通信制義務教育として認めること。


【提案理由】
教育の情報化を推進するためには予算措置のみでなく、制度見直し等も必要であるため。


融合研究所


文
部
科
学
省
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96 4月1日 7月9日
自治体データの
庁外持ち出しに
関する見直し


【具体的内容】
住民情報を含むデータ（税、国保、年金など）について、自治体の電算規則（戸籍法第８条に準じたデータ保管に関する規定）
により、庁舎外に持ち出すことを禁じている自治体の規程を見直すこと。
【提案理由】
クラウドの利活用を推進するためには、クラウドサービスの実態に合わせた制度見直しが必要であるため。


融合研究所
総
務
省


97 4月1日 5月2日


金融機関のクラ
ウド活用に関す
る基準や要件
の見直し


【具体的内容】
金融庁の定める指針・基準により、金融機関には自社の利用するコンピュータシステムの定期的な監査が義務づけられてい
るが、民間クラウド事業者のデータセンタへの立ち入りはセキュリティ確保の観点から制限されていることが一般的であるた
め、この指針・基準の見直しが必要。


【提案理由】
クラウドの利活用を推進するためには、クラウドサービスの実態に合わせた制度見直しが必要であるため。


融合研究所
金
融
庁


98 4月7日 5月2日


個人情報保護
法 金融庁ガイド
ライン第６条 機
微（センシティ
ブ）情報につい
て


本ガイドラインに沿った運用として、金融機関ではお客さま提出資料の機微情報部分を、黒塗りないし切り取り作業を強いら
れており、自主検査でのチェック人員も置くなど、極めて非効率な状態となっている。
機微情報については、お客さまご自身が、お客さまご自身の判断で、取得されたくない部分は切り取る等していただくよう、改
正をお願いしたい。


個人
金
融
庁
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99 4月8日 5月2日


機関投資家に
よる、議決権行
使結果開示の
義務化


＜要望＞
議決権行使結果の開示は、上場会社だけでなく、機関投資家（実質株主)にも義務化する。
・個々の機関投資家が、個別の銘柄について、議決権行使結果を開示する方向で、段階的にルール整備を推進する。
・検討体制や、スケジュール等についても、お示し頂きたい。
＜理由＞
上場会社には株主総会の議決権行使結果の開示が義務付けられている。
この主旨は、株主意思の明確化による経営陣への牽制効果と、議決権行使を通じた株主との対話(コミュニケーション)の端緒
とすることと理解している。
しかし、個々の機関投資家の議決権行使結果は、株主名簿上の名義であるカストディアンになっている為、実際に議決権行
使の指図権のある実質株主が、どのような議決権を行使したかが発行会社からは把握できず、株主との対話には繋がり得な
い。
2011年　国民の声に本要望を提出した際、「機関投資家が実際の議決権行使結果を公表することは、機関投資家が適切に
議決権を行使しているか否かについての可視性を高めるとの効果が期待され、各機関投資家においては、議決権行使を通
じたガバナンスの一層の向上を図る観点から、議決権行使を整理・集計の上公表することについて、多くの業界において業
界ルール等の整備が一昨年行われた。これらの業界ルール等の整備を見極めつつ、なお幅広い観点から議論される必要が
あると考える」との省庁回答を得た。
投資における実質株主の可視化について、姿の見えない株主の議決権行使を株式の発行会社側で集計するだけでは意味
がなく、議決権行使だけでなく、どこにどのような投資をしているかの実質株主の開示によって公正な競争の出来る対話型資
本市場と言えるようになるために、本件が議論される体制や検討スケジュール等について、お示し頂きたい。
＜効果＞
実効性を伴った形での、上場会社と機関投資家間でのコミュニケーションが促進される。


民間企業
金
融
庁


100 4月8日 7月9日
大量保有報告
書提出義務の
見直し


発行者側の意思決定による、受動的な取引（株式交換、株式移転、株式併合、株式分割等）における、大量保有報告書（変
更報告書）の提出期限を緩和する。（５日⇒１ヶ月程度）
また、このようなケースでは、事前に発行者側から当該株主に対して通知等を行う仕組みを整備する。


民間企業
金
融
庁
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101 4月8日 5月2日
有害物質の水
質測定義務の
見直し


＜要望＞
有害物質の水質測定に関して、全国一律の測定義務規定を見直し、有害物質を使用していないことが証明できる特定施設
に関しては、有害物質の水質測定を免除する。


＜理由＞
特定施設がある事業所は、１週間に１度の頻度で、34項目にもわたる有害物質についての水質測定が義務化されている。
例え、事業所が有害物質を明確に扱っていない場合でも、測定義務があり、不合理な作業と５年間のデータ保管業務が発生
する。
＜効果＞
測定における、コスト・工数の低減。


民間企業


国
土
交
通
省


102 4月8日 7月9日
浄化槽の法定
点検義務の免
除


＜要望＞
排水経路の 下流に浄化設備を設置して、水質担保が出来ている場合は、特例として、浄化槽の法定点検を免除する。
　
＜理由＞
浄化槽は、年1回の法定点検義務がある。
しかし、大規模事業所においては、敷地外への排水は、排水経路の 下流の浄化設備で適正な処理を行い排水しており、水
質の担保が図られている為、上流の浄化槽の法定点検は、環境上影響の無い、過剰な措置となっている。


＜効果＞
点検におけるコスト・工数の低減。


民間企業
環
境
省
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103 4月8日 5月2日


低濃度（微量）Ｐ
ＣＢ汚染廃電気
機器処理の環
境整備


＜要望＞
全ての事業者が法律期間内に処理が行えるよう、処理施設側の受け入れ体制を整備する。
また、焼却処理以外の処理方法（溶剤等でのフラッシング）を確立し、容認する。


＜理由＞
電気の変圧器の絶縁油等に使用されていたPCB廃電気機器は、有害物質（発がん性物質）として、昭和40年代に使用禁止と
なり、平成３９年３月３１日迄に処理することが義務付けられている。
低濃度ＰＣＢ汚染物の絶縁油に関しては、全国で数ヶ所の処理施設で対応しており、トランス・コンデンサ等の筐体（箱もの）
処理は、施設不足が否めない。中でも、大型筐体（重量10t以上）の処理施設は存在していない。
また、現在は焼却処理が求められるが、100トン近い大型筐体等は運搬も出来ず、物理的に対応が困難であり、今後も処理
が進まない可能性大。


＜効果＞
法律期間内迄の、有害物質の適切な処理の完了。


民間企業
環
境
省


104 4月8日 7月9日


ＰＣＢ汚染廃電
気機器（蛍光灯
安定器）処理の
環境整備


＜要望＞
越境処理の許可又は、各事業所に処理施設を設置する。
また、処理施設の設置促進のために、処理事業者の民間開放も検討する。


＜理由＞
蛍光灯安定器の処理は、国に認定されている日本環境安全事業株式会社（ＪＥＳＣＯ）しか行えない。ＪＥＳＣＯ事業所は全国
に5ケ所あるが、地域に応じて所管の事業所が決まっており、越境処理は容認されていない。
現在は、九州事業所のみしか処理対応が出来ず、それ以外の地域（東京・愛知・大阪、北海道）の事業者は処理が行えな
い。


＜効果＞
法律期間内迄の、有害物質の適切な処理の完了。


民間企業
環
境
省
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105 4月8日 5月2日


温室効果ガス
排出量算出に
おける、集計単
位（年・年度）の
統一


＜要望＞
集計単位（年・年度）を統一させる。


＜理由＞
温室効果ガス排出量算出において、CO2、CH4、N2Oは、4-3月まとめ(年度)、HFC、PFC、SF6は1-12月まとめ(暦年)、となっ
ており、同じ報告書内で集計範囲が異なる。
遵法の観点では、間違いが起こりやすく、帳票を個別に作成せねばならない等、企業にとって、余計な工数が発生している。


＜効果＞
集計の手間低減。


民間企業
環
境
省


106 4月8日 5月2日
牧草・わらの輸
入要件の緩和


＜要望＞
インドネシアからの牧草・わらの輸入を容認する。


＜理由＞
インドネシアで生産された牧草・わら類をバイオマス資源として輸入し、燃料または燃料用原料にする事業を検討している。
本事業は、我が国の工業技術を活用し、再生可能エネルギーの生産・普及を行い、CO2等温室効果ガス削減の一層の推進
により、循環型社会の構築に寄与するものである。
しかし、インドネシアからの牧草・わらの輸入は原則禁止の為、燃料用として輸入する場合は、農林水産大臣指定の処理施
設で一定の加熱処理を行い、輸出国政府機関が発行する検査証明書が必要となる。また、輸入後も、国内での厳格な管理
が必要な為、事業化の見込みが立っていない状況にある。
なお、インドネシアに関しては、国際獣疫事務局（ＯＩＥ）によって、口蹄疫清浄国、かつ牛疫・アフリカ豚コレラの非発生地域に
指定されている。


民間企業


農
林
水
産
省


107 4月9日 5月2日


メガソーラー発
電所設置に関
する林地開発
の取り扱い


メガソーラー発電所設置に関して、現在、都市計画法に関しては、一定の工事を行わない限り開発許可不要となっている。し
かしながら、森林法5条の民有林を伐採するにあたっては、同様の手続きである林地開発許可が必須となっている。技術的な
内容や近隣の同意など、両社はほぼ同様の内容である。


民間企業


農
林
水
産
省
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108 4月9日 5月2日


タクシー２５０キ
ロ規制の見直し
と高速走行規制
の撤廃


平成21年10月に「タクシー特別措置法」が施行され、タクシー乗務員の労働環境の改善目的で翌年1月1日より日勤乗務員の
高乗務距離が近畿指定地域では250kmと定められた。本来この 高乗務距離規制は、輸送の安全と乗務員の過労防止と


いう観点から施行された規制であるが、大阪市域の規制が他の地域と比べて極端に短く設定されている。その結果労働時間
があるのに営業できないケースが多く発生し、売上・賃金の減収となり経営を圧迫している。このような現状から250km規制の
見直し及び高速走行規制の撤廃を強く求める。この 高乗務距離規制は近畿運輸局が250kmと全国で も短く設定されてお
り、他の地域が高速走行距離を除外しているのに対して近畿の場合は50kmを超えて初めて距離除外の対象となっている。大
阪市域の場合は高速利用距離の90％以上が50km未満の距離であり全て乗務距離に加算される。この規制の根拠となる
データーは近畿運輸局が一方的に集めたという結果に過ぎず、データーそのものの根拠は何ら示されていない。近畿運輸局
が1日250km走行規制をするため「後付計算」であって公正で客観的な計算方法とは言えない。これはまさしく低額運賃（ワン
コインタクシーの大半が日勤乗務）の排除を目的とした規制であり利用者の事情など具体的な検討など全く見られない。その
結果長距離の依頼を受けても営業できなのが現状である。具体的には関西空港に２回往復した場合などは、その時点で
高乗務距離が２５０km近くとなり、出庫してからわずか４時間あまりで仕事ができなくなり、営業所に帰ってくるケースもある。
乗務員にすれば本来まだ乗務できる時間なのに仕事をしたくても出来ない現実があり国民の働く権利を侵害されている。
2012年４月29日関越自動車道で発生した高速ツアーバスの事故で国土交通省は野放し状態であったツアーバスに対して、
専門家による「高速ツアーバス等過労運転防止検討会」を設置しこの程、 終報告書が示され了承された。その新基準では


高乗務距離はお客を乗せてから昼間で500km夜間400kmとの新基準となった。これと比較しても営業所を出て帰ってくるま
での全走行が含まれる250kmのタクシー規制とは明らかに違う。近畿運輸局が何の根拠もなく決めたこのような規制は断固
撤廃して下さい。


ワンコイン
ドーム（株）


国
土
交
通
省


109 4月10日 7月9日
リスクファイナン
ス の 規 制 改 革
について


①証券市場活性化のための日本版JOBS法の導入
小型ベンチャー企業の資金調達を容易にし、内部統制や開示を見直し、IPO維持費用の削減を目指す。
②投資ファンド多様化のための日本版エリサ法の導入
ベンチャーへの投資を可能にしたエリサ法を導入し、長期安定投資の運用を、多額の長期安定資金を必要とする高付加価値
型ベンチャー企業の創業を資金面で支援する。
③エンジェル・ファンド組成の制度化
エンジェル税制の使い勝手をよくし、ベンチャーに貢献したい個人と適時適応に資金調達をしたいベンチャーをつなぐために
エンジェル・ファンドを制度化する。


民間団体


　
　
金
融
庁


　
　
厚
生
労
働
省


　
　
経
済
産
業
省
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110 4月11日 5月2日


二輪自動車か
ら側車付き二輪
自動車への改
造について


二輪自動車から側車付き二輪自動車への改造時、二輪自動車の制動装置の技術基準に適合しているデーターの提出を求
められてる。下記理由にて、改造時の審査は二輪自動車の制動装置の技術基準に適合しているデーターの提出は不要と
し、継続検査及び構造等変更検査等による検査のみとして頂きたい。(1)改造自動車の届出先及び添付資料等一覧表（５－１
(7)関係）に依ると「二輪自動車から側車付二輪自動車に変更を行うもの」の制動能力計算書の添付書類はは「駐車ブレーキ
のみ」となっており、二輪自動車の制動装置の技術基準に適合しているデーターの提出は求められていない。(2)使用過程に
おいて制動装置は制動方式を変更しない限り、部品の変更は自由であり(改造自動車としての申請は必要は無い)、二輪自動
車の制動装置の技術基準に適合している時の状態の維持を求められていない。使用過程においては継続検査及び構造等
変更検査等による検査の基準に適合していれば良い事になっている。(3)二輪自動車の制動装置の試験費用は大変高額で
有り、消費者に掛かる負担が大変大きい。試験機関に問い合わせしたところ下記の様な回答でした。「二輪車の制動試験の
費用についてですが、試験項目によって異なってきますが、約８０万円～１２０万円ぐらいで行っておりますが、内容によって
は、１９０万円ほどかかる場合もございます。」 という事でした。その他費用も含めると一台試験するのに200万円以上掛かっ
て しまう事も有り試験費用が余りにも高額で有り、一般消費者に係る負担が大変大きい。(4)二輪自動車の制動装置の試験
の危険性が大変高く安全性に問題が ある。試験は受験者が乗車し行なうが、高速での急制動、車輪ロック試験、フェード試
験等、危険性が高くプロライダーではない一般市民がこの試験を受けること になり大変危険である。以上の理由にて、二輪
自動車から側車付き二輪自動車への改造する場合受験時高額で危険な、二輪自動車の制動装置の試験データーは不要と
し継続検査及び構造等変更検査等による検査の基準に適合してることとして頂きたい。


（有）
コロフィー


国
土
交
通
省


111 4月12日 5月2日


小水力発電設
備における保安
監督業務の委
託に係る到達
時間要件の緩
和


電気事業法施行規則第52条2項により保安監督業務の委託契約を締結することにより、電気主任技術者を選任しないことが
できる要件として、「委託契約の相手方の主たる連絡場所が当該事業場に2時間以内に到達し得る場所にあること」が求めら
れている。小水力発電設備は、しばしば都市部から離れた地域に設置されるため、保安監督業務を委託できる事業者が「2時
間以内に到達し得る」場所に存在しない場合もある。このような地域では自社社員である電気主任技術者を追加で選任しな
ければならず、特に小規模な施設では採算性の確保が困難になっている。このため、小水力発電設備における保安監督業
務の委託に関して、上記の「2時間以内に到達し得る場所にあること」との要件の緩和を検討願いたい。


民間企業


経
済
産
業
省


112 4月12日 5月2日


電気主任技術
者許可選任で
の許可要件に
ついて運用解
釈の緩和


電気主任技術者に係る法第43条第2項の許可は、「その申請が各要件に適合し、かつ、電気工作物の工事、維持及び運用
の保安上支障がないと認められる場合に限り、行うものとする。」とあるが、地方産業保安監督部によっては「選任した主任技
術者を事業場に常時勤務すること」が許可選任要件として求められ、随時監視制御方式、随時巡回制御方式での運用も認め
ていないのが現状。ついては、小水力発電設備に関して、電気主任技術者許可選任は許可要件となる事業場の規模も小さ
い事から、随時巡回制御方式で運用を可能とする事について検討をお願いしたい。


民間企業


経
済
産
業
省
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113 4月12日 5月2日


小水力発電設
備における保安
監督業務の委
託に係る出力
制限の緩和


電気事業法施行規則第52条2項により保安監督業務の委託契約を締結することにより、電気主任技術者を選任しないことが
できる事業場は、水力発電所の場合、出力1,000kw未満のものに限られている（但し、平成25年6月末までに出力2,000kw未
満まで引上げ予定）。このため、固定価格買取制度の対象とされている1,000kw以上30,000kw未満の水力発電所については
自社社員である電気主任技術者を選任しなければならず、採算性の確保が難しい場合が生じている。ついては、小水力発電
設備に関して、固定価格買取制度の対象である1,000kw以上30,000kw未満の水力発電所においても、保安監督業務の委託
を可能とすることについて検討願いたい。


民間企業


経
済
産
業
省


114 4月12日 5月2日


タンクシステム
台車による充填
機能確認の容
認


＜要望＞車両の中の、充填に関わるタンクシステム部分のみを切り出し台車に搭載した、タンクシステム台車での充填機能
を確認出来るようにする。
　
＜理由＞現状は車両以外での充填行為は認められていない。完成検査に車両が必要というステーションとしての問題がある
一方で、市場の様々なステーションとセットでの開発が必要な自動車側にも以下の課題がある。市販前車両においては、限ら
れた試作車台数、コスト、機密等の関係で、社外ステーションへの試作車の持ち出しや運用は容易ではなく、車両を市販する
前に、各社の様々な水素ステーションとの組み合わせで充填機能確認を行うことが困難。また、現在の水素ステーション技術
は発展途上であり、安全は確保されていても、車両タンクシステムとの組み合わせでの充てん機能確認は、前記の状況から
ステーション側としても経験が限られ、商用営業に向けた運用熟成においても不安が大きい。


＜効果＞上記にあげた課題克服が容易となり、車両と水素ステーション双方の充てん品質熟成を通じて、お客様に迷惑をか
けないスムーズな商用営業運用に繋がる。


民間企業


経
済
産
業
省


115 4月12日 5月2日
マンション内の
普通充電器整
備


＜要望＞普通充電器についても急速充電器同様、複数契約、複数引き込みを可能とする。（普通充電器の電気料金契約を
他の電気料金契約と分けて結ぶことを可能にする。）
 
＜理由＞マンション共用部（1敷地）に対しては、1電力契約しか認めらていないため、普通充電器の電気料金についても、共
用部の電気料金と分けることが出来ず、以下のような課題あり。(1)普通充電器の設置・利用により管理組合が負担する共用
部の電気料金が上昇するため、管理組合の納得を得ることが難しい。(2)普通充電器による電気料金を把握することができ
ず、利用者から正確な料金を徴収することが困難。


＜効果＞マンションへの充電器設置のハードルが下がり、環境対応自動車の一層の普及が見込める。また、コンビニ等の商
業施設、個人敷地等を活用した充電器設置ビジネス等の新産業の創出を図ることができる。


民間企業


経
済
産
業
省
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116 4月12日 5月2日
A/C新冷媒の
高圧ガス保安
法の適用除外


＜要望＞実験データ等も踏まえ、カーエアコン用の新冷媒HFO-1234yf用の回収・充填装置は、「高圧ガス保安法」の適用除
外とする。
　
＜理由＞カーエアコンに使用している冷媒は、地球温暖化に与える影響が大きいことから、影響が小さい新冷媒として、
HFO-1234yfを検討している。しかし、HFO-1234yfは「可燃性ガス」に分類されるため、販売店の整備工場および回収・充てん
機について、高圧ガス保安法に則り、厳しい規制が適用される。＜例＞・第一種（または二種製造者）として都道府県知事の
許可(また届出）・HFO-1234yf取扱いの為の販売店設備投資、-専用充填・回収機器の新規配備（100～150万円/台）、-作業
場の改修工事（防爆隔離壁設置＋換気ダクト、ピット改造等の滞留防止工事）　(100～300万円）、-冷媒保管庫(少量危険物
届出）の設置　（100～200万円）等、現行法規では、整備工場および回収・充てん機の導入が困難であるため、自工会が中心
となり、国の委託事業（高効率ノンフロン型空調機器技術の開発）を活用した可燃性実験を実施中である。（低リスクの結果が
得られる見込み）


＜効果＞地球温暖化への影響を抑制する、新冷媒HFO-1234yfの、円滑な導入を可能とする。


民間企業


経
済
産
業
省


117 4月12日 7月9日
アイドリング規
制条例


＜要望＞国として、アイドリングストップに関するガイドラインを整備する。特に、アイドリングストップ除外要件（非常時、用途）
を明確にすることで、PHV/HVによるＶ２Ｌ、非常用Ｖ２Ｈにおいて、エンジンをＯＮにすることを明確に認める。
　
＜理由＞各自治体毎にアイドリングストップ条例が設定されている。この為、停車中の車両からの電力供給が自治体によっ
ては対応出来ず、アイドリングストップ条例を定める自治体に対しては、ＰＲが難しい。また、一企業が、個々の自治体と交渉
することは、負担が大きい。


＜効果＞V2L、非常用V2Hの普及を促進する。


民間企業


経
済
産
業
省


国
土
交
通
省


118 4月12日 5月2日


独占禁止法第
11条に基づく銀
行の議決権保
有規制の対象
から信託勘定を
除外すること


信託銀行が信託財産として所有する株式等に係る議決権について、独占禁止法第11条の適用対象から除外していただきた
い。
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118 4月12日 5月2日


独占禁止法第
11条に基づく銀
行の議決権保
有規制の対象
から信託勘定を
除外すること


【要望理由】(1)受託者の地位を利用した産業支配の恐れがないこと信託銀行は、信託業法第28条により、信託の本旨に従
い、受益者のために忠実に、また、善良なる管理者の注意をもって、信託事務を処理しなければならないとされており、信託
銀行に議決権の行使権限がある場合であっても、受託者として当該議決権を行使するに当たっては、信託銀行は信託の目
的に従い受益者のために行使しなければならない。また、信託業法は、信託業法第28条に規定されている忠実義務や善管
注意義務の具体的な行為規制を信託業法第29条に規定しており、信託銀行は、信託業法第29条により、信託財産に損害を
与える条件での取引、信託の目的等に照らして不必要な取引、信託財産に関する情報を利用して自己や受益者以外の第三
者の利益を図る目的をもって取引を行うこと等が禁止されている。信託業法に規定された受託者としての義務や行為規制の
実効性を確保するために、信託会社等に関する総合的な監督指針では、信託銀行に対し、固有財産と信託財産双方を管理・
運用している業務環境を踏まえた利益相反行為を防止する態勢を整備することを求めており、加えて、信託銀行が受益者の
利益のために適正に議決権行使を行うために、信託検査マニュアルにおいて、信託業法の利益相反行為の禁止に係る具体
的な規定として、「（5）議決権行使の管理」という項目を設けて、内部規程・業務細則が制定されているか、議決権行使に係る
事跡が保存されているかを検査することとしている。以上から、信託銀行は、信託財産の運用部門と銀行勘定の運用部門と
を分離することで情報を遮断し、信託財産の運用部門から独立した部門が、信託財産の運用部門が議決権行使を含む運用
の判断プロセスの適切性を含め信託財産を信託約款等に則り適切に運用しているかについて定期的に検証する体制を整備
しており、その体制の実効性は当局の監督、検査でもって担保されている。従って、信託銀行が受託者という地位を利用し、
自己の目的のために議決権を行使することはできず、産業支配の懸念はない。尚、信託銀行は、信託協会の通達に基づき、
信託財産として保有する議決権に係るガイドラインを策定し、ホームページ等で公表している。信託財産として保有する議決
権については当該ガイドラインに基づき行使しており、議決権の行使結果についても公表していることから、議決権行使の透
明性は図られている。
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独占禁止法第
11条に基づく銀
行の議決権保
有規制の対象
から信託勘定を
除外すること


(2)市場の競争を歪める行為が行われないこと。銀行は、銀行法第13条の2の規定により、銀行の特定関係者又は特定関係
者の顧客に対して通常一般的な取引条件から優遇した条件で取引を行うことを禁止されており（アームズ・レングス・ルー
ル）、また、銀行法第13条の3、銀行法施行規則第14条の11の3の規定により、自己の指定する業者と取引することを条件に
信用供与を行うことや、優越的地位を濫用して顧客に不利益を与える行為等が禁止されている。受託者は、信託業法第29条
により、信託財産に関する情報を利用して自己や受益者以外の者の利益を図る目的をもって取引を行うこと等が禁止されて
いる。信託銀行は、法令遵守体制整備の観点から、当局の検査等により、上記に係る遵守体制構築及び法令違反行為がな
いかについて定期的にチェックを受けており、体制整備の実効性は当局の監督、検査でもって担保されている。従って、信託
銀行は、銀行としても、受託者としても市場での競争を歪める行為を行うことが禁止されていることから、市場での競争原理は
確保される。(3)投資が制限されること。信託銀行は、受託者として、市場収益率並みの収益率を獲得するために、インデック
ス運用というベンチマークに追随することを目的とした運用手法で、信託財産による株式の取得を機械的に行っている。特に
市場の構成銘柄と同様のポートフォリオを構築するパッシブ運用の場合、受託者の裁量で一部銘柄を排除することができな
い。信託銀行が、銀行法第16条の3、第52条の24に基づき、銀行勘定及び信託勘定を合算して基準議決権数以下に抑えよう
とする場合、受託者責任の観点から、信託勘定で保有する株式を売却するという選択肢を取ることは難しく、銀行勘定で保有
する株式を売却する必要性に迫られることとなり、信託銀行の投資行動を制限している。また、信託銀行が、受託者として運
用効率を上げるために中小型株への投資を積極化しようとすると、中小型株は時価総額が小さいため、保有比率が大きくな
る可能性が高く、受益者のための利益極大化を図ることの障害ともなりかねない。


独占禁止法第
11条に基づく銀
行の議決権保
有規制の対象
から信託勘定を
除外すること


(4)事務負荷が重いこと。信託銀行は、銀行勘定及び信託勘定を合算した結果が株式等の保有に関する各種法令に抵触す
ることを未然に防止するため、通常の銀行以上に株式等の取得のみならず管理に係る事務について信託勘定・銀行勘定を
またがって対応するための詳細な事務ルールを設定し、加えて、超過した買い付けを防止するシステムを構築する等により
法令を遵守する体制を整備している。法令上、新たに取得する場合だけでなく、その株式発行会社の資本政策（自己株取得
等）による保有割合変動も把握して対応することが必要であるため、日次で信託勘定・銀行勘定の部門間をまたがるチェック
も必要となるなど、本件に係る事務を実施するための体制構築コスト並びに、システム構築コストは非常に大きな負荷となっ
ている。


信託協会


公
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会


119 4月12日 5月2日


銀行法第16条
の3（5％ルー
ル）、同法第52
条の24（15％
ルール）の対象
から信託勘定を
除外すること


信託財産として所有する株式等に係る議決権について、銀行法第16条の3、第52条の24の適用対象から、除外
していただきたい。
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119 4月12日 5月2日


銀行法第16条
の3（5％ルー
ル）、同法第52
条の24（15％
ルール）の対象
から信託勘定を
除外すること


【要望理由（詳細）】(1)信託勘定が銀行の健全性には影響を与えないこと。受託者は、信託法第34条により、信託財産と受託
者の固有財産との分別管理義務が課せられており、信託銀行は、信託業法第28条第3項により、信託財産と固有財産とを分
別管理するための体制を整備することが求められている。また、信託法第21条により、受託者が信託財産に属する財産を
もって履行する債務が規定されており、信託法第22条には信託財産責任負担債務と受託者の固有財産とを相殺することが
できないことが規定されている。会社計算規則第3条には公正妥当と認められる企業会計基準及び会計慣行を斟酌しなけれ
ばならないと規定されており、また、投資家に会社の財政状況と経営成績を適切に開示するという会計本来の目的から、信
託銀行は、受益者のために保有している信託財産の状況を示す信託勘定について、銀行自身の財政状況・経営成績を示す
銀行勘定とは独立したものとして経理処理を行っている。従って、元本補てん特約のある信託契約を除き、信託勘定が銀行
の健全性に影響を与えることはない。(2)受託者の地位を利用した産業支配、他業禁止の逸脱、子会社範囲に関する規定の
潜脱の恐れがないこと。信託銀行は、信託業法第28条により、信託の本旨に従い、受益者のために忠実に、また、善良なる
管理者の注意をもって、信託事務を処理しなければならないとされており、信託銀行に議決権の行使権限がある場合であっ
ても、受託者として当該議決権を行使するに当たっては、信託銀行は信託の目的に従い受益者のために行使しなければなら
ない。また、信託業法は、信託業法第28条に規定されている忠実義務や善管注意義務の具体的な行為規制を信託業法第29
条に規定しており、信託銀行は、信託業法第29条により、信託財産に損害を与える条件での取引、信託の目的等に照らして
不必要な取引、信託財産に関する情報を利用して自己や受益者以外の第三者の利益を図る目的をもって取引を行うこと等
が禁止されている。信託業法に規定された受託者としての義務や行為規制の実効性を確保するために、信託会社等に関す
る総合的な監督指針では、信託銀行に対し、固有財産と信託財産双方を管理・運用している業務環境を踏まえた利益相反行
為を防止する態勢を整備することを求めており、加えて、信託銀行が受益者の利益のために適正に議決権行使を行うため
に、信託検査マニュアルにおいて、信託業法の利益相反行為の禁止に係る具体的な規定として、「（5）議決権行使の管理」と
いう項目を設けて、内部規程・業務細則が制定されているか、議決権行使に係る事跡が保存されているかを検査することとし
ている。
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119 4月12日 5月2日


銀行法第16条
の3（5％ルー
ル）、同法第52
条の24（15％
ルール）の対象
から信託勘定を
除外すること


以上から、信託銀行は、信託財産の運用部門と銀行勘定の運用部門とを分離することで情報を遮断し、信託財産の運用部
門から独立した部門が、信託財産の運用部門が議決権行使を含む運用の判断プロセスの適切性を含め信託財産を信託約
款等に則り適切に運用しているかについて定期的に検証する体制を整備しており、その体制の実効性は当局の監督、検査
でもって担保されている。従って、信託銀行が受託者という地位を利用し、自己の目的のために議決権を行使することはでき
ず、産業支配、他業禁止の逸脱、子会社範囲に関する規定の潜脱の懸念はない。尚、信託銀行は、信託協会の通達に基づ
き、信託財産として保有する議決権に係るガイドラインを策定し、ホームページ等で公表している。信託財産として保有する議
決権については当該ガイドラインに基づき行使しており、議決権の行使結果についても公表していることから、議決権行使の
透明性は図られている。(3)投資一任契約に基づき顧客のために行使する議決権や銀行の子会社である投資信託委託会社
が指図を行う株式に係る議決権が適用対象ではないこと。銀行の子会社である投資運用業を行う金融商品取引業者が、投
資一任契約に基づき顧客のために議決権を行使し又は議決権の行使について指図を行う株式等に係る議決権は、当該投
資一任契約の財産の管理を親銀行が行っていた場合であっても、銀行法第16条の3、第52条の24で規定する子会社が取得
し又は保有する議決権に含まれない。また、信託銀行が投資一任契約において顧客が有する株式等に係る議決権の行使又
はその指図の委任を受けた場合であっても、顧客が有する株式等に係る議決権は信託兼営金融機関が取得又は保有する
議決権に含まれない。さらに、銀行法施行規則第1条の3第2項により、投資信託委託会社が指図を行う株式に係る議決権が
銀行法第2条第11項に規定されている委託者として行使する議決権から除かれていることから、銀行の子会社である投資信
託委託会社が指図を行う株式等に係る議決権は、銀行法第16条の3、第52条の24で規定する子会社が取得し又は保有する
議決権に含まれない。
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銀行法第16条
の3（5％ルー
ル）、同法第52
条の24（15％
ルール）の対象
から信託勘定を
除外すること


これらは、議決権の行使の指図等が信託銀行や親銀行のためではなく、顧客の一般的利益を図るためにのみ行うものであ
るためと考えられるが、他方、信託財産の受託者である信託銀行も、受益者の利益を図るために議決権を行使しており、投
資一任契約における信託兼営金融機関又は銀行子会社と同様である。(4)投資が制限されること。信託銀行は、受託者とし
て、市場収益率並みの収益率を獲得するために、インデックス運用というベンチマークに追随することを目的とした運用手法
で、信託財産による株式の取得を機械的に行っている。特に市場の構成銘柄と同様のポートフォリオを構築するパッシブ運
用の場合、受託者の裁量で一部銘柄を排除することができない。信託銀行が、銀行法第16条の3、第52条の24に基づき、銀
行勘定及び信託勘定を合算して基準議決権数以下に抑えようとする場合、受託者責任の観点から、信託勘定で保有する株
式を売却するという選択肢を取ることは難しく、銀行勘定で保有する株式を売却する必要性に迫られることとなり、信託銀行
の投資行動を制限している。また、信託銀行が、受託者として運用効率を上げるために中小型株への投資を積極化しようと
すると、中小型株は時価総額が小さいため、保有比率が大きくなる可能性が高く、受益者のための利益極大化を図ることの
障害ともなりかねない。(5)事務負荷が重いこと。信託銀行は、銀行勘定及び信託勘定を合算した結果が株式等の保有に関
する各種法令に抵触することを未然に防止するため、通常の銀行以上に株式等の取得のみならず管理に係る事務について
信託勘定・銀行勘定をまたがって対応するための詳細なルールを設定し、加えて超過した買い付けを防止するシステムを構
築する等により、法令を遵守する体制を整備している。法令上、新たに取得する場合だけでなく、その株式発行会社の資本政
策（自己株取得等）による保有割合変動も把握して対応することが必要であるため、日次で信託勘定・銀行勘定の部門間をま
たがるチェックも必要となるなど、本件に係る事務を実施するための体制構築コスト並びに、システム構築コストは非常に大き
な負荷となっている。
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120 4月12日 5月2日


顧客保護の観
点より、「信託契
約代理業」に係
る規制を適正化
すること


・金融商品取引法施行後、信託契約代理店が受託者のために行う信託契約締結の代理・媒介については、「発行者」の違い
によって、金融商品取引業とされる場合と信託契約代理業とされる場合があり、同じ類型の商品でありながら適用される業法
が異なっている。これによって、信託契約代理店や所属信託会社において実務上混乱が生じており、顧客保護上問題が生じ
る懸念がある。・かかる事態を回避するため、「信託契約代理業」と「金融商品取引業」の定義を早急に再整理いただきたい。


【要望理由】
・「発行者」とは金商法の公衆縦覧開示規制における概念であり、原則として開示すべき情報を保有する者がこれに該当する
が、その利用形態が多岐にわたる信託について、信託契約の内容を勘案せずに、「発行者」（信託受益権の発行者は、受託
者の運用裁量の有無や当初信託財産の態様等によって決まる。）の違いのみによって代理業務を金商業と信託契約代理業
のいずれかに区分することは合理的ではない。例えば、年金信託や合同運用の金銭の信託では、経済実態がほとんど変ら
ない同じ類型の商品であっても、金商法では自益信託か他益信託かの違いによって発行者が異なるため、顧客に全く関係の
ない理由によって「代理業務」に適用される業法が異なることとなったため、実務上の混乱が生じている。・例えば、当該代理
業務が信託契約代理業に該当する場合は信託業法が適用され、信託契約代理店が説明することで信託業法上の説明義務
が果たされるが、当該代理業務が金融商品取引業に該当する場合は金商法が適用され、代理店が委託者兼当初受益者に
対して契約内容の説明を行ったとしても信託業法上の説明義務を果たしたものと看做されず、受託者に対する信託業法上の
説明義務が除外されないため、過剰感のある規制となっている。・かかる制度は顧客にとっても難解なものであり、顧客保護
の観点からも、「代理業務」の位置付けについて分かりやすい再整理を行う必要性がある。・具体的には、(1)信託業法第2条
第8項の括弧書の削除、及び(2)金商法定義府令第16条において、金商法第2条第8項第9号の有価証券の募集・私募の取扱
いのうち、信託契約代理業（信託業法第2条第8項）に該当する行為を金融商品取引業から除く旨の規定追加、が考えられ
る。
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121 4月12日 5月2日


元本補填付金
銭信託等を信
託代理店で取
扱う場合、信託
代理店への金
融商品取引法
の適用を除外
すること


・信託代理店が信託契約の締結の代理又は媒介を行う際、受託者が受益権の発行者となる場合（金銭を信託財産とする自
益信託）は、「信託契約代理業（信託業法第2条第8項）」には該当せず、金融商品取引法の規制を直接受ける。・金商法が準
用されない「特定信託契約以外の信託契約（信託業法施行規則第30条の2各号）」については、信託代理店に対する金融商
品取引法の適用を除外し、信託業法に基づく信託契約代理業として取り扱いいただきたい。


【提案理由】
・元本補填付金銭信託を受託者が自ら取り扱う場合、「特定信託契約以外の信託」であるために、金商法は準用されない（兼
営法第2条の2）。しかしながら、信託代理店が取り扱う場合は、当該代理店が金融商品取引業者となり、金商法の規制が適
用される。・その結果、自ら取り扱う場合には課されない契約締結前交付書面の交付義務が信託代理店には課せられること
になる。また、信託代理店においては、「信託契約代理店」の場合には課されない法定帳簿（取引日記帳、顧客勘定元帳）の
作成・保存義務等が課され、態勢整備が必要となる。・従来は、元本補填付金銭信託の販売チャネルとして、信託代理店はあ
まり活用されていなかったが、今後は、（販売チャネルとしての）活用ニーズの増大が見込まれる。・例えば成年被後見人の金
銭を元本補填付金銭信託で管理し、成年被後見人の生活の安定を図るために分割交付する信託（いわゆる「後見制度支援
信託」）など、元本補填付金銭信託に対する社会的な活用ニーズが高まってきており、今後、信託代理店制度を活用して全国
的に提供していくことが求められている（主な担い手となる信託銀行の店舗網では地域的な広がりに限界があるため、信託代
理店等の販売チャネル拡充が極めて重要となる。）。・一方、全国的な提供を進める上で重要な役割を担う販売チャネルとな
る地域金融機関等においては、上記規制に基づく態勢整備負担が参入の重しとなることから、販売チャネルの拡充が進まな
い可能性がある。・以上を勘案し、金商法が準用されない元本補填付金銭信託等、「特定信託契約以外の信託契約（信託業
法施行規則第30条の2各号）」を信託代理店が取り扱う場合において、金融商品取引法の適用除外を要望するもの。
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122 4月12日 5月2日


信託代理店に
よる特定信託契
約締結の代理
におけるプロ・
アマ規制の緩
和


・特定信託契約の引受け時には金商法が準用され、受託者にプロ・アマ管理規制(特定投資家への告知義務等)が課される
(準用金商法第34第条～34条の5)。・信託代理店が特定信託契約(受託者が受益権の発行者となるもの)の締結の代理・媒介
を行う場合には信託代理店にもプロ・アマ管理規制が課され、顧客が一つの取引に対して異なる主体からプロ・アマ管理を受
け、理解が困難な制度となっている。・受託者と信託代理店にそれぞれ課されているプロ・アマ管理規制を顧客にとって分か
り易く納得感のある制度としていただきたい。


【提案理由】
・同一の特定信託契約にかかる一連の取引において、相手方となる同一の顧客につき、契約締結の代理・媒介を行う販売者
（信託代理店）と契約締結を行う信託引受者（受託者）に対し、それぞれプロ・アマ管理規制が課されている。・当該ケースにお
いては、金商法の規制を直接受ける信託代理店は「有価証券の売買等」、受託者は「特定信託契約の引受け」と、プロ・アマ
管理にあたって「契約の種類」が異なることとなるところ、同じ契約の種類に属する他取引が既に存在する場合は、信託代理
店と受託者各々で、既存のプロ・アマ管理区分次第で、顧客に対して必要となる対応が異なることとなるため、管理が非常に
煩雑になり実務上の支障が大きい。・顧客にとっても、(1)同一の契約にかかる取引にもかかわらず、当該契約に関して、各々
の業者で顧客への対応（告知の有無等）が異なることとなる点、(2)契約締結前までに、直接の窓口である信託代理店に加
え、受託者との間でもプロ・アマ管理にかかる一連の手続きを行わなければならない点など、理解が困難な制度となってい
る。・よって、信託代理店による特定信託契約締結の代理における、信託代理店と受託者にそれぞれ課されるプロ・アマ管理
の規制については、顧客にとって分かり易く納得感のある制度としていただきたい。


信託協会
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123 4月12日 7月9日


信託契約代理
店に係る財務
局宛届出書等
の緩和


・信託業法第68条第1項第6号、同法施行規則第70条第2号に基づき、信託契約代理業にかかる登録申請書において、「役員
が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営むときにあっては、当該役員の氏名又は名称並びに当該他の法人又は事業所
の商号若しくは名称及び事業の種類」（以下「役員の兼職状況」という。）が記載事項とされている。・銀行法第52条の61第1項
及び銀行法施行令第16条の8に定義される銀行等が信託契約代理業を営む場合、役員の兼職状況について届け出ることを
不要としていただきたい。
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信託契約代理
店に係る財務
局宛届出書等
の緩和


【提案理由（詳細）】(1)銀行等の役員の兼職規制により役員の兼職が当局の監督下にあること。銀行の常務に従事する取締
役は、銀行法第7条により、他の会社の常務に従事することが原則認められておらず、他の会社を兼職する場合には内閣総
理大臣の認可が必要となり、銀行法施行規則第7条第2項により、当局は認可申請があった場合には、兼職を行うことが銀行
の常務に従事することに何ら支障を及ぼすおそれがないものかを審査しなければならないとされている。銀行代理業におけ
る「銀行等」の定義に含まれる他の金融機関の業法（信用金庫法（信用金庫）、協同組合による金融事業に関する法律（信用
組合）など）においてもこれと同様に規定されている。また、銀行の常務に従事する取締役は、銀行法第7条の2により、「銀行
の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し」、かつ、「十分な社会的信用を有する者で
なければならない」とされている。これは、銀行業務の高度な公共性に鑑み、銀行に対して業務の健全かつ適切な運営を求
めるため、銀行の常務に従事する取締役の資質について極めて高いものを求められるからであり、当局は、主要行等向けの
総合的な監督指針III－１－２に列記された要素を基に取締役の適格性を検証している。また、金融検査マニュアルにおいて、
取締役に限らず監査役を含めた役員は、「高い職業倫理観を涵養し、全ての職員に対して内部管理の重要性を強調・明示す
る風土を組織内に醸成する責任がある」とされており、監督指針III－３－１－２でもって「役員による法令等違反行為への対
応」として、極めて厳しい監督が行われ、公益を害する行為を行った場合には銀行法第27条により解任もありえることとなって
いる。よって、銀行等の役員（取締役・監査役）はその公共性・公益性に鑑み、知識・経験及び社会的信用に係る高い資質を
求められていることから、信託代理業の登録の際に役員の兼職先を届け出ることとした目的であると思料される「他に営む業
務が公益に反する」（信託業法第70条第4号）ような兼職が行われることは考えられない。(2)銀行等が銀行代理業、登録金融
機関としての金融仲介業務を行う場合との平仄。銀行法施行規則第34条の32第2項により、銀行等が届け出るべき事項から
銀行法施行規則第34条の32第1項第2号が除かれているため、銀行等が銀行代理業を営む場合には、役員の兼職状況につ
いては届出が不要となっている。
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123 4月12日 7月9日


信託契約代理
店に係る財務
局宛届出書等
の緩和


また、金融商品取引法第33条の3及び金融商品取引業等に関する内閣府令第44条に役員の兼職状況が規定されておらず、銀
行等が金融商品取引法に基づき登録金融機関として金融仲介業務を行う場合についても、通常の金融商品取引業者において
役員の兼職届出が必要とされているにも関わらず、役員の兼職状況の登録申請並びに変更届出は不要となっている。(3)過度な
事務負担。役員の兼職状況については、代理店の役員の交代のみならず兼職先の社名変更等といった兼職先の事情によるも
のについても届出対象となる。また、信託会社等に関する総合的な監督指針によると、「常務に従事し」とは「代表権のある取締
役に就任する場合は全て承認の対象となるほか、代表権のない取締役でも会長、副会長、社長、副社長、専務、常務として対外
的に常務に従事しているとみられるものは対象となる」とされており、実態上、常務に従事していない場合においても届出対象と
なる。信託契約代理業を銀行等が営む場合、当該銀行等の役員が、信託契約代理業の兼職届出を必要とする理由であるところ
の公益に反した兼職を行う事態は考えられず、であるにもかかわらず、当該規制への対応のため、各銀行等においては別途特
別な対応体制を取ることを余儀なくさせられており、過度な事務負担が生じていると言わざるを得ない。また、特に、社外役員に
ついては、月に１～２度の出社となるケースが多い中、兼職先が追加・変更となった際に２週間以内に届け出ることは物理的にも
ハードルが高く、社外役員を設置している銀行等においては、益々過度な事務負担を生じさせている。今後、東証上場規則改定
等により、社外役員を設置する銀行等が一層増加することは必然であり、本件緩和は喫緊の課題と考えられる。(4)公衆縦覧の
意義が低いと考えられること。公衆縦覧の目的は公衆縦覧によって衆人環視し、届け出であることをもって法の趣旨を逸脱した
行為が行われないようにすることであると考えられるところである。本件においては、役員が公益に反したような兼職を防止する
観点等から行われているものと考えられる。信託契約代理業を銀行等が営む場合、当該銀行等の役員が、信託契約代理業の
兼職届出を必要とする理由であるところの公益に反した兼職を行う事態は考えられないことから、公衆縦覧に付す意義はないも
のと考えられる。
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124 4月12日 5月2日


「信託の受益
権」（金融商品
取引法第2条第
2項第1号）の定
義見直し


・信託受益権（金融商品取引法第2条第2項第1号）について、平成17年12月22日付金融審議会金融分科会第一部会報告に
おいて示された有価証券の基準、すなわち「(1)金銭の出資、金銭等の償還の可能性を持ち、(2)資産や指標などに関連して、
(3)より高いリターン（経済的効用）を期待してリスクをとるものといった基準」に則って、定義を見直していただきたい。・特に元
本補填の付された信託受益権や、単なるものの管理信託について、有価証券の定義から除外していただきたい。


【提案理由】
(1)信託受益権については、金融商品取引法第2条第2項第1号により、一律に有価証券と規定されたが、有価証券と看做され
るべきでない信託受益権までもが有価証券とされており、多様な利用のされ方をしている信託について、十分な配意がされて
おらず、金融商品取引法の規制を課すことが適正でない信託が存在する。例えば、普通預金や定期預金と同様の経済的性
質を有する元本補填の付された信託受益権や、単なるものの管理信託までもが、一律に有価証券と看做され金融商品取引
法の規制の対象となっている。これらは、平成17年12月22日付金融審議会金融分科会第一部会報告にて示された有価証券
の基準に当てはまらないと考える。(2)元本補てんの付された信託の受益権は、株式や社債といった投資性の強い商品とは
その経済的性質を異にし、市場リスクによる元本欠損のおそれがない。したがって、普通預金や定期預金と同様に金商法上
の「有価証券」から除外しても、顧客保護上の懸念はないと考える。また、信託の受益権に元本補てんを付すことができるの
は、内閣総理大臣から信託業務の兼営の認可を受けた銀行等（兼営金融機関）に限定されており、兼営金融機関は財務の
健全性が担保されていると考えられることから顧客保護上特段の支障はないと考える。


信託協会
金
融
庁


78







規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


125 4月12日 5月2日


金商法施行令
第2条の10第1
項第1号柱書き
の「有価証券」
から、一定の
「信託の受益
権」を除外する
こと


・金融商品取引法施行令第2条の10第1項に規定する有価証券の運用比率の算定において、「信託の受益権（受託者に信託
業法・兼営法が適用されるものに限る）」を除外していただきたい。少なくとも預金類似の性質を有する兼営法第6条に基づく
「元本補てんの付された信託の受益権」を除外していただきたい。


【提案理由】
(1)みなし有価証券の一部（主として有価証券に投資、かつ、その保有者が500名以上となるもの）を公衆縦覧開示規制の適
用対象とする趣旨は、当該有価証券についての情報はその有価証券保有者はもとより市場における他の投資者の投資判断
にとっても重要な情報であり、その投資運用の情報を定期的に開示させる必要性が高いことにあると説明されている。しか
し、運用対象が2項有価証券である場合はその流通性が制限され、流通市場は存在しない。「存在しない市場における他の
投資者の投資判断」のために、これに対する投資情報を公衆縦覧に供する必要はない。(2)また、信託受益権は約款や契約
書においてその譲渡が制限され、或いは譲渡先が特定されている。かかる場合には開示書類を直接提供することで投資者
保護が図られることから、公衆縦覧の必要はないと考える。(3)信託の受託者には、他の集団投資スキームとは異なり信託業
法等のもと、免許制等の高度な業規制が課され、十分な受益者保護が図られていることから、受益者宛の開示書類を公衆縦
覧に供する必要性はなく、これを不要としても受益者保護が後退することはない。(4)特に、元本補てんの付された信託の受益
権は、預金類似の性質を有しており、預金保険制度の対象となるなど、預金と同様の取扱いがなされている。従って、主とし
て元本補てんの付された信託の受益権に運用されている場合には、預金と同様に公衆縦覧開示規制を課す必要性はないと
考える。(5)また、信託財産の総額の50％超を有価証券等に投資することを目的とする信託には元本補てんを付すことができ
ない（兼営法施行規則第37条）ことから、金商令第2条の10第1項に規定する有価証券の運用比率の算定において、投資性
の強い有価証券と同様の取扱いとすべきでないと考える。


信託協会
金
融
庁


126 4月12日 5月2日


内国信託受益
権等における有
価証券届出書・
目論見書・有価
証券報告書記
載事項の改善


・内国信託受益権等における有価証券届出書・目論見書・有価証券報告書が投資家にとって分かりやすいものとなるよう、
「受託者、委託者及び関係法人の情報」（特定有価証券開示府令第6号様式 第三部、同開示府令第9号様式 第3に掲げる事
項）について記載項目の見直しや、目論見書の二段階化、参照方式の採用等により改善いただきたい。・また、特定目的信
託（第5号の4様式、第8号の4様式）についても、内国信託受益権等と同様の性格を有するものであり、あわせて改善を検討
いただきたい。・具体的な提案内容は以下のとおり。


信託協会
金
融
庁
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126 4月12日 5月2日


内国信託受益
権等における有
価証券届出書・
目論見書・有価
証券報告書記
載事項の改善


【具体的提案内容】
開示書面の改善の具体的方法として以下の３つが考えられ、これらを導入いただきたい。＜記載項目の改善＞・現在発行さ
れている「内国信託受益権等」の多くは、多数の投資家から預かった資金をまとめて運用する合同運用金銭信託や、多数の
投資家の投資対象となる信託財産を管理する受益証券発行信託が占めており、商品性が類似する「内国投資信託受益証
券」を模した開示制度とすることが投資家のニーズに沿うものと考えられることから、内国投資信託受益証券の開示様式（第4
号様式、第25号様式）を参考に、受託者の管理・運用能力を示す態勢や実績の情報を加える一方で経理状況に係る情報は
簡素化するなど、記載項目を改善すること。＜目論見書の二段階化＞・目論見書について、「内国投資信託受益証券」と同様
に、投資家に必ず交付しなければならない目論見書(交付目論見書)と、投資家から請求があったときに交付する論見書(請求
目論見書)の二段階に分け、交付目論見書の記載項目について、投資家の投資判断における必要度・重要度が真に高いも
のに絞るなど、簡素化すること。＜参照方式の導入＞・受託者等の情報の記載について、参照方式を採用したとしても、投資
家が投資の判断をするにあたって必要な情報はきちんと提供され、投資者保護上は何ら問題なく、情報量の適正化も図られ
ると考えられるため、参照方式を導入すること。


信託協会
金
融
庁


内国信託受益
権等における有
価証券届出書・
目論見書・有価
証券報告書記
載事項の改善


【提案理由】
・開示規制の適用を受ける内国信託受益権等については、特定有価証券開示府令の第6号様式により有価証券届出書・目
論見書を、特定有価証券開示府令の第9号様式により有価証券報告書を作成する必要がある。・このうち「受託者、委託者及
び関係法人の情報（以下「受託者等の情報」）」については、「企業開示府令第二号様式」の第二部「企業情報」に準じて記載
することとされているが、内国信託受益権等の有価証券届出書・目論見書及び有価証券報告書において、記載事項の大部
分を「受託者等の情報」が占めている。・内国信託受益権等は、信託財産がその価値の源泉であり、この信託財産は、受託
者の財産とは分別して管理することが義務付けられている。従って、内国信託受益権等は、発行体の信用力に基づいて発行
される社債券や株券とは本質的に異なっており、受託者等の情報を発行体と同様に開示する必然性はないものと考えられ
る。加えて、受託者等の情報を記載することにより投資家に提供する情報の量が過重になっていることから、却って投資家に
とって投資する際に重要な情報（運用者たる受託者の運用能力など）が把握しづらいものとなっており、また、受託者にとって
も実務上の大きな負担となっている。


80







規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


127 4月12日 5月2日


ＥＳＯＰ信託(受
託者)が株式を
取得する取引
が有価証券の
「引受」に該当し
ない範囲を拡大
すること


・金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令（以下、定義府令）第１６条第１項第７号の２イでは、導入企業及
び子会社・関連会社の従業員が構成員となっている持株会(以下、従業員持株会)による買付けが行われることを目的とする
ものであることを要求している。・従業員の福利厚生制度の拡充の観点から、取引先持株会や役員持株会による買付けが行
われることを目的とする場合にも該当することとなるよう規定を追加することで、ＥＳＯＰ信託の株式取得が引受業に該当しな
いこととなる範囲を拡大していただきたい。


【提案理由】
・従業員持株会を通じた株式所有スキーム（以下「従業員持株スキーム」）につき、定義府令第１６条第１項第７号の２で引受
業規制の適用を除外することとしたのは、従業員の福利厚生に資するスキームについて業規制の適用を除外する趣旨とされ
ている（平成２１年９月９日公表のパブコメ結果２８）。・対象従業員は、株価が下落した場合には追加負担をすることがないこ
と（同号ホ）、株価が上昇した場合には信託収益を受領することができること（同号ニ）が重要なポイントであり、これが従業員
にとって大きなインセンティブとなるとともに、経済的メリットを得ることができる。・従業員持株会だけでなく、取引先持株会や
役員持株会による買付けが行われることを目的とする場合も含めてＥＳＯＰ信託が株式を取得することが可能になれば、信託
財産としての保有株式の規模を大きくすることが可能となり、株価上昇の際に従業員に対して交付される信託収益が拡大す
るため、従業員の福利厚生の増大に資すると考えられる。・また、役員持株会や取引先持株会を通じた株式所有スキームが
集団投資スキームに該当しないこと、投信法に抵触しないことについても併せて確認したい。


信託協会
金
融
庁


128 4月12日 5月2日
保険募集時の
制限に関わる
規制の撤廃


第3次解禁商品(*1)や全面解禁商品に係る下記規制を撤廃いただきたい。・融資先企業の代表者又は従業員50人以下の企
業の従業員に対する、手数料を収受する保険募集の禁止（いわゆる「保険募集制限先規制」）・事業資金融資担当者による
保険募集の禁止（いわゆる「担当者分離規制」）・融資申込中の顧客(*2)に対する保険募集の禁止（いわゆる「タイミング規
制」）・銀行の保険募集制限先規制またはタイミング規制に該当することを知りながら、銀行のグループ会社等が募集すること
の禁止（いわゆる「知りながら規制」）


【提案理由】
・既に優越的地位を不当に利用した保険募集の禁止や、他の銀行取引等に影響を及ぼさないことについての説明義務等が
措置されており、本規制は過剰。・形式的な弊害防止措置を行うことで、これを担保しようとする銀行側の取組みに過度の負
担がかかり、実務上の負担大。・銀行との融資取引に無関係な一般従業員も規制され、顧客の自由な商品・サービス選択を
阻害している。・ 顧客の自由意思に基づく保険加入が阻害され、責任開始の遅れによる重大な不利益を顧客が被る可能性
がある。(*1)平成24年4月１日の保険業法施行規則施行により、保険契約者が法人であるものを除き、第3次解禁商品は規制
対象から除外される予定。(*2)平成24年4月１日の保険業法施行規則施行により、非事業性資金（住宅ローン等の個人ロー
ン）の融資申込者については、規制対象から除外される予定。


信託協会、
都銀懇話会


金
融
庁
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129 4月12日 5月2日


保険募集にお
ける非公開情
報保護措置の
撤廃


・銀行業務に際し知り得た顧客の非公開情報を、顧客の事前の同意なしに、保険募集に利用することは禁止されている。・ま
た、保険募集に際し知り得た顧客の非公開情報を、顧客の事前同意なしに、銀行業務に利用することも禁止されている。・上
記の非公開情報保護措置については、個人情報保護法に一体化する方向で見直しを行い、保険業法施行規則の規定は撤
廃していただきたい。


【提案理由】
・銀行が保険を販売する際にのみ適用される規制であり妥当性がない(銀行以外の代理店、例えば証券会社等は対象外。銀
行が保険以外の商品を販売する場合は対象外)。・すでに個人情報保護法に基づく利用同意を取得しているのにも関わらず、
保険募集、商品説明等を行う前に事前同意を取得することは他に例がないこともあり、顧客の理解を得るのが難しい（実務
上、保険募集と他の金融サービスの提供を区分することは困難であり、総合的な金融サービスの提供を阻害）。


信託協会
都銀懇話
明治安田生
命
日本生命


金
融
庁


130 4月12日 5月2日


生命保険の募
集に関わる構
成員契約規制
の撤廃


・企業が生命保険会社と募集代理店契約を締結して生命保険商品の募集を行う場合、従業員への圧力等を防止する観点か
ら、当該企業及びその企業と密接な関係を有する者(特定関係法人)の役員・従業員に対する保険募集を禁止している。・上
記の構成員契約規制を撤廃していただきたい。


【提案理由】
・構成員契約規制は、優越的地位の濫用や圧力募集の防止を目的として設けられた規定であるが、その実態に係らず、事前
かつ一律に募集を禁止する過剰規制。・形式基準のため、顧客申出による場合も保険の販売が出来ず、顧客の自由な商品・
サービス選択を阻害。・規制対象となる「密接な関係を有する者」（特定関係法人）の範囲が幅広く、直接出資関係のない大企
業も含まれるなど、顧客の理解が得られないケースが多い。・規制対象となる「募集人等の特定関係法人の特定関係法人」
や、「募集人等の特定関係法人を特定関係法人とする法人」などは、直接的な取引関係や出資関係がないことが多く、調査
負担が極めて重い。・金融コングロマリット化が進み、資本提携先が多くなるほど、規制対象先が増加することになり、金融
サービス機能の充実を阻害している。・損害保険や第三分野商品では規制がなく、生命保険だけに適用される規制であり、
妥当性を欠く。・顧客の自由意思に基づく保険加入が阻害され、責任開始の遅れによる重大な不利益を顧客が被る可能性が
ある。


信託協会
都銀懇話会


金
融
庁
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131 4月12日 5月2日


個人向け国債
を特定寄附信
託の信託財産
の運用対象とす
ること


・現状、個人向け国債を特定寄附信託の信託財産で購入することは認められていない。・個人向け国債を特定寄附信託の信
託財産で購入することを可能としていただきたい。


【提案理由】
・特定寄附信託は信託銀行等が受託者として、個人と公益法人等との間をつなぎ、寄附を仲介することによって公益法人等
の活動を支援することを目的に平成23年度税制改正において新たに創設された利子非課税の制度であり（租税特別措置法
第4条の5）、信託された金銭は運用収益と合わせて、信託銀行等と契約した公益法人等のうち、委託者が指定した公益法人
等に寄附される。・特定寄附信託は、委託者を受益者とする信託であり、委託者は個人に限定されている（租税特別措置法
第4条の5第2項）。・特定寄附信託の運用対象は、その制度趣旨から、預貯金、国債、地方債、特別の法律により法人の発行
する債券又は貸付信託の受益権の取得、合同運用信託の信託（貸付信託の受益権の取得を除く。）に限定されているが（租
税特別措置法施行令第2条の36第7項第6号）、個人向け国債については、個人向け国債の発行等に関する省令等の定めが
あることにより、特定寄附信託の信託財産で購入することができない。・個人向け国債は、元本保証、 低金利保証など、安
全性が高い商品であり、特定寄附信託で個人向け国債の購入が可能になれば安全運用の選択肢が拡大し、公益活動を一
層後押しすることが可能となるため、個人向け国債を特定寄附信託の信託財産で購入することを可能としていただきたい。・
また、特定寄附信託に購入が認められれば、国債の安定消化にも資すると考えられる。・なお、すでに特定贈与信託(特別障
害者扶養信託)については、個人向け国債をその信託財産の運用対象とすることが認められている。


信託協会
財
務
省


132 4月12日 5月2日


厚生年金基金
における財政決
算報告書の提
出期限の見直し


厚生年金基金の財政決算報告書は、厚生労働省に9月末までに提出することとされている。一方、決算に用いる数値の一部
を算出するには、例年8月上旬に公表される厚生年金本体の運用実績利回りが必要である。現状では財政決算に対し厚生
年金基金において十分な検討時間を確保することが困難であるため、厚生年金基金の財政決算報告書の厚生労働省宛て
提出期限を1ヶ月延長、もしくは厚生年金本体の運用実績利回りの公表時期を早めていただきたい。


【提案理由】
代行部分の中立化の進展のため、「「厚生年金基金の財政運営について」の一部改正等について（平成21年7月10日年発
0710第5号）」により継続基準においては期ズレ解消が行われたが、期ズレ解消のため必要となるコロガシ利回りの確定時期
が8月上旬であるため、財政決算に対し厚生年金基金において十分な検討時間を確保することが困難になっている。したがっ
て、期ズレ解消が行われる前に定められた厚生年金基金の財政決算報告書の厚生労働省宛て提出期限を1ヶ月延長して10
月末としていただきたい。もしくは、期ズレ解消のため必要となるコロガシ利回りの確定時期を前倒して（たとえば、7月中旬
頃）公表していただきたい。


信託協会
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133 4月12日 5月2日


厚生年金基金
における財政再
計算報告書の
提出期限の見
直し


厚生年金基金の財政再計算報告書は厚生労働省に11月末までに提出することとされている。平成21年度決算より継続基準
における 低責任準備金の期ズレが解消されたことに伴い例年8月上旬に公表される厚生年金本体の運用実績利回りを
待って決算数値が確定することとなった。決算数値が確定する時期が遅くなったことにより再計算に関する検討期間が短く
なっており、十分な検討ができない恐れがあるため、財政再計算報告書の提出期限を変更計算報告書や変更計算基礎書類
の提出期限と同様に翌年2月末までに延長していただきたい。


【提案理由】
「『厚生年金基金の財政運営について』の一部改正等について（平成21年7月10日年発0710第5号）」により継続基準における


低責任準備金の期ズレが解消されたため、平成21年度以降の財政決算からは、厚生年金本体の運用実績利回りが公表
されない限り、財政決算数値が確定できなくなった。（以前は、厚生年金本体の運用実績利回りの公表を待たずして決算数値
を確定することができた。）財政再計算は、決算数値をもとに算出するものであるため、決算数値の確定時期が遅れたことに
より財政再計算の検討期間が短くなっており、財政再計算報告書の提出期限までに十分な検討ができない恐れがある。変更
計算報告書や変更計算基礎書類の提出期限は翌年2月末までとなっており、財政再計算報告書の提出期限のみ11月末まで
となっているため、財政再計算報告書の提出期限についても翌年2月末までとしていただきたい。


信託協会


厚
生
労
働
省


134 4月12日 5月2日


厚生年金基金、
確定給付企業
年金における設
立事業所の減
少に係る掛金
の一括徴収額
の計算方法の
見直し


設立事業所（確定給付企業年金の場合、実施事業所。以下同じ。）の減少に係る掛金の一括徴収額の計算方法として、｢提
案理由｣に記載する(1)～(3)が認められている。(3)の計算方法において、(2)により計算する額と比較する額に、(1)により計算
する額とすることを可能としていただきたい。すなわち、(1)により計算する額と(2)により計算する額のうちいずれか大きい額と
する方法を可能としていただきたい。


【提案理由】
設立事業所（確定給付企業年金の場合、実施事業所。以下同じ。）の減少に係る掛金の一括徴収額の計算方法として、下記
(1)～(3)が認められている。(1) 特別掛金収入現価にその他の不足額（繰越不足金など）を加算した額　（継続基準上の積立
不足額）を基に計算する方法(2) 非継続基準上の積立不足額を基に計算する方法(3) 特別掛金収入現価を基に計算する額と
(2)により計算する額のうちいずれか大きい額とする方法（ただし、特別掛金収入現価を基に計算する額の方が大きい場合
は、(1)により計算する額とすることが可能）(1)の計算方法においては、特別掛金収入現価にその他の不足額(繰越不足金な
ど)を加味した上で計算した額を一括徴収する掛金額とすることが可能である。一方で、(3)の計算方法においては、｢(1)により
計算する額＞(2)により計算する額＞特別掛金収入現価を基に計算する額｣となる場合、(2)により計算する額が一括徴収する
掛金額となり、特別掛金収入現価にその他の不足額（繰越不足金など）を加味した上で計算した額を一括徴収する掛金額と
することができない。より大きい額を一括徴収する額とし、設立事業所の減少による企業年金の財政運営への影響をより軽
減することに資する(3)の計算方法の性質に鑑みると、このように、(3)の計算方法において(2)により計算する額と比較する額
のみ、特別掛金収入現価にその他の不足額（繰越不足金など）を加味できないことは合理的ではない。
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135 4月12日 5月2日


確定給付企業
年金における脱
退一時金の受
給未請求状態
の取扱い明確
化


確定給付企業年金法第41条第4項の規定により、同法第27条第3号に該当することとなった者（使用される事業所又は船舶
が、実施事業所でなくなったことにより資格喪失した者）は、脱退一時金の全部又は一部の支給の繰下げの申し出をすること
ができない。　当該者について、支給の繰下げを認めていただきたい。


【提案理由】
確定給付企業年金法第41条第4項の規定により、同法第27条第3号に該当することとなった者（使用される事業所又は船舶
が、実施事業所でなくなったことにより資格喪失した者）は、脱退一時金の全部又は一部の支給の繰下げの申し出をすること
ができない。一方で、上記該当者が老齢給付金の支給要件を満たした場合には老齢給付金を支給しなくてはならないとも考
えられる。上記該当者が老齢給付金を希望する場合、繰下げの申し出ができないため、支給要件を満たすまでの間は脱退
一時金を請求しないままの状態（未請求状態）となるが、この間に時効により脱退一時金が失効する場合もあり、同時に老齢
給付金の受給権が失効する可能性もある。このような未請求状態は法令上規定されておらず不明確であるため、受給権保
護の観点から明確化を要望するもの。


信託協会


厚
生
労
働
省


136 4月12日 5月2日


確定給付企業
年金、厚生年金
基金における選
択一時金の要
件緩和


確定給付企業年金の老齢給付金（一時金）の上限額の計算に係る予定利率は以下(1)(2)のいずれか低い率とされている。(1)
前回計算基準日以降 も低い下限予定利率、(2)老齢給付金の支給開始要件を満たした時の(1)の率、(3)として「資格喪失時
の(1)の率」を追加し、当該予定利率は(1)～(3)のいずれか低い率としていただきたい。（厚生年金基金の加算部分も同様）


【提案理由】
資格喪失時から支給開始時までの下限予定利率の上昇により、資格喪失時の一時金額を受け取れないケースが発生しうる
ため。【例】50歳：資格喪失し脱退一時金2号対象者となる。60歳：老齢給付支給要件を満たす。60歳：老齢給付に代えた一時
金を取得する。という前提を考える。また、下限予定利率：＜50歳時＞2.0％、＜60歳時＞2.5％、資格喪失から老齢給付支給
要件充足時までの据置利率：0％とし、60歳時点で財政計算を実施しているとする。資格喪失時一時金：100万円（＝2.0％
ベースの年金現価）、老齢給付支給要件充足時一時金：100万円、資格喪失時設定の60歳以降給付年金額：10万円（換算率
2.0％ベース）、⇒60歳において一時金を取得する際に「DB規則第24条の3第1号イ」の率を算出すると、2.5％となる。このと
き、年金額が10万円のままの場合、一時金が100万円のままでは、DB規則第24条の3第1号イおよびDB法施行令第23条の
規定に抵触してしまう。（2.5％ベースでの年金現価＜100万円のため）


信託協会
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137 4月12日 5月2日


保険会社の常
務に従事する取
締役等の兼職
認可の届出制
への移行（グ
ループ間限定）


同一グループ内の保険持株会社・保険会社間では、常務に従事する取締役等を兼務する場合に必要な“認可”を不要として
いただきたい。手続きを不要とできない場合は、“届出”に緩和する、もしくは保険業法施行規則第１４条の２で金融庁長官に
提出すべき書類の一層の簡素化を検討いただきたい。


【提案理由】
他の会社との兼職規制の趣旨は、専念義務が課されているとともに、保険会社に不利な扱いの防止であると思料するが、保
険持株会社・保険会社間であれば、相互に不利な扱いをすることは考えにくく、業務への専念においても問題がない。むし
ろ、業務の親和性も高く、グループ全体での迅速な意思決定にも役立つものと思われる。


日本損害保
険協会


金
融
庁


138 4月12日 5月2日
損害保険会社
による信託業務
の取扱い


損害保険会社が保険金信託業務も含めた信託業務を兼営できるよう、保険会社の業務範囲に係る規制を見直す。


【提案理由】
【現状】
現在、同じ金融業界に属しながら、銀行等に認められている信託業法に基づく信託業務の兼営が損害保険会社には認めら
れていない。また、同じ保険業界にありながら、保険金信託業務は生命保険会社にのみ兼営が認められている状況にある。


【要望理由】
顧客から預かった資産の毀損を未然に防止するため金融機関に業務範囲規制が課せられることは当然のことであるが、同じ
金融業界あるいは保険業界の中で、上記のような業務範囲の差異を設けることの合理的根拠を見出すことは困難であること
から、本件要望する次第である。
【実現時の効果】
少子高齢化社会が急速に進展する中、家族信託あるいは福祉型信託の活用ニーズが高まっており、信託業務の担い手を拡
げていくことが望まれている。後遺障害を負った方、介護状態になった方やお亡くなりになった方のご遺族等に対して保険金
をお支払いする保険商品を取り扱う損害保険業務にはこれら信託業務への親和性があり、損害保険会社が信託業務を兼営
できるようになることは顧客利便の向上につながり、また社会の要請に応えることにもなる。


日本損害保
険協会


金
融
庁
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139 4月12日 5月2日


代理・代行業務
の委託元保険
会社等が合併
により消滅した
際の受託保険
会社による認
可・届出の不要
化


他の保険会社等の業務の代理・事務の代行を行うには、保険会社は当局の認可（グループ内の場合は届出）を得る必要が
あるが、当該他の保険会社等が合併消滅会社となったことのみをもって認可・届出の手続きを再度行うことは要さないこととし
ていただきたい。


【提案理由】
既に認可を受けた（同一グループ内の場合は届出を経た）他の保険会社等からの代理・代行業務の受託について、当該他の
保険会社等が合併する場合、当該他の保険会社等が消滅会社となった際には、形式上法人格が消滅するものとされ、合併
前と実質的に同様の業務を合併後の保険会社等から受託し続ける場合であっても、受託保険会社は改めて認可申請・届出
をし直す必要がある。
合併においては合併前会社の権利義務は基本的に合併後の会社に承継されるとされていること、消滅会社となるか存続会
社となるかで実質的には差がないことから、改めての認可・届出は不要としていただきたい。
仮に不要とすることが叶わない場合であっても、せめて、業務内容に実質的変更がないときには、相手先が合併消滅会社と
なった旨の届出を要するに留めていただきたい。


日本損害保
険協会


金
融
庁


140 4月12日 5月2日


保険契約の解
約返戻金がな
いことを記載し
た書面の交付
義務緩和


保険料の計算に際して予定解約率を用い、かつ保険契約の解約返戻金を支払わないことを約した保険契約（以下「当該保険
契約」という。）の保険募集に際して、解約返戻金がないことを保険契約者に説明するための方法は「書面の交付」に限定さ
れているが、これを緩和し、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるよう要望する。


【提案理由】
当該保険契約の保険募集に際して解約返戻金がないことを保険契約者に説明するための方法としては、現状、「書面の交
付」のみに限定されている。
一方、昨今のインターネット環境の普及に伴い、インターネットを活用した保険契約申込手段の提供を通じて、消費者の利便
性に大きく貢献しているものと思料する。
しかしながら、当該保険契約においては書面交付が必須であることから、インターネットによる保険募集を行う場合であって
も、インターネットのみでは申込みが完結せず、郵送等による書面のやり取りが一定発生することから、現在の規制はイン
ターネット申し込みの利便性を阻害する要因となっている。
当該説明の必要性を法的に措置しておくことを否定するものではないが、その方法を「書面の交付」に限定せず、この規制を
緩和して電磁的方法による提供を可能とし、消費者利便の向上を図りたい。


日本損害保
険協会


金
融
庁
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141 4月12日 5月2日


子会社の行う従
属業務にかか
る収入依存度
規制の収入依
存先の緩和


収入依存先を、①子法人等、関連法人等、及び、②当該保険会社に所属する保険代理店にまで拡大する。


【提案理由】
【現状】
経済界では、分社化や持株会社等多様な組織形態を活用しつつ、事業の再編や業務展開の多様化を急速に進めている。法
制度や会計基準等も連結中心の考え方となりつつある。


【要望理由】
保険会社も例外ではなく、収入依存先についても、この連結の概念に従うことが適当である。
また、損害保険会社は代理店を主たる販売チャネルとしている。代理店に対する教育・研修業務や販売用具の斡旋業務な
ど、代理店も収入依存先に加えることが適当である。
第１回国民の声にて「保険会社の他業禁止の趣旨やグループとしてのリスク管理の観点を踏まえ、親会社との実質的一体性
に留意しながら、検討する」旨の回答されており、是非ともこの点を踏まえた検討をお願いしたい。


日本損害保
険協会


金
融
庁


142 4月12日 5月2日


保険契約の包
括移転にかか
わる手続きの簡
素化


包括移転する契約にかかわる責任準備金等の額が、移転先会社の責任準備金等に比して相当程度小さい場合は、移転先
会社における株主総会による決議を要さないこととする。


【提案理由】
【現状】
簡易な合併手続き（会社法第796条第3項）の条件を満たす場合は存続会社の株主総会による決議なく合併することが可能で
あり、よって合併にともなう保険契約の承継についても存続会社の株主総会決議が不要となっている。


【要望理由】
これに対し、包括移転する際は移転先会社への影響度の大小にかかわらず必ず移転先会社の株主総会決議が必要となっ
ていることは合理的でない。
　本件は、平成23年4月8日「規制・制度改革に係る方針（平成23年4月8日閣議決定）」でも触れられているので、是非とも検
討をお願いしたい。
＊簡易合併の条件
 　合弁対価の額が存続会社の純資産額の20%以下


日本損害保
険
協会


金
融
庁
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143 4月12日 5月2日


グループ会社内
での事業再編
手続の簡素化
（届出制への緩
和等）


保険持株会社傘下の保険会社間等、グループ会社内の合併、会社分割、事業譲渡を行う際の手続きにつき届出制とすると
ともに、提出書類を簡素化していただきたい。


【提案理由】
現行の保険業法においては、保険会社間で合併、会社分割、事業譲渡等の組織再編を行う場合は認可を受ける必要があ
る。一方で、保険持株会社傘下における保険会社間等グループ会社内の組織再編に関しては、それ以外の会社との組織再
編とは異なり、グループ会社内で機動的に判断、実施されるべきものである。また、直近の傾向としてグループ単位での規制
の強化が進められる一方で、グループ内完結の対応については一部規制を緩和する動きもあるところであり、本件に関しても
認可制から届出制に緩和するとともに、提出書類の簡素化を行うことにより、審査・確認ロードの軽減を図ることが適当である
ものと思われる。


日本損害保
険
協会


金
融
庁


144 4月12日 5月2日


少額短期保険
主要株主承認
申請に係る取
締役等の住民
票の抄本提出
の廃止


金融機関が少額短期保険事業者の主要株主となる場合は、少額短期保険主要株主承認申請に係る取締役等の住民票の
提出を不要とすべきである。


【提案理由】
少額短期保険事業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者に関する承認申請にあたって、その者
が法人である場合の取締役、執行役、会計参与及び監査役の履歴書について、住民票の抄本の提出が必要とされ、また個
人である場合の当該者の氏名、住所又は居所及び職業を記載した書類についても住民票の抄本の提出が必要となってい
る。
一方、保険会社の主要株主基準以上の数の議決権を保有する者となろうとする場合の認可の申請（保険業法施行規則第
209条）においては、住民票の抄本の提出が求められていない。
金融機関（保険持株会社、銀行持株会社等を含む）は認可・免許を受ける際に金融庁に役員等の氏名等に関する書面の提
出を求められており、その後も調査や立入検査等を含む監督下に置かれていることからすれば、少額短期保険の主要株主
になる場合に改めて内容が重複する書面を提出し、さらに住民票の提出まで求めることは必要性に乏しく、かつ実務上煩雑
である。


日本損害保
険
協会


金
融
庁
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145 3月22日 5月2日


貿易保険の民
間保険会社へ
の開放部分の
拡大


貿易保険法第57条には、「政府は、会計年度ごとに、日本貿易保険を相手方として、日本貿易保険が輸出手形保険以外の
貿易保険を引き受けることにより、当該貿易保険の種類ごとにその保険金額の総額が一定の金額に達するまで、当該引受
けによって日本貿易保険が負う保険責任について、政府と日本貿易保険との間に再保険関係が成立する旨を定める契約を
締結することができる。」と規定されているが、政府再保険を民間保険会社にも開放する。


【提案理由】
【現状】
民間が参入している短期貿易保険分野において、民間再保険マーケットでは引受けできないリスクがあり(仕向国が紛争地域
である場合など)、現状の制度のもとでは、保険の提供ができない場合がある。
【要望理由】
このような場合について、民間保険会社が国の再保険を利用できるようご検討いただきたい。


日本損害保
険協会
日本経済団
体連合会


経
済
産
業
省


146 4月12日 5月2日


確定拠出年金
の運用商品の
除外要件の緩
和


運営管理機関として継続的に選定、提示することが適切でないと判断される運用商品について、除外要件を例えば「加入者
等のうち2/3以上、もしくは過半数の同意」などへ緩和していただきたい。


【提案理由】
運用商品の除外には、当該運用商品を選択して運用の指図を行う加入者および運用指図者全員の同意が求められている
が、現実的に当該運用商品の加入者等全員の同意を取得することは困難である。
運営管理機関として継続的に選定、提示することが適切でないと判断される運用商品について速やかに除外できるよう、除
外基準を緩和することで、適切な運用商品が選定、提示されることを確保する。


日本損害保
険協会
生保協会
証券業協会


厚
生
労
働
省


147 4月12日 5月2日


確定拠出年金
の経済的困窮
時における年金
資産取り崩しの
容認


経済的困窮時においては、米国の401k制度のように、①税のペナルティを課した上での年金資産の取り崩し、②年金資産を
担保としたローン制度を認めるようにしていただきたい。


【提案理由】
確定拠出年金では60歳までは高度障害時を除き理由の如何を問わず、年金資産の取り崩しが認められていない。困窮時の
年金資産取り崩しニーズは高く、確定拠出年金普及の阻害要因となっている。本要望は、単に税財源措置の優遇を求めるも
のではなく、主として制度の改善を求めるものであり、制度普及の観点からも検討いただきたい。


日本損害保
険協会
生保協会


厚
生
労
働
省
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148 4月12日 5月2日


確定拠出年金
の加入対象者
の拡大（第３号
被保険者、公務
員）


確定拠出年金制度において、個人型年金への第３号被保険者、公務員の加入を認めていただきたい。


【提案理由】
確定拠出年金制度に加入できないものが存在することにより、確定拠出年金のポータビリティーが確保されず、十分なものと
ならない。
【現状】確定拠出年金において、家事従事者などの第３号被保険者や公務員は、個人型年金への加入が認められていない。
本要望は、単に税財源措置の優遇を求めるものではなく、主として制度の改善を求めるものであり、制度普及の観点からも検
討いただきたい。


日本損害保
険協会
全国信用金
庫協会


厚
生
労
働
省


149 4月12日 5月2日


確定拠出年金
の中小企業退
職金共済制度
からの制度移
行の容認


中小企業退職金共済の被共済員の年金資産保全という観点より、中小企業退職金共済制度から確定拠出年金制度（企業
型）への資産移換を可能としていただきたい。


【提案理由】
中小企業退職金共済を採用していた中小企業が、事業規模の拡大に伴い加入要件を満たさなくなった場合など、他制度へ
移行できる措置を講じることが、従業員の年金資産を保全する上で必要である。現在、確定給付企業年金と特定退職金共済
制度のみが移行先として認められているが、同じ拠出型の制度である確定拠出年金制度（企業型）についても認めるべきと
考える。本要望は、単に税財源措置の優遇を求めるものではなく、主として制度の改善を求めるものであり、制度普及の観点
からも検討いただきたい。


日本損害保
険協会


厚
生
労
働
省
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150 4月16日 7月9日
事後員外貸出
に関する法解釈
の明確化


地区外へ転居（法定脱退事由に該当）した者に対して、組合員であった間に行った貸出が、員内貸出または員外貸出のいず
れに該当するのか、法律上の取扱いを明確にすること。


【提案理由】
信用組合が業務として行うことのできる貸出（貸付け及び手形の割引）は組合員に対して行うものに限られている。したがっ
て、組合員に対して貸出を実行した後、当該組合員が地区外に転居する等により組合員資格を失い、組合員でなくなった場
合には、新規の貸出はできなくなるが、残存する貸出金についてどのように取扱えば良いかが実務上問題となる。これが直ち
に法令違反となるかどうかについて、信用組合法上は、組合員であることが貸出実行時における要件なのか、それとも貸出
存続の要件なのかが明確になっていない。このため、貸出実行時において組合員資格を有していたものが、その後の住所、
居所、事務所あるいは勤務先の地区外への移転等により組合員資格を喪失した場合の既存の貸出（いわゆる事後地区外貸
出）について、実務上の取扱につき疑義が生じるところである。また、地区外へ転居したことを理由に既存貸出の一括返済を
求めるのは適当ではないため、現状では、新規貸出は行わず、既存貸出の当初の約定期限まで管理・回収を行っている。こ
うした実務上の実態を踏まえ、地区外へ転居（法定脱退事由に該当）した者に対して、組合員であった間に行った貸出が、員
内貸出または員外貸出のいずれに該当するのか、法律上の取扱いを明確にして頂きたい。


全国信用組
合中央協会


金
融
庁


151 4月16日 7月9日
転入予定者へ
の貸出


信用組合は、組合員に対する貸付が原則であるため、その事業地区外から事業地区内に転入してくることを前提とした住宅
ローンの貸付を受け付けることができないことが実務上問題となっていることから、地区外の者が一定期間内に地区内に転
入する（組合員資格を得る）ことが確実な場合、当該転入予定者への貸出を員外貸出として認めるよう制度上の措置を講じる
こと。


【提案理由】
信用組合は、組合員に対する貸付が原則であるため、その事業地区外から事業地区内に転入してくることを前提とした住宅
ローンの貸付を受け付けることができないことが実務上問題となっている。つまり、現行の法制度では、地区外の者が地区内
に自宅を新築する場合の住宅ローンの借入申込に対し、その時点では地区外に住所があるため組合員資格がなく、これに
応じることができず、組合員になることが確実視されている顧客に対して、不利益を生じさせることになっているとともに、組合
員への相互扶助を目的とする信用組合の使命、役割が果たすことができない状態になっている。 こうした顧客の実態を踏ま
え、地区外の者が一定期間内に地区内に転入する（組合員資格を得る）ことが確実な場合、当該転入予定者への貸出を員
外貸出として認めるよう制度上の措置を講じて頂きたい。


全国信用組
合中央協会


金
融
庁
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152 4月16日 7月9日
自治体向け貸
出規制の緩和


信用組合の自治体向け貸出について、総貸出の２０％までとする量的規制（員外貸出規制）を撤廃すること。


【提案理由】
地元の地公体は、信用組合の営業地域に在している。地公体の使命も、協同組合組織の金融機関である信用組合の使命
も、地域における生活者の向上、地域経済の活性化等にあり、特に信用組合は、地元地域からの預金をその地域に還元（融
資）し、地域社会の一員として地域や企業の問題解決に日々取組んでいる。信用組合が地方公共団体と共に地域を支えてい
くためにも、地方公共団体に対する貸出を総貸出の２０％までとする量的規制（員外貸出規制）を撤廃することについて、制度
上の措置を講じて頂きたい。


全国信用組
合中央協会


金
融
庁


153 4月16日 7月9日
脱退組合員の
出資持分の一
時取得


組合員の脱退（自由脱退）に際し、当該組合員の出資金を譲り受ける者がいない場合には、信用組合が一時的にその出資
金を譲り受けることができるようにすること。


【提案理由】
組合員の出資金を信用組合が取得することは、脱退者の一時取得を含め、中小企業等協同組合法第６１条により禁止され
ている。現行の法制度では、組合員（脱退者）の持分は、脱退した事業年度末における組合財産が確定された後、総代会の
承認をもって払戻しすることとなる（中小企業等協同組合法第２０条）。したがって、この間、当該組合員からの出資持分の払
戻要求に応えることができず、長期にわたり不利益な状況を生じさせている。出資持分を組合が取得できるようになれば、組
合員の利益を阻害しているこのような状態を回避することができることから、組合員の脱退に際し、当該組合員の出資金を譲
り受ける者がいない場合には、信用組合が一時的にその出資金を譲り受けることができることについて、制度上の措置を講
じて頂きたい。


全国信用組
合
中央協会


金
融
庁


154 4月16日 5月2日
自己優先出資
を消却した際の
取扱い


協同組織金融機関の優先出資に関する法律に基づき、自己優先出資を消却した場合における資本金の定義を明確化するこ
と。


【提案理由】
法令上、優先出資の消却時は資本金の額を維持しなければならないと規定されている一方、同規定における資本金が普通
出資金または普通出資金＋優先出資金のいずれを指すのかが規定されていない。また、剰余金を以って優先出資を消却す
る際に、資本金の額を減額できないため「その他出資金」という勘定科目をたてて消却を行っている。これは資本の空洞化に
繋がることから、計上したままにすべきではないと考える。ついては、優先出資法における資本金の定義を明確にし、当該消
却額を出資金に計上しない処理を可能にすることについて、制度上の措置を講じて頂きたい。


全国信用組
合中央協会


金
融
庁
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155 4月12日 5月2日


銀行の海外に
おける子会社の
業務範囲規制
の緩和


銀行現法の場合と同様、海外子会社等（含む海外支店）についても、現地監督当局が容認するものは、銀行法の趣旨を逸脱
しない限り原則として容認されたい。


【要望理由】
海外に設置している、銀行現法を除く子会社等（含む海外支店）の業務範囲が、本邦規制の範囲に限定されるため、ホスト国
規制上許容されている業務であっても従事できないケースが生じる可能性があり、現地金融機関との競争上不利となる懸念
がある。?海外金融機関の買収等を行う際、買収先傘下の子会社の分離等が必要となる可能性があり、買収等の阻害要因と
なる懸念がある。米国規制では、海外金融機関との競争条件を整える観点から、海外支店や海外子会社に対して、総じて米
国内よりも広い業務を許容し、レギュレーションに列挙している（例えば、米銀の海外支店は、米国内では認められていない
保険代理店業などに従事可能）。加えて、海外業務との関係で一般的と認められる業務については、規制に列挙されていな
い業務であっても、当局の個別認可で従事可能とする条項が設けられている（米銀の海外における業務範囲を定めるFRBの
Regulation K等）。


【制度の現状(現行規制の概要等)】
銀行が海外に設置している子銀行（銀行現法）の業務範囲については、現地監督当局が容認するものは、銀行法の趣旨を
逸脱しない限り原則として容認されている。一方、銀行現法を除く海外における子会社の業務範囲については、ホスト国規制
の如何に係わらず、「国内の子会社等と同様の業務範囲」との考え方が適用される。また、海外支店の業務も銀行本体に認
められているものに限定。


都銀懇話会
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156 4月12日 5月2日
海外支店にお
ける信託業務
の一部解禁


海外支店に対し、現地法令等遵守を前提として信託業務の一部、具体的にはエスクロー口座の取扱い業務の解禁あるいは
取扱いが可能であることの明確化の検討をお願いしたい。


【要望理由】
海外におけるインフラ関連プロジェクトファイナンスに関連し、取引先のエスクロー口座開設のニーズ高い。この点、基本的に
口座開設銀行の倒産リスクから分離されない別段預金等を利用する場合と、倒産リスクから分離される金銭信託を利用する
場合があるが、商業銀行が銀行固有業務である預金受入、為替取引、その他付随業務の範囲内として取扱いできるのは前
者と解されている（あるいは後者も取扱いができるとの明確な根拠がないとされている）。また、ユニバーサルバンク制を採用
している欧州はもとより、規制が撤廃されている米国を本拠とする銀行が、現地法遵守を前提に同サービスを含むワンストッ
プのサービスを提供していることに鑑みれば、内外制度環境の差が競争力に影響を与えている場合もあり、進出日系企業の
支援の観点はもとより、邦銀の国際金融界における役割を高める上でも、規制緩和が有効であると考える。
　
【制度の現状(現行規制の概要等)】
海外子会社が現地法令に基づき信託業務を行うことは原則として認められているところであるが、海外支店ではこれが認め
られていない。
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157 4月12日 5月2日


海外支店にお
ける有価証券
関連業務の一
部解禁


海外支店に対し、現地法令等遵守を前提として有価証券関連業務の一部、具体的には発行市場に関する業務（引受・売出
し）の解禁。


都銀懇話会
金
融
庁


157 4月12日 5月2日


海外支店にお
ける有価証券
関連業務の一
部解禁


【要望理由】
海外子会社については銀行法16条の2第1項8号において、「有価証券関連業を営む外国の会社（前号に掲げるもの会社に
該当するものを除く。）」とされており、銀行法16条の2第1項7号の「銀行業を営む外国の会社」が、併せて有価証券関連業を
営むこともできることが明らかにされている。また、「主要行等向けの総合的な監督指針」（V-3-3-3(1)第2段落）に照らしても、
「銀行業を営む外国の会社」は、現地監督当局が容認する業務である限り、また銀行法の趣旨を逸脱しない限り、原則とし
て、有価証券関連業を営むことができる（海外子会社についても、銀行法上、銀行が国内の子会社とすることができる会社
（「子会社対象会社」）が営む業務以外の業務は行えないのが原則である（「主要行等向けの総合的な監督指針」（V-3-3-
3(1)本文））が「銀行業を営む外国の会社」については、銀行法の趣旨を逸脱しない限り、現地監督当局が容認する業務につ
いては、原則として営むことを認めている）。他方、銀行法第10条2項の付随業務としての証券業務等には発行市場に関する
業務（引受・売出し）は含まれておらず、従って、海外支店も有価証券関連業務を営むことは現状認められていない。海外で
は、競合するグローバルバンクが、ローン・債券両睨みの営業に始まり、 終的な顧客ニーズが債券発行となっても引受・売
出しまでワンストップでのサービスを提供する中、邦銀は証券子会社との共同訪問、業務分担で対応しており、顧客にとって
も利便性が損なわれている状況。代表的日系企業の社債発行においても、外国銀行が引受を行うケースも出てきている。例
えば、オフショア人民元債の引受実績では本邦金融機関グループは圧倒的劣位の状況。ローン・債券発行両方のサービスを
ワンストップで提供、あるいはクロス・マーケティングによるニーズ対応を可能にすることにより、顧客利便性を向上させること
ができ、本邦金融機関グループの競争力強化が期待できる。
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海外支店にお
ける有価証券
関連業務の一
部解禁


銀行法上の他業禁止規制の趣旨は、銀行が銀行業以外の業務を営むことによる異種のリスクの混入を阻止する等の点にあ
ること（「主要行等向けの総合的な監督指針」（V-3-1(1)本文））、銀行グループの業務範囲規制についても、銀行の他業禁止
の趣旨をグループ全体に及ぼし、グループ全体として銀行に対する規制に準じた取り扱いとすること（V-3-1(2)本文）と規定さ
れていることを鑑みた場合、現地法令等遵守と管理態勢構築を前提として、海外子会社に認められている一部有価証券関連
業務の海外支店に解禁することは、銀行法上の他業禁止規制の趣旨を必ずしも損なうものではないものと考えられる。仮に、
銀行の本来業務あるいは財務等の健全性への影響に対する懸念が残るということであれば、自己資本の一定割合とする等
の業量を限定した範囲内に留める等の条件付きであっても解禁をお願いしたい。業務範囲として全く否定されるものでなけれ
ば、クロス・マーケティングの実施や海外子銀行等の有価証券関連業務の代理・媒介を通じた参入により、本来業務等への
影響を極小化した上での対応も可能。海外支店に対し、現地法令等遵守を前提として有価証券関連業務の一部、特に発行
市場に関する業務（引受・売り出し）業務の解禁をお願いいたしたい。


【制度の現状(現行規制の概要等)】
海外子会社（子銀行）が現地法令に基づき有価証券関連業務を行うことは原則として認められているところであるが、海外支
店ではこれが認められていない。


158 4月12日 5月2日
発行体向けクロ
ス・マーケティン
グの解禁


銀行が、証券会社の発行体向け証券業務に係る行為の一部を代行することを、(1)市場誘導ビジネスの対象拡大、又は(2)金
融商品仲介行為（登録金融機関業務）の対象拡大（例えば、引受の媒介）によって許容されたい。


【要望理由】
企業金融分野における顧客ニーズの高度化・複合化に伴い、金融機関は、単なる資金調達手段の提供ではなく、経営課題
に対する総合的かつ高度なソリューションをスピーディーに提供することを期待されているにもかかわらず、発行体向けクロ
ス・マーケティングが禁止されている結果、単一担当者による的確・迅速な提案やマーケティング等（下記）ができず、顧客利
便性が損なわれる状況となっている。証券会社の商品・サービスを含むファイナンス・メニューや複合的ディールの説明上記
商品・サービス等の内容や具体的条件に対する自己の評価の表明を行うこと。上記商品・サービス等の具体的条件の提示。
ユニバーサルバンク制を採用している欧州はもとより、米国でもかかるクロス・マーケティングは禁止されていないことに鑑み
れば、グローバルスタンダードの観点からも、内外制度環境の差が国際競争力の強化に影響を与えているとも考えられ、わ
が国金融・資本市場の国際金融センターとしての魅力を高める上でも、規制緩和が有効であると考える。
【制度の現状(現行規制の概要等)】
銀行等の職員が、引受に関するアドバイスや紹介に止まらない具体的な引受条件の提示や交渉を行うこと（証券会社の発行
体向け証券業務に係る行為の一部を代行すること）は、「引受」そのものに該当する可能性が高いとして認められていない。
（発行体向けクロス・マーケティングの禁止）
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159 4月12日 7月9日


銀証間における
法人顧客情報
の共有に係る
制限の撤廃等


銀証間での法人顧客情報の共有に係るファイアーウォール規制を撤廃し、原則自由化していただきたい。全面的な自由化が
困難な場合、 (1)海外における銀証間の情報共有、具体的には銀行の海外支店と海外証券現法との情報共有（当該海外証
券現法が本邦の親法人等・子法人等との間で当該情報を共有する場合を含む）については、本邦規制の適用範囲からの除
外を明確化し、現地規制に従った形での銀証間の情報共有を容認されたい。或いは、海外における非居住者顧客の情報共
有については、本邦規制の適用範囲から除外を明確化していただきたい。 (2)オプトアウト制度を利用した情報共有を行ない
やすくするため、以下の点を改善していただきたい。既に共有した情報に対する遡求適用の見直し。顧客への通知義務の緩
和（ウェブサイト等への掲載による通知の許容等）。授受が制限される「非公開情報」の範囲の明確化（「重要事実」「法人関
係情報」に限定等）。金融商品仲介業務従事者をオプトアウト制度の対象に追加。銀証兼職者における「非共有情報へのアク
セス制限」の撤廃。


都銀懇話会
金
融
庁


159 4月12日 7月9日


銀証間における
法人顧客情報
の共有に係る
制限の撤廃等


【要望理由】
わが国のファイアーウォール規制は順次緩和されてきたものの、銀証間の法人顧客情報の共有には依然として制限が存在。
一方、欧米主要国では、平成19年12月の金融審議会金融分科会第一部会報告に記載の通り、グループ内での法人顧客情
報の共有は、原則自由に行なうことが可能であり、海外金融機関との競争力確保のため、情報共有に係る規制撤廃が重要。
そもそも、情報共有によって生じる可能性があるインサイダー取引、利益相反、優越的地位の濫用といった問題については、
金融商品取引法や独占禁止法等による規制が存在し、非公開情報の共有自体を制限しなくても、問題のある行為について
はその他の規制で対応可能と思料。オプトアウト制度は、同意書面の提出手続には法人顧客サイドで社内稟議等の手間が
あることなどを勘案すれば、顧客の利便性向上に資する制度であると思料するものの、現行規制の下では、オプトアウト制度
の導入に伴う負担が大きく、平成20年金商法改正により実施された同規制の見直しの趣旨である多様で質の高い金融サー
ビスの提供が、必ずしも実現出来ていない。そのため、当初改正の趣旨実現のために情報共有に係る規制撤廃が必要と思
料するものの、仮に法人顧客情報の共有に係るファイアーウォール規制の全面的な撤廃が困難である場合、後段の要望内
容の見直しを行なうことで、同制度の利便性を向上可能。具体的には、既に共有した情報に対する遡求適用の見直しや顧客
への一定期間毎の通知義務など、体制整備のコスト対比導入メリットが見出しがたいものや、範囲が不明確である「非公開
情報」の管理等、過度な体制整備コストを強いるものとなっている規制の廃止が必要。更には、欧米銀のように兼職制度を導
入して銀証連携を推進しようとする場合、情報共有可能な顧客と情報共有出来ない顧客で部署を分ける必要が生じる等、多
大な負担が発生。また、邦銀は、取引の大部分を占める母国市場での業務が制約されることに加え、海外拠点においてはオ
プトアウト等の規制が存在しない海外顧客の理解を得がたいなど、グローバルな銀証連携を推進するうえでも本邦規制の影
響を受けるため、海外金融機関と競争上不利となっている。見直しが行なわれた場合、欧米銀同様にグローバル・ベースで
の銀証連携が可能となり、邦銀の国際競争力の向上に寄与。また、幅広い法人顧客の資金調達・M&A、資金運用等のニー
ズに対し、銀証一体での、より多様で質の高い金融サービスが提供可能となる。
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【制度の現状(現行規制の概要等)】
銀行と証券会社の間で「非公開情報」を授受するには、内部管理目的等の場合を除き、原則として顧客の書面による同意が
必要であるが、法人顧客については、平成20年金融商品取引法改正でオプトアウト制度を導入。もっとも、オプトアウトが行使
された場合、その効果は遡及的に適用されるほか、同制度の導入に際し、オプトアウト機会を常時提供・受入可能な態勢の
整備等を行なう必要がある。また、金融商品仲介業務従事者は、オプトアウト制度の対象外。非公開情報の管理について
は、銀証間で共有可能な非公開情報（オプトアウトした法人顧客やオプトインしていない顧客に係る非公開情報（以下、非共
有情報））とその他の非公開情報は、分離して管理する必要があり、非公開情報の授受を行う親子法人等の役職員は、「一方
の法人等が管理する非共有情報以外の非共有情報にアクセスできないこと」が求められる。


160 4月12日 41396


異種リスクの含
まれないイスラ
ム金融に該当
する受与信取
引等の銀行本
体への解禁


イスラム金融取引に該当する受与信取引等（金銭の貸付けと同視しうるイスラム債に関する売買・引き受け等を含む）のう
ち、(1)銀行法に基づき銀行本体に認められる業務（以下、「銀行業務」）と実質的に同視しうる取引（銀行業務に準じ、銀行業
務との機能的な親近性やリスクの同質性が認められる取引であり（※1）、かつ(2)銀行業務の規模に比して過大なものでなく
（※2）、(3)銀行業務を遂行する中で正当に生じた余剰能力の活用に資すると認められる取引（※3）に関する、銀行本体にお
ける取扱いの許容。※1 経済的な実態として既存の受与信取引と同様であり、異種のリスクが混入しないよう手当てされるも
のに限る。具体的には、例えば、 終的なキャッシュフローが受与信取引と同様の結果となる取引のうち、物品の価格変動リ
スクや搬送・損傷等に係るリスクを負わないスキームである場合など（物品の譲渡価格が一定であり、物品の搬送等が行わ
れないか又は必要な保険が付保されている場合など）。※2 具体的には、例えば、当該取引類型全体の規模が通常の受与
信取引全体の規模を大きく下回る場合など。※3 具体的には、例えば、本件業務の遂行が通常の銀行業務の一環として、も
しくは通常の銀行業務を遂行する機能（与信審査等）の一部を活用する等により行われる場合など。
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【要望理由】
イスラム金融を、一律に子会社・兄弟会社においてのみ取扱可能とした場合、本邦金融機関としては、当該業務に従事する
ために、同一地域に支店がある場合でも現地法人を設立することが必要となりかねず、経営資源の有効活用の観点から問
題があるほか、子会社・兄弟会社形態の場合、子会社等単体での自己資本比率規制の制約を受けることとなるため、大規模
な案件への参画が困難となる懸念も存在。イスラム金融については、ユニバーサルバンク制を採用している欧州系銀行に限
らず、米国においても、銀行業務と同等の機能を有する業務という整理が行われており、銀行本体での取扱いが認められて
いるところ。本邦の銀行についてその取扱いが認められない場合、上記の弊害から欧米の金融機関との競争において不利
な立場に立つことを余儀なくされる結果、国際競争力の点でも大きな障害となる。現在、アジアや中東の金融市場は、本邦金
融機関にとっても重要なマーケットとなっているが、当該地域において、イスラム金融が重要な資金調達・運用手段としてその
活用が顕著に拡大している現状に鑑みれば、本邦金融機関のみが銀行本体でイスラム金融の取扱いができないことは、当
該マーケットへの本邦金融機関のプレゼンスの上昇を阻害する要因となってしまうことが危惧される。イスラム金融全般では
なく、(1)銀行業務と実質的に同視しうる取引（銀行業務に準じ、銀行業務との機能的な親近性やリスクの同質性が認められる
取引）であり、かつ(2)銀行業務の規模に比して過大なものでなく、(3)銀行業務を遂行する中で正当に生じた余剰能力の活用
に資すると認められる取引に対象を限定して許容すれば、他業禁止規制の趣旨である(1)本業に専念することによる効率性
の発揮、(2)利益相反取引の防止、(3)他業リスクの回避等から、逸脱することは無いものと考えられる。


【制度の現状(現行規制の概要等)】
平成20年12月12日施行の銀行法改正により、銀行の子会社・兄弟会社のうち金融関連業務を専ら営む会社については、イ
スラム金融のうち「金銭の貸付けと同視すべきもの」の取扱いが認められることとなった。
一方で、銀行本体（海外支店を含む）におけるイスラム金融の取扱いは認められていない。
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161 4月12日 5月2日


海外における銀
行代理業務の
委託の規制緩
和


委託先が海外子銀行に対するものを認可から届出への緩和、あるいは原則自由とする検討をお願いしたい。


【要望理由】
海外子銀行は、現地規制もしくは戦略的理由により子銀行(現法)の形態での事業展開を行っていても、あくまでも銀行本体の
ガバナンス下にある子会社である。かつ、銀行法第16条7項に規定される　銀行業を営む外国の会社として、会社の体制を含
め審査・認可を受けている。この点、海外子銀行は、認可制とすることによってのみ委託先としての適格性（※）の審査が可能
となり、邦銀の健全性確保を担保する機会を有することとなる本来規制対象とされるべき一般的な外国企業とは異なる。※委
託された業務を遂行するために必要と認められる財産的基礎を有する者、人的構成等に照らして、委託業務を的確、公正か
つ効率的に遂行するために必要な能力を有し、かつ、社会的信用を有する者、他に業務を営むことによりその委託業務を適
正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められないものであること、当該申請をした銀行が委託業務の
健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること等。従って、委託先が海外子銀行に対するものの場
合、認可から届出への緩和、あるいは原則自由とした場合であっても、認可による委託先の実態の把握を通じた邦銀の健全
性確保という銀行法第8条3項の趣旨を必ずしも損なうものではないと解される。クロスボーダーローンやオフショア市場調達
等、顧客が国境を越えた財務戦略を活発化させる中、グループ全体としてグローバルな協働の必要性も増しており、機動的
な対応に資するサポートとして検討いただきたい。


【制度の現状(現行規制の概要等)】
銀行法第8条3項の規定により、(1)預金又は定期積金等の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介、(2)資金の貸付
け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介、(3)為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を外国
において委託する旨の契約の締結をしようとするときは銀行が認可を受けなくてはならない。


都銀懇話会
金
融
庁
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162 4月12日 5月2日


本邦に拠点を持
たない外国金融
機関による本邦
居住者向け貸
出の一部解禁


外国銀行が本邦において顧客向け営業を行わず、契約の交渉・締結や実行・代わり入金等のフローも海外で完結する等、一
定の条件の下において行われる貸出については貸金業法第3条第1項の適用対象外として欲しい。


【要望理由】
外国銀行が海外で非日系企業グループ向けに組成されるマルチボロワーのファシリティーにおいて、共同借入人の1社に本
邦子会社が含まれ、結果として本邦居住者が本邦に拠点を持たない外国銀行から借入を行うことができるケースや、金融環
境によって、本邦法人が調達手段の多様化の目的等から、自ら外国で外国銀行と非居住者としての取引を指向するケース
があり、貸金業法第3条第1項の適用が顧客利益に合致しない場合が想定される。本邦顧客あるいは海外の親会社の資金調
達戦略に合致した現実的な対応が可能となり、顧客利益に適う。本邦シンジケーションにおいて、多様なリスクアペタイトを持
つ投資家（外国銀行）を招聘することが可能となり、本邦シンジケーション市場の活性化と、本邦借入人の調達手段の多様化
が図られる。中堅企業・外国法人日本現法等へのリスクマネー流入が期待できる（資金余剰状態への外国銀行オフショア参
入となるが、競争激化への懸念以上に、邦銀が貸出し困難であったゾーンへの資金流入が期待できる）。


【制度の現状(現行規制の概要等)】
貸金業法第3条第1項は金融機関が貸金業務を行う場合、所在地の都道府県などに登録の手続が必要であると定められて
おり、基本的に本邦に拠点を持たない外国金融機関が当該登録をせずにオフショアから貸出を行うことは不可とされている。


都銀懇話会
金
融
庁
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163 4月12日 5月2日


外国銀行代理
業務における海
外提携銀行の
業務の媒介に
係る規制の緩
和


途上国に進出する企業等への便宜供与の観点から、出資関係に限定されない、邦銀海外業務提携先外国銀行を所属外国
銀行とする外国銀行代理業務（但し、顧客保護の観点から、当該所属外国銀行が邦銀の顧客企業の海外支店・子会社に対
し、当該国の法令に則して実施する銀行業務の媒介に限定）を許容されたい。


【要望理由】
邦銀と50%未満の出資関係にある（主に途上国の）海外提携銀行の大半は、わが国において単独で十分なサービスを提供で
きない一方、邦銀も当該海外提携銀行の所在国において法規制または採算上の理由から顧客（例：当該国に進出している日
本企業）ニーズに応えられるサービスを十分に提供できないことがある。このような場合、お互いの機能を補完するべく、（マ
イノリティー出資を含む）業務提携契約を締結して対応しているところ。現状の法規制では、邦銀がこのような提携先に対して
媒介を行うことが禁止されている為、提携先所在国進出取引先及び提携海外銀行に対するサービスが限定されており、顧客
企業のニーズに十分応えることができない状況。所属外国銀行が、邦銀の顧客企業の海外支店・子会社に対して（現地法制
に則して）実施する銀行業務の媒介に限定して、業務提携を締結している外国銀行を所属外国銀行とする銀行代理業務が
許容されれば、現地金融機関との関係構築等の本邦顧客の負担を大幅に軽減することができるほか、わが国における顧客
保護上の問題も生じないと考えられる（外国において現地法制に則して行われる外国法人<又は支店>間の取引であるた
め）。


【制度の現状(現行規制の概要等)】
現在認められている外国銀行代理業務は、邦銀が海外子銀行の業務を代理／媒介するケース、もしくは、外国銀行日本支
店や外資系邦銀が海外親銀行等の業務を代理／媒介するケースのみに限定されている。


都銀懇話会
金
融
庁


164 4月12日 5月2日


銀行Ｇｒにおけ
るマーチャント
バンキング業務
の拡大及び議
決権取得規制
に係る運用基
準の緩和・明確
化


【具体的要望内容】
銀行の子会社及び銀行持株会社の子会社によるマーチャントバンキング業務（投資家への販売又は自己の資産運用のため
に、一般事業会社の株式等を持株比率の制限なく保有すること）について、想定される懸念（他業禁止規制等の制度趣旨と
の非整合、株式持合いの復活、銀行グループによる産業支配等）に対する適切な対応を検討のうえで、大幅に拡充された
い。銀行等による議決権取得規制に係る行政上の運用について、独占禁止法に関しても銀行法同様の具体的基準を定めて
いただきたい。


都銀懇話会


　
　
　
公
正
取
引
委
員
会


　
　
　
金
融
庁
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164 4月12日 5月2日


銀行Ｇｒにおけ
るマーチャント
バンキング業務
の拡大及び議
決権取得規制
に係る運用基
準の緩和・明確
化


【要望理由】
平成19年12月の金融審議会第二部会報告において、「地域密着型金融の一層の推進等の観点から、ベンチャービジネスの
育成、企業再生（地域再生）等の分野を念頭に、議決権保有制限の例外措置の拡充を検討すべき」とされ、マーチャントバン
キング業務の一定の拡充が実現する方向となった。一方、同報告では「他業禁止、議決権保有制限等の現行規制の本来の
趣旨を踏まえて整理していく必要があり、引き続き検討していくことが適当」とされ、制度整備は当面見送られることとなった。
近年、事業承継や事業再編、M&A等の機運が高まる中、金融機関に対しては、一時的なエクイティ保有を通じた買収の円滑
化等を含む経営課題の解決や、総合的なファイナンスの提案等が求められているが、マーチャントバンキング業務の大幅な
拡充は、企業サイドの経営革新にも大きく貢献すると同時に株式投資によるキャピタルゲインの獲得手法の多様化にもつな
がり、国際競争力を強化していく観点からも、大きな効果があるものと考えられる。マーチャントバンキング業務の大幅な拡充
に伴って生じる可能性がある懸念（他業禁止規制等の制度趣旨との非整合、株式持合いの復活、銀行グループによる産業
支配等）については、既存の規制（株式保有制限規制、優越的地位の濫用に係る規制等）および追加の手当て（例えば、米
国と同様に、投資上限額の設定、日常的な経営関与の制限、投資期間の制限等）を講じることで、対処可能と考えられる。一
方、自己株式取得を事由として基準議決権数の超過保有に至る場合に非上場企業においては開示がない等の事例がある
ため、銀行法に係る行政上の運用については、別紙様式にて当該届出日を超過保有期間の起算日とする具体的基準が示さ
れているが、独占禁止法についてはこうした定めがなく「超過日」が起算日とされるなど、実務と乖離した行政上の運用がなさ
れている。独占禁止法における議決権取得制限については、ケースによっては実務との相当の乖離が生じるものとなってい
るため、銀行法同様に、顧客の開示実態や銀行実務を踏まえた具体的基準を定めていただきたい。


都銀懇話会


　
　
　
公
正
取
引
委
員
会


　
　
　
金
融
庁


銀行Ｇｒにおけ
るマーチャント
バンキング業務
の拡大及び議
決権取得規制
に係る運用基
準の緩和・明確
化


　
　
【制度の現状(現行規制の概要等)】
銀行及び銀行持株会社は、一定の会社以外の会社を子会社としてはならない。（銀行法第16条の2、同法第52条の23）
?銀行とその子会社は、国内の会社（子会社対象会社を除く）について、合算して、5%超の議決権を取得、保有することが禁止
されている。（銀行法第16条の3、銀行については独禁法第11条も適用）銀行持株会社とその子会社は、国内の会社（子会社
対象会社を除く）について、合算して、15%超の議決権を取得、保有することが禁止されている。（銀行法第52条の24）銀行の
特定子法人等及び特定関連法人等の業務の範囲については、子会社対象会社の営むことができる業務の範囲内であること
が求められている（主要行等向けの総合的な監督指針V-3-3-1(3)、V-3-3-3(1)、銀行法第12条）例外として、代物弁済・担保
権実行や、合理的な再建計画に基づく取得は許容されているが、銀行による能動的な株式取得を是認するものではなく、1年
を超えて過半数を超える議決権を保有し続けることは許されてない（銀行法第16条の3第2項、第52条の24第2項）。
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165 4月12日 5月2日


ABLの普及促
進に資する子会
社従属業務の
追加


銀行及び銀行持株会社の子会社対象会社のうち、銀行法施行規則第17条の3第1項第10号及び第34条の16第3項第10号に
規定される担保評価・管理会社について、対象となる従属業務に「担保の目的となっている財産の換価・処分」を追加してい
ただいたところであるが、加えて、親銀行等が法人向けの貸付等を行う際に、「銀行等の子会社が担保取得し、当該担保対
象財産の市場価格もしくは処分価格等の範囲内で、親銀行等に保証等を行う業務」を追加していただきたい。


都銀懇話会
金
融
庁


ABLの普及促
進に資する子会
社従属業務の
追加


【要望理由】
我が国中小企業における主要な資金調達手段である銀行融資については、従来、保有不動産や人的保証による信用補完
が中心であった。不動産価格の調整や人的保証慣行の見直しを背景とし、不動産担保や人的保証に依存しない融資手法の
一つとして、ABL（Asset Based Lending：動産・債権担保融資）に期待が寄せられており、経済産業省「ABL研究会報告書」で
は潜在市場は78兆円とされている（22年3月末残高は3,000億円程度）。米国では、1980年代からABLへの取組みが本格化
し、事業向け融資に占める比率は約20%とされる一方で、我が国においては企業向け融資に占める割合は0.1%程度にとど
まっている（平成23年6月日銀レビューより）。ABLの普及に向け、銀行法施行規則第17条の3第1項第10号及び第34条の16
第3項第10号に規定される担保評価・管理会社について、対象となる従属業務に「担保の目的となっている財産の換価・処
分」を追加され、動産担保の評価・管理・換価プロセスを銀行グループに内製化することが可能となった。これに加えて、親銀
行等が法人向けの貸付等を行う際に、「銀行等の子会社が担保取得し、当該担保対象財産の市場価格もしくは処分価格等
の範囲内で、親銀行等に保証等を行う業務」が追加されれば、更なるABLの普及が見込まれる。
　
【制度の現状(現行規制の概要等)】
銀行及び銀行持株会社は、子会社対象会社以外の会社を子会社としてはならない。（銀行法第16条の2、52条の23、同法施
行規則第17条の2、第17条の3、第34条の16）貸付金担保の評価等に係る子会社対象会社として、担保評価・管理会社（他の
事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となっている財
産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務を行なう会社）が認められている。（銀行法施行規則第17条の3第
1項第10号、第34条の16第3項第10号）
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166 4月12日 5月2日


デビットカードを
活用したキャッ
シュアウトサー
ビスにおける規
制の明確化


キャッシュアウトサービスを提供するにあたり、銀行法第12条の2第2項に定める「その他の健全かつ適切な運営を確保する
ための措置」の一環として、銀行法施行規則の改正により、デビットカードによるキャッシュアウトサービスを実施するに当たっ
て加盟店銀行（加盟店と契約する幹事金融機関）が取るべき措置及び加盟店銀行が加盟店に対して求めるべき措置を規定
して、その実施方法の明確化をはかることをお願いしたい。＜具体的な規制内容（案）＞加盟店銀行が直接加盟店を管理、
直接加盟店を通じて間接加盟店（直接加盟店と契約する加盟店）を管理する。上記管理において、情報セキュリティ体制を確
保させるため、日本電子決済推進機構が策定した「キャッシュアウトガイドライン」を遵守させる。加盟店銀行が定める取扱金
額の上限の範囲内で各加盟店が取扱の上限金額を決める。キャッシュアウトサービスの提供に必要な体制を確保するよう加
盟店銀行が指導する。加盟店に対して、キャッシュアウトする金額を顧客とともに確認するよう指導する。
【要望理由】
欧米等では一般的なサービスとして提供されているキャッシュアウトサービスについて、現状わが国では法的な整理が明確
ではないこともあり、当該サービスが提供されていない。現在、加盟店からキャッシュアウトサービスを行いたいとの要望があ
り、具体的にサービス開始に向けて検討中の状況。加盟店にとっては、デビットカードのショッピングの利用に付随して少額の
現金を手渡すことが可能となり、来店者の利便性が向上する。利用者の面からも、当行が過去に実施したアンケート（サンプ
ル数500名）において、キャッシュアウトサービスの利用意向を確認したところ、約50%の人が「利用したい/便利だと思う」と回
答しており、顧客の利用意向も相応にある。加盟店・利用者双方において高いニーズが確認できることから、銀行法施行規則
の規制の下で、本サービスの提供を可能とした。
【制度の現状(現行規制の概要等)】
現在、デビットカード（J-Debit）を活用したキャッシュアウトサービス（加盟店店頭にて現金が受取れるサービス）については、
法的な整理が必ずしも明確ではなく、わが国においては、サービスの提供がなされていない。


都銀懇話会
金
融
庁
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167 4月12日 5月2日


提携教育ローン
に対する改正割
賦販売法の適
用の見直し


提携教育ローンを改正割賦販売法の規制の対象外とするよう法改正について要望願いたい。


【要望理由】
法令対応として、提携教育ロ－ンについて従来の審査フロ－に変更を加えた結果、教育ロ－ンについては提携商品と非提携
商品で異なる審査フロ－となっており、提携教育ロ－ンの取扱いの少ない営業店においては、認識不足から誤った取扱いを
することによって法令違反となる懸念がある。また、苦情等発生等の提携先管理、指定信用情報機関への登録業務等におい
て、法令対応として特別対応が必用となっているおり、本対応は他の個人ロ－ン商品等への汎用性があるものではないた
め、数千万円単位のシステム開発等のコストを含め負担度の高い対応が必要となっている。


【制度の現状(現行規制の概要等)】
提携教育ロ－ンについては、当行と提携先である学校との間に「密接な牽連関係」ありとして、改正割賦販売法の規制の対
象となっている。その結果、当行は「支払い可能見込額」の算出及び過剰与信防止についての義務を負い、提携教育ロ－ン
については審査フロ－の変更を実施し、また、指定信用情報機関CICに個人信用情報の照会を実施すると共に当行個人信
用情報の提供を行う等の法令対応を行っている。


都銀懇話会


経
済
産
業
省


168 4月12日 5月2日


「特定融資枠契
約に関する法
律」が対象とす
る融資契約の
範囲等の弾力
化


借手の属性に関らず、借手保護の必要性がないことが融資契約から明らかである場合について、本法の対象とする。本法の
適用対象の手数料が、当該特定融資枠契約に係る変更手数料等を含むことが明確になるよう措置。


【要望理由】
コミットメントライン契約は、借主の機動的な資金調達を可能とする有用な手段であるところ、借手保護の観点から、適格借入
人は、一定の契約交渉力を有する大会社等や一定のSPCに限定されている。
その趣旨に鑑みれば、例えば、近年ニーズが拡大しているコンストラクション・ローン（開発・建設型ファイナンス）のように、引
き出しの予定時期及び金額を予め示して一定金額までの融資を約する契約などは、顧客の依頼に基づく契約であることが明
らかであるため、圧力販売等の懸念がない。このように、借手保護の必要性のないことが明らかなものについては、借手の属
性に係らず本法の対象とすることが適当である（コンストラクション・ローンの事例では、不必要な手数料を課すために銀行が
コミットメントライン契約を押し付けるのではなく、顧客側の都合により、建設・建造時期等に合わせて融資時期を設定するた
めに同契約を選択）。また、手数料に係る第3条の文言では、本法の対象がコミットメント手数料に限定されると解釈されうると
ころ、契約の変更等に係る手数料のような関連する手数料についても、権利付与の対価である点は同様であることから、この
点を明確化する必要がある。


【制度の現状(現行規制の概要等)】
特定融資枠契約に関する法律の適用対象（以下、適格借入人）は借り手の属性により限定されている。特定融資枠契約に関
する法律に基づき、出資法等の適用除外となる手数料は、コミットメントライン契約に係る手数料とされている（当該契約の変
更等に係る手数料を含むかが不明確）。


都銀懇話会
金
融
庁


法
務
省
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169 4月12日 5月2日
銀行法上の特
定子会社の業
務範囲の拡大


近年、ベンチャー企業や事業再生の資金調達について、投資主体の多様なニーズを満たすための組合形態でのスキーム
アップが増加していることを踏まえ、銀行の特定子会社の業務範囲に銀行法施行規則第17条の3第14号の2に掲げる業務を
追加すること等によって、特定資産（株式・社債の他、劣後ローン等の金銭債権を含む）の保有を行い、かつ当該資産を対象
とするＧＰ業務を兼営することを許容されたい。


都銀懇話会
金
融
庁


銀行法上の特
定子会社の業
務範囲の拡大


【要望理由】
現在、銀行の関連法人等（投資先は財務会計上非連結であり業務範囲規制の対象外）が行っている出資業務においては、
投資主体の多様なニーズを満たす等の観点から、組合形態でスキームアップされることが多くなっている。その際、当該関連
法人等がLP出資にとどまらず、GP出資を行うことが、他の投資主体による出資の円滑な実施、ひいては投資先企業の円滑
な資金調達に資するものと考えられ、当該関連法人等としても、自らがGP出資を行うことにより、出資業務に伴うリターンの
大化を図っているところ。また、同一の主体においてGP業務を兼営することは、経営資源の効率的な活用の観点からも経済
合理性があると考えられる。従来より国内のLP出資者として大きな役割を果たしている銀行は、今後、厳しい自己資本規制
に晒されることを余儀なくされており、今後も銀行の子会社である特定子会社が、継続して出資業務を円滑に行っていく（事業
会社への資本制資金の提供者としての役割を果たしていく）観点からも、上記スキームにおいて、関連会社等と同様に、特定
子会社がGP業務に従事し、リターンの多様化・ 大化を図ることが必要不可欠と考えられる。また、日本版LLPを念頭に置い
た場合、今後上記スキームの「共同事業性」という側面が強くなっていくものと想定され、事業会社・コンサルティング会社・会
計事務所・税理士法人等の様々なLP出資者を迎え、各LPが有する専門性や知見等を利用していくことにより、投資先事業の
育成や再生への貢献度を高めていけるものと考えられる。こうした高い専門性を有する優良なLP出資者を広く募っていく上
で、銀行の特定子会社がフィナンシャルな面だけでなく、GPとしてファンドを統括し安定性を提供することは、極めて有意義で
あると考えられる。
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169 4月12日 5月2日
銀行法上の特
定子会社の業
務範囲の拡大


【制度の現状(現行規制の概要等)】
銀行法上、特定子会社（銀行法第16条の2第1項第12号）を通じた企業の議決権保有については、同法第16条の3（銀行等に
よる議決権の取得等の制限）の規制を適用しないこととされている（同法第16条の3第7項）。当該特定子会社は、「銀行法施
行規則第17条の3第2項第12号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を専ら営む会社」とされており、同12号に定める業務
は、資金の貸付、株式・新株予約権・社債の直接取得、左記業務を行うことを目的とする任意組合契約又は投資事業有限責
任組合契約の締結とされている。（銀行法施行規則第17条の2第8項）金融商品取引法改正に係る「コメントの概要及びコメン
トに対する金融庁の考え方」(平成19年7月31日、637頁)においては、（株式又は社債以外の）「金銭債権の取得を目的とする
組合の業務執行者等」になることは、銀行法施行規則第17条の3第2項第12号ではなく、同条同項第14の2号に基づく業務と
されている。


都銀懇話会
金
融
庁


170 4月12日 5月2日


サービサーが取
扱い可能な「特
定金銭債権」の
範囲の拡大


サービサーが取扱可能である「特定金銭債権」の範囲拡大（手形割引に基づく手形買戻請求権、各種手数料債権、貸付契約
に付随して締結された金融デリバティブ取引契約に基づく債権等）。


【要望理由】
現状のままでは、サービサーを 大限活用することができず、銀行業界全体として非効率。本要望が実現することにより、銀
行債権をサービサーへ委託するための障壁がミニマイズされ、銀行業界・サービサー業界双方の活性化に繋がる。


【制度の現状(現行規制の概要等)】
「債権管理回収業に関する特別措置法」（「サービサー法」）の規定上、サービサーが取扱可能である「特定金銭債権」の範囲
が限定的なため、銀行の希望通りサービサーへの委託が出来ないケースがある。


都銀懇話会
法
務
省
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171 4月12日 5月2日
ファクタリング業
務に係る規制
緩和


債権管理回収業に関する特別措置法（サービサー法）第2条に定める「特定金銭債権」 （15号のファクタリング債権関係等）
に、保証ファクタリング業務の保証履行債権を加える。


【要望理由】
ファクタリング業務は、銀行法第10条第2項に定める付随業務の一つとして、都市銀行においては関連ファクタリング会社を通
じて提供されており、近年においては、一括決済方式などを通じて、喫緊の課題である中小企業金融の円滑化にも貢献して
いる。ファクタリング会社が取扱う保証ファクタリング業務の保証履行債権が特定金銭債権に含まれれば、ファクタリング会社
の保証サービス業務が拡大し、更なる中小企業金融の円滑化に資するとともに、中小企業の回収業務の効率化（回収業務
のアウトソーシング）が一層促進される。


【制度の現状(現行規制の概要等)】
「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に定める「特定金銭債権」の範囲は、金融機関等が保有する貸付債
権等が限定列挙されているが、ファクタリング会社が取り扱う保証ファクタリング業務の保証履行債権が含まれていない。


都銀懇話会
法
務
省


172 4月12日 5月2日


銀行代理業の
許可要件等に
関する規制緩
和


「規格化された貸付商品」に係る金額の上限（1,000万円）を撤廃。「規格化された貸付商品」以外の取扱いを解禁。特に、「債
権買取」「手形の割引」を要望。銀行代理業務を行う営業所ごとの実務経験者の配備を不要とする。銀行代理業者が銀行代
理業において預金を取り扱わない場合、「預金等との誤認防止」の措置は不要とする。許可申請書の記載内容/対象を限定
する（例えば、銀行代理業者の子法人等・親法人等・親法人等の子法人等の「代表者」の記載を不要とする/報告対象会社の
範囲を銀行代理業者の子法人等・親法人等までとする、海外企業は対象外とする、など）と共に、届出時限を見直す（例え
ば、2週間以内の届出必要を廃止とし、銀行及び銀行持株会社が別途求められている経営実態報告の報告サイクルに合わ
せるなど）。貸付等を主たる業務とする者（貸金業者・クレジット業者・保証業者）が銀行代理業者である場合において、当該
銀行代理業者に認められる消費者向けの資金の貸付等に係る契約締結の代理･媒介業務の要件の一つである「規格化され
た貸付商品で、かつ、貸付資金で購入する物件等を担保として行う貸付」のうち、「貸付資金で購入する物件等を担保として
行う」旨の規定（施行規則第34条の37第6号ニ(1)）を廃止し、教育ローン等の無担保ローン貸付の媒介を認める。


都銀懇話会
金
融
庁
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172 4月12日 5月2日


銀行代理業の
許可要件等に
関する規制緩
和


【要望理由】
上限額の設定や取扱商品の制限により、借り手の資金調達ニーズに十分に対応することが困難になり、利用者利便の向上
という制度改正の趣旨に反して、利用者の利便性が損なわれることになる。?銀行代理店が契約の締結に係る審査に関与し
ない場合の融資の媒介であれば、代理業者の恣意が働きにくいことから、「規格化された商品」への制限や金額上限、物件
担保要件を撤廃することによる弊害は小さいと考えられる。仮に、代理業務の内容が規格化された貸付商品の単なる媒介又
は銀行代理店が契約の締結に係る審査に関与しない場合の融資の媒介に止まるのであれば、法令等の遵守や顧客保護の
徹底を図る上で、営業所ごとに実務者を配備することは過剰。他法令(証券取引法、信託兼営法、保険業法等)と比較しても過
剰規制となっている。?銀行代理業者が銀行代理業において預金を取り扱わない場合は、預金等とは誤認しえないため「預金
等との誤認防止」の措置を行う場合を限定すべき。届出時限・内容とも、銀行及び銀行持株会社が別途求められている類似
報告（銀行法第24条/52条に基づく「経営実態報告」：子法人等を含む銀行グループ各社の状況を定期的に報告）以上に厳し
く、（経営実態報告の報告時限は半年ごとであり、代表者名については記載が求められていない）、加えて、変更役員等につ
いては、各々履歴書、住民票等を添付することとなっているなど過剰感が極めて大きい。更に、届出対象に数十・数百といっ
た多数の企業を要する大企業グループが含まれている場合には、銀行代理業者が2週間以内に変更の届出を行うことは、実
務的な観点からは事実上対応が不可能であり、銀行代理業制度の利用を促進する上でも、届出手続の見直しを図ることが
有効と考える。


都銀懇話会
金
融
庁


銀行代理業の
許可要件等に
関する規制緩
和


【制度の現状(現行規制の概要等)】
一般の事業会社等が、銀行代理業者として事業用資金の代理・媒介を行うことが認められるのは、「規格化された貸付商品
であって、その契約の締結に係る審査に関与しない場合」に限定されており、その上限額は一千万円とされている。貸付等を
主たる業務とする者（貸金業者・クレジット業者・保証業者）が銀行代理業者である場合は、当該銀行代理業者の銀行代理業
務のうち、消費者向けの資金の貸付等に係る契約締結の代理・媒介業務については、「預金等担保貸付」と「規格化された貸
付商品で、かつ、貸付資金で購入する物件等を担保として行う貸付」に限定されている。
?銀行代理業務を行う各営業拠点及び銀行代理業務を統括する部署に実務経験者（資金の貸付業務に一年以上従事した者
又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者）の配備が必要とされている。
?銀行代理業者が、金融商品の販売またはその代理若しくは媒介を行う際に「預金等との誤認防止」の措置を講じる必要があ
るとされている。
?銀行代理業者は、許可申請書の記載事項に変更がある場合、内閣総理大臣に対し、2週間以内に届出を行わなければなら
ない。許可申請書には、銀行代理業者の親法人等の子法人等の商号、所在地、代表者名等の記載が必要とされている。
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173 4月12日 5月2日


銀行等が貸金
業者から譲受け
た貸付債権に
係る貸金業法
の適用除外


貸金業法第24条の規制の適用対象から、(1)銀行等、(2)預金保険法第2条に定める金融機関から会社分割等によって設立さ
れた子会社が保有する「会社分割等の際に当該金融機関から承継した債権」及び「当該債権の債務者に対する会社分割等
の後に発生した債権」を譲渡する場合を除く。


【要望理由】
銀行は銀行法の規定に基づき貸付業務を実施し、金融庁の検査･監督も受けている。この中で、契約内容等に関する顧客説
明についても対応しているところ。銀行が保有する貸付債権について貸金業法の規制が重複して適用されることは明らかに
過剰であり、実務的な負担も大きい。また、債権者は同じ銀行であるにも関わらず、一部の貸付債権についてのみ書面交付
等の取扱いが異なることについて、債務者、保証人への説明も困難である。業態を超える再編や提携が進行する中、今後、
銀行が貸金業者から貸付債権を譲受けるケースの拡大が見込まれることから、本規定の適用対象から銀行を除外するよう
要望する。また、貸出債権流動化市場の活発化を促すには、債務者保護に適切な配慮がなされている場合について通知を
不要とすることが必要。こうした見地より、預金保険法第2条に定める金融機関から会社分割等によって設立された子会社が
保有する債権を譲渡する場合については、通知を不要とすべき。
【制度の現状(現行規制の概要等)】
銀行が貸金業者から譲受けた貸付債権については、貸金業法第24条により、同法に基づく規制（注）が適用されている。
（注）貸金業法に基づく主な規制内容。貸金業者の貸付に係る契約に基づく貸金債権を譲受した者は、当該債権の債務者に
対して契約内容を明らかにする書面を交付しなければならない。契約書面の交付（貸付にかかる契約（含む変更契約）・保証
契約締結前後に保証人などに､多岐に亘る項目を記載した文書を交付しなければならない規制）。受取証書の交付（債権の
全部又は一部について返済を受けた際に都度、受取証書（課税文書）を交付しなければならない規制）。債権証書の返還（完
済した場合は必ず返済者に債権証書を返還しなければならない規制）


都銀懇話会
金
融
庁


174 4月12日 5月2日
国立大学の資
金調達に関する
独立性推進


〇民間金融機関からの資金調達の際には「文部科学省の認可」が必要だが、事後報告（年度決算のタイミングなど）を可とす
る改変を検討いただきたい。長短いずれの借入に際しても文科省の認可が必要であるが、その結果、借入実行迄時間を要
する。（｢国立大学法人法施行規則｣第22条、第23条、｢国立大学法人法施行令｣第11条）○「長期借入金」および前出の「セン
ター債務負担金」で財政投融資をベースとするものに関しては、借り換え（繰上償還）の際に発生する補償金の免除を許容い
ただきたい。地方公共団体で認められているような「補償金免除繰上償還」と同等の扱いを求めるもの。


【要望理由】
国立大学法人の調達ソースの多様化、ニーズに基づいた民間からの貸出機会の創造に繋がる。
【制度の現状(現行規制の概要等)】
国立大学は民間からの借入調達は制度上可能であるが、手続きに手間と時間を要する。国立大学は「国立大学財務・経営
センター（独立行政法人）」より資金調達を行っているが、期限前償還に関する制約が多い。


都銀懇話会


文
部
科
学
省
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175 4月12日 5月2日


不動産投資顧
問業者等の資
産運用アドバイ
ス業者の銀行
による子会社化
の解禁


不動産等に係る投資に関し助言を行う業務の銀行の子会社の業務範囲への追加。


【要望理由】
銀行は、不動産を運用対象とする投資法人（いわゆるJ-REIT）に係る投資法人資産運用業を営む投資信託委託業者を子会
社とすることができるが、「不動産等特定資産に係る投資に関し助言を行う業務」（以下、特定資産助言業）を兼業した場合
は、子会社とすることができない。金融資産を対象とする総合的な運用アドバイス業務については、既に銀行に解禁されてい
るところであるが、金融資産とそれ以外の資産を総合的に比較・検討して運用を行う投資家も相応に多いと考えられる。銀行
の子会社による本業務の取り扱いを許容することにより、総合的な資産運用に係るアドバイザリー・サービスの提供を促進す
ることが、利用者利便の向上の観点から適当と考えられる。


【制度の現状(現行規制の概要等)】
銀行の子会社の業務範囲は銀行法第16条の2第1項各号及び銀行法施行規則第17条の3に列挙される業務　に限られ、不
動産投資顧問業者等の資産運用アドバイス業者（有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律に定められる投資顧
問業者を除く）を子会社にすることはできない。主要行等向けの総合的な監督指針(V-3-3-1(2)(3)ロ)により、銀行の子会社が
営む投資顧問業務において、その投資助言の対象に不動産を含むことができない。


都銀懇話会
金
融
庁


176 4月12日 5月2日


従属業務を営
む子会社の収
入依存度規制
の緩和


「銀行からの収入条項」を廃止すること。（平成14年3月29日付金融庁告示第34号第2条第１項2号の削除）


【要望理由】
銀行等の従属業務を営む会社の基準としては、総収入条項があれば、親銀行等からの収入の有無に関わりなく、広く一般の
会社からの収入を得て従属業務を行うことを防止するのに十分であり、銀行から１円でも収入があればよいという実質的に意
味のない条項は不要。事業の効率性を阻害する懸念有り。


【制度の現状(現行規制の概要等)】
銀行持株会社又は銀行の従属業務を営む子会社等は、銀行又はその子会社からの収入を総収入の半分以上とすること（総
収入条項）に加え、各事業年度においてその営む各々の従属業務について当該銀行持株会社の子銀行からの収入があるこ
とが要件として定められている。


都銀懇話会
金
融
庁
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177 4月12日 5月2日


リース業務の高
度化・多様化等
に対応した規制
見直し


【具体的要望内容】
銀行及び銀行持株会社の子会社等の中古物品売買及びメンテナンス業務を行う際の収入制限の見直し。「中古物件売買等
業務収入がリース業務収入を上回らないこと」の判定についてリース業務を営む会社の子会社が、実質的にリース業務を営
む会社の一部門と判断される場合は、リース業務の有無に関わらず当該子会社をリース会社集団に属する会社として判断
する。金融監督庁・大蔵省告示第九号第2条第2項「リース業務を営む会社が～に属するそれぞれの会社に係る」を「リース業
務を営む会社が属するリース会社集団に係る」に変更する。同告示第九号第2条第2項第2号を撤廃する。同告示第九号第3
条第7号の「（リース業務を営む場合に限る）」を「リース業務を営む場合又はリース業務を営む会社の子会社に限る」に変更
する。債務者のデフォルト等に伴う物件売却等の処分を実施するまでの間に限り、銀行の「自己競落会社」と同様、他業禁止
の観点から、本件に係る業務を(1)リース債権等の回収と(2)不動産の保有・管理及び売却に限定する等の措置を講じた上
で、リース子会社が新たに第三者と賃貸借契約を締結することを許容すること。


都銀懇話会
金
融
庁


リース業務の高
度化・多様化等
に対応した規制
見直し


【要望理由】
中古物件の売却及びメンテナンス業務は、銀行持株会社の子会社等に解禁されたが、リース業務を行う会社に限定されてお
り、リース会社集団内の機能分担、業務効率化の制約要因となっている。現状では、空室が発生してもリース会社が直接新
たなテナントと賃貸契約を締結できないことから、デフォルトしたユーザーを前面に立てた貌での管理を余儀なくされている。
一方、ユーザーがデフォルトしたままの状態で対テナントの前面に出ていると、物件の保守管理や処分、賃貸条件の変更、デ
フォルト物件に居ることによるイメージ低下や、空室増加によりﾋﾞﾙが寂れていくことを不安に感じ、退去するテナントがある。
この結果、テナントにコスト負担が発生する上、物件の処分価格は市場実勢より低くなり、債権回収の早期 大化を図ること
も困難となる。リース会社が新たなテナントと直接賃貸契約を締結することを認められると、テナントにとっては不安を払拭で
き、移転コストをかけることなく従来通りの業務が可能となり、かつ市場実勢に即した価格にて早期処分することが可能となる
ことから、リース会社にとっても損失を極小化することにも繋がり、リース子会社の経営の健全性にも資することとなる。本業
務内容は、既に銀行持株会社及び銀行の自己競落会社に認められた業務であり、リース子会社の場合、与信対象不動産の
所有者であるリース子会社が上記自己競落会社の役割を担っていることを踏まえれば、本業務の許容は、財務の健全性維
持やリスク管理の観点から適切と考えられ、且つ特段の弊害もないと考えられる。なお、「不動産賃貸業」とみなされないため
には、以下の措置で対応可能と思料。本件に係る業務は以下に限定。自社の貸出金およびリース債権等の回収のために行
なう担保不動産もしくはリース対象不動産の取得・保有・管理及び売却。業務遂行に当たっては、監督指針V-3-3-2-(2)に記
載の事項に準じるとともに、適切な早期処理を行なうための部署、担当者を明確にし、対象不動産毎に収支・損益の分別管
理を行うこととする。
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177 4月12日 41396


リース業務の高
度化・多様化等
に対応した規制
見直し


【制度の現状(現行規制の概要等)】銀行持株会社の子会社等の中古物品販売業務及びメンテナンス業務に係る収入制限。
リース業務を営む会社に限り、中古物品売買及びメンテナンス業務が解禁されており、他の非銀行系リース会社が持つよう
な専業子会社は認められていない。不動産リースのユーザーデフォルト時の物件賃貸に係る制限。リース子会社における不
動産に係る業務については、主要行等に係る監督指針において「不動産を対象としたリース契約に当たっては、融資と同様
の形態（いわゆるファイナンスリース）に限ることとし、一般向け不動産業務等の子会社対象会社が営むことができる業務以
外の業務を行うことは出来ない」とされている。一方、債務者のデフォルト等に伴い物件売却等の処分を実施するまでの間、
デフォルトした債務者と第三者との契約の範囲内でリース子会社がその第三者と直接賃貸借契約を締結する行為について
は、リース業に付帯する業務として、リース業を行う銀行子会社が行うことが可能なケースもあるとの金融庁見解を得ている。
また、主要行等に係る監督指針において「いわゆる自己競落会社の取扱い」について、当該会社には取得した不動産の価値
向上のための有効活用に努める旨の記載があるが、リース子会社自身が不動産所有者として同様の機能を持つことについ
ては明示されていない。


都銀懇話会
金
融
庁


178 4月12日 5月2日


銀行法上の特
例子会社の商
品に関する特定
業務対象範囲
の見直し


銀行法第52条の23の2及び銀行法施行規則第34条の19の3における「商品の売買」を、「商品の売買又はその媒介、取次ぎ
若しくは代理」とし、商品の売買の媒介、取次ぎ又は代理を明示的に認めていただきたい。


都銀懇話会
金
融
庁
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178 4月12日 5月2日


銀行法上の特
例子会社の商
品に関する特定
業務対象範囲
の見直し


【要望理由】
商品デリバティブ業務において、わが国金融機関の国際競争力を確保し、かつ、関連リスクを 小限に抑制するため、商品
の売買だけではなく、その媒介、取次ぎ又は代理を行うことも有効であり、かかる業務を特例子会社対象業務として認めてい
ただく必要があるため。その詳細は以下のとおり。平成19年12月に取りまとめられた金融審議会金融分科会第二部会報告
（以下、第二部会報告）において、「米国においては、金融持株会社（FHC）傘下の銀行の兄弟会社が、商品デリバティブの補
完的業務との位置付けで、リスク管理上の一定の制約の下、商品の現物取引を許容されている事例があり、我が国金融機
関の国際競争力の確保等の観点から、商品取引を銀行グループに一切認めないことは適当とは考え難い。」と述べられてい
る。これを受け、改正銀行法施行規則では、商品の売買が、一定の条件のもとに銀行持株会社の子会社の業務として認可対
象とされた。しかし、売買の媒介、取次ぎ又は代理は、認可対象として明示されていない。他方、第二部会報告の中では、商
品の現物取引を銀行グループの業務として認める場合には、上記のとおり、現行制度において、「一般に商品の現物の売買
は、物を保有することによるリスクを伴い、本来的銀行・保険業務とその性質やリスクに親近性・同質性が認められないことを
踏まえ、他業禁止の趣旨の徹底を図るとの考え方に基づくもの」であることからこれを認めてこなかった点にも十分留意する
必要がある旨の指摘がなされている。この点については、商品の売買の媒介、取次ぎ又は代理は、商品の売買よりも、商品
現物を保有することがない以上、商品の現物取引に関与することに伴う特有のリスクは低いといえ、商品の売買を認めること
に比べ、そのリスクは低く他業禁止の趣旨からすればその許容性はむしろ高いといえる。わが国金融機関が、今後、新たに
特例子会社を設置していくにあたり、商品の保有に伴うリスクを低減しつつ、かつ商品の運搬等にかかるリスクを負うことな
く、当該業務のノウハウを蓄積していくためにも、商品の売買そのものだけでなく、相対的にリスクの低い商品売買の媒介、取
次ぎ又は代理を行うことも有効な手段になりうるものである。なお、現行規制に従って、持株特定子会社を介在させた売買取
引を行う方法により売買の媒介を代替することはある程度可能であると考えられるが、その場合は現物保有リスクや市場リス
クを全面的に負うこととなり、想定以上のリスクを抱える可能性もある。そのため、こうしたリスクの抑制には、商品売買の媒
介、取次ぎ又は代理についても認可対象として明示していただくことが必要であるものと考えられる。


都銀懇話会
金
融
庁


銀行法上の特
例子会社の商
品に関する特定
業務対象範囲
の見直し


【制度の現状(現行規制の概要等)】
銀行法第52条の23の2第2項及び銀行法施行規則第34条の19の3において規定される特例子会社対象業務（持株特定子会
社の対象業務）では、一定の（銀行法第10条の2の14に規定される）商品の売買は認められているが、その媒介、取次ぎ又は
代理に関する記載がない。


115







規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


179 4月12日 5月2日


外貨定期預金
（1年物）の自動
継続時における
「同一内容の特
例」適用範囲の
見直し


外貨定期預金（1年物）について、以下のケースで物理的に暦年ベースで1年を超えるケースでも、「同一内容の特例」を適用
し、法定書面の交付省略の許容。?期間応当日が休日（海外の休日を含む）の場合に翌銀行営業日を満期日とする取扱い。
月末営業日が預入（継続）日の場合で、期間応当月の月末営業日を満期日とする取扱い。


【要望理由】
預入期間1年物の外貨定期預金について、技術的なシステム仕様から預入期間が暦年ベースで1年を数日超える可能性が
あるが、数日超えることによる顧客のリスク度合いは変わらず顧客保護の観点からも問題ない。また、1年を数日超えることに
より法定書面を送付することについて、却って顧客からの苦情（紙面や郵便代の無駄）も散見される。【制度の現状(現行規制
の概要等)】過去1年以内に「同一の内容」の特定預金等契約について契約締結前交付書面を交付している場合は、改めて契
約締結前交付書面を交付する必要はない。また、特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契
約と同一の内容の特定預金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合にも、改めて契約締結時交付書面を交
付する必要はない。ここでいう「1年以内」について、パブリックコメント（「金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等」
に対するパブリックコメントの結果等について（平成19年7月31日）P624-16）では「暦年ベースで1年を超える場合には、同一
内容の特例は適用されない」とある。


都銀懇話会
金
融
庁


180 4月12日 5月2日
都銀等による信
託業務に係る
規制緩和


不動産売買の媒介、貸借の媒介・代理等の不動産関連業務等を、都銀本体、信託銀行子会社、信託代理店に解禁。


【要望理由】
一部の信託兼営金融機関は不動産業務を行っており、これらの金融機関においてこの業務により経営の健全性が損なわれ
ている状況にもなく、都銀本体、信託銀行子会社および信託代理店に対して、併営業務の一部を制限することの理論的根拠
は不明確。顧客財産の総合運用管理サービスの充実を通じた顧客利便性の一段の向上のためには、不動産関連業務を含
めた信託業務の解禁が不可欠。都銀等の健全なプレーヤーの参入により、不動産市場の活性化、健全化が期待でき、ひい
ては日本経済の発展に寄与することが期待できる。金融機関の財務及び業務の健全性確保については、バーゼルIIに基づく
適切なオペレーショナルリスクの管理等により達成可能（媒介等のみであり、不動産自体を自らのB/S上に保有することはな
い）。取り扱い対象を、一定規模を超えるもので、かつ銀行業務に関連する案件に限定することにより既存の不動産業者の事
業基盤の侵害を 小限とすることは可能。
　
【制度の現状(現行規制の概要等)】
現状、都銀本体、信託銀行子会社、信託代理店は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」により、併営業務の一部
である不動産売買・仲介等の不動産関連業務を行うことができない。


都銀懇話会
金
融
庁
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181 4月12日 5月2日


「銀行等の株式
等の保有の制
限等に関する法
律」に基づいて
作成する株式
等保有状況の
基準日見直し


株式保有残高が資本額を相応に下回っている（例えば50%以下など）銀行（銀行持株会社）においては、「決算状表」の「5.株
式等保有状況」の作成基準日を本決算時の年1回とする。
【要望理由】
本規制は、銀行等の株式保有を制限するとともに、銀行等の株式の処分を促進し、以って銀行等の財務健全性を確保するこ
とを目的としているとの認識。然乍、制定時と比べ、銀行等の資本（Tier1）対比株式保有残高は相応規模に削減が進捗して
おり、現在では資本（Tier1）額を大きく下回っている状況。斯かる状況に鑑みれば、株式保有残高を資本（Tier1）の範囲内に
収めるとの規制の意義は相対的に低下しており、株式等保有状況の報告頻度の削減が妥当であると考えられる。
【制度の現状(現行規制の概要等)】
「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律」において、銀行（銀行持株会社）は公開企業が発行する株式等の保有残
高を、子会社・関連会社分を合算して※1、資本（Tier１）※2の範囲内に収めなくてはならないと定められている。銀行（銀行持
株会社）は半期毎に金融庁に提出する「決算状況表」の「5.株式等保有状況」を以って、株式保有残高並びに保有制限遵守
状況を同庁へ報告している。※1；証券会社等（特定子会社）の保有残高を除き、関連会社保有分は持分比率相当分を合算。
※2；Tier1から特定子会社の資本を控除し、関連会社の自己資本は持分比率相当分を合算。


都銀懇話会
金
融
庁


182 4月12日 5月2日


「大量保有報
告」変更報告書
提出対象事由
の緩和


合算株券等保有割合が5%以下となる変更報告書を提出（任意を除く）していれば、以降の変更報告書提出を免除頂きたい。


【要望理由】
金商法第27条の23第1項において、株券等保有割合が5%を超えたものを「大量保有者」と規定。5%以下となった時点で当該保
有者は「大量保有者」でなく、大量保有報告制度の趣旨（「大量保有者」の株券等保有状況の開示義務）に照らせば、変更報
告書の提出は不要とすることが適当であると考えられる。
　
【制度の現状(現行規制の概要等)】
「重要な事項の変更に伴う変更報告書」もしくは「単体株券等保有割合が1%以上増減したことによる変更報告書」（いずれの
場合も合算株券等保有割合は1%以上減少せず）を提出した際、当該報告書に記載された合算株券等保有割合が5%以下と
なっていても、引き続き変更報告書の提出が義務付けられている（極端なケースでは、合算株券等保有割合が1%未満の変更
報告書を提出する可能性あり）。


都銀懇話会
金
融
庁
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183 4月12日 5月2日


基準議決権数
超過保有に係
る申請手続の
簡素化


銀行又は銀行持株会社が基準議決権数を超えて議決権を保有する場合について、一定の要件を満たした場合において、金
融庁及び公正取引委員会あて「届出」を行うことにより、両所管庁の承認又は認可を取得したこととみなすものとして頂きた
い。


【要望理由】
実務上、担保権の実行や会社の自己株式取得等により、基準議決権数の超過に至るケースが少なからずあるなか、当該会
社の株式が未上場又は銀行が当該会社のインサイダー情報を有しているなど、規制期間内での議決権譲渡が相当困難又
は事実上不可能な場合がある。こうした場合においても、銀行法第16条の3及び占禁止法第11条による金融庁及び公正取引
委員会に対する申請が必要とされるため、実質的な意味をもたない審査プロセスを経ることとなっている。また、平成24年7月
に閣議決定・公表された日本再生戦略において、新たな金融手法としてDES等の活用が掲げられているなか、今後、基準議
決権数超過保有に係る金融庁及び公正取引委員会に対する申請事務が増加していくことも考えられ、こうしたプロセスの改
善が望まれる状況にある。このため、一定の要件（例えば、当該会社の株式が未上場、もしくは当該会社のインサイダー情報
を有しているなど、短期間での議決権譲渡が困難な場合、または、当該会社の経営改善計画が策定されている場合等）を満
たすことを前提とし、届出をしたことをもって両所管庁の承認又は認可を取得したこととみなすことによって、議決権規制に係
る事務の合理化を図るものである。
【制度の現状(現行規制の概要等)】
銀行法及び独占禁止法上、銀行は会社の議決権の5%超（銀行持株会社においては15%超）の保有が禁止されており、取得・
保有した日より一年を超えて保有する場合は、あらかじめ金融庁の承認及び公正取引委員会の認可を受ける必要がある。た
だし、デット・エクイティ・スワップ（DES）による場合（当該会社の経営改善計画に基づくものに限る）は、主要行等向けの総合
的な監督指針V-3-4において、「銀行法第16条の3第3項に定める承認の条件である当該議決権のうち基準議決権数を超え
る部分の議決権を『速やかに処分すること』とは『遅くとも当該会社の経営改善のための計画終了後速やかに処分すること』と
の趣旨であること」とされている。


都銀懇話会


 
 
 


公
正
取
引
委
員
会


 
 
 


金
融
庁


118







規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


184 4月12日 5月2日


銀行代理業者
の子法人等に
関わる変更届
出書に関する規
制緩和


銀行代理業者からの届出を要する法人等の範囲およびその内容の限定。財務省関東財務局への報告期限の延長（報告期
限の1ヶ月間等への変更）


【要望理由】
本届出は、銀行法第52条の39第1項に基づく届出として、届出の内容を十分精査し、当該届出が法令に違反することとならな
いか、業務運営の適切性、健全性に問題が生じることとならないか等についての確認に供される。具体的には、親法人等お
よびその子法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名または名称および業務の種類につ
いて、銀行代理業の許可の申請書の記載事項からの変更を届出させることにより、銀行代理業務における利用者保護を趣
旨としているものと解される。この点、銀行法施行規則34条32第2項に規定される親法人等の子法人の範囲は極めて広く、実
態において、利用者保護の観点から必ずしも重要度が高いとはいえないものも含まれると想定される（銀行代理業者よる(1)
預金又は定期積金等の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介、(2)資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契
約の締結の代理又は媒介、(3)為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を受けようとする利用者が、契約締結の検
討にあたり、親法人等の子会社等の全ての商号変更等に係る情報の提供が、利用者保護の観点から必須とはいえない場合
があると解される）。関東財務局宛には銀行代理業者が報告を行うが、その内容は所属銀行が週次等で情報を取り纏めた上
で銀行代理業者に情報提供をしており、所属銀行および銀行代理業者双方に相応の管理負担が発生している状況。特に、
特殊関係者を含む海外法人等における変更の把握については、報告・集計・確認等に相応の時間・負荷を要している。銀行
代理業における利用者保護の趣旨を鑑みた場合、その実態的なメリットに比して、所属銀行・銀行代理業者の管理負担が大
きいのが実態との認識。従って、届出を要する法人等の範囲およびその内容を銀行代理業の利用者保護に直接的な有効性
を有する範囲への限定（一定規模以下の親法人等の子法人等については届出対象外とする等）、また、変更届出期限の1ヶ
月間等への延長をお願いいたしたい。


都銀懇話会
金
融
庁


【制度の現状(現行規制の概要等)】
銀行代理業者は、銀行法および銀行法施行規則に基づき、親法人等の子法人等全てについて　(1)商号・社名、(2)主たる営
業所又は事務所の所在地、(3)代表者の氏名又は名称、(4)業務の種類に変更があった際は、財務省関東財務局への2週間
以内の報告を要する（「子法人等に係る変更届出書」として報告）。


119







規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


185 4月12日 7月9日


株式担保付シン
ジケートローン
債権の債権譲
渡時の振替手
続きの簡素化


新質権口座を開設することなく、既存質権口座において債権譲渡を実施した金融機関（以下、新規行）を追加すること（共有
者名義の変更）で完結させたいもの。（例）当初「A行、B行及びC行」が参加する株式担保付シンジケートローン案件で、今般
A行からD行に一部債権譲渡を実施。⇒既存質権口座（名義はA行、B行及びC行の連名）にD行を追加する共有者名義口座
の変更を実施することでD行の効力発生要件を充足させる。


【要望理由】
債権譲渡の度に新質権口座を開設することで口座開設の事務手間が発生すること。既存参加金融機関（以下、既存行）から
新質権口座開設の為に資格証明書等の本人確認資料を徴求しており、既存行の事務の手間がかかる為。
　
【制度の現状(現行規制の概要等)】
株式担保の効力発生要件は「振替」である。株式担保（※）付シンジケートローン債権を、他の金融機関宛に債権譲渡する
際、債権譲渡後の共有者名義の株式質権口座（以下、「新質権口座」という。）を新たに開設した上で既存の共有者名義の株
式質権口座（以下、「既存質権口座」という。）から「新質権口座」へ振替することにより対応している。　※共有者（シンジケー
ト団）名義の株式質権口座に振替し担保設定した株式担保をいう。


都銀懇話会
法
務
省


186 4月12日 5月2日


銀行（銀行持株
会社）の取締役
の兼職認可の
緩和


銀行（銀行持株会社）の常務に従事する取締役が、同一グループ内の持株会社、傘下銀行、子会社の常務に従事する場合
については、「届出」をもって「認可」を取得したことと看做すものとして頂きたい。


都銀懇話会
金
融
庁
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186 4月12日 5月2日


銀行（銀行持株
会社）の取締役
の兼職認可の
緩和


【要望理由】
銀行持株会社は、その子会社である銀行及び銀行法第52条の23第1項各号に掲げる会社の経営管理を行うこと並びにこれ
に附帯する業務のほか、他の業務を営むことはできないとされており、また、その業務を営むに当たっては、「その子会社であ
る銀行の業務の健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない」とされている。（銀行法第52条の21第1項・第2項）この
ように、銀行持株会社の取締役及び執行役が、当該銀行持株会社において、「子会社である銀行の業務の健全かつ適切な
運営を確保」するという職責を負っていることを踏まえれば、当該銀行持株会社の子法人等（子銀行および子銀行以外の子
法人等）の常務の兼務については、現行規制が求める「子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれが
ない」という条件を自動的に満たしていると考えられる。（換言すれば、当該条件を満たさないのであれば、銀行持株会社の
取締役又は執行役に就任することがそもそもできないと考えられる＜尚、就任に際しては届出が実施されている＞。）上記の
通り、銀行持株会社の取締役又は執行役が、その子銀行を含む子法人等の常務に従事する場合については、他の一般の
会社の常務に従事する場合とは異なり、子銀行の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないことを踏まえれば、他
の一般の会社の常務に従事する場合と同様に一律の事前認可取得を義務付けることは過剰である。グループ経営の中で
は、持株会社やグループ会社の取締役が、同一グループ内の他社の業務を兼職することは一般的に行われている。銀行
（銀行持株会社）においても、グループ内での兼職は、グループ経営上の 適な人材配置を検討した結果によるものであり、
相応の時間と手続が必要となる事前認可の取得は、機動的且つ柔軟な人材活用の妨げとなる。
【制度の現状(現行規制の概要等)】
銀行及び銀行持株会社の常務に従事する取締役（委員会設置会社にあっては執行役）は、内閣総理大臣の認可を受けた場
合を除くほか、他の会社の常務に従事してはならないとされている（銀行法第7条）。内閣総理大臣は、認可の申請があったと
きは、当該申請に係る事項が当該銀行及び当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を妨げる
おそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならないとされている（銀行法第52条の19）。


都銀懇話会
金
融
庁


187 4月12日 5月2日


臨時休業等に
おける業務の再
開に係る店頭
の掲示の緩和


銀行法施行規則第17条第4項第4号に規定される「休業期間が一営業日以内で、営業が速やかに再開されることが確実に見
込まれる場合」においては、公告のみならず、業務再開時の店頭掲示期間を業務再開当日とするべく、店頭掲示期間を見直
して頂きたい。
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187 4月12日 5月2日


臨時休業等に
おける業務の再
開に係る店頭
の掲示の緩和


【要望理由】
銀行法第16条において、臨時の休止および業務の再開において、届出書の提出、公告、当該営業所の店頭掲示が求められ
るのは、銀行の業務の停止は資産内容に重大な影響を及ぼし、預金者保護の見地から一般公衆の被る損害を極力限定す
るために速やかに適切な善後措置を講ずる必要があることによる。ただし、銀行法施行規則第17条第4項第4号において「休
業期間が1営業日以内で、営業が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合」において、休止および再開の公告を不
要とする趣旨は、休業期間が1営業日に亘らず、当該営業日に必要となる業務は滞らず、お客さまへの影響が限定されること
からと解される。「休業期間が1営業日以内で、営業が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合」においては、再開
の目途も立っており、休止の店頭掲示において再開の目途を記載することで、お客さまの当該営業日に必要な業務の対応の
可否につき、判断ができ、お客さまへの影響を限定することが可能である。また、金融業界においても、ホームページの創
設、インターネットバンキングの浸透等、お客さまに対する情報提供の手段は多岐に渡っており、過料の制裁を以って一ヶ月
間の店頭掲示を規定する趣旨が乏しくなっている。期間を定めた店頭の掲示に係る規定は銀行法第38条の廃業等の公告が
あるが、廃業等の公告であっても1月を下らない期間の掲示であり、「休業期間が1営業日以内で、営業が速やかに再開され
ることが確実に見込まれる場合」においても業務再開につき、同期間の店頭掲示を過料の制裁が課される法定にて求めるの
は過重である。また、例えば民事訴訟法における法的効力を有する公示送達の掲示期間でおいても掲示を始めた日から2週
間を経過することによって、その効力を生ずることを鑑みれば（民事訴訟法第112法）、業務再開の店頭掲示につき、1ヶ月を
定めるのは不当に長いものと思料する。
【制度の現状(現行規制の概要等)】
銀行は天災その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部または一部を休止する場合および
その業務の全部又は一部を再開する場合には、その理由を付した届出書の提出、公告、当該営業所の店頭掲示が求められ
る（銀行法第16条1項）。銀行法第16条第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定める場合においては、公告は不要となる
（銀行法第16条第2項、銀行法施行規則第17条第4項）。
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188 4月12日 5月2日
「事業の譲受
け」に関する広
告義務の緩和


公告実施期限の「2週間以内」から「4週間以内」への延長。軽微基準等による公告手続きに関する一部免除規定の導入


【要望理由】
実務上、事業譲受け案件（特に海外企業からの国際的な譲受け案件）では、（１）譲渡側の決議機関（取締役会等）スケ
ジュールとの兼ね合い、及び（２）当事者間の決議後に契約文言の 終調整を行う例が多いこと等、により、決議日から 終
契約締結までに一定期間（1～2週間程度）必要となる場合が多い。公告実施までには、上記期間に加えて公告準備期間（枠
取り等）が必要*であり、状況次第では現状の公告実施期限（決議後2週間）内に対応できないケースが想定される。その場
合、現行規制下では取締役会を再度開催し決議する必要が生じる。*官報掲載に関しては、実務上、掲載日（公告日）の5～6
営業日前になると掲載取り消しができないことから、枠取りは 終契約締結後に行うことが望ましい（決議後、契約締結まで
の準備期間に並行して公告枠の手配を行うと、仮に契約締結が当初想定よりずれ込んだ場合、掲載取り消しができない可能
性あり）。実務上、取締役会の開催に関しては、昨今増加している社外取締役の日程調整等も必要となり、当該公告実施期
限の修正目的で取締役会を開催する負担感は増大しており、状況によっては開催が困難な事態も想定される等、特にクロス
ボーダーの買収案件において円滑に事業譲受けを行う上での課題となっている。
また、併せて重要性の如何による公告手続きの免除についてもご検討いただきたい（例：軽微基準を設ける等による一定規
模以下の事業譲受け案件に関する公告手続きの免除）。
　
【制度の現状(現行規制の概要等)】
銀行法上、「事業の全部または一部の譲受け」に関して、取締役会の決議（又は株主総会の決議、執行役の決定）がなされた
ときは、決議日から2週間以内に官報への公告及び定款で定める方法による公告を行うことが規定されている。
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189 4月12日 5月2日
債権回収会社
の社名表記規
制の緩和


一定要件を満たす債権回収会社については、商号中に債権回収という文字を用いることを必須としない措置を要望する。


【要望理由】
本法の立法趣旨は、「不良債権の処理等を促進するため、弁護士法の特例として、債権管理回収業を法務大臣による許可
制をとることによって民間業者に解禁する一方、許可に当たり、暴力団等反社会的勢力の参入を排除するための仕組みを講
じるとともに、許可業者に対して必要な規制・監督を加え、債権回収過程の適正を確保しようとするもの」とされる。立法当時
の金融環境にあっては、「不良債権処理」に射程があったが、昨今においては、金融円滑化への取り組み等も含め、正常債
権の段階から不良債権処理までを、債権回収会社が一貫して受託する形態にも合理性が認められる。しかしながら、現行法
制下での顧客側の受け止めとして、正常債権の段階において、「債権回収」を称する会社と接触することへの抵抗感・不信感
を抱くケースが少なからず認められ、潜在的トラブルリスクを内包していると言える。拠って、例えば、適切な外部委託管理態
勢の構築された金融機関等から委託された債権回収のみを受託業務とする債権回収会社等、債務者保護のための一定要
件を充足する債権回収会社においては、例外的に「債権回収」の文字の使用を要しないこととする措置が、本邦金融取引の
健全な発展に資するものと考える。
　
【制度の現状(現行規制の概要等)】
債権管理回収業に関する特別措置法（以下「サービサー法」）第13条第1項において、「債権回収会社は、その商号中に債権
回収という文字を用いなければならない。」と定められている。
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190 4月15日 5月2日


教育ローン、リ
フォームローン
の割賦販売法
の規制対象か
らの除外


（ａ）大学等との提携による教育ローン、および（ｂ）リフォームローンを割賦販売法の規制対象外とする。平成２０年の割賦販
売法改正により、個別信用購入あっせん
（注１）について登録制の導入等の規制強化が行われたほか、規制対象が拡大され、原則全ての商品等の販売に係る取引
が対象となった。銀行の扱う提携教育ローン等も個別信用購入あっせんと同様の経済効果が得られるスキームであれば規
制対象となった。その際、登録業者としての対応負担（注２）が増加すると見込まれたため、多くの地銀が提携ローンの取扱い
を停止・縮小した。しかし、商品・サービスの販売業者からは銀行の提携ローンを利用したいとの希望が寄せられている。
（注１）いわゆる「個別クレジット」のこと。販売業者が行う商品販売等を条件とし、その代金を販売業者に交付したうえで、購
入者から代金を受領する取引（代金立替契約）のこと。同様の経済効果が得られるスキームであれば、契約形態を問わず対
象になる。銀行の提携ローンについては、販売業者が行う売買契約との間に、販売業者による利子補給や銀行による特別な
金利優遇等の「密接な牽連関係」が存在する場合は、これに該当するとされている
（注２）個別信用購入あっせん業者としての態勢整備やシステム対応に加え、与信時の支払可能見込額調査や加盟店（販売
業者）の契約時調査等が求められる。特に以下のローンは顧客ニーズが高い。
（ａ）大学等との提携による教育ローン学校側は入学案内や入試案内と共に地元金融機関の金利優遇等のある提携教育
ローンを案内したいとのニーズがある。平成２０年の割販法改正は悪質な販売業者からの消費者保護の観点から行われた
が、大学等（特に国公立大学等）にはそうした懸念はないと考えられる（注３）。（
注３）現行規制において、国、地方公共団体が関わる取引は適用除外とされており、これと同様の取扱いとしても問題ないと
考える。なお、金利優遇等を伴わない場合も、経産省作成のＦＡＱを見ると銀行の教育ローンのパンフレット等の設置も個別
信用購入あっせんとみなされる可能性が否定できず、それすらも行えないとする銀行もあり、顧客利便を損なっている。


全国地方銀
行協会
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（ｂ）リフォームローン
今後、東日本大震災の復興需要の本格化に加え、環境対応のための太陽光パネルの設置や高齢化のためのバリアフリー
改修などのリフォーム案件が増加すると考えられ、銀行もリフォーム業者との連携により、お客様に安定かつ低利の資金を提
供することが求められている。
政府は「新成長戦略」の中で、中古住宅流通市場・リフォーム市場の規模倍増を挙げており、銀行が提携ローンによりリ
フォームローンを強化することができれば、その一助となると考えられる。
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191 4月15日 7月9日


信託契約代理
店、確定拠出年
金運営管理機
関に係る役員
の兼職状況の
届出の廃止


Ａ．信託契約代理店に係る役員の兼職状況の届出の廃止
Ｂ．確定拠出年金運営管理機関に係る役員の兼職状況の届出の廃止


【提案理由】
Ａ．信託契約代理店に係る役員の兼職状況の届出の廃止
銀行が信託契約代理業を営む場合、内閣総理大臣の登録を受けるため、登録申請書を提出する必要があるが、この申請書
の記載事項に役員の兼職状況がある。この申請書は、記載事項に変更があった場合、２週間以内に変更の届出を行わなけ
ればならないため、信託契約代理店において役員の兼職を確認するための事務負担が生じている。
銀行の取締役の兼職については銀行法第７条により内閣総理大臣の認可を受ける必要があること、また、銀行が銀行法上
の銀行代理業や金融商品取引法上の登録金融機関として金融商品仲介業務を営む場合には、役員の兼職状況は届出不要
とされていることを考慮すると、信託契約代理店に係る役員の兼職状況の届出は不要としても問題ないと考える。
Ｂ．確定拠出年金運営管理機関に係る役員の兼職状況の届出の廃止
確定拠出年金運営管理機関も、上記Ａと同様に、確定拠出年金運営管理機関に係る登録申請書の記載事項として役員の兼
職状況があり、変更があれば、２週間以内に財務局および厚労省に届出を提出しなければならない。
これについても役員の兼職状況の届出を不要とすべきである。
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192 4月15日 5月2日


成年後見人に
よる取引の本人
確認義務の緩
和


成年後見人による取引の場合、銀行による被後見人の本人確認を不要とし、成年後見人の本人確認（登記事項証明書や家
庭裁判所の審判書による確認）のみとする。


【提案理由】
成年後見人（注１）が被後見人の財産を管理するため、被後見人名義の口座開設等を行う際、銀行は被後見人の本人確認
を行うため、成年後見人に対し被後見人の本人確認書類の提示を求める。この時、成年後見人が被後見人の本人確認書類
として健康保険証や免許証等を用意できない場合（注２）、成年後見の事実を証する登記事項証明書や家庭裁判所の審判書
（注３）を提示することになる。登記事項証明書等での本人確認の場合、銀行には、犯罪収益移転防止法の定めにより、当該
書類の確認に加え、書類に記載された被後見人の住所あてに書留郵便などで取引関係書類を送付することが義務付けられ
る。しかし、被後見人が入院等で自宅におらず、取引関係書類が返送されてしまうことも多い。この場合、本人確認が完了し
ないため、銀行はお客様のニーズがあるにもかかわらず、同法により被後見人名義の口座を開設できない。
（注１）認知症等で判断能力が十分でない人の権利を守るため、家庭裁判所から選任された者。被後見人に代わり財産管理
や契約などの法律行為を行う。（注２）例えば、被後見人が健康保険証の収納場所を失念してしまったなど、これらの書類が
用意できない場合がある。（注３）成年後見の事実を証する登記事項証明書…登記された後見開始の裁判に関する情報、成
年被後見人や成年後見人の情報が記載された証明書。成年後見人や被後見人の親族等の求めに応じて法務局が発行。家
庭裁判所の審判書…後見開始等の審判結果、選定した成年後見人や成年被後見人の情報などが記載されたもの。そもそも
成年後見人は、被後見人である「本人」の取引に支障があるからこそ、法律の規定により法定代理人として選任されたのであ
り、成年後見人の本人確認（登記事項証明書や家庭裁判所の審判書による確認）のみを行う取扱いであったとしても、犯罪
収益移転防止法の趣旨に反するものではないと考えられる。成年後見人から被後見人名義の口座が開設できないことへの
苦情が銀行窓口に寄せられるケースもあり、実現が困難な場合、成年後見人に対し、犯収法の規定の趣旨等を改めて周知
いただきたい。
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193 4月15日 5月2日


税金・公金・公
共料金の収納
における銀行等
の本人確認、記
録保存義務の
緩和


Ａ．税金・公金における取引記録の保存を不要とする。
Ｂ．公共料金における本人確認・取引記録の保存を不要とする。


【提案理由】
銀行では、犯罪収益移転防止法に基づき、税金・公金の支払いについて取引記録の保存が求められ、公共料金の支払いに
ついて本人確認および取引記録の保存が求められるが、コンビニの場合は不要となっている。このため、同じサービスを行っ
ているにもかかわらず、銀行で支払う場合はお客様に本人確認にご協力いただく必要がある、税金の収納票等で金融機関
控えがない場合、取引記録としてお客様に納付依頼書を記入いただくなど、過重な負担を強いている。この対応の違いをお
客様に説明する事にも苦慮し、窓口の事務負担増の要因となっていることから、以下について検討いただきたい。Ａ．税金・公
金における取引記録の保存を不要とする。そもそも本人確認や取引記録の保存は、マネー・ローンダリング防止のための規
制である。税金・公金に係る取引がマネー・ローンダリングとは関係のない取引であることは明らかであり、そのような取引記
録の保存を犯罪収益移転防止法で義務付ける必要はない。Ｂ．公共料金における本人確認・取引記録の保存を不要とする。
公共料金については、収納先が電力会社、電話会社など公共性の高い特定の会社に限定されているうえ、支払われる資金
もこれらの利用料金であることが明確であり、悪用されるとは考えにくい。このため、公共料金における本人確認・取引記録の
保存を不要とすべきである。なお、所管官庁より、「国又は地方公共団体に対する金品の納付又は納入であっても、当該金品
が犯罪による収益であるおそれが全くないとはいえない」、「国・地方公共団体以外の団体・組織への振込みについて、テロ
資金供与やマネー・ローンダリングのおそれが全くないと客観的かつ容易に判断することは困難」との回答があったが、そうし
た点はコンビニによる収納においても同様のはずである。
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194 4月15日 5月2日


中小企業の環
境対応投資に
対する新たな信
用保証制度（別
枠）の創設


環境改善に繋がる取組み向けファイナンスに対する新たな信用保証制度（別枠）を創設する。


【提案理由】
環境問題への関心は高いものの、信用力が相対的に低く、担保余力が乏しいため、環境対応設備投資ができない中小企業
の環境への取組みをさらに促進するため、新たな信用保証制度（別枠）の創設を検討していただきたい。所管官庁より、「中
小企業者の環境問題への取組を支援する保証制度としては、エネルギー対策保証以外にも、公害防止保証が存在する」と
の回答があったが、「エネルギー対策保証」はエネルギーの使用の合理化に資する施設や非化石エネルギーを使用する施
設の設置の費用に限られており（例えば、ＬＮＧへの燃料転換などは対象とならない）、保証範囲が狭く、中小企業の環境対
応投資を十分にカバーしているとは言えない。また、「公害防止対策保証」も、汚水処理施設等公害防止に資する施設の設置
に必要な費用等の保証に限られている。中小企業においても、環境関連での資金ニーズの増加が予想されることから、信用
保証制度（別枠）の創設を検討していただきたい。別枠化されることで、中小企業の環境問題への取組みを後押しすることに
なると考える。
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195 4月15日 5月2日


動産譲渡登記
制度・債権譲渡
登記制度にお
ける登記取扱
指定法務局の
拡充等


動産・債権譲渡登記制度について、東京法務局（中野出張所）以外でも登記の取扱いを可能とする。特に被災地の法務局に
ついて優先的に対応し、将来的には各都道府県の地方法務局での取扱いを可能とする。また、登記内容に変更や誤りが
あった場合、順位（登記設定の日時）を維持したままでの変更・更正登記や、登記申請段階で不備の指摘があった場合の即
日補正（受け付けられた状態での補正）の手続きを整備する。


【提案理由】
現状は、東京法務局に取扱いが限定され、地方金融機関ではタイムリーな対応が困難である。オンラインや郵送による申請
も可能だが、実態は法務局に出向き担当者から不備の指摘を受けながら申請書を作成することが多い。司法書士の出張費
や郵送費等により、不動産登記に比べお客様の負担が大きい。動産・債権譲渡登記が全国的に広まりつつあることを踏ま
え、対抗要件具備の先後に関するルール、全指定法務局の登記情報を一元管理する体制を整備し、指定法務局を拡大すべ
きである。特に、東日本大震災で被災した企業に、動産・債権譲渡登記制度を利用した融資を行うことも想定され、タイムリー
な対応のためにも、被災地の法務局については優先した対応をお願いする。所管官庁より、「オンラインによる申請について
は、より利用しやすい制度となるよう、引き続き検討する」との回答があったが、地元の登記所に出向き相談しながら手続きを
進めたいとのニーズは根強い。このため、オンライン申請の改善に加え、登記所の拡大についても、引き続き検討いただきた
い。
変更・更正登記については、現状は認められておらず再申請する必要があり、その間に他の登記や占有改定に劣後してしま
う恐れがある。商品名や保管場所の変更・追加、債権者の法人名変更など、担保対象動産の範囲に関わらない登記事項（登
記の同一性が維持される範囲に限る）については、変更・更正理由を登記上明記することのルール化や異議申立て制度を整
備し、変更・更正登記を可能とすべきである。即日補正についても現状は認められておらず、登記申請段階で不備が発見さ
れた場合、申請が却下され、改めて書類を作成し、再申請する必要があり、その間に他の登記等に劣後してしまう可能性が
あるため、不動産登記と同様に可能とすべきである。
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196 4月15日 5月2日
連結決算状況
表等の提出期
限の緩和


銀行監督上求められている連結決算状況表等の提出期限を緩和する。


【提案理由】
銀行は、決算期毎に当局あてに決算状況表・連結決算状況表を提出しており、提出期限は、(1)単体が期末日経過後４５日以
内、(2)連結が期末日経過後５５日以内または決算発表日の前日のいずれか早い日、とされている。多くの地方銀行は、東証
等からの決算発表早期化の要請を受け、期末日経過後４０日前後に決算発表を行っている。このため、決算状況表・連結決
算状況表、決算短信および決算説明資料（以下、決算発表資料）の提出期限がほぼ同時期となり、資料の作成負担が一時
期に集中している。ついては、資料作成負担の集中を緩和するため、連結決算状況表等の提出期限を見直し、連結決算状
況表については、「または決算発表日の前日のいずれか早い日」を削除して「期末日経過後５５日以内」とし、決算状況表に
ついても「期末日経過後５５日以内」としていただきたい。銀行は、銀行監督上の要請から、各種リスク関連計数を月次・四半
期等で報告していること、計数のほとんどが決算発表資料から入手可能なこと等から、上記のとおり連結決算状況表と決算
状況表の提出期限を見直しても、監督上問題はないと思料する。決算状況表についても、平成２３年３月期より一部計数につ
いて提出期限が見直され（期末日経過後５５日以内）、多くの銀行で負担が軽減されたが、現行どおりとされた計数のほとん
どが決算発表資料から入手可能なことから、一段の緩和を求める意見がある。もし、提出期限の見直しが困難な場合は、連
結決算状況表と決算状況表の提出に代えて、決算発表前に決算発表資料の案を提出できることとしていただきたい。
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197 4月15日 5月2日


銀行の保険窓
販に係る弊害
防止措置の廃
止または緩和


銀行の保険窓販に係る弊害防止措置（融資先販売規制、担当者分離規制、タイミング規制、非公開情報保護措置）を廃止ま
たはさらに緩和する。


【提案理由】
銀行の保険窓販については、銀行の圧力販売を防止するとの理由から、ａ．融資先販売規制、ｂ．担当者分離規制、ｃ．タイミ
ング規制、ｄ．非公開情報保護措置の弊害防止措置が設けられている。
しかし、銀行の保険窓販にかかる圧力販売については、独占禁止法による禁止規定で十分であり、現状、銀行窓販における
圧力販売事例がほとんど見られないなか、保険業法に特別な規制を設けることは不要である。これらの規制によって、銀行
の保険窓販については、ワンストップ化による地域のお客様の利便性の向上という目的が達成できていない。さらに、圧力販
売防止の観点からは、これらの他に構成員契約規制もあり、全体としてみると二重三重の過剰な規制となっている。本件に関
し、昨年９月７日に公布された「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令」等により、融資先販売規制やタイミング規制
等の一部の規制緩和が行われた。しかし、従業員５０人以下（特例地域金融機関は２０人以下）の融資先の従業員に対する
保険募集を禁止する規制はそのまま残置されるなど、お客様のニーズに応えることができない状況は継続している（引き続き
残る問題点は別紙参照）。また、この従業員に対する規制は、例えば、従業員の方が自ら来店して保険加入意思を示した場
合のように、圧力販売が起こり得ないケースでも保険を販売することができないなど、顧客の理解を得ることが困難な規制で
ある。このように、弊害防止措置については、引き続き見直しの検討が必要であると考えられることから、今後も引き続きモニ
タリングや一般からの意見受付等を実施し、その結果を踏まえ、改めて見直しの検討をしていただきたい。
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198 4月15日 5月2日


地方公共団体
等に対する指定
金融機関の担
保提供義務の
廃止


地方公共団体等に対する指定金融機関の担保提供義務を廃止する。もしくは、地方公共団体の長が担保提供を不要とする
場合には、担保を提供しなくてもよいこととする等の規定を追加する。


【提案理由】
地方自治法施行令では、地方公金の収納・支払いの事務について、指定金融機関（以下「指定金」）の責任とともに、指定金
の担保提供義務を規定している。担保提供義務については、(1)収納・支払いにかかる地方公金は預金保険法により仕掛か
り中の決済債務および決済用預金として全額保護されており、仮に指定金融機関が破綻した場合でも原則翌営業日から払
戻しが可能となること、(2)個別地方公共団体と指定金との私法上の契約により損害の保全が可能であることにより、債務履
行の確実性が実質的に確保されているため、法令で全ての指定金に担保提供を義務付けることは過剰な規制と考える。所
管官庁からは、「地方公共団体からも担保提供義務の残置を求める意見がある」旨の回答があったが、当協会が会員銀行に
対して実施したアンケートでは、地方公共団体等から担保の必要性を疑問視する声も上がっているとの回答が寄せられてい
る。すべての団体が担保提供義務の残置を求めているわけではなく、むしろ担保管理を負担とする場合もあることが窺われ
る。一方、指定金融機関側には、担保残高の管理や債券を差し入れる場合の償還期日の管理等の事務が発生し、負担と
なっている。以上から、地方公共団体および民間金融機関の意見を聴取のうえ、担保提供義務を廃止していただきたい。そ
れが困難な場合、担保提供を不要と考える地方公共団体が自らの判断で担保提供の要否を決められるよう、地方公共団体
の長が担保提供を不要とする場合には、指定金は担保を提供しなくてもよいこととする等の規定を追加いただきたい。
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199 4月15日 5月2日


普通銀行本体
における不動産
関連業務の取
扱い解禁


普通銀行本体における不動産関連業務（信託併営業務）の取扱いを解禁する。それが難しい場合には、例えば「遺産整理」
や「事業承継」、あるいは「企業再生支援」に関連した不動産業務に限定して解禁する。


【提案理由】
大都市圏を除く地方では、専業信託銀行の店舗数が少なく、専業信託銀行が主力業務としている不動産関連サービスの提
供に関して地域間格差が生じ、これが地方の不動産マーケットの活性化を阻む一因となっている。地方銀行に不動産関連業
務が認められれば、地域の個人のお客様に対してより利便性の高いサービスを提供できるほか、地域企業の再生を円滑に
進めることが可能となる。メガバンクではグループ内の信託銀行を活用してグループ一体となって不動産ビジネスを展開して
いることを考えると、業務の健全性の観点から銀行本体に不動産関連業務を禁じている意味合いは薄いと考えられ、また、
銀行間のイコール・フッティングの観点からみると、規制による不平等が生じているとも言える。以上から、普通銀行本体にお
ける不動産関連業務（信託併営業務）の取扱いを解禁してもらいたい。それが難しい場合には、例えば「企業再生」、あるいは
「事業承継」や「遺産整理」に関連した不動産関連業務に限定して認めることも検討いただきたい。中小企業金融円滑化法が


終延長され、地方銀行に対しては、コンサルティング機能の発揮により地域の中小企業の抜本的な企業再生や業種転換、
事業承継等を支援することが求められてる中、銀行本体で遊休不動産の売却支援などを行うことができれば、そうした支援を
より円滑に行うことができるとも考えられる。所管官庁より「他業を営むことによるリスク遮断、銀行業務に専念すること等によ
る銀行等の経営の健全性確保といった他業禁止の趣旨を踏まえ、対応は困難」との回答がなされているが、グループ内信託
銀行で不動産関連業務を営んでいるメガバンクグループとの整合性をどう考えるのかについて説明いただきたい。
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200 4月16日 5月2日
行方不明の会
員を法定脱退
事由に追加


「行方不明会員」を法定脱退事由の一つとする。


【提案理由】
会員が行方不明になった場合、当然には法定脱退事由に該当しないことから、会員管理や貸出金の整理に支障が生じてい
る。当該会員を法定脱退させるためには、除名制度を利用することもできるが、手続き的にも煩雑であり時間も要する。更に
は、借入金の返済を怠り、かつ、行方不明の者まで会員にとどめておく必要はないと思われる。そこで、一定期間、行方不明
であることを定款の法定脱退事由としていただきたい。


全国信用金
庫協会
信金中央金
庫


金
融
庁


201 4月16日 7月9日


地区内に転入
予定の者に対
する貸出を員外
貸出に追加


地区内に転入する予定の者に対する貸付けを行うことができるようにする。


【提案理由】
地区外の者が一定期間内に地区内に転入する（会員資格を得る）ことが確実な場合、当該者への貸出を員外貸出として認め
ていただくことが利用者利便に資するものと考える。


全国信用金
庫協会
信金中央金
庫


金
融
庁
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202 4月16日 5月2日


国立大学法人
等への融資を
員外貸出に追
加


国立大学法人法に基づく国立大学法人および大学共同利用機関法人に対する貸出を員外貸出として認める。


【提案理由】
特殊法人改革に合わせて、89の国立大学法人と4の大学共同利用機関法人が平成16年4月1日に法人化された。また、国立
大学法人と大学共同利用機関法人の借入れについては、国立大学法人法施行令第8条が平成17年12月28日に改正され、
産学連携の研究施設を建設する資金等を民間金融機関から借り入れることが可能となった。これを受けて、これらの法人は
平成17年3月に民間金融機関からシンジケートローンまたは競争入札による借入れを実施したが、これらに対する貸付けは
信用金庫法上認められていない。
地方独立行政法人法に基づく公立大学法人については、信用金庫の独立行政法人等に対する貸付が認められたことにより
貸付が可能となったところであり、国立大学法人と大学共同利用機関法人についても同様に、規制緩和していただきたい。


全国信用金
庫協会
信金中央金
庫


金
融
庁


203 4月16日 5月2日


信用金庫の保
証子会社の業
務範囲の拡大
（他の信用金庫
の会員に対する
保証）


信用金庫の保証子会社が他の信用金庫の会員に対する保証業務を行えるようにする。


【提案理由】
金融機関の保証子会社に関する業務については、平成１９年６月に、規制緩和措置として当該金融機関グループ以外の事
業者ローンの保証業務が新たに認められたところである。
一方、信用金庫の保証子会社は、これまで主として自金庫の住宅ローンの保証業務を行ってきたが、上記の規制緩和措置
が図られた以降も、債務の保証は「会員のためにする」ものに限られているため、銀行の保証子会社と異なり、当該緩和措置
が何ら意味を成さないものになっている。
また、近年、信用金庫の保証子会社から、当該金庫の事業地区内の複数の金融機関の住宅ローンの保証業務も行いたいと
のニーズも多く寄せられているところであるが、法令上、当該債務者が当該金庫の会員でない限りは保証をできないという状
況にある。保証子会社を持たない信用金庫の会員の利便性向上のためにも、これができるよう手当てしていただきたい。


全国信用金
庫協会
信金中央金
庫


金
融
庁
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204 4月16日 5月2日
保険窓販に係
る融資先販売
規制の見直し


事業性資金の融資先である小規模事業者（従業員５０名以下の企業）の従業員等に係る保険募集制限を撤廃する。


【提案理由】
本規制は、融資先法人等に加えて、小規模事業者の従業員等についても圧力販売の懸念があるとして設けられた規制であ
るが、一般的に従業員は、自らの勤務先の融資取引の内容を承知していないのが通常であり、勤務先の取引状況による事
前規制は合理性がないうえ、従業員等の能動的な保険加入の機会まで一方的に阻害しており、過剰な規制といわざるをえな
い。
また、協同組織金融機関は相互扶助組織の性格を鑑みて、融資先であっても法人会員については代表者を含めて保険販売
が認められているにも拘わらず、当該法人の従業員等は一律にサービスを受けられない不整合が生じている。
平成２３年９月に公表された窓販規制の見直しでは、本事項について、モニタリング結果において殆ど問題事例が見あたらな
いにもかかわらず存置されており、消費者利便の観点からも不合理な措置は早急に見直しを行っていただきたい。


全国信用金
庫協会
信金中央金
庫


金
融
庁


205 4月16日 5月2日
保険窓販に係
る保険金額制
限の見直し


協同組織金融機関が融資先法人等に生命保険商品等を販売する場合の、保険金額に係る制限を撤廃する。


【提案理由】
保険金額制限は、協同組織金融機関が融資先へ生命保険商品等を販売する際に、特定の商品について長期性や再加入困
難性等を理由に、万一の弊害の可能性を考慮するとして設けられているが、保険料の払い方によって対象になるなど不合理
な外形基準による制限であり、特に第三分野商品の制限金額は、一般的な保険商品の 下限の保障金額であることから、
地域金融機関として本来求められるべきコンサルティング機能を発揮できず、顧客の希望に沿えないケースが生じている。
協同組織金融機関は相互扶助を目的とする会員組織であり、そもそも圧力販売の懸念はないにも拘わらず、特定の保険商
品の場合のみ一律に顧客サービスの質の低下を招く結果にもなっており、このような地域密着型金融のメリットを損なう制限
は早急に撤廃していただきたい。


全国信用金
庫協会、
信金中央金
庫


金
融
庁


206 4月16日 5月2日


金融商品販売
担当者（いわゆ
る営業職員）に
よる確定拠出年
金運営管理業
務の兼務の禁
止の緩和


金融機関の金融商品販売担当者（いわゆる営業職員）による確定拠出年金運営管理業務（運用関連業務）の兼務の禁止を
緩和する。なお、兼務の禁止の緩和に際しては、金融商品販売担当者が加入者に対して中立的な立場で運営管理業務を行
うことを前提とする。


【提案理由】
金融商品販売担当者（いわゆる営業職員）による兼務禁止は、運営管理機関の加入者に対する中立性確保の確実化を期す
ために定められているものと考えられるが、運営管理機関の中立性を確保するための規定は、他にも確定拠出年金法第１０
０条において、例えば特定の運用商品への指図の勧奨が禁止されることなどが整備されている。
そのため、現状の一律的な兼務禁止ではなく、例えば一定の条件を付したうえで兼務を認めるなど、運営管理機関に過度な
体制整備を強いる恐れのないよう緩和を検討願いたい。


全国信用金
庫協会
信金中央金
庫


 
金
融
庁


 
厚
生
労
働
省
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207 4月16日 5月2日
確定拠出年金
の脱退要件の
緩和


現状の脱退要件に加え、個人型確定拠出年金の加入者および運用指図者については、一定の課税条件（ペナルティ課税）
のもと、任意で確定拠出年金から脱退できるようにする。


【提案理由】
個人型確定拠出年金の加入者および運用指図者の中には、長期に渡る加入期間中において、一定年齢到達などの受給要
件を満たさない限り、不測の事態が生じても原則として資産を受け取れないことについて不安感を抱く者が少なくないと考えら
れる。
そのため、現状の脱退要件に加え、資産額の規模または加入期間にかかわらず、例えばペナルティ課税を前提に任意で脱
退できるようにするなど、規制の緩和を検討願いたい。


全国信用金
庫協会
信金中央金
庫


厚
生
労
働
省


208 4月16日 5月2日


信用金庫連合
会の公告方法
からの店頭掲
示の除外


信用金庫連合会については、事務所の店頭における掲示を公告方法として定めることを強制しないこととする。


【提案理由】
信用金庫連合会の取引先は、信用金庫のほか、機関投資家や大規模事業法人が大宗を占めており、その店舗にこれらの取
引先が来店して取引を行う機会はほとんどない状況である。このため、店頭における掲示をもってなす公告は、会員等に対す
る公示の機能としては効果が望めないと考えられる。


全国信用金
庫協
信金中央金
庫


金
融
庁


209 4月16日 5月2日


信金法に基づく
リスク管理債権
の開示と金融再
生法に基づく資
産査定の開示
の一本化


各法で定められている情報開示を一本化する。


【提案理由】
信金法に基づくリスク管理債権と、金融再生法に基づく資産査定とでは、開示の対象となる債権とその開示基準が異なってお
り、事務上煩雑であるとともに、顧客にとってもわかりにくい開示内容となっていることから、情報開示等の基準を一本化して
いただきたい。


全国信用金
庫協会
信金中央金
庫


金
融
庁
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210 3月22日 5月2日


特別勘定に関
する現物資産に
よる保険料受
入、移受管


株、債券等の現物資産による保険料受入、移受管を可能とすべく法令上措置すること。


【提案理由】
現在、保険料受け入れ、及び解約時の引渡しについて、株、債券等の現物資産によって行うことが認められていない。ただ
し、厚生年金基金の代行返上における物納等の場合は、特例措置として、現物資産の受払が認められている。企業サイドに
は、保有している株式を当該企業の年金制度に現物で拠出することにより、退職給付に係る積立不足額を解消したいという
ニーズに加え、企業間の株式の持合を市場に悪影響を与えずに解消したいというニーズがある。現金化のコストは顧客に
とって不利益となり、単独運用契約の場合、現物をそのまま移管できれば資産価値を減じることなく移管が可能となる。現金
化に伴い、大量の株式の売却が行われた場合、株式相場等の下振れ要因になる。信託については、厚生年金保険法の改正
により以上の取扱いが可能であるが、生保が法的な解釈を理由に取扱えないと利用者利便が著しく阻害される。本要望の実
現により、顧客の利便性が向上するとともに、市場の活性化が期待できる。


生命保険協
会
日本経済団
体連合会


金
融
庁


211 4月17日 5月2日


保険会社の特
定子会社（ベン
チャーキャピタ
ル子会社）の保
有比率１０％超
投資対象企業
の範囲等の拡
大


(1)業法施行規則５６条５項各号の１０％超投資可能先の要件に関し、中小企業新事業活動促進法の「新規中小企業者」の概
念を導入し、設立５年未満の会社で現行の要件を撤廃、又は、同法「特定新規中小企業者」の定義に係る新規事業活動従事
者数が一定以上の会社などを、要件に追加頂きたい。又は、「その他ベンチャーキャピタル投資の趣旨から逸脱しない会社」
等を要件に追加頂きたい。(2)投資先企業が成長し、資本金や従業員数等の中小企業の要件から外れても、初回投資時に要
件を満たしていた企業は１０％超となる追加投資を可能として頂きたい。


【提案理由】
(1)に関して、現状の規制では、保険会社本体は子会社と合算して国内の会社の１０％を超える議決権の取得または保有が
できないが、例外的に、保険会社の特定子会社であるベンチャーキャピタルが「新規事業分野開拓会社」（いわゆるベン
チャー企業）に投資する場合は、１０年以内に限り、その合算対象から除かれる。新規事業分野開拓会社には、非上場の中
小企業のうち、設立１０年以内でかつ試験研究費等の割合が総収入額の３％超などの要件があり、現状の規制の枠組みで
は１０％超の投資可能先を限定列挙的に認めて頂いていることから、今後も新たな投資可能先を順次追加して頂く方法も考
えられる。一方、情報技術をはじめ目まぐるしい技術革新を背景に、法令が予定していない新たな業種・産業が登場してきた
場合、機動的な投資を可能とする観点からは、新たな事業分野を開拓する会社の支援というベンチャーキャピタル投資の趣
旨から逸脱しない範囲内において、都度の法令改正を待たずとも投資可能先として当てはめることができるようなバスケット
条項の追加が有効であると思われる。また(2)に関して、近年ベンチャーキャピタルの投資段階が、企業のより初期の段階へ
と広がる動きもあるが、このような企業の投資については、リードベンチャーキャピタルとしてガバナンスの観点から相当シェ
アを維持しつつ、成長に合わせた段階的な投資を行うケースもある。今後もますますこうした様々な事業の成長や投資形態
が見込まれる中、より多くの企業に対し柔軟に投資ができるような規制が必要だと思われる。当要望の実現によって、より多く
の優良なベンチャー企業に対しての資金供給を通じた、新しい産業の創出や企業成長の促進、経済活性化に貢献することが
できると考えられる。


生命保険協
会


金
融
庁


137







規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


212 4月17日 5月2日


外国資産運用
会社等の買収、
外国の関連法
人等に係る子
会社等業務範
囲規制の特例・
緩和


保険会社が将来にわたり保険金等を確実に支払う観点から、外国の資産運用会社等の買収により資産運用力の強化や運
用リスクの分散を図ることは重要な選択肢である。保険会社が外国の資産運用会社等を買収する際、国内と海外の保険会
社の子会社等に係る業務範囲規制の差異から生じる競争条件の不平等及びそれによる買収機会の喪失を解消する観点か
ら、子会社等に係る業務範囲規制の特例措置を認めていただきたい。加えて、保険業あるいは資産運用業を行う外国の関
連法人等の子会社等について業務範囲規制の緩和を認めていただきたい。


【提案理由】
保険会社は長期・安定的に資産運用収益を確保して将来の保険金等を確実に支払う必要があるが、世界各地の運用環境の
異なる金融市場において現地の 新情報を活用し機動的な運用を行うことにより、資産運用力の強化や運用リスクの分散に
加え、年金・投信分野等の資産運用事業における相乗的な収益力強化が図れることから、外国の資産運用会社等の買収は
重要な選択肢である。実際に、欧米の保険会社は海外の資産運用会社を積極的に買収し、グローバルに資産運用を展開し
ている。かかる買収において、当該外国の資産運用会社の子会社等に子会社対象会社以外の会社が存在することがある
が、欧米と異なり、我が国保険会社の子会社等の業務範囲は法令や監督指針で一定の会社に限定されているため、我が国
の保険会社は海外の保険会社に比して交渉上著しく不利な立場に置かれる。保険会社が外国の保険会社を買収する際の
子会社等に係る業務範囲規制の特例は措置されたが、固有業務である資産運用の役割を確実に発揮することは、保険金等
の確実な支払など契約者のメリットがあることから、外国の資産運用会社等の買収の場合も同様の特例措置を認めていただ
きたい。加えて、分社化等により、子会社対象会社の業務の一部と見なせる従属的な業務については、業務範囲内であるこ
とを明確化していただきたい。また、保険会社が保険業あるいは資産運用業を行う外国の会社を関連法人等とする場合、子
会社とする場合と異なり、当該保険会社が当該外国の会社の経営支配権を有さないことから、その傘下の子会社等の一定
期間の猶予措置による事後的な売却は有効に機能しないおそれがありうること等から、保険業あるいは資産運用業を行う外
国の関連法人等の子会社等の業務範囲規制について、緩和を認めていただきたい。
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213 4月17日 5月2日


保険会社本体
の付随業務で
あるビジネス
マッチング業務
の拡大


保険会社が「その他の付随業務」（保険業法９８条１項）として行うことのできる「ビジネスマッチング業務」について、現行監督
指針において認められている紹介行為等に加えて、系列投信会社等による投信販社契約（投資信託委託業者が金融商品取
引業者または登録金融機関との間で締結する「投資信託受益証券の募集・販売の取り扱い等に関する契約」）締結の代理も
しくは媒介についても行えるように措置頂きたい。


【提案理由】
現行法令上、保険会社の業務範囲については、保険業法第９８条第１項｢その他の付随業務｣、監督指針では「ビジネスマッ
チング業務」として、有価証券関連業を行う金融商品取引業者等への投資信託委託会社又は資産運用会社の紹介に係る業
務を行うことが認められている一方、公募投信の｢商品性｣に係る紹介行為や、投信販社契約の勧誘行為は認められていな
いと解されている。しかしながら「ビジネスマッチング業務」として、保険会社がその系列投信会社等を有価証券関連業を行う
金商業者等へ紹介した結果、当該金商業者等から、系列投信会社等との投信販社契約締結に向け検討したい旨の要望を
受けることがあるものの、系列投信会社等に係る投信販社契約締結の代理もしくは媒介は認められていないため、改めて系
列投信会社等自身が当該金商業者等と投信販社契約締結に向けた折衝を開始する等の煩瑣な手続が必要となっている。ま
た投信会社側からみても、保険会社の系列投信会社も含めて、自らの営業体制だけでは、多くの金商業者または登録金融
機関に対して、広く投信販社契約の勧誘を行うことが難しいものも存在しており、国民の多様なニーズに応えられているとは
言い難い状況にある。なお当要望の実現により、国民のニーズに合った金融サービスの提供力が向上するだけでなく、成長
資金供給を通じた経済成長にも貢献できることに加え、金商業者等の投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理等につ
いて、平成２０年の内閣府令改正（保険業法施行規則第５１条)にて措置され、保険会社が付随業務として系列投信会社等に
係る投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理等を行うことが解禁されたことも踏まえ、保険会社の系列投信会社等に
よる投信販社契約の代理もしくは媒介についても認めて頂きたい。
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214 4月17日 5月2日
確定拠出年金
における支給要
件の緩和


企業型における退職時の脱退一時金について、年齢到達要件および資産額の多寡にかかわらず支給可能とすべく支給要件
を緩和すること。上記要望が実現しない間も、企業型から個人型への移行者で、第３号被保険者等個人型に拠出できない者
の中途脱退要件について、資産額の基準を現行基準から少なくとも１００万円以下に引き上げるとともに、請求可能期間の要
件を撤廃すること。また、退職時の企業型での中途脱退要件について、資産額の基準を現行の１．５万円以下から少なくとも
１００万円以下に引き上げること。


【提案理由】
現状の規制は以下のとおり。(1)原則、企業型において退職しても６０歳到達まで受給できない。(2)資産が極めて少額（１．５
万円以下）の者は、個人型に移行することなく退職時に企業型での脱退が可能。(3)企業型から個人型への移行者で、第３号
被保険者等は、資産が少額（５０万円以下）かつ加入資格喪失後２年以内の場合に脱退が可能。今般、年金確保支援法の公
布により企業型から個人型への移行者の一部の者に対して脱退一時金の支給要件が緩和されるが、原則中途脱退が認め
られていない状況に大きな変化はなく、広く中途脱退給付が認められている確定給付企業年金等との制度と整合性がなく、
制度普及の障害となっている。例えば、企業を退職し第１号被保険者になった者が、２年超経過後に結婚等により第３号被保
険者となる場合であって、第１号被保険者になった際に企業型から個人型へ「加入者」として移行したときは、第３号被保険者
となった場合に資産が少額であれば脱退できるが、「運用指図者」として移行したときは、既に資格喪失後２年超のため資産
が少額でも脱退できない。つまり、加入資格喪失後２年以内の要件の存在により、第３号被保険者となった場合の脱退可否
に差異が生じるとおり、このような差異を設けるのは合理的でない。さらに、企業型から個人型に移行後の掛金拠出を認めら
れている者の掛金拠出は任意であるから、個人型での掛金拠出の有無によっても中途脱退要件に差異が生じており、このよ
うな差異を設けるのは合理的でない。今後、特に退職金規程からの全面移行ニーズの強い中小企業等への更なる確定拠出
年金の普及のために支給要件の緩和は有効である。
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215 4月17日 5月2日


確定給付企業
年金における老
齢給付金の支
給要件の緩和


①６５歳超で定年年齢が設定されている場合、６５歳超の規約で定める年齢に到達した時点で年金の受給開始を可能とする
こと。②５０歳未満の退職者について、５０歳以上６０歳未満の規約に定める年齢に到達した時点で年金の受給開始を可能と
すること。


【提案理由】
現在、老齢給付金は、６０歳以上６５歳以下の規約で定める年齢に達したとき、または、５０歳以上６５歳未満の規約で定める
年齢に達した日以後に退職したときに支給するものであることとされている。そのため、定年年齢が６５歳超の場合は、在職
中の年金開始となる。また、現在、５０歳０ヶ月で退職した場合は、即座に年金開始が可能であるが、４９歳１１ヶ月で退職した
場合は、６０歳まで年金開始とならない。このように、在職中の年金開始や退職直後に年金開始されないことは、退職後の所
得保障を担う企業年金の実態に合致しない。特に、５０歳未満退職者の５０歳～６０歳の間における年金受給ニーズは高く、
退職の発生時期によって年金開始時期を制限されることは受給者本人の納得が得られにくい。また、企業内の円滑な制度運
営の観点からも５０歳以上の退職者との均衡を図る必要がある。これらの要件の緩和は、確定給付企業年金の普及促進に
資すると考えられる。
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216 4月17日 5月2日


中小企業退職
金共済から確
定給付企業年
金への移行の
弾力適用


中小企業者が確定給付企業年金を実施する場合において、中小企業者に該当しなくなった時のみに限らず、中小企業退職
金共済の解約手当金を被共済者に返還せず確定給付企業年金の掛金に充当することを認めること。
【提案理由】
現在、中小企業退職金共済から確定給付企業年金への移行は、中小企業退職金共済の実施事業主が中小企業者に該当し
なくなった時のみに認められている。一方、企業のアライアンスが活発化している現状においては、中小企業者が合併や事業
譲渡などの組織変更を行なうケースも多い。中小企業退職金共済を実施している中小企業者が確定給付企業年金を実施し
ている中小企業者と合併した場合などにおいて、確定給付企業年金の掛金に解約手当金を充当したいとするニーズがある。
また、確定給付企業年金は平成２４年３月末時点で１４，０００件を超え、上記ニーズは多いものと想定される。本要望は、こ
のようなニーズに応えるものであるとともに、確定給付企業年金の普及促進に資するものであると考えられる。


生命保険協
会


厚
生
労
働
省


217 4月17日 5月2日


確定給付企業
年金における承
認・認可申請手
続きの簡素化


規約の変更等時において、届出で足りる（もしくは届出不要の）範囲を拡大する（例えば、加入者に不利益にならない変更等）
とともに、届出・申請書類および届出・申請手続の簡素化（例えば、労使合意に至るまでの労使協議の経緯の添付を一律不
要とする、厚生局に提出する申請書類数を一律１セットにする等）を図ること。その他の制度運営上の手続きについても、届
出で足りる範囲を拡大すること（例えば、個人単位の権利義務移転の実施等）


【提案理由】
確定給付企業年金の規約の変更等にかかる手続きは、原則として厚生労働大臣へ申請書を提出し、承認・認可を受けなけ
ればならず、届出で足りる範囲は限定的である。厚生年金基金は 多でも１，８００基金程度であったため承認・認可申請制
度での運営が可能であったと思われる。一方、平成２４年３月末時点で既に約１４，０００件存在する確定給付企業年金にお
いては、承認・認可申請手続きの簡素化が図られなければ、厚生労働省の承認・認可が遅延することが懸念されることから、
規約の変更等にかかる承認・認可申請手続きの簡素化が不可欠であると考える。これまでも標準的な事務処理の整備、規
約例の整備等が図られてきたが、本要望の趣旨を実現するためには更なる簡素化が必要であり、事業主等の負担軽減を通
じ、確定給付企業年金の一層の普及および健全な制度運営を図ることが期待される。なお、平成２０年１２月には届出で足り
る規約変更内容の拡大および一部の添付書類の簡素化が図られ、平成２２年４月には事務連絡「確定給付企業年金に関す
る承認・認可申請にかかる事務処理の改善について」が発出され、規約の制定時における事務処理の改善が図られた。ま
た、平成２４年１月には確定給付企業年金法施行規則の改正により労働組合の同意不要事項や、届出事項の拡大が図られ
たが、規約の変更等にかかる承認・認可申請手続きについては、一層の簡素化を進める余地がある。
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218 4月17日 5月2日


確定拠出年金
の企業型にお
ける掛金の納
付期限の弾力
化


確定拠出年金の企業型における掛金の納付期限について、特段の事情によって、翌月末日までに掛金を納付できなかった
場合には、次回の納付時に２～３ヶ月分の納付を認める等の弾力化を図ること。


【提案理由】
現在、企業型では、毎月の掛金を翌月末日までに資産管理機関に納付することとされているが、事業主の裁量外のシステム
トラブルや制度運営者の万一の事務疎漏等により当月分の掛金が翌月末日までに資産管理機関に納付できない事態が生じ
た場合、当月分の掛金拠出は行われず加入者に不利益が生じることとなるため、納付期限の弾力化が必要である。また、既
に確定拠出年金を実施している事業所が合併等により組織再編を行う場合において、確定拠出年金規約の申請手続きに期
間を要し合併日等の属する月の末日までに規約が承認されないときは、合併日等の属する月分の掛金拠出は行われず、加
入者に不利益が生じることとなる。このような場合においては、合併日等に遡及した規約の承認とともに、掛金の納付期限の
弾力化が必要である。納付期限が翌月末日に限定され何ら猶予期間が認められていないことは、他の年金制度と比較しても
硬直的である。本要望は、確定拠出年金の普及促進および円滑な運営に資するものであると考えられる。
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219 4月17日 5月2日


確定拠出年金
の企業型にお
ける掛金の払
込方法の弾力
化


確定拠出年金の企業型における掛金の払込方法について、確定給付企業年金と同様に、事業主は掛金を年１回以上定期
的に払込むことが可能となるよう弾力化を図ること。


【提案理由】
企業型では事業主は、一月につき拠出することができる事業主掛金の額の上限の範囲内で各月につき掛金を拠出することと
されている。一方で、確定給付企業年金では事業主は規約で定めるところにより、年１回以上、定期的に掛金を拠出すること
が認められている。本要望の実現により、他の年金制度との整合性を図ることは、確定拠出年金の普及促進、事業主の収納
事務の効率化および運営コストの削減に資すると考えられる。
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220 4月17日 5月2日


閉鎖型確定給
付企業年金に
おける労使間手
続の省略


受給者のみで構成される閉鎖型確定給付企業年金の規約制定・変更手続きにおいて、労働組合等の同意手続の省略を可
能とすること。


【提案理由】
現在、受給者のみで構成される閉鎖型確定給付企業年金であっても、確定給付企業年金を実施または変更しようとするとき
は、特に軽微な変更を除き、労働組合等の同意を得て確定給付企業年金に係る規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受け
る等の手続きを執らなければならないとされている。受給者は労働組合の組合員等とは直接的に関係がないＯＢ・ＯＧである
ため、労働組合等は同意に際し判断がつかないなど、閉鎖型確定給付企業年金を実施または変更する障害となることが想
定される。本要望は、確定給付企業年金の普及促進および円滑な運営に資するものであると考えられる。
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221 4月17日 5月2日


確定給付企業
年金、厚生年金
基金の財政運
営についての弾
力化


継続基準に抵触した場合において、解消すべき不足金を許容繰越不足金を上回る部分までとする下方回廊方式を可能とす
ること。


【提案理由】
決算に基づく財政検証において継続基準に抵触した場合については、現在、財政計算を行い不足金を全て解消することと
なっている。継続基準はあくまで積立水準について、積立不足が一定の範囲（許容繰越不足金）を超えて拡大していないかど
うかを検証する趣旨のものであること、また少なくとも５年以内には財政再計算を実施して全ての不足金を解消することとなっ
ていることから、継続基準に抵触した場合の財政計算においては、解消すべき不足金を許容繰越不足金を上回る部分までと
する下方回廊方式が合理的である。なお、平成２１年７月２７日付で、確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令
が発出され、平成２４年３月３１日までの期間の日を基準日とした継続基準に抵触した場合の財政計算については、下方回
廊方式が認められていた。
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222 4月17日 5月2日


確定拠出年金
における承認・
申請手続きの
簡素化


規約の変更等時において、届出で足りる（もしくは届出不要の）範囲を拡大する（例えば、掛金に係る規定の条項の移動等、
確定給付企業年金では認められている実施事業所の増加に伴う変更等）こと。確定給付企業年金と同様に、被合併法人から
合併後存続する法人に、制度を実施する事業主の地位を承継できる措置等を講ずること。


【提案理由】
企業型の規約の変更等にかかる手続きは、原則として厚生労働大臣へ申請書を提出し、承認を受けなければならず、届出で
足りる範囲は限定的である。これまでも、届出で足りる規約変更内容の拡大等が図られたが、本要望の趣旨を実現するため
には更なる簡素化が必要であり、事業主等の負担軽減を通じ、確定拠出年金の一層の普及および健全な制度運営を図るこ
とが期待される。


生命保険協
会


厚
生
労
働
省
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223 4月17日 5月2日


中小企業退職
金共済から確
定拠出年金の
企業型への移
行措置の導入


中小企業退職金共済を実施している中小企業者が、中小企業者に該当しなくなった時、確定拠出年金の企業型への移行を
認めること。


【提案理由】
中小企業退職金共済の実施事業主が中小企業者に該当しなくなった時の、中小企業退職金共済からの移行先として、現
在、確定給付企業年金は認められているが、確定拠出年金の企業型は認められていない。確定給付企業年金と確定拠出年
金の企業型は、共に老後の所得の確保を目的とした制度であるにもかかわらず、確定給付企業年金への移行は認められ、
確定拠出年金の企業型への移行が認められないといった差異を設けるのは合理的ではない。本要望は、確定拠出年金の普
及促進に資するものであると考えられる。


生命保険協
会


厚
生
労
働
省


224 4月17日 5月2日


確定給付企業
年金から確定
拠出年金の企
業型への移行
要件の弾力化


確定給付企業年金の実施事業主等が、確定給付企業年金の一部を減額し、確定拠出年金の企業型へ移行する場合におい
て、確定給付企業年金の積立金を確定拠出年金の企業型の個人別管理資産に移換することができる者（移換加入者）となる
者のうち、半数超が移換相当額を一時金で受取ることを希望しても、制度移行を可能とすること。


【提案理由】
現在、確定給付企業年金の実施事業主等が、確定給付企業年金の一部を減額し、確定拠出年金の企業型へ移行する場
合、移換加入者となる者の半数以上の同意を取り付けることが要件となっている。
・また、移換加入者となる者は、制度の移行自体に同意しない場合に限り、確定給付企業年金からの移換相当額を一時金で
受取ることができるとされている。これにより、移換加入者となる者の半数超が移換相当額を一時金で受取ることを希望した
場合、併せて制度移行に同意しないこととなり、移行そのものが実現しないという問題が発生しうる。移換相当額を一時金で
受取ることを希望しても、制度移行自体には賛成している者がいると考えられることから、移換相当額を一時金で受取るか否
かにかかわらず、移換加入者となる者の半数以上の同意があれば、制度移行を可能とすべきである。本要望の実現により、
確定給付企業年金から確定拠出年金の企業型への移行がより柔軟となることから、企業年金の普及促進に資するものであ
ると考えられる。


生命保険協
会


厚
生
労
働
省


144







規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


225 4月17日 5月2日


生命保険会社
による住民票の
写し等の請求事
務の負担軽減


お客さまあてに迅速に重要な通知を送達できるよう、生命保険会社から保険契約に基づく債務の履行等のために住民票の
写し等の交付の申出がなされた場合、各市区町村における事務処理基準の徹底及び更なる明確化を図る。(1)生命保険会社
の申出責任部署の責任者が交付の申し出を行う場合、代表者の資格証明書の添付が不要であることを徹底する。(2)本店等
所在地が記載された生命保険会社のホームページの写しが提出された場合、登記事項証明書の添付が不要であることを明
確化する。(3)生命保険契約に係る疎明資料の様式を明確化する。


【提案理由】
市区町村における事務処理の基準の更なる明確化が図られれば、お客さまあてに重要な通知を迅速に送達することが可能
となり、市区町村と生命保険会社との個別折衝の時間・労力が不要となる他、登記事項証明書の取得コストを削減できる等、
行政及び生命保険会社の事務効率化が図られる。生命保険会社は住民票の写し等の交付の申出にあたり、住民基本台帳
法に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令により、申出事項を明らかにするた
めに「市町村長が適当と認める書類」の提出を求められているが、総務省自治行政局市町村課の右記事務連絡により当該
事務処理の不統一に対する改善が図られた。同事務連絡では、(1)「（申出者が）法人等の代表者以外の者である場合には、
代表者作成の委任状、法人等の社員証又は法人等への在籍証明書を提示させること」とされており、生命保険会社の申出
責任部署の責任者が交付の申し出を行う場合、代表者の資格証明書を提出する必要はないことから、その徹底を図る必要
がある。また、(2)「法人等の主たる事務所の所在地の確認については、事務所の所在地の記載のある社員証、登記簿謄本、
登記事項証明書、官公署が発行した許可証の写し等の提示が考えられる」とされているが、生命保険会社の 新の本店等
所在地は金融庁のホームページで公表されており、生命保険会社に登記事項証明書を提出させて確認する必要が乏しいこ
とから、本店等所在地が記載された生命保険会社のホームページの写しによる確認等、一層の事務簡素化を図る必要があ
る。さらに、(3)「（利用目的についての疎明資料は）当事者間の関係を十分認識できる資料の提示を求める」こととされている
が、定型の様式を明確化することにより、一層の事務簡素化を図る必要がある。


生命保険協
会
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226 4月17日 5月2日


行政機関等か
らの照会に係る
事務手続の簡
素化


行政機関及び民間事業者の事務効率化・コスト削減を図る観点から、行政機関等による生命保険会社に対する保険契約の
有無・内容（契約日・保険種類・保険金額等）に係る照会文書の電子化及び様式の統一を図る。(1)右記根拠法令に基づく税
務署・福祉事務所・弁護士会・裁判所等からの照会手続きの電子化及び様式の統一を図る。(2)刑事訴訟法に基づく警察・検
察等からの捜査関係事項照会手続きの電子化を図る。


【提案理由】
現在、行政機関等は多種多様な様式の紙媒体の文書を大量に生命保険会社に送付する形で保険契約の有無・内容の照会
を行っている。（ある生命保険会社では平成２３年度に約８９万件の税務関連の照会を受けている。）生命保険会社はこのよ
うな行政機関等からの照会をシステム上で機械的に処理することが困難なことから、手作業で目視確認をしながら可能な限り
迅速かつ適切に名寄せ等の事務処理を行い、行政機関等に対する回答を行っている。行政機関等からの照会文書の電子化
及び様式の統一が図られれば、行政機関及び生命保険会社における正確かつ迅速な事務の実現だけではなく、行政手続の
迅速化により国民の効用も増大する。さらには、紙資源のペーパーレス化の推進により、社会・経済の発展と地球環境の調
和を目指しつつ、持続可能な社会作りに貢献することができる。例えば、紙媒体での照会を電子化することにより、行政機関
等における印刷・郵送コストを削減し、行政事務の効率化を図ることができる。また、多種多様な照会文書の様式を統一する
ことにより、生命保険会社における事務の効率化及びコスト削減が促進され、行政機関等が一層迅速に回答を得ることが可
能となる。その結果、生活保護の支給開始までにかかる期間等が短縮し、真に手を差し伸べるべき者に対する支援を早めら
れる可能性がある。マイナンバー法案では、番号制度を導入することにより、行政事務の効率化を図る効果が期待されてい
る。税務署・福祉事務所からの照会は社会保障・税分野に係る行政事務にあたるが、行政機関等が個人番号を利用した照
会を実施し、生命保険会社が個人番号を利用した名寄せを行うことができれば、一層正確かつ迅速な事務を実現することが
できる。


生命保険協
会


 
 


警
察
庁


、
法
務
省


 
 


財
務
省


、
厚
生
労
働
省


227 3月22日 5月2日


市街化調整区
域における農業
用品等販売を
行う建築物の開
発行為について


市街化調整区域内の開発行為については、都市計画法第29条及び第34条による規制があり、一定の建築物しか設置するこ
とができない。可能な開発行為の中に農業用品等の販売を目的とする建築物の建築が含まれないことから、農業用品販売
店の出店ができない。農業振興の観点等（右提案理由参照）からも農業用品販売店の出店を可能とすべき。また市街化調整
区域内の農協店舗では農業用品の販売が行われており、当該販売行為が認められるのならば、同様の販売行為を目的とす
る一般企業店舗の建築も可能とすべき。


【提案理由】
市街化調整区域における開発行為については、都市計画法第29条（許可が不要な開発行為）及び第34条（許可が可能な開
発行為）による規制があり、同区域内には一定の建築物しか設置することができない。同法第29条及び34条により建築可能
な建築物の中には農業用品等の販売を目的とする建築物の建築を目的とする開発行為が含まれないことから、農業用品販
売店の出店ができない。しかし、一方で、同法に基づく開発許可を得た農協は、市街化調整区域内において農業用品の販売
を行っており、結果として同区域内における農業用品販売が農協の独占状態となっている。農協と一般民間企業とのイコー
ルフッティングの観点及び市街化調整区域における農業振興の観点からも農業用品販売を目的とする建築物の建築を目的
とする開発行為を可能とするべきである。


民間企業


国
土
交
通
省


146







規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


228 4月15日 5月2日


有価証券届出
書・発行登録制
度の効力発生
の弾力化


当初届出書の証券情報に関する事項に係る訂正届出書の提出があった場合の効力発生日を短縮して頂きたい。


【提案理由】
近の非居住者のサムライ債の発行実務においては、投資家の需要状況の把握なしには、発行額等を決定することは出来


ない。初回債等で有価証券届出書を提出する発行体の場合、当初届出書に記載する発行額の記載に関しては仮の金額を
記載し、当初記載の発行額が、実際の投資家の需要状況により、大幅に異なる金額に変更されるのが一般的である（当該金
額の訂正に関しては、「仮条件を提示して需要状況を把握した上で発行を行う場合」に該当するため当日･翌日の効力発
生。）。債券の償還期限（年限）についても、その時点で想定される複数の年限（トランシェ）の債券を全て記載する対応を取っ
ている。この結果、需要状況によっては、一部のトランシェについて届出の取り下げを行わざるを得ない場合があるが、当該
事項の訂正（一部のトランシェの削除）に関しては、中3日の効力発生とされており、海外との時差も考慮すれば実際の条件
決定の4日以上も前に、発行する債券の年限の判断を行う必要がある。現状、仮条件を提示して需要状況を把握した上で発
行を行う場合、株式の発行数又は社債の券面総額等が投資者の需要状況によって、発行価格等の決定と同時に変更（当該
変更の内容が投資者に容易に理解でき、その内容が注記されているものに限る。）される場合は、即日又は翌日の効力発生
とされている。サムライ債における一部のトランシェの削除に関しても、当初の届出書において、需要状況の結果一部のトラ
ンシェについて発行が行われない場合があることを記載することによって、即日又は翌日の効力発生を認めて頂きたい。


日本証券業
協会
証券評議会


金
融
庁


229 4月15日 5月2日
目論見書使用
者責任の範囲
の緩和


自社株対価ＴＯＢおいて交付する目論見書については、公開買付代理人は金商法第17条の適用除外としていただきたい。


【提案理由】
公開買付代理人（金商法第27条の2第4項）は、株券等の管理、買付代金の支払い等を行う者であり、公開買付代理人受託
にあたって買付者にデューデリジェンスなどを実施することは想定されていない。自社株対価ＴＯＢの応募事務の一環として
株主等の目論見書の交付を行う際に、公開買付代理人も当該目論見書の使用者の賠償責任を負わされるのであれば、公開
買付代理人事務受託前に買付者に対して引受審査同等の審査を行わざるを得なくなると考えられる。これにより買付者はか
かる審査期間と費用の負担を強いられ、また、機動的なＴＯＢ実施の阻害要因となると思われる。


日本証券業
協会
証券評議会


金
融
庁
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230 4月15日 5月2日


公開買付け規
制における買付
け等および株券
等所有割合の
計算方法の見
直し


公開買付け規制のうち、いわゆる５％規制における「買付け等」および「株券等所有割合」の計算から、①単元未満株および
②銘柄選択に関して恣意性の乏しいプログラム売買による買付けを除外して頂きたい。


【提案理由】
証券会社は、業務の一環として取引所金融商品市場において取引することができない単元未満株を、顧客から買い取る要請
を受けることがある。現状の制度では、このような買取りも公開買付け規制の適用となる買付け等とされており、顧客の利便
性に資することができない。また、あらかじめ決められたプログラムに基づきシステムが（銘柄の選択も含め）自動発注する戦
略や、株価指数先物に連動する現物株式のバスケットを裁定目的で売買する戦略は、いずれも銘柄の選択に関して恣意性
が非常に乏しく、従って会社の支配権に影響を与えようとする意図がないと考えられる。


日本証券業
協会
証券評議会


金
融
庁


231 4月15日 5月2日


公開買付け規
制における株券
等所有割合の
計算方法の見
直し


公開買付け規制のうち、「株券等所有割合」の計算から、株券貸借取引を除外して頂きたい。


【提案理由】
株券貸借取引による所有は、引渡請求権を有するため、現状では株券等所有割合に算入されるが、証券会社がその業務と
して行う株券貸借は、会社の支配権に影響を与えようとする意図がなく、また特に転貸してしまった株券等については、議決
権の行使も不可能である。


日本証券業
協会
証券評議会


金
融
庁


232 4月15日 5月2日


公開買付け規
制における買付
け等および株券
等所有割合の
計算方法の見
直し


公開買付け規制のうち、いわゆる５％規制における「買付け等」および「株券等所有割合」の計算において、証券会社の商品
有価証券勘定による通常のトレーディング業務にかかるものを対象外としてほしい。


【提案理由】
証券会社のトレーディング業務は、市場の仲介目的で行われるものが主であり、特に社内規則等で証券会社が独自に議決
権行使及びその指図をしないこととしている場合には、会社の支配権に影響を与えようとする意図がない。


日本証券業
協会
証券評議会


金
融
庁
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233 4月15日 5月2日


「公開買付けに
よる買付け等の
通知書」におけ
る公開買付者
による押印の省
略


公開買付けによる買付け等の通知書の様式から、㊞を削除していただきたい。


【提案理由】
当該通知書の作成及び送付は公開買付代理人との事務委託契約において買付者より公開買付代理人に委託されているの
が通例である。金融商品取引業者からの送付であれば、すでに電磁的方法により提供するときは公開買付者の印は省略が
許されているのであるから、これと同様に省略しても問題はないと思われる。


日本証券業
協会
証券評議会


金
融
庁


234 4月15日 5月2日


持株会の拠出
限度額からライ
ツイシュー等の
権利行使代金
を除外すること


持株会の拠出上限額（一回当りの拠出金額が百万円未満）から、ライツイシューなど新株予約権の行使金額を除外すること
とする。


【提案理由】
企業の資金調達手段として新株予約権を用いたライツイシューがある。本手段は、取引所の規制緩和により、今後有力な調
達方法となる可能性がある一方で、持株会の拠出金は、一回当たり上限百万円未満と設定されており、ライツイシューの際
に不都合を与える可能性がある。例えば、持株会がライツイシューに応じて、新株予約権の行使代金を払い込んだ際に、拠
出限度額を超過する可能性がある。この場合には、持株会は権利行使を断念することになる。これは、ライツイシューにより
現株主対象に円滑な資金調達を行いたい企業と、持分比率を維持させたい持株会と両者にとって不都合な規制となる。特
に、権利行使価格が時価より低く設定されたライツイシューでは、持株会・持株会会員に不利益を与える可能性もある。同様
の事例が、新株予約権を用いた買収防衛策（ライツ・プラン）についても発生する。この規制は持株会の拠出をインサイダー
取引から分離することを主旨としたものであり、ライツイシューを普及させるためにも、持株会の拠出上限算定に新株予約権
の権利行使代金を除くことが必要と考える。


日本証券業
協会
証券評議会


金
融
庁


235 4月15日 5月2日
ライツ･オファリ
ングに係る開示
規制の見直し等


発行登録書等を利用してライツ・オファリングを行う場合は、目論見書の作成・交付を不要として欲しい。


【提案理由】
ライツ・オファリングによる増資を躊躇する要因排除を目的とする。ライツ･オファリングにおいて、発行登録制度を用いてマー
ケティングを行って条件決定を行うことが考えられるが、この場合の目論見書の不要措置により、円滑なマーケティング及び
条件決定が可能になることが期待される。


日本証券業
協会
証券評議会


金
融
庁


149
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236 4月15日 5月2日


ライツ・オファリ
ングにおける条
件決定のタイミ
ングの柔軟化


届出書提出後に行使価格を決定する場合は、開示府令第9条第1項第2号により、行使価格が時価又は時価に近い一定の価
格である場合は、行使価格決定後に訂正届出書に記載すれば足りることとなっている。しかし、ライツ・オファリングの場合、
行使価格は時価から相当程度乖離した価格で決定されることが想定されることから、開示府令第9条第1項第2号に該当しな
いこととなり、届出書に必ず行使価格を記載しなければならないこととなる。ライツ・オファリングにおいては、時価からの乖離
幅のみを届出書に記載しておき、その後の訂正届出書に行使価格を記載することを可能として頂きたい。


【提案理由】
平成24年4月1日より、ライツ・オファリングに係る金商法改正がなされたが、ファイナンス期間が長いことから、コミットメント型
のライツ・オファリングは未だに実施されるに至っていない。海外においては、ファイナンス期間は、一般的に2から3週間程度
であるのに対して、国内においては、今後割当通知に関する会社法の改正が実施されたとしても、40日以上のファイナンス期
間が必要となる。コミットメントを行う証券会社の立場からは、株価が行使価格を下回った場合のリスクを考慮すると、行使価
格決定日から失権ライツを取得するまでの期間を海外と同様な期間に少しでも近づける努力が必要となる。その為にも届出
書提出後に行使価格を決定することを可能として頂きたい。


日本証券業
協会
証券評議会


金
融
庁


237 4月15日 5月2日
目論見書の交
付義務の見直し


公募増資案件における目論見書の紙ベースでの作成が義務付けられているが、適切な公表の措置を取れば、電子版のみ
の配布でも可とするよう規制の緩和をお願いしたい。


【提案理由】
公募増資案件における目論見書の紙ベースでの作成は発行会社、証券会社にとって費用、事務負担となっているばかりでな
く、取引スケジュールにも大きな影響を及ぼすものであり、市場環境に即した迅速かつ柔軟な意思決定を阻害する要因となっ
ている。例えば、EDINETに目論見書を掲載し、その旨を広く周知することで、紙での目論見書の作成及び投資家への配布に
ついては省略できるといった柔軟な対応ができるようにしてほしい。


日本証券業
協会
証券評議会


金
融
庁
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238 4月15日 5月2日


条件決定時の
訂正目論見書
の交付省略の
特例における公
表方法の緩和


開示府令第14条の2第1項第3号の場合における、電話等による閲覧確認を不要として頂きたい。


【提案理由】
開示府令第14条の2第1項第3号では、発行者及びその有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする
販売証券会社等のホームページ等に発行条件を記載する方法を採る場合は、電話等により当該情報を取得したこと等を確
認しなければならないとされている。同第1号及び第2号においては、2以上の日刊紙又は日刊紙及びホームページ等への掲
載を求めているのみであり、投資者が当該情報を取得したことの確認までは求めていないところ、第3号では情報取得の確認
を義務付けられていることにより、金融商品取引業者にとって実務上の負担が重く、利用されていないのが実態である。した
がって、第3号の場合において、ネット等で情報開示が行われることについてあらかじめ投資家が確認している場合には、条
件決定後の情報取得の確認を不要として頂きたい。


日本証券業
協会、
証券評議会


金
融
庁


239 4月15日 5月2日
特定投資家に
対する安定操
作期間の通知


現在、安定操作取引が実施されている銘柄については、金融商品取引業者はその旨を顧客に対し説明した上で受注するこ
ととなっているが、電子的手段を用いて注文を行う特定投資家に限り、安定操作期間の通知をもって当該説明に代えることが
できることとする。


【提案理由】
安定操作取引またはその受託等を行った金融商品取引業者は、その 初に行った安定操作取引のときから安定操作期間
の末日までの間に、安定操作取引に係る有価証券等の買付の受託等をする場合には、買付けなどにつき合理的な判断をす
る機会を提供するために、その相手方に対して安定操作取引が行われた旨を表示することとされている。当該表示義務の履
行にあたり、対面による受注の場合には、受注の際に顧客へ説明し了承を得てから受注することができるが、電子的手段を
用いて注文を行う顧客の場合は当該機会がないため、安定操作が行われたときから顧客への説明・了承を得るまでの間、受
注を停止する必要がある（停止しないと、自動的に受注してしまうため）。一方で、電子的手段を用いて注文を行う顧客のうち
特定投資家については、安定操作が発表された事実を公表された段階で把握しているものと考えられるので、安定操作対象
銘柄及びその可能期間を金融商品取引業者から事前に電子メール等により連絡することで、顧客への説明は行わなくても、
自分自身で行うべき活動は理解できると考えられる。したがって、当該投資家からの注文については安定操作期間中の受注
を停止することなく執行し、電子的手段を用いた注文に係る利便性の向上につなげたい。


日本証券業
協会
証券評議会


金
融
庁
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240 4月15日 5月2日


銀行代理業に
おける事業性資
金貸付の媒介
の要件緩和


現状、銀行代理業を行う一般事業者が事業向け貸付の媒介を行う場合には、与信の金額について、預金等担保貸付又は規
格化された貸付商品（上限１千万円）に限定されているが、有価証券担保貸付も加えることとする。


【提案理由】
(a)銀行代理業を行う一般事業者が事業向け貸付の媒介を行う場合には、与信の金額について、預金等担保貸付又は規格
化された貸付商品（上限１千万円）に限定されており、実質的に中小企業等からの借入申込みに応えられない。(b)銀行代理
業で主に個人から受入れた預金を活用して中小企業向け事業性資金供給という資金循環を促すことが可能になり、日本経
済の活性化と銀行代理業の健全な発展が可能になる。懸念されている兼業との利益相反取引については、所属銀行による
十分な検証体制が整っているとともに、抱合せ販売等の優越的な地位の濫用も代理店での研修体制の整備、所属銀行での
顧客確認書の受入れ等で十分に防止されており、問題無いものである。さらに有価証券担保とすることにより、情実融資の抑
止、貸倒リスクの極小化も可能となり、金融市場全体への影響等も無いといえる。(c)中小企業への資金供給拡大と銀行代理
業の健全な発展に効果がある。


日本証券業
協会
証券評議会


金
融
庁


241 4月15日 5月2日


大量保有報告
書において5％
を下回った報告
書を提出した後
も、提出義務が
続くことの見直
し


大量保有報告書を提出した者が、その者の株券等保有割合が100分の５以下となった後に変更報告書（金融商品取引法27
条の25第１項）を提出した場合、当該変更報告書の提出事由の如何にかかわらず、当該提出後における変更報告書の提出
を不要として頂きたい。


【提案理由】
現規定では、株券等保有割合が百分の一以上減少したことによらずに重要な事項の変更が連続して発生したような場合、例
えば、以下のように提出義務が発生することがある。1） 株券等保有割合が5.2％であることにより、大量保有報告書を提出。
2） その後保有者の住所変更により変更報告書を提出。このときの保有割合は4.3％。3） その後保有者の名称の変更により
変更報告書を提出。このときの保有割合は3.4％。4） その後株券等保有割合が3.4％から2.2％に減少する変更報告書の提
出、または3.4％から4.5％へ増加することによる変更報告書の提出（いずれも義務発生は株券等保有割合の百分の一の増
加）もあり得る。上記の場合において、3）および4）の変更報告書は不要とすべきではないか。「大量保有者」（株券等保有割
合が百分の五を超えるもの）（法27条の23第1項）でないものに「大量保有」報告書の提出義務を課し続ける必要はないと考え
る。


日本証券業
協会
証券評議会


金
融
庁
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242 4月15日 7月9日
カバードボンド
法の制定


世界的に法制整備が進んでいるカバードボンドについてわが国でも法整備を行い、カバードボンドの法的安定性、発行体の
健全性、担保資産の健全性の確保により、安定した資金調達環境の確保と投資家保護を図り、金融システムの一層の安定
化を図る。


【提案理由】
欧州で法制化が先行しており、先の金融危機においては、銀行の無担保社債や法制に基づかないカバードボンドが流動性
を喪失する中で、法制によって確立されたカバードボンドは市場の健全性を維持し、銀行システムの安定化に寄与した。これ
を受けて米国、豪州でも法制化の動きが広がり、豪州では主要銀行がカバードボンドの発行を開始している。本邦でもストラ
クチャード・カバードボンドの発行が試みられた事例はあるが、本邦法制化においては、カバードボンドのオリジネーターの倒
産隔離性の確保について専門家の意見の一致が見られない等、法的安定性にコンセンサスがない。潜在的な流動性リスク
への対応のためにも、カバードボンド法制の整備は喫緊の課題の一つである。


日本証券業
協会
証券評議会


金
融
庁


243 4月15日 5月2日


「業務及び財産
の状況に関する
説明書」（ディス
クロージャー誌）
の営業所又は
事務所等への
備置義務の撤
廃


有価証券報告書提出証券会社については、「業務及び財産の状況に関する説明書」（ディスクロージャー誌）の営業所又は事
務所等への備置を不要とする。一方で、当該会社の営業所又は事務所等ではディスクロージャー誌を電磁的記録で管理し閲
覧可能な状態にするものとする。加えて、各社ホームページや日本証券業協会ホームページ等の指定の場所への掲載を認
めることとする。


【提案理由】
財務情報等については、有価証券報告書における開示の方がディスクロージャー誌よりも範囲が広く、期中の開示回数も多
い。さらに、業務の状況や店舗等に係る情報は各社ホームページでも掲載されているものである。また、投資家等にとって
は、EDINETや日本証券業協会ホームページ等の一覧性のあるところに規則的に掲載した方が利便性はより高いものと思わ
れる。さらに、営業所又は事務所等において電磁的記録で管理し閲覧可能な状態であれば、物理的な店舗備置義務は不必
要と思われる。


日本証券業
協会
証券評議会


金
融
庁
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244 4月15日 7月9日


海外の証券会
社による公募増
資に係る海外
募集のための
株式取得及び
ブロック取引の
ための取得の
対内直接投資
等からの除外


①海外募集の公募増資案件において海外の証券会社が引受けて海外投資家に販売する場合における、海外の引受証券会
社による株式の取得及び②海外の証券会社によるブロック取引のための一時的な取得が対内直接投資等に該当しないこと
として頂きたい。


【提案内容】
海外の引受証券会社による公募増資に係る株式の取得は、海外投資家に販売するための一時的な取得に過ぎず、実質的
な対内直接投資とは異なるため、一定の日数を超えて保有するような場合以外には、対内直接投資等に該当しないこととす
ることも可能と考えられる。また、大量保有報告制度（金融商品取引法第27条の23）においても引受けによる保有が除外（株
券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第4条第2号）されていること、上場会社等の役員等による売買等の報告
（金融商品取引法第163条）においても同様に除外（有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第24条第2号）されているこ
とに鑑みても、平仄が合うものと考える。また、海外の証券会社によるブロック取引のための一時的な取得も、実質的な対内
直接投資等とは異なるために適用除外とすることによって事務手続きの軽減が図られることとなる。


日本証券業
協会
証券評議会


 
財
務
省


、
警
察
庁


、
金
融
庁


、
総
務
省


 
文
部
科
学
省


、
厚
生
労
働
省


 
農
林
水
産
省


、
経
済
産
業
省


 
国
土
交
通
省


、
環
境
省


245 4月15日 5月2日


証券会社に対
する取引照会
の一元化(税務
調査関連)


現状、顧客の取引状況や残高に関する照会は、全国の税務署や国税局ごとに対応しているところですが、その照会元および
回答先を各地方の国税局又は国税庁等に集中化していただくことを要望する。


【提案内容】
現在、多くの証券会社等は、全国の税務署や国税局より個別に顧客の属性や取引履歴等の顧客照会を受け対応しておりま
すが、照会する文書や内容が統一されていない場合があることや、回答(返答)先が全国にわたることからその事務処理が煩
雑なものとなっている。また、回答(返送)時の郵送料も証券会社等が負担しているケースも見られる。(多くの場合返信用の封
筒が同封されているものの、通常当該封筒は普通郵便用であり、顧客情報を封入する関係上、多くの証券会社等は自己負
担のもと書留郵便等で返送していると思われ。)これらのことから、国税局や国税庁等に照会窓口の集中化を行っていただく
ことにより、事務コスト、郵送コストの削減につながるとともに、処理の迅速化にもつながることから、本提案を提出する。


日本証券業
協会
証券評議会


財
務
省
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246 4月15日 5月2日
確定拠出型年
金制度の拡充


日本版IRA(個人型年金積立金非課税制度)の導入など、我が国の確定拠出型年金制度を拡充していただくことを提案する。


【提案内容】
従来型年金制度(現行の公的年金や企業年金)には、少子高齢化の進展、積立不足、課税の公平性や中立性(雇用形態・世
代間による不公平)、 企業倒産による影響や雇用の流動化対応(ポータビリティの確保)など様々な問題を抱えている。これら
の問題を解決する為にも、米国で既に導入されているIRA(individual､Retirement Account)などを参考に、現行の確定拠出型
年金の制度を拡充し、国や企業から離れて個々人が自助努力で資産形成することを支援するような年金制度を創設すること
が必要であると考る。


日本証券業
協会
証券評議会


厚
生
労
働
省


247 4月15日 5月2日


銀行等による保
険販売における
弊害防止措置
の維持


【提案の具体的内容】
●銀行等による保険募集に際し、銀行等が遵守すべき弊害防止措置については、保険契約者等の保護の観点から、引き続
き維持していただきたい。


【提案理由】
●保険業法等では、銀行等が保険募集を行う際、預金・融資等の取引で得た情報を不当に保険販売に利用することや、銀行
等がその特性上有する優越的地位や影響力を行使して圧力募集をする等、保険契約者等の利益を害することを防止するた
め、保険募集にあたり銀行等が遵守すべき弊害防止措置について規定している。
●「銀行等」と「事業資金等を借り入れている利用者」という両者の力関係から、銀行等による圧力販売等の問題は表面化し
にくく、また生命保険が長期性・再加入困難性といった特殊性をもつことにより、被害者の事後救済が困難であることも想定さ
れるため、弊害防止措置の規定全般について存置する必要があると考えられる。


明治安田生
命


金
融
庁
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248 4月15日 5月2日


企業による従業
員に対する生命
保険の募集に
おける消費者保
護ルールの維
持


【提案の具体的内容】
●法人である生命保険代理店等がその役員・使用人等の密接な関係を有する者に対して生命保険の保険募集を行うことを
禁止する、いわゆる「構成員契約規制」については、保険契約者等の保護の観点から、引き続き現行規制を維持していただ
きたい。


【提案理由】
●保険業法等では、使用者と使用人間の雇用関係等に基づいた生命保険募集を行うことを防止するため、法人である生命
保険代理店等がその役員・使用人等の密接な関係を有する者に対して生命保険の保険募集を行うことを禁止している（いわ
ゆる「構成員契約規制」）。
●雇用関係に基づく圧力募集等は問題が表面化しにくく、また、生命保険がもつ長期性・再加入困難性に鑑みると、被害者を
事後的に救済することが困難な場合も想定されることから、保険契約者等の保護のため事前規制として同ルールが導入され
ている。昨今の雇用情勢の悪化から、使用者と使用人の雇用関係に基づく、使用者の使用人に対する立場の優越度はさら
に高まっており、同ルールの存置が必要な状況にあると考えられる。
●上記状況を勘案し、保険契約者等の保護の観点から、同ルールに関しては引き続き現行規制を維持していただきたい。


明治安田生
命
日本生命


金
融
庁
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249 4月16日 5月2日


銀行等による保
険募集に係る
弊害防止措置
の維持および実
効性確保


●内容
・銀行等による保険募集に係る弊害防止措置については、消費者保護の観点等から、引き続き「融資先募集規制」を中心とし
た諸ルールの基本的な枠組みを維持し、かつ、その実効性を確保することが必要不可欠である。・また、昨年４月から適用さ
れた「預金誤認防止措置」「非公開情報利用時における同意取得」の実効性確保のための措置および、融資先募集規制等
の対象から除外され、消費者保護の観点から問題が生じる懸念がある一時払終身・一時払養老保険について、適切な監督・
運用をお願いしたい。


●理由
・銀行等は、その業務において、顧客の預金・決済情報という秘匿性の高い情報を独占的に取り扱っており、また、法人・個人
の融資先事業者に対して多大な影響力を有することから、保険業法施行規則等において、消費者保護および公正な競争を
確保する観点から、非公開金融情報の保護や、融資先への保険募集の制限ならびに融資先担当者による保険募集制限等
に関するルールが定められている。・これらのルールは、銀行等による保険募集が段階的に解禁されていった際に、銀行等
の預金・決済業務や融資業務の特殊性と影響力に鑑み、消費者や事業者の保護、ならびに公正な競争を確保するために整
備されてきた必要不可欠な制度である。・なお、生命保険は保障期間が長期間に亘り、かつ、再加入が困難であることから、
一旦弊害が生じてしまうと事後的に当該顧客を救済することは極めて難しい。また、銀行等の融資先事業者等に対する影響
力が大きいことから、弊害事例が潜在化する懸念もある。銀行等による保険募集については、これらの事情も踏まえた検討を
行う必要がある。・制度導入時のこれらの課題性は、現時点においても全く解消されておらず、近年の経済環境の悪化を考
慮すれば、融資先への銀行等の影響力はますます強まっているとも考えられる。このため、これらのルールについて、消費
者・事業者の保護や公正な競争を損なわないよう、引き続き、適切な監督・運用にご尽力いただくようお願いしたい。・特に、
昨年４月のルール見直しにおいて実効性確保のための措置が図られた「預金誤認防止措置」「非公開情報利用時における
同意取得」の確保および融資先募集規制の対象から除外され、消費者保護の観点から問題が生じる懸念がある、一時払終
身・一時払養老保険について、適切な監督・運用をお願いしたい。


日本生命
金
融
庁


250 4月15日 5月2日


信用保証協会｢
保証付債権｣の
譲渡に関わる
要件の緩和


信用保証協会「保証付債権」を再生ファンド等に譲渡する際の要件に、「銀行が関係者と合意の上策定した再生計画」を追加
されたい。


【提出理由】
中小企業の場合、銀行と債務者が合意のうえ作成した計画に基づき再生支援を行うケースが多いため、「保証付債権」を再
生ファンド等に譲渡できず、中小企業の再生が迅速に行われない事例もみられる。抜本的かつ迅速な事業再生が求められる
中、要件が緩和されれば、民間主導による事業再生が活発化するなど、事業再生の実効性が高まるものと考える。


第二地方銀
行協会


経
済
産
業
省
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251 4月15日 5月2日
動産譲渡登記
等を取扱う法務
局の複数化


動産譲渡登記等を取扱う法務局を複数化されたい。特に、復興支援の観点から、東北地区の法務局の対応を優先されたい。


【提案理由】
現在、動産・債権譲渡登記の取扱い法務局は、東京法務局に限定されているため、登記完了までに時間を要するほか、司法
書士への委託費等も負担となっている。


第二地方銀
行協会


法
務
省


252 4月15日 5月2日
動産譲渡登記
の公示性の強
化


「動産譲渡登記」が、「占有改定」に優先するよう、制度を改正されたい。


【提案理由】
担保権設定時に占有改定による譲渡担保権の有無を完全に確認することは困難であることから、動産譲渡登記の優先が認
められれば、動産担保融資の利用促進が図られると考える。


第二地方銀
行協会


法
務
省


253 4月15日 5月2日


不良債権開示
における｢リスク
管理債権｣と｢金
融再生法開示
債権｣の一元化


不良債権開示については、「金融再生法開示債権」への一元化を図られたい。


【提案内容】
「リスク管理債権」は、米国基準との同等性等の観点から開示が求められているが、米国一国の基準に拘ることに合理性は
ないと考える。他方、「金融再生法開示債権」は、(1)対象資産の範囲が貸出金だけでなく総与信に拡大されている、(2)債権
ベースではなく債務者ベースで開示、という点で自己査定に準じた開示内容になっており、「リスク管理債権」を並行開示する
意義は乏しい。また、一元化により事務負担の軽減に資すると考える。


第二地方銀
行協会


金
融
庁


254 4月23日 6月6日


資金面での参
入障壁の緩和・
撤廃（公的助成
金の手続きの
簡素化・複数年
度採択制度の
採用）


研究開発を支援する補助金・委託金の手続きは極めて煩雑で、実際の事業開始が年度半ばとなるなど、実質的な研究開発
に充てる時間が十分確保できない事例も多い。特に研究開発に時間のかかるライフサイエンス分野の助成制度においては、
手続きを簡素化し、いち早く事業に取りかかれるよう、また、期中での進捗審査に伴ったうえで、複数年度にわたる事業内容
を採択するなど制度改正を図られたい。


大阪商工会
議所


文
部
科
学
省


厚
生
労
働
省


経
済
産
業
省
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255 4月23日 6月6日
「強制水先制
度」「夜間航行
規制」の緩和


瀬戸内海エリアなど、一定海域を一定基準以上の船舶が航行するためには、水先法により水先案内人の乗船が義務付けら
えているが、その費用が高額なため、外国客船は瀬戸内海の航行を避けるケースがみられる。観光振興にため、安全性に配
慮しつつ制度の緩和を検討されたい。また、同様に、海上交通安全法にある夜間航行規制についても緩和を検討されたい。


大阪商工会
議所


国
土
交
通
省


256 4月16日 6月6日


火力発電所をリ
プレースする場
合の環境影響
評価手続きの
簡素化について


環境負荷を低減させるような火力発電所のリプレース工事について、リプレース工事着工までの期間を短縮し、環境負荷低
減を早期に実現する観点から、環境影響評価手続き（アセス手続き）の対象外とし、法令の条文として明確にしてもらいたい。


電気事業連
合会


環
境
省


257 4月16日 6月6日


補助事業で取
得した財産の太
陽光発電等へ
の活用


屋根貸し事業により公共施設の屋根を貸し付けた場合、賃貸料収入が発生する。賃貸料収入については、例えば当該施設
の維持管理費への充当や、それらを特定目的基金などに積み立てて自然エネルギー普及施策の財源に充当することが考え
られる。しかし、ほとんどの公共施設の建設に当たっては、国庫補助金等が財源として充当されており、適正化法第22条の規
定は貸し付けに際し各省庁の承認を得ることを求めており、また各省庁の財産処分の規定により、承認の条件として有償貸
付に係る収入の一定割合については国庫納付が求められている。国庫納付の可能性があるだけで、公共施設の施設管理者
の屋根貸し付け検討が進まない他、承認手続による事業開始の遅れやそれに伴う事業者の資金繰りの問題が生じたりす
る。今後の普及スピードの加速化や地域経済の活性化策、税外収入確保による財政健全化にも資するため、各省庁に対し、
貸付料を当該施設の維持管理または地域における自然エネルギー普及に活用する場合には、国庫返還が不要となるよう規
制緩和を要望する。


地方自治体


総
務
省


、
財
務
省


文
部
科
学
省


、
厚
生
労
働
省


農
林
水
産
省


、
経
済
産
業
省


国
土
交
通
省


、
環
境
省


159







規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


258 4月16日 6月6日
バイオマス発電
に係る緑地面
積の緩和


工場立地法は、環境負荷の高い製造業などの適正な立地を目的に制定されたものであるが、環境負荷の軽減に貢献するバ
イオマス発電施設についても工場立地法が適用されるため、発電所敷地面積の25％を「緑地及び緑地以外の環境施設」にし
なければならない。「工場立地に関する準則（告示）」では、地方公共団体が地域の実情に応じて緑地面積率等を緩和するこ
とを認めており、例えば、工業地域や工専地域等では環境施設（緑地及び緑地以外の環境施設）面積率を条例で10％にまで
引き下げることが可能であるとされているが、再生可能エネルギー発電施設の１つと位置づけられているバイオマス発電施
設については、さらなる面積率制限の緩和若しくは撤廃を実施していただきたい。


民間企業


経
済
産
業
省


259 4月16日 6月6日


ダム水路主任
技術者の選任
不要化範囲の
拡大


小型発電設備規制検討ワーキンググループ（平成22年1月）において、人命や公共の被害といった致命的な被害をもたらすリ
スクをふまえて定められたものであり、これを超える場合にダム水路主任技術者を不要とすることはできないとの見解を示さ
れている。他方、東日本大震災を経て、小水力発電の普及は施策の重要性を一層増している。 大使用水量が1?/sを1つの
しきい値とすることの再検証及び発電出力200kW以上への引き上げについて再度の御検討をお願いしたい。


民間企業


経
済
産
業
省


260 4月17日 6月6日


木質系バイオマ
ス燃料材料の
収集運搬等に
関する規制の
改革


バイオマス燃料生産の普及拡大において大きな障害となっている収集運搬等の規制を改革してもらいたい。以下例をもって
説明する。実例だがこれら「廃オガ」等はそもそも廃棄物という位置づけからスタートしているゆえに、事業化を目指す事業者
がいくら有価で買い取るからと行政に説明しても理解がなく、一般廃棄物の収集・運搬許可のない者は行なってはならないの
一点張り。もちろん行政は許可を出さない。これではいくらすばらしい活用方法が研究開発されたとしても決してバイオマスエ
ネルギーは決して普及しない。つまり法律が古いので再生可能エネルギーの普及を阻害している現状である。全国各地にそ
れぞれ特有のバイオマスが普遍的に存在しているのであるから、エリア限定あるいは活用方法限定などで規制を弾力的運用
することで化石エネルギーに頼らないコミニティ確立につなげるべきである。ちなみに、廃オガを原料とするバイオコークスの
製造についての収集運搬について市、県に相談したが、行政担当としてはどうすることもできないという返答であった。他の研
究グループもこの問題につまいている。長野県の主要な産業のひとつ「菌床栽培」で排出されるいわゆる「廃オガ」は旧来発
酵させ堆肥として使う以外に消費方法はなかったが、近年さまざまな活用方法が研究開発され新たなバイオマス燃料として
注目されている。しかしそこに立ちはだかるのが事業系一般廃棄物の収集・運搬・保管等の規制である。


北信州バイ
オマス利活
用研究会


環
境
省
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261 4月18日 6月6日


電気事業者の
IPP電源入札に
おける新電力等
との共同調達の
実現について


一般電気事業者のコスト改善の一環としてIPP入札制度の復活が決定され、「新しい火力電源入札の運用に係る指針」
（H24.9）が示されたところであるが、相対的に事業規模が小さく規制需要を持たない新電力には同様の手段で競争力ある電
源を調達することは事実上困難（クレジット、資金調達等）であるため、競争上不利となる恐れがある。 競争が進まない主要
因となっている新電力の供給力不足への対策、および規模増の場合の一般電気事業者が調達するIPP電源の経済性向上の
観点から、一般電気事業者がIPP入札を実施する際は、応分負担による新電力との共同調達等を柔軟に実施するよう、制度
的な措置を講じる必要がある。共同調達においては、制度的に禁止されるものではないものの、一般電気事業者が実施する
インセンティブが低いため、事業者間の調整では限界があるため、主管官庁が主体となり、「IPP電源の調達にあたっては、中
長期的な調達予告スケジュールを公示するとともに、共同調達パートナー募集の公募を制度化する」等といったIPP電源調達
に関する制度的な措置を要望する。


民間企業


経
済
産
業
省


262 4月18日 6月6日


ポリ塩化ビフェ
ニル廃棄物に
関するガイドラ
インの制定につ
いて


【具体的要望】現在、ポリ塩化ビフェニル(PCB）廃棄物に関するガイドラインがいくつか制定されているが、微量PCB汚染廃電
気機器等の処理に関するガイドラインは焼却処理編のみとなっている。微量PCB汚染廃電気機器等の処理については洗浄
処理も期待できることから、洗浄処理に関するガイドラインの制定を要望する。


【(a)規制の現状、(b)要望理由、(c)要望が実現した場合の効果】
（ａ）規制の現状　廃棄物処理法に基づくPCB廃棄物の処理施設として、焼却施設、分解施設、分離施設、洗浄施設がある
が、微量PCB汚染廃電気機器等の処理に関するガイドラインについては、焼却処理編のみ制定されている。（ｂ）要望理由
現在、環境省主催の「PCB廃棄物適正処理推進検討委員会」において、PCB廃棄物の処理推進の検討がなされているところ
である。その検討の中で、微量PCB汚染廃電気機器等の処理について、「洗浄方式を活用した処理施設等の大きな処理能
力を持つ施設の操業が期待される」旨の意見が出されていることから、微量PCB汚染廃電気機器等の処理に関するガイドラ
インの洗浄処理編の制定により、微量PCB汚染廃電気機器等の処理推進につながると考える。（ｃ）効果微量　PCB汚染廃電
気機器等の処理促進に向け、洗浄技術の向上や実用化の促進、無害化処理認定制度取得施設の増加が期待できる。


電気事業連
合会


環
境
省


263 4月23日 6月6日
失効した買戻し
特約の抹消に
ついて


業者から住宅を購入した際、その不動産に買戻し特約がついていた。何年かたって、当該不動産を売却する際、買主から買
戻し特約の抹消を要求されるが、その際、買戻し特約も１０年を超えて失効しており、さらに販売した業者が倒産していた場
合、清算人が選定されていないと、訴訟を起こして確定判決をとってそれでもって抹消しなければならない。費用が３０万から
５０万円かかると言われている。こういったケースの場合、買戻し特約も失効しているのだから、登記官の職権で抹消できない
ものかと思う。買戻し特約を抹消しないと銀行でローンを付けてもらえないため、できるようにしてもらいたい。


個人
法
務
省
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264 5月7日 6月6日


包括的な化学
物質総合管理
法の制定と一元
的な所管行政
機関の整備に
ついて


化学物質の管理に関する国際的な議論は、科学的な方法論に準拠して化学物質のリスクを適正に管理することによって健
康や環境への影響を事前に防止するとともに、各国の制度や基準の違いから発生する貿易障害や経済への悪影響を防止す
ることを目的とするものである。具体的には、欧州における2007年の包括的な管理法の制定に関する議論がＥＵの競争力委
員会で審議されたことに典型的に示されるように、化学物質総合管理は、健康や環境の保護に深くかかるのみならず、すべ
ての産業の競争力に直結する課題である。貿易立国であるべき日本は、今日、貿易赤字に直面しており、産業が国外向けと
国内向けの二重の負担を強いられる状況はもはや放置できない。すべての産業が国際的に整合性のある法律体系の中で
事業展開ができるように変革することが必須である。そしてその根幹は、化学物質総合管理を体現する包括的な管理法を制
定して、多数の規制法が分立する日本の法律体系を再編して国際的な整合性を実現することにある。加えて、取締官庁とし
て縦割り的に多数の省庁が介在する今日の行政の在り方を正して包括法の下でワンストップサービスを実現する一元的な行
政体制に整理統合し、国際的な整合性を確保することにある。技術立国を体現し化学物質の管理に深くかかわっている機能
性化学産業に も典型的に表れるように、日本政府がこうした変革を可及的速やかに実現できるか否かは、今後の国際競
争力ｈの維持や雇用の確保に決定的な影響をもたらす。日本において包括的な管理法が未整備である間隔をついて、化学
物質のリスクを十分確認していない廉価な製品が日本国内に流入してきている。これは国民の健康や環境に脅威を与えるの
みならず、悪貨が良貨を駆逐するが如く、まじめに事業を展開している国内企業を苦境に追い込んでいる。また、分立する規
制当局への対応に多くの経費と時間を要することが、海外における事業機会の喪失につながっている。このような認識の下、
化学物質総合管理のための包括的な管理法を整備しそれを一元的に所管する行政機関を創設すべきこと提案する。


民間団体


　
　
　
厚
生
労
働
省


　
　
　
経
済
産
業
省


　
　
　
環
境
省
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265 5月14日 6月6日


取引所商品先
物取引に係る
不招請勧誘規
制の見直し


〔提案内容〕商品取引所に上場されている商品先物取引の契約締結の勧誘について、不招請勧誘の禁止を適用しないこと。
〔規制の現状〕商品デリバティブ取引では商品先物取引法により国内及び外国取引所取引（取引証拠金等の額を上回る損失
が生ずるおそれのあるものに限る。）並びに店頭取引の契約締結について、勧誘の要請をしていない個人顧客に訪問し、又
は電話をかけて勧誘することが禁止されている。なお、金融商品取引法に基づく金融デリバティブ取引では店頭取引のみ不
招請勧誘が禁止され、取引所取引である日経225先物、くりっく365は不招請勧誘は禁止されていない。


〔理　由〕１．取引所取引は健全性が高いこと。商品取引所は商品先物取引法に基づき主務大臣の許可を受けて設立された
公的なマーケットである。そこで行われる商品先物取引の価格は、業者が価格を提示する店頭取引と異なり、売り注文と買い
注文が市場で約定することで価格が決定する透明、公正な価格形成がなされていること、取引に必要な証拠金は清算機関
に保管されることなど、取引所金融デリバティブ取引と同様の制度であり、健全性の高い取引である。２．取引所取引のトラブ
ルは少ないこと。全国消費生活情報ネットワーク・システム（PIO-NET）のデータに基づく平成24年の商品先物取引に係る苦
情相談件数は944件、そのうち国内商品市場取引に係るものは206件である。また、商品先物取引法に基づく自主規制機関
である日本商品先物取引協会が受け付けた同年の苦情・紛争件数は55件である。ともに委託者保護に係る累次の法改正に
より大きく減少している。３．投資家への情報提供の必要性があること。投資家は、ハイリスク・ハイリターンの投資商品である
か否かにかかわらず、自らがリスクの度合いを判断し、自己責任の下で自由な投資判断をすることが求められる。そのため
には、様々な投資商品についてできるだけ多くの適確な知識、情報が提供される必要がある。しかし、不招請勧誘の禁止に
よって業者が投資家にアクセスすることを一切禁じているため、業者が取引所取引を紹介、説明することはできず、投資家は
商品性の比較や投資判断ができない状況に置かれてしまっている。適合性の原則を前提として、投資家への情報提供機会
が制約されることのない規制とする必要がある。


日本商品先
物振興協会


　
 


農
林
水
産
省


　
 


経
済
産
業
省


266 5月15日 6月6日


発電設備にか
かる電気主任
技術者の外部
委託承認範囲
の拡大


再生可能エネルギーの普及を促進する観点から、太陽光など小規模、分散型の発電設備の設置に際しては、出力1,000kw以
上の場合であっても、1,000kw未満の場合と同様に、電気主任技術者を配置する代わりに電気保安協会等へ電気設備の保
安管理を外部委託できるようにすること。


（注）出力50kw以上の発電設備では、電気工作物の保安監督等のため電気主任技術者を選任して届け出る義務があるが、
電気事業法施行規則第52条第２項により、太陽光発電のほか、風力、火力、水力発電の1,000kw未満の設備では保安管理
業務を外部委託することができることとされている。
（注）太陽光、風力、水力、火力発電所に係る電気主任技術者の外部委託の承認範囲については、本年6月末に「2,000kW未
満」まで対象が拡大される予定（6月末に省令及び告示が改正・公布・施行予定）。
（注）再生可能エネルギー固定価格買取制度の平成24年度認定設備において、1,000kw以上の太陽光発電設備は全国に
1,024件、約318万kw。


日本商工会
議所


経
済
産
業
省


163







規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


267 5月15日 6月6日


国際先端テスト
を活用した充電
スタンドや水素
スタンド設置に
かかる保安規
制等の早期見
直し


次世代自動車産業の成長を促進するため、その基盤となるガソリンスタンドにおいて、①)充電スタンドや、②水素スタンド、を
併設する際の安全規制や使用可能鋼材にかかる性能基準については、国際先端テストにかけ、安全を確保した上で、諸外
国の保安規制や設置規制を参考に、早期に見直すこと。


（注）充電スタンド：○消防庁において給油取扱所および商業施設等に急速充電設備を設置する場合の安全対策が取りまと
められたことを踏まえ、消防法令の改正等の所要の措置がとられる予定（電気設備に関する技術基準を定める省令第69条、
可燃性蒸気流入防止構造等の基準についてH13.3.30消防危第43号、給油取扱所に設置される充電設備の技術上の基準等
に係る運用上の指針についてH6.3.29消防危第29号）。
○急速充電器の設置箇所数は全国に1,677ヵ所。ほとんどが自動車販売店、行政施設に設置されている（急速充電器に関す
る任意団体「チャデモ協議会」ホームページより）。
（注）水素スタンド：○平成17年２月に消防法令が改正され、既に水素ステーション（40MPa以下の圧縮水素を取り扱うものに
限る）をガソリンスタンドに併設するできることとなっているが、圧力容器や配管の強度、使用可能鋼材の規格、公道とディス
ペンサーの距離など、欧州、米国と比較して厳しい規制となっている（高圧ガス保安法一般ガス保安規則関係例示基準）
○現在稼働中は全国に16ヵ所、平成25年度には３ヵ所を新設予定（燃料電池実用化推進協議会資料）。水素スタンドの推進
は、日本再生戦略等において国の施策として明確に位置づけられており、平成27年までに100ヵ所程度の水素スタンドの建設
を目指して、25年度から国の支援（水素供給設備整備事業費補助金）が始まる予定（第８回規制改革会議資料等）。


日本商工会
議所


　
　
　
　
総
務
省


　
　
　
　
経
済
産
業
省


268 5月15日 6月6日


国際先端テスト
を活用したＰＣＢ
廃棄物処理コス
ト引き下げのた
めの処理対象
基準の見直し


絶縁油の製造過程で混入したＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）の処理について、日本では非常に厳しい基準（0.5ppm超）が適用さ
れていることから処理対象が多く発生し、事業者にとって費用負担が経営を圧迫するケースもあるため、優先的に国際先端テ
ストにかけ、安全性を確認した上で、欧米並みの基準（50ppm超）に引き上げること。


（注）ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 第３条
（注）ＰＣＢ特別措置法は、意図的にＰＣＢを使用した高濃度ＰＣＢ廃棄物を想定した法律であり、微量のＰＣＢに汚染された絶
縁油を含む電気機器等の存在は法施行後明らかになったものである（第８回規制改革会議資料）。これらの「微量ＰＣＢ汚染
廃電気機器等」は約450万台に上ると推計されている（環境省）。
（注）規制改革会議 第１回エネルギー・環境ＷＧ（3/15安念座長資料）：「現在、国内では、ＰＣＢ含有絶縁油にかかる処理対
象基準が「0.5ppm超」に設定され、適正に処理できる事業者や処理場も限定されている。結果として、今後、膨大な処理費用
（6,000 億円との試算）の発生が見込まれている。この処理基準に関し、欧米の先進諸国においては「50ppm超」と設定されて
いるところであり、検証が必要」


日本商工会
議所


環
境
省


164







規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


269 5月15日 6月6日


歩行者天国など
地域活性化イベ
ントで道路を使
用する際の許
可基準の明確
化


歩行者天国など地域活性化のため地域ぐるみでイベント等を行う際、所轄警察署への道路使用許可手続きや道路占有許可
手続きについて、事前相談受付など申請者の負担軽減が図られているところであるが、現実にはなかなか許可されないケー
スもあるため、事前相談段階で指導・助言すべき許可条件(判断基準)を明確化するとともに、手続期間の短縮化を図ること。


（注）道路交通法第77条、道路法32条の規定によるもの。平成17年に警察庁と国交省から道路使用許可申請手続の簡素合
理化が通達された。平成23年にも警察庁と国交省から再徹底の通達が出され、道路交通法・道路法の運用にあたっては「合
理的な理由もなく道路使用の許可期間を短くすることでいたずらに更新手続きを繰り返させることのないようにすること」「一概
に否定的な姿勢をとることなく、道路交通への影響、当該イベント等の公益性等について、実態に即した判断を行うこと」とさ
れている。（注）【道路使用許可件数（警察庁資料引用）】≪平成23年度≫　道路使用許可件数:3,206,053件、（道交法77条第1
項第1号＊に係る件数：2,421,790件）、（道交法77条第1項第4号＊に係る件数：　484,072件）、≪平成22年度≫　道路使用許
可件数:3,175,019件、（道交法77条第1項第1号＊に係る件数：2,367,063件）、（道交法77条第1項第4号＊に係る件数：
497,349件）、※（カッコ）内は使用許可件数の内数。、＊同法第1項第1号：道路使用許可における、道路、工事作業等に係る
もの。＊同法第1項第4号：道路使用許可におけるマラソン、駅伝、祭礼等のイベント等に係るもの。


日本商工会
議所


 
 


警
察
庁


 
 


国
土
交
通
省


270 5月15日 6月6日


屋外で飲食物を
提供するイベン
トなどの広域開
催を容易にする
ための食品営
業許可基準の
弾力的運用


営業の許可等が必要となるが、食品の品目によって販売できる地域とできない地域があるほか、露店の設備要件等も都道府
県の条例によって異なるケースがある。広域的に開催する場合や全国持ち回りで開催する場合に支障が生じているため、こ
うした臨時イベントの開催において、関係都道府県間で適切な調整が図られるよう、許可基準を弾力的に運用できるガイドラ
インを明示すること。


（注）食品衛生法第52条に基づき、都道府県が条例で食品営業許可の基準を定めることになっている。そのため、縁日や祭
礼の際などに簡易な施設を設け不特定多数の人々を対象に食品を提供する場合における臨時営業の届出については、例え
ば露店で提供直前に加熱処理した「焼きそば」は販売できるが、加熱処理できない米飯類を使った「カレーライス」や「おにぎ
り」などを販売できる地域と出来ない地域があったりする。また、給排水の設備要件が異なっていたりする。※例えば、大阪府
泉佐野市ではカレーライスやおにぎりの提供が禁止されているが、東京都ではカレーライスの取扱要件として「ライスは炊飯
後65℃以上に保温するか2時間以内に提供すること」といった条件のもとで提供でき、また滋賀県ではおにぎりの提供が可能
となっている。
※露店に備える給水設備の要件については、例えば東京都では18ℓ以上の給水タンクが必要で排水容量に関する規定はな
いが、新潟市では 低でも20ℓ以上の給水タンクと排水タンクを備える必要がある（新潟市では食器の洗浄を行う場合は100ℓ
以上、洗浄を行わない場合は50ℓ以上が必要）
（注）屋外で飲食物を提供するイベントを実施している商工会議所は、全国で約40ヵ所以上（日商 観光振興への取組調査ア
ンケート）


日本商工会
議所


厚
生
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271 5月15日 6月6日


プレミアム(付き)
商品券発行拡
大のための保
証金供託制度
の見直し


地域での消費喚起と地域経済循環に大きな効果があるプレミアム(付き)商品券の継続的かつ大規模な発行を促進するた
め、以下のとおり資金決済法の保証金供託制度を見直すこと。
○供託を要する有効期間を、現行の６ヵ月超から12ヵ月超に延長すること。
○商工会議所等の公的な団体が主体となって発行する場合は、供託を不要とすること。


（注）有効期間６ヵ月以上の商品券を発行（第三者型前払式発行手段※）する場合、資金決済法第14条（前払式支払手段発
行者は、基準日未使用残高が政令で定める額を超えるときは、当該基準日（同法第3条第2項に規定する「毎年三月三十一
日及び九月三十日」）未使用残高の二分の一の額以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定めるところにより、
主たる営業所又は事務所の 寄りの供託所に供託しなければならない。）に基づき、毎年３月末と９月末の段階で、未使用残
高が１千万円を超えている場合は、未使用残高の半額を供託する必要があるため、有効期間を６ヵ月以内に制限するか、発
行額を低く抑えざるを得ない。※自社以外の第三者の店舗（加盟店、フランチャイズ店等）においても使用することができる商
品券のこと。商工会議所が発行する場合は、一般に第三者発行型になる。
※商品券発行事業に取り組んでいる商工会議所は、全国で166ヵ所（日商調べ、平成21年時点）。有効期間の設定状況　1～
3ヵ月：32商工会議所、4～6カ月：116商工会議所　7ヵ月：18商工会議所


日本商工会
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272 5月15日 6月6日


観光遊覧船や
屋形船などの新
航路開設手続
きの簡略化と航
行プランの自由
度拡大


国際空港に近いなどの立地特性を活かし、インバウンドを含めた観光客の拡大を図るため、観光遊覧船や屋形船等の新航
路開設手続きを以下のとおり見直すこと。
①現行：許可制 ⇒ 届出制
②魅力的な航行プランを立てられるよう航行ルートや航行日数の
　自由度を高めること。
（注）全国の旅客不定期航路事業（遊覧船、屋形船、レストラン船等含む）：539事業者、1129航路、1102隻（国土交通省「平成
24年版海事レポート」より）
（注）海上運送法第３条および第20条、第21条により、新たな航路を開設する場合には許可が必要（旅客定員12名以下の船
舶で行う不定期航路事業、または旅客定員が13名以上の場合で年間（暦年）の運行が３日以内となる不定期航路事業等一
部届出制のものもあり）となる。その際、許可申請手続きのため海事代理士へ支払う費用が1件あたり数十万～百万円程度
を要する。
③本意見の関連事項として、瀬戸内海エリアなど船舶が混雑し地形や水路が複雑で気象や潮流の状況が厳しい全国11の水
域では、海上交通の秩序を維持するため、水先法により一定基準以上（瀬戸内海では１万総ｔ以上）の船舶に対し水先案内
人※の乗船が義務づけられているが、その費用が高額で、観光目的の外国客船などが瀬戸内海航行を避けるケースがみら
れるため、安全性に配慮しつつ総ｔ数の引上げもあわせて検討すること。
④同様に、瀬戸内海エリアにおいては長さ200m以上の船舶は昼間の航行しか認められていないため（海上交通安全法第23
条、同法施行規則第15条に基づく巨大船等に対する指示）、安全性に配慮しつつ夜間航行も可能にするようあわせて検討す
ること。
※水先案内人：平成16年度末現在、全国に656人いる。1級から3級まであり、1級水先人になるには、
　沿海以遠の乗船履歴で船長として総トン数3千ｔ以上の船舶への2年以上の乗船経験、三級海技士（航
　海）の免許、養成施設課程の修了、水先人試験（国家試験）の合格が必要。


日本商工会
議所


国
土
交
通
省


273 5月15日 6月6日


観光客の回遊
性向上等のた
めの小型特殊
車両にかかる
基準等の見直し


観光客等の回遊性向上や交通弱者対策を図るため、安全性が確保された低速の乗合小型車両（電動カート等）を、法令上の
小型特殊車両として位置づけるよう保安基準等を見直すこと。


（注）道路交通法施行令に基づく小型特殊車両（農耕トラクター等）の乗車定員は１人（運転者以外の者の用に供する乗車装
置を備えるものにあっては２人）に制限されており、乗車定員が３人以上の低速の乗合小型車両（電動カート等）は、仮に道路
運送車両法に基づく小型特殊自動車の保安基準（方向指示器や警音器の配置等）を満たしても、公道走行は認められていな
い。
（注）アメリカ・ロサンゼルスの南、ロングビーチ沖のサンタ・カタリーナ島では、環境保護を目的にガソリン車の乗り入れが禁
止されており、観光客が島内を一周（移動）するには電動カートを利用する。


日本商工会
議所
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274 5月15日 6月6日


特別史跡を活
用した国際観光
拠点化のため
の現状変更の
制限に関する許
可基準の緩和


国内観光のみならず訪日外国人客を増加させるため、民間の自由な発想と活力により、特別史跡など歴史的文化的な資産
を有効活用して国際観光拠点として整備することができるよう、文化財保護法における特別史跡の現状変更の許可基準を緩
和すること。


（注）現在特別史跡内に土産店や商業施設など新たな施設を設置するには、文化財保護法第125条第1項の規定により、文
化庁長官の許可が必要となる。また、施行令第5条第4項第1条により、文化庁長官または市教育委員会と申請、許可の流れ
が異なる。
（注）国指定の特別史跡は、大阪城や登呂遺跡、厳島など、全国に61ヵ所ある。


日本商工会
議所


文
部
科
学
省


275 5月15日 6月6日


観光によるまち
おこしのため旅
行業登録を行う
際に必要となる
営業保証金の
免除


地域の観光資源を活用し、観光による新たなまちおこしに取り組む動きが各地にあるが、例えばモニターツアーを開催して観
光客を誘致する場合などでも、旅行業者の登録が必要となる。こうした手づくり観光を行う場合でも、登録には旅行業法で規
定された高額な営業保証金が必要となり、ツアー等の主催を諦めるケースも生じているため、地域での信用があり弁済能力
のある主催団体等が登録する際は営業保証金を免除すること。


（注）旅行業法により、第３種旅行業（手配旅行・企画旅行および隣接市町村等の国内募集型旅行が業務範囲）は、営業保証
金として300万円を供託しなければいけない。ただし、旅行業者計　　　9,274社（2012年4月1日現在、資料：観光庁）旅行業協
会に加入している場合には、その５分の１（60万円）を弁済業務保障分担金として納付する。第２種（国内募集型旅行の対象
が全国）では1100万円（旅行業協会加入の場合は220万円）、第1種（海外の募集型旅行が可能）は7000万円（旅行業協会加
入の場合は1400万円）が営業保証金として必要になる。なお、旅行業法施行規則の一部改正が行われ（施行日：平成25年４
月１日）、営業所の存する市町村並びにこれに隣接する市町村等の限定さ第3種旅行業者　5,749社れた区域についてのみ、
企画旅行、手配旅行等を行うことのできる旅行業の類型として「地域限定旅行業」が創設された。これにより、当該類型の営
業保証金の供託額及び基準資産額が、他の旅行業の類型よりも引き下げられた（営業保証金の 低額、基準資産額ともに
100万円）。地域限定旅行業は100万円以上、第３種旅行業は300万円以上、第２種旅行業は700万円以上、第１種旅行業は
3,000万円以上の基準資産額（＝資産合計－負債合計－営業保証金または弁済業務保証金－不良債権、繰延資産、営業
権）を必要としている。（注）第1種旅行業者　  726社、第2種旅行業者　2,799社、第3種旅行業者　　5,749社、旅行業者計
9,274社(2012年4月1日現在、観光庁）
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276 5月15日 6月6日
地域の状況に
合わせた臭気
規制への見直し


日本のＴＰＰ参加で打撃を受ける畜産業が、業容拡大等に努力する際の障害となるため、悪臭防止法の臭気指数規制を、人
口が密集している地域とそうでない地域で基準を分けるなど、地域の特性に応じたものに見直すこと。


（注）悪臭防止法では、成分に応じた臭気指数しか規定されていない。養豚業者に対して臭気指数の２号基準（悪臭防止法第
４条第２項第２号：気体排出口において満たさなければならない臭気の排出基準を定めたもの）に基づいて行政指導を行った
結果、その養豚業者は指導を受けた畜舎での生産を停止することとなった。
なお、規制の基準については、都道府県知事が定めることになっている。（同法第４条）
また、都道府県知事は、悪臭を防止する必要があると認める住居が集合している地域を、規制地域として指定することができ
る。


日本商工会
議所


環
境
省


277 5月15日 6月6日


行政施設や公
共空間等で手
軽にアクセスで
きるＷｉ-Ｆｉ環境
の整備


電子政府の推進のみならず、商店街振興や観光需要の喚起など、新たなビジネスチャンスを拡大するため、行政施設・公共
空間・大型商業施設等で誰もが手軽にインターネット接続できるＷｉ-Ｆｉ環境を整備すること。特に、本件は訪日外国人観光客
のニーズに応えるとともに、2020年オリンピックの東京招致にも寄与するものである。


（注）誰もが自由にＷｉ‐Ｆｉ環境を利用できるエリア・サービス（フリースポット）では、日本ではプロバイダー責任制限法に基づ
き、プロバイダーが利用者にメールアドレス等の登録による認証パスワードの取得を要求するケースが一般的である。これは
利用者を特定することで、犯罪抑止につながるとの観点からである。（他人になりすました不正アクセスやサイバー犯罪等を
防ぐため）一方で、利用者にとっては、その場ですぐにネット接続するには手間がかかり利便性に欠ける面がある。また、海外
のフリースポットでは、こうした認証手続きなしにすぐにネット接続できることから、特に観光で来日した外国人からは不評であ
る。
（注）民間団体であるFREESPOT協議会の認証を受けたフリースポットは、全国に約1万1000ヵ所ある。
＜主なフリースポット設置施設数＞
　行政施設（国、県、市等）1,253ヵ所、学校施設155ヵ所、空港・空港ラウンジ92ヵ所、駅・駅待合室75ヵ所、道の駅・高速
SA/PA 211ヵ所、病院115ヵ所、商店街169ヵ所、ホテル・旅館・ロビー4,387ヵ所、一般店舗・コンビニエンスストア804ヵ所　等
（注）韓国、アメリカ、イギリスには、フリースポットが10万ヵ所以上ある。
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278 5月15日 6月6日


安全・安心なま
ちづくりのため
の市街地にお
ける防災機能
の向上


安全・安心なまちづくりを実現するためには、密集市街地での老朽建築物等の建て替えや、住居地域からの工場移転を進
め、避難路・避難地（公園等）を確保する必要がある。それを促すため、容積率の特例等が認められる防災街区整備地区計
画等の策定手続きを簡素化・迅速化し、市街地の防災機能向上を図ること。


（注）都市計画法第8条第1項第2号の3に基づき、都市計画区域については、特例容積率適用地区（※1）を定めることが可能
であるが、平成24年3月時点で1地区（大手町・丸の内・有楽町地区）しか指定されていない。また、「密集市街地における防災
街区の整備の促進に関する法律」第32条第1項に基づき、防災上危険性の高い密集市街地の効果的な再開発を促す制度と
して、市町村が作成・決定する防災街区整備地区計画制度（※2）が設けられているが、同制度の活用数は、全国で5都市17
地区に止まっている。現行の計画策定手順については、「防災街区整備地区計画作成技術指針（国土交通省）」において、
「区域設定、水準選択（地区の状況に応じた特定防災機能の水準選択）、計画案の作成、計画案の評価・検証」となってい
る。
※1適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、建築物の容積率の限度からみて未利用となっている建
築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るため定める地区。（都市計画法第9条第15項）一般的に、容積率の移転
は隣接する敷地間でしか認められないが、特例容積率適用区域制度を活用すれば、その区域内であれば隣接していない建
築敷地の間で移転も認められる。これにより区域内での「空中権（未利用容積率の移転）」の売買が可能となる。
※2当該区域の各街区が火事又は地震が発生した場合の延焼防止上及び避難上確保されるべき機能を備えるとともに、土
地の合理的かつ健全な利用が図られることを目途として、一体的かつ総合的な市街地の整備が行われるように定める地区。
（都市計画法第13条第15項）地区内の公共施設等の防災機能の向上に資する再開発等について、容積率や建ぺい率等の
特例措置が適用される。
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279 5月15日 6月6日


立地特性を活
かした流通業務
団地を整備する
ための施設用
途の拡大


流通業務団地が、その立地特性を 大限に活かして複合化・総合化(施設内で組立等の前加工からアフターケアまで各種業
務を一体的に処理)したビジネス拠点を整備できるよう流通業務地区の用途規制を緩和し、流通業務団地内にショールーム
やＩＴデータセンター、組立加工施設等を設置できるようにすること。（注）流通業務市街地の整備に関する法律第５条第１項に
より、流通業務地区は次の施設以外を建設できない。一 　トラックターミナル、鉄道の貨物駅その他貨物の積卸しのための施
設、二 　卸売市場、三 　倉庫、野積場若しくは貯蔵槽（政令で定める危険物の保管の用に供するもので、政令で定めるもの
を除く。）又は貯木場、四 　上屋又は荷さばき場、五 　道路貨物運送業、貨物運送取扱業、信書送達業、倉庫業又は卸売業
の用に供する事務所又は店舗、六 　前号に掲げる事業以外の事業を営む者が流通業務の用に供する事務所、七 　金属
板、金属線又は紙の切断、木材の引割りその他物資の流通の過程における簡易な加工の事業で政令で定めるものの用に
供する工場、八　 製氷又は冷凍の事業の用に供する工場、九　前各号に掲げる施設に附帯する自動車駐車又は自動車車
庫、十 　自動車に直接燃料を供給するための施設、自動車修理工場又は自動車整備工場、十一 前各号に掲げるもののほ
か、流通業務地区の機能を害するおそれがない施設で政令で定めるもの


（注）また、流通業務市街地の整備に関する法律施行令第３条で、簡易な加工の事業については、次に掲げるものと定めて
いる。一 　板ガラス又はカーテン、床敷物その他これらに類する繊維製品の切断の事業、二 　家具、建具又は自転車の部品
を組み立てることによりこれらを製品又は半製品とする事業 、三 　包装又はこん包の事業 、 四 　商品又はその包装若しく
はこん包に商品名その他の事項の表示を行い、又は当該表示がされた物を付ける事業
（注）流通業務団地は、平成25年3月末現在、全国で27地区が稼働している。


日本商工会
議所


国
土
交
通
省


280 5月15日 6月6日


物流業の実態
に合わせた駐
車規制への見
直し


中心市街地ではトラックの積み降ろし場所を確保することが難しい中で、ドライバーが放置駐車違反の取締まりを受けること
が多く、頻繁に違反した場合は企業が車両の使用制限の処分を受けるなど、物流業の事業継続に支障をきたすおそれがあ
るため、荷さばき車両に配慮した駐車規制に見直すこと。


（注）道路交通法第45条第２項により、貨物の積み降ろしを行う場合で運転者がその車両を離れないときや、運転者がその車
両を離れても直ちに運転に戻ることができる状態にあるときは駐車禁止の例外となるが、運転者1名で貨物の積み降ろしをす
る際に違法駐車となるケースがある。また、2004年の同法改正によって、車両の使用者義務が強化され、放置違反車両の運
転者が特定できない場合には、車両の使用者に対して支払が命ぜられるようになった。
※放置駐車とは、違法駐車と認められる場合における車両であって、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができ
ない状態にあるもの。
※過去６ヵ月以内に納付命令を３回受けている車両は、普通車で２ヵ月内、大型車・中型車で３ヵ月の範囲内で車両への使用
制限が課される。
（注）営業用トラックの保有台数は約110万台（平成22年、全日本トラック協会資料）


日本商工会
議所


警
察
庁
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281 5月15日 6月6日


地域の活性化
を担う商工会議
所に対する規制
の緩和


地域の活性化を担う商工会議所は、直面する課題が多様化、高度化、専門化するなど質的に大きく変化する中で、その機能
を 大限に発揮するため、地域の実情に応じて自由な組織編成と活動を可能にする必要があることから、商工会議所法を以
下のとおり見直すこと。


○商工会議所法の認可事項に関する手続き（定款変更の一部）を認可制から届出制に緩和すること。
○各地商工会議所および日本商工会議所の役員定数の基準について、地域の実情に応じ自由度を拡大すること。
○各地商工会議所の議員定数の基準について、地域の実情に応じ自由度を拡大すること。


日本商工会
議所


経
済
産
業
省


282 5月15日 6月6日


店舗がなくても
開業を可能とす
る理容師法､美
容師法の店舗
規制の見直し


理容師、美容師の資格を持った若年者の就業を促進するとともに、外出ができない高齢者等の散髪や美容のニーズに対応
するため、店舗がなければ開業が認められない理容師法、美容師法の店舗規制を見直し、全国どの地域でも、店舗がなくて
も出張で施術する新しい営業形態を認めること。


注）理容師、美容師は、理容師法第６条の２および美容師法第７条により、保健所の確認を受けて設置した理容所、美容所で
なければ施術することができないが、高齢者など身体的理由で移動が困難であるなど、各都道府県の条例で定めがある場
合は、例外として出張業務が認められている。
（注）全国の有資格者数：理容師596,333人、美容師1,219,865人（平成24年度現在、(公財)理容師美容師試験研修センター調
べ）


日本商工会
議所


厚
生
労
働
省


283 5月15日 6月6日
地下海水と真水
（井戸水）の規
制の分離


沿岸部で地下海水を利用した新しいビジネスモデルである魚介類の陸上養殖プロジェクトを行いたいが、真水（井戸水）の枯
渇などを防止する地下水条例の適用を受け、十分な海水の取水ができない。そもそも枯渇の恐れがない地下海水について
は、真水（井戸水）と規制を分離すること。


（注）市町村で制定している地下水採取規制に関する条例等（市町村が未制定の場合は都道府県の条例等が適用される）に
より、地盤沈下防止や地下水保全、水道水源保全を主目的に、採取する地下水の量や揚水設備の揚水機の吐出口の断面
積などの基準が定められている。
（注）平成23年3月時点で、全国32都道府県、385市町村において地下水取水条例が制定されている（国土交通省水資源部調
べ）。


日本商工会
議所


環
境
省
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284 5月15日 6月6日


特許審査の迅
速化とスーパー
早期審査の対
象拡大


わが国企業が海外企業とのグローバル競争を勝ち抜くため、特許審査の迅速化を図るとともに、特に海外展開を図る可能性
がある中小企業の出願にも幅広く「スーパー早期審査」を認めること。
（注）特許審査には、一定の要件の下で、出願人からの申請を受けて審査を通常に比べて早く行う「早期審査」と「スーパー早
期審査」がある。なお、早期審査、スーパー早期審査にすることで特別に発生する手数料はない。


（注）早期審査・スーパー早期審査の対：象・要件、審査順番待ち期間（審査請求から一次審査までの平均期間）
（ 対象・要件 審査順番待ち期間（2010年））
早期審査：実施関連出願／外国関連出願／中小企業・個人・大学・公的研究機関等の出願／グリーン関連出願／震災復興
支援関連出願 1.7ヵ月
スーパー早期審査：早期審査の対象となる出願のうち「実施関連出願かつ外国関連出願であること」 25日
通常審査 ― 28.7ヵ月（注）スーパー早期審査・早期審査申請件数
　 2009年 2010年 2011年
スーパー早期審査 310(2009年）  395（2010年）　 361（2011年）、早期審査 9,777(2009年）  11,042（2010年）  12,157（2011年）
審査請求件数（総数） 254,368（2009年）  255,192(2010年）  253,754（2011年） ※出典：特許庁ホームページ、特許行政年次
報告書2012年版（特許庁）


日本商工会
議所


経
済
産
業
省


285 5月16日 6月6日


温泉から付随し
て出るガス（メタ
ンガス）の有効
利用促進


１、温泉付随ガスを利用するためには、現状「鉱山法」に従って許可を得る必要がある。２、この許可を得るためには、多大な
資料を揃え（一般人では無理）、申請して1年以上も時間を要する。そのため、非常にもったいないと感じながらもメタンガスの
大気放散を、ただ見ているだけの状況が殆ど。
＊この手続きを簡素化出来れば、１）国内エネルギーの有効利用が進む（国益になる）。２）メタンガスをそのまま放散（CO2の
21倍）しなくなる。（環境負荷の減少）になる。
３、ガスの量は、温泉付随ガスが出る場所で、1つの温泉から・100リットル/毎分～1,000リットル/毎分　程度と推定。４、温泉
付随ガスの量は「鉱山法」で規制すべきエネルギー量としては微々たる量と思う。地下資源は、大切な国有財産。それが無駄
になっているばかりか、地球温暖化の害になっている。
＊今出ているメタンガスを使うのですから「自家消費限定のガス使用の権利」とでもして、有効利用させてください。
＊国内の温泉付随ガス総量で発電すれば、出力10,000～20,000kwの発電規模になると考える。（24時間連続の発電）


個人


経
済
産
業
省


173







規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


286 5月10日 6月6日
紙で管理されて
いる公文書の
電子化推進


紙の状態で保管されている公文書の電子化に向けた予算措置を行い、全ての公文書を電子的に検索・参照可能なしくみづく
りを行うことにより、将来的な文書管理負担の軽減と、オープンガバメントの一層の推進を目指すべきである。
【提案理由】国の公文書は、2009年度の調査では90%以上が紙での管理となっている。このことがオープンガバメント推進の
支障になっているのみならず、紙の保管のための庁舎費・委託費や、開示請求があった際などの人件費など、費用が増大す
る原因になっている。紙の公文書を電子化するには一時的に費用がかかるが、その後の費用削減効果を考えると早い段階
で取り組むべき課題であると考える。


民間団体


　
　
内
閣
官
房


　
　
内
閣
府


　
　
総
務
省


287 5月10日 6月6日


優れた提案者
へのインセン
ティブを考慮し
た入札制度の
見直し


中小企業からの優れた提案を促すため、提案者自身による受注を優先させるなど、入札制度の見直しを図るべきである。
【提案理由】現状、「中小企業者に関する国等の契約の方針」により、中小企業の受注機会を確保する取り組みが行われてい
るが、中小企業の側から提案を行った場合の特段の配慮がないように見受けられる。
中小企業が各省庁に提案を行っても、国からの発注は競争入札となり、提案した企業も他企業と同一条件で入札せざるを得
ないため、提案に対するインセンティブが働かない。


民間団体


　
財
務
省


　
経
済
産
業
省


288 5月27日 6月6日


航空機製造事
業法に定める特
定設備に関する
規制の廃止


完成機の型式区分ごとに許可対象となっている製造用設備の許可制度を廃止する。


愛知県
名古屋商工
会議所
（一社）中部
経済連合会


経
済
産
業
省


289 5月27日 7月26日
臨時民間試験
空域の設定


当地から離陸した試験機の効率的な試験を可能とするため、臨時で試験空域を設定できるよう規制を緩和する。


愛知県
名古屋商工
会議所
（一社）中部
経済連合会


国
土
交
通
省
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290 6月10日 7月11日


６ｔバケット車
（高所作業車）
の中型運転免
許対象からの
除外


中型免許が必要な車輌を一律５ｔ以上としている運転免許制度に関して、５ｔ未満の車輌と同等の技術で運転可能な車輌につ
いては中型免許を要しないこととする等、要件の緩和を検討すべきである。


【提案理由】
通信工事で使用する高所作業車は、高所作業の安定上、標準の車輌重量が６ｔであるため、中型免許が必要である。しかし、
普通免許で運転できる車輌と比べ、運転上、何ら特別な技術が必要ではない。中型免許取得が可能な20歳になるまで一人
で現場に行かせられないのは企業活動を阻害する制度ではないか。


民間企業
警
察
庁


291 6月10日 7月11日


電柱等の運搬
に関する制限外
積載許可申請
の一括化


電柱等の運搬時に必要となる長尺物運搬の許可申請に関して、個別の搬送先ごとに申請が必要な現状を改め、工事するエ
リアごとに一括で運搬許可を受けることが可能となるよう改善を検討すべきである。


【提案理由】
首都圏で電柱運搬（10ｍ以下）を行うには狭隘な道路事情に併せ、２トントラックのセミロングボディ車で長尺物運搬を行って
るが、警察より長尺物の許可を所得するには、運搬経路・運搬物の構造・等々の書類を求められる。毎日施工する電柱更改
工事等に於いて運搬経路等を詳細に求められる警察もあり、許可を取るのが大変な状況である。


民間企業
警
察
庁


292 6月10日 8月1日


道路使用許可
申請の様式統
一及び電子申
請の導入


①道路使用許可申請の様式統一を検討すべきである。
②更なる対策として、インターネットでの申請を可能とすることを検討すべきである。


【提案理由】
道路使用許可申請の様式が所轄の警察署によって異なり、事業者はそれぞれの様式を入手して個別に記入しなければなら
ない。様式が統一されれば、機械的な作成が可能になり、事業者の事務負担軽減が期待できる。


民間企業
警
察
庁


293 6月10日 7月11日


工事中断期間
に係る監理技
術者等の専任
義務の除外


建設工事における監理技術者または主任技術者の現場専任義務について、連続して作業できない工事の場合、工事中断期
間については現場専任を要しないこととするよう改めることを検討すべきである。


【提案理由】
工事1件の請負代金の額が2500万円以上（建築一式工事は5000万円以上）の公共性のある工作物に関する重要な工事は、
監理技術者または主任技術者の現場専任義務があるが、連続して作業できない工事の場合、工事の中断期間も現場専任
義務が除外されていない。中断期間は現場専任の必要はないのではないか。


民間企業


国
土
交
通
省
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294 6月10日 7月11日
監理技術者等
の途中交代
ルールの徹底


建設工事の適正な施工の確保を前提に、「監理技術者制度運用マニュアル」に挙げられている条件に合致する場合には、監
理技術者の交代を認め、周知徹底すべきである。


【提案理由】
「監理技術者制度運用マニュアル」（国土交通省）で、監理技術者等の途中交代に関する考え方が示されているが、自治体か
らの発注に関して、発注者である自治体が途中交代を認めることがほとんどなく、事業運営に支障が出る場合がある。


民間企業


国
土
交
通
省


295 6月10日 7月11日


電気通信工事
業の監理技術
者等の資格要
件の緩和


電気通信工事業の監理技術者等になるための実務経験要件について、現在の「請負代金の額が4500万円以上である工事
に関し2年以上の指導監督的な実務経験」の金額引き下げを検討すべきである。


【提案理由】
電気通信工事業の監理技術者等になるための実務経験要件は、請負代金の額が4500万円以上である工事に関し2年以上
の指導監督的な実務経験とされている。しかし、請負代金の小規模化により規定の実務経験を満たすことが難しくなってきて
いる。なお、小規模工事であっても指導監督的な実務経験を積むことに特段の影響はないと考える。


民間企業


国
土
交
通
省


296 6月10日 7月11日


建設工事にお
ける主任技術
者の専任要否
を判定する基準
の見直し


建設工事における主任技術者の専任要否について、請負金額から材料費を除いた金額で判定するよう改めることを検討す
べきである。


【提案理由】
請負金額が2,500万円以上（税込）の工事は、専任の主任技術者を置くこととされているが、この金額には材料費が含まれて
いる。材料費は工事の規模に無関係なので、材料費を除いた金額に基づき主任技術者の専任要否を判断することとすべき
である。


民間企業


国
土
交
通
省


176
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297 6月10日 7月11日


作業場所の巡
視義務の簡略
化（ＩＴを活用し
た遠隔確認の
容認）


一つの事業所において多数の小規模工事作業現場をかけ持つ場合は、実地の状況を十分に確認できるよう、当該規則によ
る巡回義務を安全衛生責任者または現場監督員（職長）でも可能とするとともに、Ｗｅｂカメラや携帯電話のカメラ機能を活用
して安全確保対策の実施状況を統括安全衛生責任者に報告する等、ＩＴ技術を活用した安全確認手段を可能とすべきであ
る。


【提案理由】
労働安全衛生法第十五条により統括安全衛生責任者を選任した場合、労働安全衛生規則第六百三十七条第一項により毎
作業日ごとに少なくとも１回の作業場所の巡視が義務付けられている。しかし、１つの事業所において多数の小規模工事作
業現場を掛け持ちする場合があり、１人で全てを巡視確認することが、安全確保上で 良の方法であるのか疑問である。


民間企業


厚
生
労
働
省


298 6月10日 7月11日


工事現場から
元請業者が設
置する保管場
所までの建設廃
棄物運搬の規
制緩和


建設廃棄物の運搬について、工事にかかわる後次の請負業者でも運搬ができるようにするとともに、工事毎の契約ではなく
基本契約にて運搬を可能とできるよう規制緩和を検討すべきである。


【提案理由】
下請け業者に建設廃棄物を運搬させることが可能な条件として、元請業者（排出事業者）と直接請負契約をかわした業者の
み特例による運搬が可能となっているため、２次下請以降の請負業者は廃棄物の運搬ができない。このため、末端の現場で
出た廃棄物を元請業者が設置した廃棄物保管場所に集める（＝運搬する）ことが容易にできない場合がある。これにより、例
えば住宅地内の現場から建設廃棄物を毎日運び出せず、住民に迷惑が及ぶような状況が発生することがある。


民間企業
環
境
省


299 6月10日 7月11日


埋蔵文化財地
域における簡易
な工事に関する
審査の簡略化


占用済みの簡易な変更（例えば、既存の電柱と同じ場所・同じ深さに新しい電柱を立て替える等）については、市町村担当者
の立ち合い調査のみで許可を出せるようにする等、審査の短縮を検討すべきである。


【提案理由】
埋蔵文化財分布エリアで電柱の更改工事等では、「市町村教育機関等の窓口で受理→県で審査・許可」という手順になり、
簡易な変更でも許可回答に１ヵ月以上かかる時があるなど、迅速な工事に支障がある。


民間企業


文
部
科
学
省


177
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300 6月10日 7月11日


電波伝搬路の
保護を目的とし
た高層建築物
等の届出条件
の緩和


高層建築物等の届出について、地上高31mを超えるものであっても、電波伝搬障害のおそれが小さい規模のものについては
届出を不要とするよう、届出対象とする基準の見直しを行うべきである。


【提案理由】
電波伝搬障害防止区域において、地上高31mを超える建築物・工作物を新設・変更する場合には、高層建築物等に係る届出
が義務付けられている。これについて、既存ビルの屋上に設置するアンテナ支持柱のように、電波の伝搬に影響する可能性
の低い小さな工作物まで届出対象とする必要はないのではないか。


民間企業
総
務
省


301 6月10日 7月11日
景観条例に基
づく届出に関す
る扱いの統一


景観条例に基づく届出に関して、工作物に該当しないものについては、携帯電話の設備も「電気通信事業者の電気通信用の
もの」に含むよう扱いを統一すべきである。


【提案理由】
景観条例では、「電気通信事業者の電気通信用のもの」が届出対象から除外され、若しくは緩和されていることが多いが、自
治体によっては携帯電話の基地局はこれに含まれないものとされる場合がある。東京都北区では、工作物に該当しない「ビ
ル局のアンテナ支持柱」にまで景観条例に基づく届出を求められる。


民間企業


国
土
交
通
省


302 6月10日 7月11日


自然公園法等
の規制地域へ
の携帯電話基
地局設置


自然公園法等による規制地域内への携帯電話基地局の設置については、公共施設とみなして設置判断するようにすべきで
ある。


【提案理由】
自然公園法等による規制地域には、電柱など旧来から公共施設とされているものについては設置が認められやすいが、携
帯電話基地局は公共施設とされず、設置が困難な場合がある。
しかし、携帯電話はもはや通信の主たる手段であり、高い公共性を有するものであるので、公共施設として設置を判断すべき
である。


民間企業
環
境
省


303 6月10日 7月11日
生産緑地への
携帯電話基地
局建設


携帯電話基地局の公共性を考慮し、生産緑地への基地局設置を容易にする方向で許可基準を定め、各自治体に周知すべ
きである。


【提案理由】
生産緑地に基地局を建設する場合、市町村長の許可が必要である（生産緑地法第8条)が、許可が下りない市町村がある（具
体例：横浜市）。ＧＰＬ（電柱タイプ）であれば生産緑地の機能を損なう規模ではないのではないか。


民間企業


国
土
交
通
省


178
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304 6月10日 7月11日


自然公園地域
内での設備更
改に関する届出
条件の緩和


自然公園地域内での既設設備の撤去、取替に関しては、届出を不要とし、各環境事務所に周知すべきである。


【提案理由】
自然公園地域内での既設設備の撤去、取替に関して、各環境事務所ごとに対応が異なり、行為の届出が必要とされる場合
がある。撤去・取替は現状よりも自然への影響が増えるものではないので、届出を不要とする方向で対応を統一してほしい。


民間企業
環
境
省


305 6月10日 7月11日
建設リサイクル
法の届出緩和
措置の徹底


建築物以外の工作物の新築・解体のうち、請負金額が500万円未満のものについては、建築リサイクル法に基づく届出が不
要である旨を周知徹底すべきである。


【提案理由】
建築物以外の工作物の新築・解体に関して、建築リサイクル法に基づく届出が必要なのは請負金額が500万円以上の場合と
されているが、市町村によっては請負金額や廃棄物の有無にかかわらず、届出が求められる場合があり、事業者の負担に
なっている。


民間企業


国
土
交
通
省


306 6月10日 7月11日


登録検査等事
業者制度にお
ける判定員の
資格要件の緩
和


無線局の立入検査について、第一種陸上特殊無線技術士も登録検査等事業者の判定員となれるよう、資格要件の緩和を検
討すべきである。
具体例：
「第一級陸上特殊無線技術士の資格を有する者であつて、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に一定年数（三年
以上など）従事した経験を有すること」


【提案理由】
無線局には、国による立入検査制度があるが、「登録検査事業者の判定員」が検査し、証明書を提出することで代替できる。
判定員になれる者の要件として「第一級・第二級陸上無線技術士」があるが、登録検査事業者が有資格者を確保するのが難
しいため、下位資格の「第一級陸上特殊無線技術士」でも判定員になれるよう要件を緩和すべきである。


民間企業
総
務
省


179
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307 6月10日 7月11日


地下街等の閉
空間（ＩＭＣＳ）に
おける電波申請
書(工事設計
書）の簡素化


ＩＭＣＳの電波申請で、多数のアンテナに関する申請を同時に行う際には、１件ごとの入力ではなく、一覧表の添付（Excel、csv
形式など）で一括申請できるようにするなど、電波利用電子申請・届出システムの改善を図るべきである。


【提案理由】
ビル内・地下鉄・地下街などの閉空間（ＩＭＣＳ）では、屋外に比べ微弱な携帯電話用アンテナを多数設置する方式をとるた
め、アンテナ数は、屋外の数十倍となることもある。
総務省「電波利用電子申請・届出システム」でＩＭＣＳの電波申請書を作成する際、多数のアンテナ情報を一つひとつ入力して
いかなければならず（しかも入力内容はほとんど同一）、非常に煩雑である。


民間企業
総
務
省


308 5月30日 7月11日


銀行代理業に
おける「外貨預
金等書面」の特
例及び「同一の
内容」の特例に
係る規制の見
直し


提案の具体的内容：銀行代理業者にも「外貨預金等書面を交付している場合の特例」「同一の内容の契約に係る契約締結前
交付書面を交付している場合の特例」「同一の内容の契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合の特例」（銀行法
施行規則第14条の11の25第1項第1号及び第2号、第14条の11の29第1項第1号及び第2号参照）が適用されるよう規制を見
直して欲しい。


提案理由：「銀行代理業者」が行う特定預金等契約に関する業務については、「銀行」が行うそれと概ね同様の行為規制と
なっているが、「外貨預金等書面を交付している場合の特例」「同一の内容の契約に係る契約締結前交付書面を交付してい
る場合の特例」「同一の内容の契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合の特例」は除かれている。（銀行法施行
規則第３４条の５３の１０、第３４条の５３の１６、平成１９年７月３１日「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令の概要」
I．１．(8)参照）。特定預金等契約に係る規制は、幅広い金融商品についての横断的な制度の整備を図るため、金融商品取引
法における販売・勧誘規制を準用ないし同等の規制を規定したものとされている。上記のように「銀行」と「銀行代理業者」に
おいて規制内容が異なることの趣旨は明らかではないが、少なくとも金融商品取引法に基づいて金融商品の販売を行ってい
る金融商品取引業者が、銀行代理業者として特定預金等契約に関する業務を行う場合に、外貨預金等書面を交付している
場合の特例」「同一の内容の契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合の特例」「同一の内容の契約に係る契約締
結時交付書面を交付している場合の特例」の適用を除外し、銀行以上に厳格な規制を課す合理的な理由はないと思われる。


株式会社大
和ネクスト
銀行


金
融
庁


180
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309 5月30日 7月11日


銀行代理業者
が、「非公開情
報」を「銀行代
理業等」に利用
することに関す
る規制を撤廃し
て欲しい


銀行代理店制度の創設に際し、「代理店の有する幅広い顧客ネットワーク」の活用が期待されているが（平成１７年１０月１８
日衆議院財務金融委員会）、非公開情報の利用にかかる規制により、兼業業務における取引状況等をもとに特定の顧客に
対して行う商品案内（ダイレクトメールの送付等）が難しい状況にあり、顧客ネットワークの活用の障壁となっている。その結
果、顧客が多様な商品の情報を知る機会を逸することにも繋がっている。また、顧客との継続的関係を考えても、銀行代理業
者が預金等の商品案内を行う際には、従来の兼業業務における取引状況等を踏まえてこれを行うことが望ましいものと思わ
れる。例えば、銀行代理業者である金融商品取引業者において、外貨建て金融商品の投資経験のあるお客さまをピックアッ
プして外貨預金をお勧めするといった行為は、適合性の原則に沿ったものであり、顧客保護の観点から問題があるとは考え
られない。さらに、現状、銀行が行内の預金情報を使って投資信託等を販売することについて、顧客の同意を必要とする規制
がないことに鑑みても、銀行代理業者が兼業業務に係る取引情報を銀行代理業等に利用することについて、顧客の同意を不
要としても、顧客保護の観点から問題があるものとは考えられない。なお、銀行代理業者において「提携会社等の商品の勧
誘や販売」を個人情報の利用目的として公表していれば、兼業業務で得た情報を銀行代理業等に利用しても目的外利用に
はならない（顧客にとって想定外の利用にはあたらない）と考えられる。


株式会社大
和ネクスト
銀行


金
融
庁


310 5月31日 7月11日
ノンバンクの総
量規制を緩和し
てください


事情によりノンバンクから借入し事業の運転資金に充てております。 近になって為替によって輸出競争力が上がり、大口商
談も増えてきましたが、その対応にあたり、キャッシュフローが一段と深くなってしまいます。将来的には入金し利益を得られる
のですが、ノンバンクの総量規制があるため運転資金融資を増額できません。このような中小工場は非常に多く、正規の融
資事業者でない、高利の業者からの借り入れを使わざるを得ない事業者もおります。何卒ご検討のほど、宜しくお願い申し上
げます。


金
融
庁


311 5月31日 8月1日
タバコ販売許可
取得の不公平
是正


店舗面積４００平米以上の店は　既存店との距離があってもなくても、販売許可が取得できる。４００平米以下の店は既存店と
一定距離がないと販売許可が取得できない。一定距離の撤廃ないしは、２５メートルにしてください。小規模店の活性化によ
り、景気の回復が期待できる。


中村酒店
財
務
省


181
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312 6月3日 7月11日


現在、道路にゴ
ミステーション
の設置は認めら
れていないが、
政令で設置が
できるようにして
ほしい。


提案事項にも記載したが、現在、道路にゴミステーションの設置は認められていないが、条件付きで、設置を認めてほしい。
その理由は、今や、ゴミステーションは、生活インフラといっても過言ではない。現在、道路に設置できるモノは、道路法第3節
道路の占有の第32条に掲げてある第1項~第7項で、その中にゴミステーションが入っていないため、道路管理者においても、
設置が許可できない状況。現在では、伸縮式のゴミステーションも数多く開発、発売されているにも関わらず、いずれの道路
管理者でも、許可を下していないのが、現状。現状、カラスや猫、犬などの鳥獣被害が多く、いずれの町内会でも大変困って
いる。もちろん、提案者も、いずれの道路にも、また、いずれのゴミステーションも許可をしてほしいと、言っているわけではな
く、一定の条件を課して、許可が可能になるような政令を作ってほしいと希望するもの。たとえば、設置後の道路の幅員が、歩
道の場合、何メートル、一般道路の場合、何メートルの幅員が確保できれば、許可できるとか、ごみの日以外は、何センチま
で伸縮できるとかいう、条件付きでいいと思っている。広島市の場合はこの第３２条の対象工作物または物件に記載がないも
のは、一切、道路の設置ができない、と言っている。交通に邪魔にならない場所、地域においては、無許可で、堂々と設置し
ている状況。無届、無許可で設置しても、道路管理者では、撤去命令を出すわけでもなく、指導管理もやっていない。道路に、
バイクや自転車を駐輪すれば、罰金や強制移動するが、ゴミ箱は、全然おとがめなしの不法状態。これでは、何か、矛盾を感
じる。ちゃんとした、条件を付して、許可をだすような政令ができれば、違法な設置には罰金なり、強制撤去も可能になる。今
の広島市では、設置申請をすれば許可がでないので、無届で、歩道や一般道路に堂々と、設置しているのが数多くある。広
島市の道路管理課に掛け合っても、法律にゴミステーションの物件、工作物の記載がない以上、どうすることもできない、との
返答。法改正は、難しいと思われるが、政令として、条件付きでゴミステーションの物件または工作物を第32条に記載をお願
いしたい。


民間企業


国
土
交
通
省


313 6月6日 7月11日
規制改革に関
する提案（理美
容業界）


１．規制改革の概要：現行、疾病等理美容所に来る事ができない人を除き、理美容所以外での施術は行えないが、これを施
術内容の限定と施術内容を記録することを条件とし、訪問等による理美容所以外での施術を認めることを提言したい。
この改革により、次の効果が期待できる。１）出産・育児等で離職した理美容師免許保有者の復職機会の創出。２）疾病等で
はない理由で理美容室に来れない人への理美容サービスという新しいマーケットの創出。３）自宅で自らカッティング等をして
いる人たちの衛生面の改善。そして、 疾病等に限らず、高齢者や育児中の親、妊産婦、仕事に忙しい人が自宅や職場で美
容施術を受けられるようになれば、高齢者や子育て世代に優しい社会、元気を与える社会作りに「美容」という観点から、貢献
できると考える。なお、本提案は、現行の理美容所制度を否定するものではなく、あくまでも理美容所で働けない人への復職
機会を創出するものであり、また、理美容室を利用していない新しい市場の創出であり、現行制度を補完するものである。
（２）背景：１）復職機会の創出の可能性、理美容師免許を持っていながら、現在理美容業に従事しておらず、復職を希望する
女性理美容師は約8.4万人いると推計する。【注１】
２）理美容サービスの新しいマーケットの可能性、理美容室に疾病等ではない理由で行かない人は、約190万人いると推計す
る。【注２】
３）衛生面改善の可能性、自宅等で自らまたは家族等がヘアカットしている人は、約1,900万人いると推計する。【注２】


民間企業


厚
生
労
働
省
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314 6月7日 7月11日
市街化調整区
域における開発
許可の緩和


具体的内容：①市街化調整区域における許可不要で建築することができる「公益上必要な建築物」の中で、「貨物自動車運
送事業法第２条第２項に規定する一般貨物自動車運送事業（同条第６項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る）
の用に供する施設である建築物」とあるが、特別積合せ貨物運送の限定を削除し、一般貨物運送事業者すべての流通施設
を対象とされたい。なお、特別積合せ貨物運送事業（旧法の一般路線貨物自動車運送事業）は、平成元年の貨物自動車運
送事業法が制定された際、一般貨物自動車運送事業に包含された。
②津波等の防災・減災が叫ばれる中、沿岸部の事業場からの移転・分散が可能になり、地域経済の活性化に役立つものと
思われることから、一般貨物運送事業の用に供する建築物についても「公益上必要な建築物」として許可不要とされたい。


要望理由等：市街化調整区域における開発許可について、「公益上必要な建築物」は許可不要で建築することができる。特
別積合せ貨物運送事業は(1)不特定多数の荷主の貨物が大量に持ち込まれる事業場間において、(2)それらの貨物を積合せ
て長距離にわたり定期的に運送する、(3)物流の幹線としての役割を担う極めて公益性の高い事業であり、(4)土地収用法に
おいても、土地収用適格事業とされていることから、開発許可不要とされている。特別積合せ貨物運送事業以外の一般貨物
自動車運送事業も、日々の国民生活、産業活動を支える公益性の高い事業である。先般の東日本大震災における緊急支援
物資輸送、復旧・復興のための資材輸送も、一般貨物自動車運送事業者が担ってきた。


公益社団法
人全日本ト
ラック協会


国
土
交
通
省


315 6月7日 7月11日
トラック・トレーラ
の車検期間の
見直しについて


具体的内容：トラック・トレーラの車検期間の延長を要望する。
具体的な内容等：車両総重量８トン未満のトラックについては、初回車検期間が平成１２年に延長され２年となったが、自動車
技術の進展、ユーザー負担の軽減の観点から、
(1)車両総重量８トン以上のトラック・トレーラについても、初回車検の期間を２年とされたい。
(2)８トン未満のトラックについては、２回目以降についても期間を２年にされたい。


公益社団法
人全日本ト
ラック協会


国
土
交
通
省
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316 6月24日 7月11日


複数の団地管
理組合を含む
建築基準法第
86条の一団地
認定区域の分
割手続きの緩
和


建物の老朽化に伴い団地の建替えを検討中の真砂一丁目団地（千葉市美浜区、S51年竣工、26棟1,040戸）は、隣接する2団
地（UR分譲団地550戸およびUR賃貸団地1,776戸）と一体的に建築基準法第86条の一団地認定がなされており、建築基準法
上の一敷地として扱われている。86条は敷地内に複数の建築物を建築する場合に、本来建築物ごとに必要とされる接道義
務などを緩和し、計画通知手続きを1度で済ませるために、当団地の建築当時、建築主であった住宅公団が認定を受けたも
の。　現在は、道路も整備され、分譲と賃貸の3団地に分割されそれぞれ独立した住宅団地として運営されており、3団地を一
団地とする86条規制をかけておく合理的理由は全くない。86条の一団地内では、建築確認を要しない小規模な増築等を行う
場合でも86条の２に定める再認定手続きが必要となり、その際一団地内すべての権利者名簿の提出、周知措置の実施と結
果報告が必要とされている。さらに、ＵＲ賃貸団地に既存不適格建物があり、上記手続きの際には建築審査会の同意も必要
とされ、費用や労力の面で管理組合に大きな負担がかかっている。今後、当団地の建替え手続きが進み、建替計画の建築
確認段階には86条の2の再認定手続きのため、一団地内の他団地を含めた権利者名簿の提出、周知措置などとともに、他
団地の既存不適格に起因する建築審査会の同意手続きも必要になる。このようなことから、当団地管理組合としては、現在
の他団地を含む一団地認定の区域を分割し、他団地とは別の一団地認定区域として当団地の範囲内で建替え等の手続きが
スムーズに進められるように切に希望する。一団地認定区域の分割・縮減には86条の5により区域内関係者の全員同意が必
要となるが、1,600戸近い関係者全員からの合意取得は現実的には不可能。当一団地では3団地の接道に問題はなく、団地
間で容積の移転等も行っておらず、3団地をそれぞればらばらに86条区域として分割したとしても建築基準法上の新たな問題
は生ぜず、関係権利者にとってもこれに反対する合理的理由は無いと考える。一団地認定地区の分割手続きに関する現行
法の改正、あるいは、手続きの規制緩和を求める。


真砂一丁目
管理組合・
同再生推進
委員会


国
土
交
通
省


316 6月24日 7月11日


建築基準法第
86条の一団地
認定をうけた団
地の建替えに
戸建住宅を導
入する場合の
再認定手続き
の緩和


また、この一団地認定区域内のＵＲ賃貸団地に建築基準法56条の2の日影による高さ規制についての既存不適格建物が存
在する。当団地は、建替え後の土地利用として共同住宅の他に戸建住宅街区(約200戸)の導入を計画しているが、現行法で
は、これらの戸建住宅の新築や増改築の際にも共同住宅の場合と同様に、86条の2の一団地の再認定の手続きが必要であ
り、かつ、他団地に既存不適格建物があるためその都度、建築審査会の同意が求められる。戸建住宅の個々の建築主は、
個別に上記の手続きを行わざるを得ず、戸建て住宅の購入者のみならず事務処理を行う行政側にとっても過重な負担となら
ざるをえない。当団地のような郊外型大規模団地の再生手法として戸建て街区導入を検討するケースは今後ますます増える
ものと考えられるが、一団地認定をうけた団地の場合の戸建住宅新築・増改築に伴う一団地再認定手続きに関する法改正、
あるいは地区計画などの他の規制により代替手続きで建築可能となるような規制緩和を求める。なお、当団地では平成22年
度に国土交通省の「住宅市場整備等推進事業（マンション等安心居住推進事業）」の補助金をいただき郊外型大規模団地建
替時の一団地認定等にかんする課題について検討をおこなっている。


真砂一丁
目管理組
合・同再生
推進委員
会


国
土
交
通
省
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317 6月3日 7月11日
優越的地位に
ついて


独占禁止法は、弱小企業（中小企業）を保護し、望ましくない行為への同意を他企業に強要する大企業を処罰するための、優
越的地位の濫用に適用される法規を含んでいる。これは、国内企業と外国企業双方にとっての問題である。曖昧なこの法規
を順守することは困難であり、弱小企業を保護することに熱心な公正取引委員会は、とりわけ損失分担の問題に関し、欧米
で一般的な商慣行と相反している。


提案：望ましくない行為の強要から弱小企業を守ること を十分に理解する一方、両当事者が損失分担に同意する場合には損
失分担を可能にする形に独禁法を改正することを要望する


民間団体


公
正
取
引
委
員
会


318 6月28日 7月11日
再生可能エネ
ルギーの導入
促進について


【具体的内容】
農地法や河川法などの関係法令等の規制緩和等を行うこと。


【提案理由】
農地転用許可後も長期間未利用となっている農地について再生可能エネルギー発電施設の設置により農業振興に資すると
認められる場合には第１種農地でも利用目的の変更を可能とするような規制緩和や、河川法における許可水利権を有してい
ない農業用水（慣行水利権）などを発電に使用する場合の手続きの簡素化など更なる規制・制度改革が必要。


地方自治体


農
林
水
産
省


国
土
交
通
省


319 6月28日 7月11日
再生可能エネ
ルギーの導入
促進について


【具体的内容】
再生可能エネルギーの導入拡大に支障が生じないよう、送配電網の強化など系統接続の円滑化のための措
置を講じること。


【提案理由】
導入拡大に伴い、送電容量の逼迫や系統連携手続の遅延など支障が生じていることから、早急に送配電網の
強化や申請手続きの簡素化など系統接続の円滑化を図ることが必要。


地方自治体


経
済
産
業
省


185
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規制改革ホットライン検討要請項目


1 3月22日 7月9日


訪日外国人観
光客に対する査
証発給要件の
緩和・見直し


【具体的内容】
観光立国の実現に向け、訪日外国人観光客に対する査証発給要件の緩和・見直しをさらに進める。特に、中国人観光客に対
する個人観光査証については、東北三県数次査証の東北六県への拡大、次いで全国を対象とした数次査証を導入すべきで
ある。


【提案理由】
訪日外国人観光客に対する査証制度では、中国人観光客については、2009年７月から申請人が一定の要件を満たす場合に
は個人観光査証が発給されるようになった。また、2011年７月より沖縄を訪問する個人観光客に対して、2012年７月より東北
三県を訪問する個人観光客に対して、３年間有効な数次査証（１回の滞在期間は90日以内）が発給されるようになった。
「日本再生戦略」（2012年７月閣議決定）では、観光立国の実現に向け、2016年に訪日外国人旅行者を1,800 万人、2020年初
めまでに2,500万人とするとの目標を掲げ、「東南アジアを始めとする新興国からの訪日客に対する査証発給要件の見直しに
取り組む」としている。そのためにもわが国の訪日旅行促進事業の重点市場・有望市場を中心にスピード感をもって着実に進
めるとともに、最重点市場の１つである中国については、沖縄で実績を挙げている個人観光客を対象とした数次査証を、震災
復興支援の観点から東北六県、さらには「日本再生戦略」の目標達成に向け全国へと拡大することが不可欠である。


日本経済団
体連合会


　
警
察
庁


　
外
務
省


　
法
務
省


2 3月22日 5月2日


東京国際空港
の発着枠にお
ける規制値の
緩和


【具体的内容】
東京国際空港の国際ハブ空港としての機能強化に向けて、発着枠に設けられている規制値を緩和すべきである。


【提案理由】
東京国際空港の発着枠については、以下の通り各種の規制値が設けられている。
(a) 1時間あたりの発着便数（出発方面別にも便数規制あり）
(b) 15分あたりの発着便数
(c) 5分あたりの発着便数
各規制値は管制処理能力を踏まえて定められており、定時運航に寄与しているものである。しかし、スライディングスケール
（運用方向別の滑走路処理容量算定シミュレーション）の導入・深化等により規制値を部分的に緩和できる余地が残されてい
る。
規制値の緩和により、利用者の使いやすい時間帯にダイヤを設定できる。また、機材繰りに余裕ができ定時運航に寄与する
といった効果が期待できることから、国際ハブ空港としての機能強化にも資するものである。


日本経済団
体連合会


国
土
交
通
省
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1
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3 3月22日 5月2日


地方空港等に
おける出入国手
続きの利便性
向上


【具体的内容】
出入国手続き（CIQ）の合理化については、「規制・制度改革に係る方針」（平成23年４月８日閣議決定）を踏まえた対応が検
討されているところであるが、これらに加え、係員が常駐していない地方空港・港について、ＣＩＱ業務の一元化や地方自治体
等への権限委譲などにより、ＣＩＱの利便性を向上させるべきである。


【提案理由】
出入国手続き（CIQ）については、税関（Custom）は財務省、出入国管理（Immigration）は法務省、検疫（Quarantine）は厚生労
働省・農林水産省が管轄している。ただし、国際線の定期便がない、あるいは少ない地方空港・港には、これらの係員が常駐
していないため、便の到着にあわせて、それぞれの係員を派遣している。
一方、これらの地方空港等においては、派遣可能な人員、時間等には限りがあるため、国際線発着時刻が左右されたり、CIQ
手続きに長時間を要するケースが散見される。
CIQ業務の一元化（省庁間連携）、あるいは地方自治体等への権限委譲を行うことなどにより、より迅速かつ柔軟にCIQを行う
などが期待され、利便性が向上する。その結果、より多くの国際線を地方空港・港で受け入れることが可能となり、海外からの
観光需要の獲得にも資することにもつながる。


日本経済団
体連合会


 
法
務
省


、
財
務
省


 
厚
生
労
働
省


、
農
林
水
産
省


4 3月22日 5月2日


輸入海上コンテ
ナ揚地変更手
続きの要件緩
和


【具体的内容】
輸入海上コンテナの揚地変更を行う際、税関への積荷目録（輸入マニフェスト）報告期限を「入港する時までに報告」に緩和す
べきである。
　
【提案理由】
関税法第15条が改正され、2007年2月1日より一部積地を除き本邦入港24時間前までに、積荷目録(輸入マニフェスト)を所轄
税関に事前報告することが義務付けられた。
しかし、輸入海上コンテナが積まれた本船が荒天影響などで、本邦寄港地の順序を変更もしくは抜港を決定した場合、荷主
はコンテナの揚港を変更し輸入貨物を速やかに引き取りたいというニーズがあるものの、本船の寄港予定情報の入手が遅れ
た場合や、船舶会社との調整に時間を要した場合には、期限までの事前報告ができず揚地変更が不可能となる。
輸入貨物が生産用部品の場合には、生産拠点への納期遅延が生産遅延を引き起こし、ひいては完成品の販売機会損失を
招くリスクがある。このため、報告期限を「入港する時までに報告」に緩和するべきである。
2014年３月に実施が予定されている出港前報告制度により、積荷目録(輸入マニフェスト)の事前報告は海外港での出港24時
間前となることも踏まえて、本要望については早急に実現すべきである。


日本経済団
体連合会


財
務
省


2







規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


5 3月22日 5月2日


航空貨物の国
際線航空機へ
の直接機移しの
承認


【具体的内容】
国内線航空機から国際線航空機への航空貨物の直接機移しを可能とするよう要望する。


【提案理由】
国内他空港にて輸出許可を受け、国内線で出発空港まで保税運送される貨物については、出発空港において保税上屋に一
旦必ず搬入することが求められている。
地方発着需要をはじめとする顧客利便性を向上させ、羽田空港のハブ機能を強化する観点から、国内線航空機から国際線
航空機への直接機移しを可能とするよう要望する。
成田空港では、国内線航空機で保税運送された輸出貨物について、国際線航空機との接続時間が短い場合に限り、税関に
願書を提出し、一定の条件が満たされていることを前提に、保税上屋で行うべき貨物確認を航空機側で実施する運営が行わ
れているが、こうした運営によらず直接機移しが可能となるよう規制を緩和するよう要望する。
発着枠の拡大によって今後さらに直接機移しのニーズが高まる羽田空港においては、少なくとも成田空港と同様の取り扱い
を実施すべきである。


日本経済団
体連合会


財
務
省


6 3月22日 5月2日
貨物管理責任
者の要件見直し


【具体的内容】
関税法基本通達において定めることが規定されている「貨物管理責任者」は、保税地域の被許可者の従業員であることが要
件となっているが、保税業務を委託している場合においては、この要件に受託会社の従業員を加えるよう要望する。
　
【提案理由】
関税法基本通達３４の２－１１（２）において、保税業務を委託する場合の「貨物管理責任者」は保税地域の被許可者の従業
員であって、保税業務の受託者が行う保税業務に実質的に関与し責任を全うできる体制にあることと定められている。
２００６年の労働安全衛生法改正に伴う運営全面委託業務の拡大によって、油槽所は委託事業所が大半になってきているこ
とから、受託会社の従業員も貨物管理責任者の範囲に含めるよう要望する。
貨物管理責任者を業務委託先の従業員とした場合でも、オンラインシステム等により、被許可者において入出荷数量の把握・
管理が可能となっているため、本業務の遂行には支障がない。また、被許可者が事業所を定期的に監査することで、責任を
全うする体制も確保できる。


日本経済団
体連合会


財
務
省


3
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7 3月22日 5月2日


検疫対象輸入
航空貨物の空
港外施設にお
ける取扱いの緩
和


【具体的内容】
検疫検査対象の輸入貨物は、空港での輸入処理が必須となっているため、空港内貨物施設の混雑の一因となっている。空
港内に所在する輸入共同上屋が、直接運営または委託運営している空港外貨物施設のうち、空港に近接している指定保税
上屋について、空港内貨物施設の補完的一体の施設とみなし、検疫対象貨物(検査前)の空港内外の施設間の相互移動およ
び、輸入処理を認めることにより、国際物流の円滑化を図るべきである。


【提案理由】
出発地にて荷主手配によりコンテナ単位に積付けられた貨物は、物流円滑化の観点からは、到着空港においてもコンテナ状
態で荷受人に引き取られ、荷受人手配の保税蔵置場に移動した後、解体・突合・輸入申告処理されることが望ましい。しか
し、貨物に１件でも要検疫貨物が含まれている場合、「飛行場で輸入すること」との要件により、空港外の貨物施設での取扱
が規制されている。
関税法上は申告前の輸入貨物を空港外保税蔵置場に持ち出す運用が可能であり、空港内の混雑緩和を目的として税関側も
それを後押しする方向にある。しかし、要検疫貨物が含まれる場合は、他法令により空港外施設への持出しが認められてい
ない。
この取扱いについて、空港に近接した指定保税上屋に限り、一定の条件のもとで持ち出しを認めることにより、空港内貨物施
設への一極集中による停滞を回避し、物流の円滑化を図るべきである。
現状関税法上空港外での処理が可能な貨物で、検疫要件にて空港内で処理されているコンテナ単位の輸入貨物は、成田空
港輸入貨物量の10％程度存在すると推定される。これら貨物について空港外施設での取扱いを可能とする事で、空港内施
設の混雑を緩和し、物流の円滑化を図ることが期待できる。
今後予定される成田空港の年間30万回発着に向けた貨物量増加も視野に入れ、取り組みを検討すべきである。


日本経済団
体連合会


農
林
水
産
省


8 3月22日 5月2日


再輸出免税適
用時の輸入申
告における審査
の簡素化


【具体的内容】
再輸出免税制度の使用を前提として輸入申告した場合、現在はすべて「区分2（書類審査扱い）」の審査結果を受けている。こ
のため、AEO認定事業者（特例輸入者）に対しては審査の簡素化、もしくは「区分1（簡易審査扱い）」とすべきである。


【提案理由】
NACCS（輸出入・港湾関連情報処理システム）で輸入申告し、審査結果が「区分2（書類審査扱い）」となった場合、申告税関
に通関書類を提出し審査を受ける必要がある。その際、輸入申告許可に時間を要し、速やかな輸入貨物の引き取りが行えな
い場合がある。輸入貨物が生産用部品の場合、生産拠点への納期遅延が生産遅延を引き起こし、ひいては完成品の販売機
会損失を招く可能性が生じる。また「区分2」への通関業者の対応が、委託業務工数の増加を招き、通関代行手数料（輸入諸
掛）の増加を引き起こす可能性がある。
こうしたリスクを軽減し、AEO認定事業者(特例輸入者）のメリットを増すためにも、再輸出免税適用時の輸入申告における審
査の簡素化を図るべきである。


日本経済団
体連合会


財
務
省
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9 3月22日 5月2日
追加型式設計
変更手続きの
簡素化


【具体的内容】
航空機設計国である米国においてSTC（Supplemental Type Certification：追加型式設計変更）が承認された場合、日本国で
の承認手続き（検査、審査）については、日米の基準が一致している部分をBASA（Bilateral Aviation Safety Agreement）に基
づき省略することができる取扱いとすべきである。
　
【提案理由】
航空機の設計を変更する手段の1つとしてSTCという手法がある。STCの利用には、航空機設計国である米国にSTCを申請、
承認された後、日本国でもSTCを申請、承認される必要があり、日米で重複してSTCの承認を得る手続きとなっている。現在、
日本国と米国は設計に関する相互承認について、二国間取決めとなるBASAを締結しており、航空製品の耐空性の証明・試
験に関わる相互承認が可能となっている。このBASAをさらに有効に活用し、日米で基準が一致している部分については、日
本での承認手続きを省略できる取扱いとするよう要望する。相互承認の対象範囲を広げることができれば、手続きや作業の
大幅な効率化が期待できる。


日本経済団
体連合会


国
土
交
通
省


10 3月22日 7月9日


自動車リサイク
ルシステムを活
用した盗難車の
不正輸出防止


【具体的内容】
中古自動車を部品に解体し、輸出する際の通関手続時に、輸出申告者が自動車リサイクル法に基づくマニフェストを税関に
提示することにより、無許可解体業者等による盗難車の不正輸出の防止を図るべきである。
　
【提案理由】
自動車は一旦部品に解体されてしまうと、その部品が盗難車のものか判別する手立てがないため、現状、盗難車は大半が解
体され、中古自動車部品として不正に輸出されている。不正輸出防止に向け、新潟港では自動車リサイクルシステムを活用し
た独自の取り組みが行われている。
平成２２年に公表された「自動車リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」では、盗難車の不適正解体への
対策を検討課題に挙げているが、今後、関係省庁が協力し、新潟港の取り組みを全国の港に拡大するよう要望する。
＜新潟港の取り組み＞
自動車リサイクル法により都道府県知事の許可を受けた解体業者は、同法の再資源化の基準に従って解体を行い、解体自
動車の全部を製品の原材料として利用するものとして輸出する場合に限り、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に抵触せ
ず、輸出が可能である。現在、新潟では、この制度の担保措置として義務付けられている解体自動車の全部利用に係る電子
マニフェスト（移動報告）の画面印刷物の提出を輸出申告時に求めるなどして、不正輸出の防止を図っている。盗難車の不正
輸出の場合、無許可解体業者が盗難車を解体しているケースが多いが、これらの業者では、電子マニフェストの画面印刷物
の提出は不可能で、不正輸出の防止だけでなく、無許可解体業者の排除にも効果を発揮している。本来、税関での輸出貨物
の審査は、関税法第70条の規定に基づき他法令において必要があると定められた貨物についてのみ行うものである。新潟の
取り組みは根拠法令・条例等によらず、新潟県、県警、税関の連携による運用で行っている。


日本経済団
体連合会


　
　
警
察
庁


、
財
務
省


　
　
経
済
産
業
省


、
環
境
省
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11 3月22日 5月2日
海外子会社向
け輸出の許可
不要化


【具体的理由】
グループとして自主管理が確実に行われ、法令遵守が徹底されている場合は、同一グループ内の海外子会社向け輸出等に
ついては、許可を不要とすべきである。
　
【提案理由】
輸出しようとする貨物等が、軍事転用の可能性が特に高い機微な貨物等に該当する場合、事前に許可を受ける必要がある
が、輸出者自身が自主管理の下で個々の契約や輸出等に関して安全保障面からのチェックが可能と看做される場合には、
一定の範囲について包括的に許可を受けることができる。
これらのうち、わが国企業の子会社向けに対する一定の品目の輸出等については、特定子会社包括許可制度があるが、グ
ループとして自主管理が確実に行われ、法令遵守が徹底されている場合は、安全保障上の懸念はかなりの程度低いと考え
られることから、許可不要とするのが適当である。


日本経済団
体連合会


経
済
産
業
省


12 3月22日 5月2日
輸入貨物等の
返送の許可不
要化


【具体的内容】
輸入された貨物の部分品を評価、修理、交換等のために輸入元に返送する場合を含め輸入貨物等の輸入元への返送につ
いて、許可を不要とすべきである。


【提案理由】
輸出しようとする貨物等が、軍事転用の可能性が特に高い機微な貨物等に該当する場合、事前に許可を受ける必要がある
が、外国から輸入された貨物等を返送するために行われる輸出等であって、一定の条件を満たすものについては、特別一般
包括許可の対象となり、個別に許可申請を行うことなく、輸出等を行うことが可能である。
しかしながら、例えば上記の輸入された貨物の部分品を評価、修理、交換等のために輸入元に返送する場合は特別一般包
括許可の対象となっておらず、安全保障上の懸念が限りなく低いにもかかわらず、個別許可申請を余儀なくされているのが実
情である。
あくまで輸入元への返送であることを前提に許可を不要とするのが合理的である。


日本経済団
体連合会


経
済
産
業
省
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規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


13 3月22日 5月2日


航空機の部分
品等の輸出に
係る手続の簡
素化


【具体的内容】
海外から輸入した航空機の部分品等を修理のために輸入元である海外メーカーや海外メーカーが指定する工場に送る場
合、輸出許可の対象外にもかかわらず、煩瑣な手続が必要となっているのが実情であり、簡素化のための措置を講ずるべき
である。


【提案理由】
輸出しようとする貨物が、軍事転用の可能性が特に高い機微な貨物に該当する場合、事前に許可を受ける必要があるが、航
空機の部分品等のうち、修理を要するものであって無償で輸出するものについては、輸出許可の対象外となっている。しかし
ながら、輸出にあたっては、リスト規制に係る該非判定書の提示が必要となるのが実情である。
該非判定には海外メーカーから製品仕様に関する情報を入手する必要があるが、そのような情報を入手できることは稀であ
り、経済産業省に確認した上で「仕様不明のため該当とする。しかし特例により許可不要」である旨の書類を作成して対応して
いる。
そもそも許可を要しない輸出であるにもかかわらず、以上のような不合理な手続を強いられている現状が改善されれば、航空
機の装備品修理のための輸出に要している時間と人員の節約につながる。


日本経済団
体連合会


経
済
産
業
省


14 3月22日 5月2日


特定原産地証
明書発給にお
ける自己証明
制度の導入


【具体的内容】
特定原産地証明書発給の手続に関し､優良な製造業者に限り､自社の証明書を提出することで申請が終了するような簡素化
をすべきである。現在､自己証明制度はスイス､ペルー､メキシコとの間のEPAにおいて認められているにすぎない｡わが国が
締結する全てのEPAにおいて､自己証明制度を導入すべく取組むことを求める。
　
【提案理由】
特定原産地証明書発給の申請をする場合､対象貨物を構成する細かい部品についてまで詳細な書類の提出が必要となって
いる。したがって､社内や調達先での事務作業が膨大なものとなっており､適用を断念せざるを得ないケースもある｡そこで､優
良な製造業者に対しては自社の証明書の提出によって申請が完了すべきである｡
簡易化することにより､各国との間に締結したEPAの活用拡大が望める。


日本経済団
体連合会


経
済
産
業
省
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規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


15 4月8日 5月2日


海外政府系ファ
ンドの日本投資
に対する、買収
監視措置の体
制整備


＜要望＞
海外政府系ファンドの日本投資に対する、投資協定を含む買収監視体制を整備する。
・資金力豊富な海外政府系ファンドの、情報開示/戦略投資に関する経済安全保障面での枠組みを整備する。
＜理由＞
投資対象会社の発行済株式総数の5%以上を所有する場合、又は5%以上保有し1%以上変動がある場合、金融庁に対する大
量保有報告の提出義務がある。
但し、海外投資家が購入する場合は、日本国内の常任代理人名義しか公表されず、実質の資金提供者がわからない状況。
また、同一政府系ファンドが複数の常任代理人から購入（分散して保有）する場合や、同一国の複数の政府系ファンドが共同
して議決権行使を行う可能性も想定されるが、海外政府系ファンドに関しては、情報開示がなされていないものが多く、海外
投資家が日本企業の株式購入を行う際、企業側からは、実質の資金提供者が把握出来ない状況。資金力豊富な政府系ファ
ンド（中国・中東等）が出現する中、資金力だけで買収が決まる恐れがあるが、現在は、単なるポートフォリオ上の純投資か、
戦略投資かの見極めも出来ず、企業にとり不安材料となっている。
2011年　国民の声に「海外政府系ファンドが資金提供者の場合、大量保有報告書にその旨明記し、情報提出を義務付け」を
要望した際、「大量保有報告制度は、投資者への情報提供を目的としており、企業の不安要素に応える制度ではない為、本
制度で対応すべきでない」との省庁回答を得た。
制度目的から、大量保有報告書での対応が困難としても、海外政府系ファンドの投資に対しては、米国のように情報開示の
要請を行う等、戦略的投資に対する対応を、関係省庁横断的に検討頂きたい。
＜効果＞
企業のリスクを低減する仕組みを導入することで、健全な純投資の呼び込みに繋げ、日本企業の経営安定性を向上させる。
日本企業としても、見えない外資に憶して投資を拒むことがなくなり、海外投資を受け入れやすい環境が整備され、産業投資
立国の促進に寄与する。


民間企業
金
融
庁
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規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


16 4月8日 7月9日


海外政府系ファ
ンドの日本投資
に対する、買収
防衛措置の体
制整備（政府の
介入範囲拡大、
監視機能強化）


＜要望＞
海外政府系ファンドの日本投資に対する、投資協定を含む防衛措置の体制を整備する。
米国のエクソン・フロリオ条項のように、政府の介入範囲を全分野に拡大し、政府の監視機能を強化する。


＜理由＞
日本の金融機関という安定株主が減少する中、特に海外政府系ファンドの日本企業買収に対する備えが見つからない状況。
米国はエクソン・フロリオ条項に基づき、CIFUS（外国投資委員会）が監視を行い、安全保障上問題となる可能性のある全投
資案件に介入する体制を整備している。日本も外為法で、規制業種（航空運輸、宇宙開発、原子力等）の株式10%以上を外国
企業・投資家が取得する場合は、事前届出が必要で、審査で問題がある場合は、投資計画の変更や中止・勧告が行われる
が、自動車やロボット分野は規制業種外で、対応が不十分。2011年　国民の声に本要望を提出した際、『「国の安全を損な
い、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来す」又は「我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響及ぼす」
可能性がある業種を指定しており、全業種に拡大する必要はない。』との省庁回答を得た。しかし、新興国等、体制の異なる
国家の金融資本体制が政府系資金を通して国際社会に及ぼす影響は急速に拡大しており、通常に想定されてきた民間競争
と違い、政府系の戦略的投資の進捗により、公衆の安全及び経済の円滑な運営や税源を侵食する恐れが出てきている。特
に、エレクトロニクス・自動車分野は裾野が広い産業で、我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼす可能性も考えら
れる。海外投資を受け入れやすい環境作りのためにも、諸外国に遅れることなく、日本も早期に環境整備頂きたい。
＜効果＞
企業のリスクを低減する仕組みを導入することで、健全な純投資の呼び込みに繋げ、日本企業の経営安定性を向上させる。
日本企業としても、見えない外資に憶して投資を拒むことがなくなり、海外投資を受け入れやすい環境が整備され、産業投資
立国の促進に寄与する。


民間企業


　
　
財
務
省


、
警
察
庁


、
金
融
庁


、
総
務
省


　
　
文
部
科
学
省


、
厚
生
労
働
省


、
農
林
水
産
省


　
　
経
済
産
業
省


、
国
土
交
通
省


、
環
境
省


17 4月8日 7月9日


AEO認定事業
者に対する、届
出制度および、
データの修訂正
の容認


＜要望＞
AEO認定事業者に対しては、「届出制度」を導入し、申告した時点でタイムリーな貨物の輸出と、一定期間内のデータ修訂正
を容認する。


＜理由＞
国（税関）に、コンプライアンスとセキュリティに優れた事業者と認定されると、AEO事業者として、通関手続きの審査・検査の
簡素化等のベネフィットあり。
但し、日本は「認可制度」の為、AEO事業者であっても、輸出許可が下りるまでは輸出が出来ない。また、輸出申告時の間違
いも、データ修正が認められず、再度申告し直す必要あり。
一方、米国の承認輸出者は、「届出制度」（10日以内の事後申告）が導入されており、タイムリーな輸出が可能。又、15ケ月以
内のデータ修正も可能。
＜効果＞
タイムリーな貨物の輸出が可能となる。
また、価格変更時の修訂正申告が不要になり、税関・輸出者双方の業務効率化が図れる。


民間企業
財
務
省
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規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


18 4月8日 7月9日


二国間でAEO
相互承認された
事業者への、24
時間ルールの
適用除外


＜要望＞
AEO相互承認を締結している国と、二国間において、AEO相互承認事業者に対しては、24時間ルールの適用除外を行う。
（まずはＥＵとの協議を足掛かりにしてはどうか。）


＜理由＞
24時間ルールは、輸入国が、相手国の輸出者に対し、輸出する24時間前迄（モードにより異なる）に、積み荷のマニュフェスト
を要求するルール。
米国がテロ防止対策として9.11以降導入し、国連のWCO（世界税関機構）でも採用している。
24時間ルールに対応する為、事業者はリードタイムが2日延長され、金利コスト・在庫積み増しコストが発生している。
AEO相互承認事業者は、コンプライアンスとセキュリティに優れた事業者として、二国間において承認を受けていることから、
AEO相互承認事業者に関しては、ルールの適用除外を検討頂きたい。
※24時間ルール導入国：米国、カナダ、ＥＵ、韓国、中国、メキシコ、トルコ
※日本がAEO相互承認を締結している国：米国、カナダ、ＥＵ、韓国、ニュージーランド、 シンガポール
＜効果＞
物流リードタイムの短縮に伴う金利コスト・在庫積み増しコストの削減。


民間企業
財
務
省


19 4月8日 7月9日


AEOセキュリ
ティ管理の保安
レベル基準の
設定


＜要望＞
AEO制度に於いても、「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則」と同様、「テロリスト対応」
の統一したセキュリティ管理規定にあわせたセキュリティ管理レベルを設定する。
※空コンテナ受入セキュリティの例
・保安レベル１：　受入検査　→必要に応じ内部・外部検査。（船社側で検査実施の為、通常時は不要）
・保安レベル２：　受入検査　→外観検査。内部・外部検査（10～20%）。（抜き取り検査）
・保安レベル３：　受入検査　→外観検査。内部・外部検査（100%）。（全数検査）


＜理由＞
現状のAEO認定事業者の貨物セキュリティ管理は、「テロリスト対応」として、商品・仕向国等のリスクに関わらず、全貨物を対
象に、常時、同一レベル（最高レベル）の保安対応が要求されている。
一方、輸出貨物管理での輸出検査では、商品、仕向け国、その時の世界リスク状況を加味し、貨物検査管理に重点を設定す
べきとして、国土交通省が「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則」（５４条）で、そのレベ
ルを設定している。
＜効果＞
保安レベルに応じたセキュリティ管理に伴う、工数低減が可能。


民間企業
財
務
省
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規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


20 4月8日 7月9日
AEO事後監査
(税関監査）の
免除／簡素化


＜要望＞
日本においても、税関への社内監査結果の報告をもって、AEO事後監査（税関監査）の免除/簡素化を行う。
又、社内監査内容については、各AEO認定事業者の実態にあった内容で社内監査が行えるよう、税関が示すチェック項目
も、大項目に絞り、各社に自主性を持たせる。


＜理由＞
AEO認定事業者は、税関の詳細なチェック項目に基づき、毎年貨物セキュリティ管理の社内監査を実施している。
更に、3年毎に、税関によるAEO事後監査（税関監査）も行われている。
イギリスや米国では、社内監査の結果を税関に報告することで、AEO事後監査（税関監査）を免除する仕組みを検討してい
る。
＜効果＞
効率的な監査の実施。


民間企業
財
務
省


21 4月8日 7月9日


電気機械器具
の防爆認証に
関する試験・評
価の国際規格と
の整合性


＜要望＞
IEC規格に準じて、日本も機器単体の試験・評価を採用する。
また、単純機器は構成部品に組み込まれた場合でも認証を不要とする。
※JIS規格はＩEC規格に準じているが、日本では法令優先で、容認されていない。


＜理由＞
引火物質の蒸気等を扱うエリアで、電気機械器具を使用する場合、防爆認証の取得が必要となる。
日本は、機器単体ではなく、構成部品全体（組合せ）の試験・評価が必要で、構成部品が変更される度に、全構成部品の再試
験・再評価が必要。
一方、海外では、IEC基準に基づき、組合せではなく、機器単体での試験・評価を採用している。
更に、単純機器（電気的パラメータが明確でエネルギーが低く本質安全性を損なわない機器）は、本来認証が不要だが、日本
は構成部品に組み込まれると、単純機器でも試験・評価が必要となる。


＜効果＞
試験・評価における企業負担（コスト・手間等）の軽減。
産業競争力における、諸外国とのイコールフッティング。


民間企業


厚
生
労
働
省


11







規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


22 4月8日 5月2日


電気機械器具
の電線（接地
線）の太さに関
する国際規格と
の整合性


＜要望＞
電気機械器具の電線（接地線）の太さを、国際規格に準じて、「導体サイズと同等以上」に見直す。
　※JIS規格は、IEC規格に準じているが、日本では法令が優先され、容認されていない。


＜理由＞
国内で使用する電気機械器具の電線（接地線）の太さは、「電気設備の技術基準の解釈」で示されているが、IEC規格やJIS
規格との整合性が図られていない。
※移動しない電気機械器具は、IEC規格では「相導体以上」となっており、日本規格の半分程度の太さの規格。
海外から電線を購入する場合、日本規格は特殊扱いとなり、追加費用が発生する。


＜効果＞
電線（接地線）コストの軽減。
産業競争力における、諸外国とのイコールフッティング。


民間企業


経
済
産
業
省


23 4月12日 5月2日


電動車用非接
触充電の関連
法規の整備(国
際規格との整
合）


＜要望＞国際規格・国際標準と協調した、電動車用非接触充電システムにふさわしい、規制値を設定する。（人体防護（近接
磁界）観点、電波障害（遠方電磁界）観点等）。また、非接触充電の設置許可については、型式認証とする。
　
＜理由＞現在、電動車用非接触充電システムの法規制は未整備である。但し、関連すると思われる、電波法の基準は欧米と
比較すると、日本の基準が最も厳しい（＠基本波（80～90kHz）帯） 。このままの基準が適用されると、国際規格と国内規格が
異なり、二重開発を行う必要があり、コスト・工数共に負担大。更に、日本だけに適用される厳しい基準が存在する中では、競
争力低下の懸念あり。また、現行法下で非接触充電設備を設置する場合、機体毎に各地域の総合通信局に対して、個別の
設置申請が必要となることが想定されるため、普及時における大きなハードルとなることが懸念される。


＜効果＞電動車用非接触充電システムのコスト低下、国際競争力強化。


民間企業
総
務
省
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規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


24 4月12日 7月9日


自動車リサイク
ルシステムを活
用した盗難車の
不正輸出防止


中古自動車を部品に解体し、輸出する際の通関手続時に、輸出申告者に対し自動車リサイクル法に基づくマニフェスト（管理
票）を税関に提示することにより、無許可解体業者等による盗難車の不正輸出の防止を図るべきである。


【提案理由】
自動車は一旦部品に解体されてしまうと、その部品が盗難車のものか判別する手立てがないため、現状、盗難車は大半が解
体され、中古自動車部品として不正に輸出されている。不正輸出防止に向け、新潟では自動車リサイクルシステムを活用した
独自の取り組みが行われている。平成２２年に公表された「自動車リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」
では、盗難車の不適正解体への対策を検討課題に挙げているが、今後、関係省庁が協力し、新潟の取り組みを全国の港に
拡大するよう要望する。
＜新潟の取り組み＞自動車リサイクル法により都道府県知事の許可を受けた解体業者は、同法の再資源化の基準に従って
解体を行い、解体自動車を製品の原材料として利用するものとして輸出する場合に限り、廃棄物の処理及び清掃に関する法
律に抵触せず、輸出が可能である。現在、新潟では、この制度の担保措置として義務付けられている解体自動車の全部利用
に係る電子マニフェスト（移動報告）の画面印刷物の提出を輸出申告時に求めるなどして、不正輸出の防止を図っている。盗
難車の不正輸出の場合、無許可解体業者が盗難車を解体しているケースが多く、これらの業者では、電子マニフェストの画
面印刷物の提出は不可能で、不正輸出の防止だけでなく、無許可解体業者の排除にも効果を発揮している。本来、税関での
輸出貨物の審査は、関税法第70条の規定に基づき他法令において必要があると定められた貨物についてのみ行うものであ
る。新潟の取り組みは根拠法令・条例等によらず、新潟県、県警、税関の連携による運用で行っている。


日本損害保
険協会


 
 


警
察
庁


、
財
務
省


 
 


経
済
産
業
省


、
環
境
省


25 4月30日 6月6日


食品添加物の
指定及び使用
基準改正に関
する審査方法
の改善


政府が食品添加物の指定及び使用基準改正に関する審査を行う際は、申請内容がコーデックス一般規格に適合したもので
あっても、安全性に関する評価*1（食品健康評価*2）を行っている。これを同規格に適合したものは、安全性に関する評価を
行ったものとして審査を行うように改める。


提案理由：コーデックス一般規格に適合した食品添加物または使用基準は、我が国も加盟しているFAO／WHO合同食品添加
物専門家会議（JECFA)が安全と判断し、食品への使用が妥当であると認めたものである。また同規格は食品添加物に関す
る唯一の公式な参照先となっている*3。したがって、同規格に適合した食品添加物または使用基準について、我が国で別に
安全性に関する評価を行うことは二重評価であり、作業の負荷と国際基準との不一致を生み出す。同規格に適合しているこ
とをもって安全性に関する評価に代えても、我が国の公衆衛生の向上及び増進に寄与することに変わりはない。企業からの
要請に基づく審査の標準事務処理期間は受理された日から1年となっている。しかし、要請から受理に至るまでの期間の標準
設定はなく、要請後はいつくるか分からない（場合によっては何年もかかる）受理前の窓口審査の順番を待つことになる。審査
期間の長期化はすべての要請について安全性に関する評価を行うことによる過剰な調整負荷が、要請者とリスク評価機関
（内閣府食品安全委員会）の中間にあるリスク管理機関（厚生労働省）にかかっているためである。審査期間の長期化と、国
際基準との不一致の問題はかねてより様々な団体から指摘されてきた*4。特にEUは、国際貿易の促進と円滑化の障害に
なっているとして、長年にわたって根気強く改善提案をよこしている*5。これに対し我が国も様々な改善策を講じてきたが、い
ずれも期待された効果を上げていない。その象徴は平成14年に政府が迅速な認可を約束した国際汎用添加物46品目の進捗
状況である（13品目が未だに未認可）*6。これはこれまでとられた改善策が二重評価を前提としたもので、リスク管理機関の
過剰な調整負荷作業を軽減するものになっていないことによる。ここ十数年来の経験から、現状の審査方法を改めることなく
事態を改善することの困難さを学ぶべきである。


日本アル
コールフ
リー飲料
（有）


内
閣
府
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規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名


（タイトル）


制度
の


所管
官庁


受付日


所管省
庁への
検討


要請日


提案主体
名


（会社名・
団体名）


26 5月7日 6月6日
動物検疫の輸
出改善


①発酵鶏糞を輸出するにあたり、発酵鶏糞肥料は同じ製品しか出こない。同質のタマゴや食肉を作るには、製造ラインを変え
ることは老朽化以外に設備を変えることはめったにない。発酵鶏糞を製造するに当たり、製造工程、堆肥サイクル表、農場配
置図、工場敷地図、製造届、販売届は、めったに変わる事はない。養鶏場に関する書類の提出は変更の場合のみにして欲し
い。
②家畜保健所の無病証明書について、家畜保健所は農林水産省の管轄。動物検疫所も同じく 農林水産省の管轄。同じ省に
属する２つの機関の間を民間各社が書類を求め、提出することに無駄を感じる。同じ省内の情報なので、動検が把握している
にも関わらず、民間数社が関与して取得し、しかも、依頼書や原本を郵送で関係各社で送り届けるのは無駄以外のなにもの
でもない。無病証明書を養鶏業者が申請し、輸出者が受取り、動物検疫所が受取り、通関業者が通関に提出するのはナンセ
ンス。 発酵鶏糞肥料の輸出検疫に関する事務手続きの簡素化を切に望む。


（株）カル
ティベイト


農
林
水
産
省


27 5月15日 6月6日


外国人を雇用
するための在留
資格変更許可
審査の迅速化


中小企業が国際展開するため、グローバル人材として採用した外国人留学生が、在留資格の変更手続きに時間を要し、予定
の入社日に間に合わないなど支障が生じるケースがあるため、審査の迅速化を図ること。


（注）留学生が日本の企業に就職し、在留資格を「留学」から就労が可能な「人文知識・国際業務」などに変更する場合、申請
日から何日で許可するといった明確な規定はない。例えば、就職先が中小企業の場合には、３週間程度かかっており、特に
申請が混み合う３月～５月の繁忙期には、それ以上の時間を要するため、４月１日の入社に間に合わないケースがある。
（注）平成23年に外国人留学生が日本の企業等への就職を目的として在留資格変更許可申請を行った数は9,143人（前年比
676人増）、うち許可数は8,586人（前年比755人増）で，いずれも前年と比べて増加した。許可率は93.9％で前年と比べてほぼ
横ばい。


日本商工会
議所


法
務
省


28 5月15日 6月6日


製品の不具合
などで同じ輸入
元に輸出する際
の許可申請手
続きの免除


海外から輸入した高性能な工作機械製品等に不具合があり、修理するため同じ輸入元に輸出する場合、大量破壊兵器開発
国への高度な機械・技術の流出に該当しないようなケースについては、企業の許可申請手続きにかかる負担を軽減し迅速に
修理するため、許可申請手続きを免除すること。


（注）日本では、高性能な工作機械や生物兵器の原料となる細菌など、軍事的に転用されるおそれのある物が、テロリスト集
団等に渡らないよう安全保障貿易管理を行っている。日本では外為法第25条第１項により、リスト規制（兵器やその開発に利
用可能な高性能汎用品など15項目）や、キャッチオール規制(リスト規制には該当しないが兵器開発の懸念がある場合）に該
当する輸出には、事前に経産大臣の許可が必要となる。規制に該当する物や技術を輸出又は提供する際には、必要な書類
を用意し、経産省に許可申請手続きを行う。


日本商工会
議所


経
済
産
業
省
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規制改革ホットライン検討要請項目
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要請日
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名


（会社名・
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29 6月24日 7月11日


AEO事後監査
（貨物セキュリ
ティ監査）の簡
素化


　
AEO制度の利便性向上の一環として、税関監査（貨物セキュリティ管理）の簡素化を要望する。
【具体的な内容】
ＡＥＯ認定事業者は、コンプライアンス・プログラムに則り、貨物セキュリティー管理の社内監査を実施しており、この結果を税
関へ定期報告することにより、税関事後監査（貨物セキュリティー監査）を簡素化して欲しい。尚、社内監査の内容について
は、項目のみを提示頂き、各AEO事業者の実態にあった社内監査が出来る様、自主性を持たせて頂きたい。


【提案理由】
現在、AEO認定事業者に課せられた貨物セキュリティー管理要件は大変厳しく、AEO事業者や業務委託会社に大きな負担と
なっているため、AEO事後監査の負担軽減を要望する。
AEO事業者は、社内の実態に合った保安管理及び貨物管理を実施している。新規のAEO貨物取扱場所については、税関と
の合同確認を実施するが、既確認場所については、社内監査結果の税関報告をもって確認することとするなど、税関による
AEO事後監査（貨物セキュリティー監査）を簡素化して欲しい。


（一社）
日本自動車
工業会


財
務
省


30 6月24日 7月11日


AEO制度に基
づいた「業務手
順書」に係る管
理体系の簡素
化


【具体的内容】
荷主・保税・通関事業者が、AEO事業者として認定を受ける為に税関に提出している「業務手順書」に関し、AEO事業者間の
業務委託部分については、荷主の業務手順書に「○○社（AEO事業者）の業務手順に則る」等といった表現での申請を可能と
し、また、委託先の業務手順に変更があった場合も委託先企業による税関への届出をもって管理を行い、税関による重複管
理の廃止を要望する。
　
【提案理由】
現状、AEO特定輸出者が、AEO特定保税承認者及び（或いは）AEO認定通関業者の承認を受けた海貨事業者に保管・船積を
委託する場合、AEO事業者はそれぞれ「業務手順書」を作成し、税関に提出している。また、AEO特定輸出者の業務手順書に
も、委託を受けたAEO保税・通関業者の業務手順が記載されている。
委託先であるAEO特定保税承認者やAEO認定通関業者の業務手順書に変更があった際、これらの事業者は修正した業務
手順書を税関に提出するだけでなく、委託元のAEO特定輸出者にも提出し、AEO特定輸出者は委託先の業務変更部分を自
社の業務手順書に反映した上で、税関に提出している。
業務手順書の共通する部分を、荷主・保税・通関業者が、それぞれの手順書に記載し、税関に届け出ることは重複管理に繋
がり、メンテナンスや監査に必要以上の負荷が掛かっていることから、管理体系の見直しを要望する。


（一社）
日本自動車
工業会


財
務
省
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規制改革ホットライン検討要請項目
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31 6月24日 7月11日


輸出施設にお
ける複数官庁
の検査結果共
有化による重複
検査の省略


【具体的内容】
①完成車の出荷プライベートバースに課される国土交通省及び財務省の立入検査に関し、同種の検査内容であることから、
重複する部分の検査については省略を要望する。そのため、官庁間おいて検査結果の共有化を図り、同種の検査が重複し
ないよう措置を講じて欲しい。
②官庁間で立入検査実施の日程調整の徹底をお願いする。


【提案理由】
輸出施設の内、プライベートバースをはじめとする港湾施設に対しては、国土交通省より、SOLAS条約に基づき、国際埠頭施
設の保安体制や管理状況について、保安確保に向けた定期的な検査が行われている。
一方、当該港湾施設は、外国貨物の積卸場所として大部分が保税地域に指定されていることから、財務省（税関）より、輸出
入通関手続きの履行確保に向けた外国貨物の保全管理状況について定期的な保税検査が実施されている。
上記検査は、類似した検査であり、重複している部分があるにも関わらず、官庁間で当該結果の共有化が図られていない。
重複する部分の検査項目については、官庁間で結果の共有化を図ることにより、関係施設の負担緩和に結び付けて欲しい。
また、本件については、規制改革に係る2010年度弊会要望に対して、国交省-財務省間で立入検査日程の調整を行うとの回
答が示されたが、実際には別日程で実施されていることから、官庁間での連携を再度、要望する。


（一社）
日本自動車
工業会


　
　
　
財
務
省


　
　
　
国
土
交
通
省


32 6月24日 7月11日


輸出入通関書
類に係る
ペーパレス化の
促進


【具体的内容】
輸出入通関書類の電子化を、平成29　年10月の実施計画より前倒しし、早期実現を要望する。


【提案理由】
現在、荷主企業は輸出入通関に際した関連文書の管理に多くのリソースを費やしている中、NACCSを用いた電子インボイス
業務の運用が開始されているが、普及までに至っていない。業務の効率化や出荷リードタイム短縮を通じた競争力向上の観
点から、平成29年度10月に計画されている通関手続きに係る電子手続きの原則化を前倒しし、可及的速やかに導入・実施し
て欲しい。


（一社）
日本自動車
工業会


財
務
省


33 6月1日 7月11日


安全保障貿易
管理の規制に
係る輸出手続き
の円滑化


安全保障貿易管理の観点から、現在は一般的な工作機械等を含む広い品目が規制対象とされており、輸出及び海外子会社
への移送のために経済産業省に対する許可申請が必要となっている。申請書類に不備があると申請から数週間が経過して
から再提出が必要と連絡され、手続きに長い期間がかかっている。記載については事前に相談を受け付けることとされている
が、相談窓口が経済産業省本省となっているため、地方の企業は実質的に相談が困難な状況。より円滑に手続きを得るため
の改善措置を検討いただきたい。なお、地方の経済産業局でも相談を一部受け付けているが、経済産業省本省へ相談するよ
う促される場合が少なくないように聞いている。制度を案内するWEBサイトが作成されているが説明が不親切な箇所も多く、中
小企業からは残念ながら輸出手続きを諦めた、との声も聞いている。


個人


経
済
産
業
省
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34 6月18日 7月11日


日本に住所を有
しない外国人
が、外国企業の
子会社又は支
店を日本に設立
する場合の規
制の緩和


外国企業が日本に子会社又は支店を設立し、当該子会社又は支店の代表者として本国から外国人を派遣するケースにおい
て、会社設立及び就労ビザの取得に関する問題点が外国企業から度々指摘されている。
具体的には、日本で子会社の設立を行うにあたり、日本における代表者のうち、少なくとも1名は日本に住所を有している者で
あることが必要だが（昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答）、日本における代表者になる予定の外国人が就
労ビザ（投資経営ビザ等）を取得する（これによって日本の住所を得る）ためには、原則、日本の子会社の登記事項証明書が
必要となる。すなわち、子会社を設立するためには就労ビザが必要で、就労ビザを得るためには就労先である子会社の登記
事項証明書が必要なため、本国から派遣する外国人だけで日本における子会社の代表者を構成しようとする場合は、当該子
会社を設立することができない（支店設立の場合も会社法817条第1項に基づき同様の制度）。日本における代表予定者であ
る外国人が在日外国公館にてサイン証明を取得することで対応することも可能と聞いているが、(1)サイン証明は住所を証明
するためのものではないこと、(2)ホテルなど賃貸契約書がない住所についてはサイン証明に当該住所を記載しない在日外国
公館が存在することから、解決策とならない。
このため、日本に住所を有しない外国人のみを代表者とする会社登記を可能とすることや、就労ビザの申請者のうち新たに
会社を設立する場合は登記事項証明書を事後提出とすること、新会社設立用のビザを新設する等の措置をお願いしたい。


日本進出ま
たは日本進
出を検討し
ている複数
の外国企業
等


法
務
省


35 6月3日 7月11日
在留カードの変
更


地方支分部局の設置場所が限られていることに起因する、地方支分部局に定期的に出向く不便さを認識し、「在留カード」の
詳細の変更をオンラインおよび郵送で行える申請制度を実施すべきである。


民間団体
法
務
省


36 6月3日 7月11日 再入国許可制度再入国許可制度を全廃すべきである。 民間団体
法
務
省


37 6月3日 7月11日
入国管理につ
いて


日本への熟練労働者の入国を促進するため、入管政策をさらに改めることを望む。
提案、多くのビザのカテゴリーは、学位がない場合、「業界」での10年以上の実務経験を義務付けている。こうした政策は、
往々5年未満で十分な経験を積みうる熟練労働者が、日本を避け、それほど要件が厳しくない他の先進国や途上国を目指す
要因となる。


民間団体


法
務
省


厚
生
労
働
省


経
済
産
業
省
他
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38 6月3日 7月11日
就労許可につ
いて


多国籍企業が日本勤務ポストに最良の人材を誘致できるよう、配偶者ビザ保有者に就労許可を自動的に交付することを提案す民間団体
法
務
省


39 6月3日 7月11日
知的財産につ
いて


デザインに関する知的財産を保護するための手続きは複雑かつ高額であり、ヨーロッパおよびその他の主な市場で受けてい
る水準の保護を日本では享受できない。
申請の費用を軽減し、申請の審査手続きを廃止又は緩和すべきである。


民間団体


経
済
産
業
省


40 6月3日 7月11日
外弁の認定と承
認について


日本で外弁として登録されるためには、外国人弁護士の本国法についての 3 年間の専門実務経験が必要とされ、うち2 年
は、日本以外の国で実務経験を積むことを求めている。この規則は、日本人弁護士に適用される規則とは際立った対照をな
している。日本人弁護士は、弁護士として認定される前に弁護士資格取得後の経験を問われることはない。この慣行は差別
的であるばかりでなく、資格を取得した法域ですでに弁護士として認められているのであるから、ほとんど意味をなさない。そう
した規則を設けるのであれば、本国法に基づく実務経験をどの程度積んできたのかといった点を重視すべきであり、場所にこ
だわる必要はないはずである。また、外弁登録手続に要するコストも、外国の法律事務所や個人に依然過重な負担を強いて
いる。合理化された申請書は概してプロセスを短縮してきたが、法務省と、日弁連・地方弁護士会の各委員会双方から承認を
取得する要件は、必然的に遅れを生じさせている。


提案：①弁護士資格取得後の一定の経験年数を義務付けている規則を廃止すべきである。即時的な第一歩として、より徹底
的な見直しを完了する一方、本国法に関する実務経験を、どこでそれを積んだかにかかわらず、認めるよう、法律を改正すべ
きである。
②外弁登録の申請手続をできる限り迅速化と、弁護士個々ではなく事務所単位での登録といった見直しを行うべき。


民間団体
法
務
省


41 6月3日 7月11日
弁護士のため
の有限責任に
ついて


外国および日本双方の法律事務所が、日本で有限責任制度を利用できるようにすべきであり、外国の法律事務所は、日本に
おけるその支店を通じて日本で業務を行うことが認められるべきである。これは、本国法人の支店を通して日本で業務を行う
ことを外弁に認めるよう、既存の外弁制度を改めることで実現できるだろう。


民間団体
法
務
省
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42 6月3日 7月11日
銀行代理店制
度について


2009年に導入された銀行代理店制度では、欧州銀行の日本支店は、ほかの銀行（それが同じ金融グループの日本国外の支
店であっても）が提供している新しい銀行サービスを日本の顧客に提供することを計画する度に、特別の事業免許を申請する
必要がある。これは、グローバル金融グループの日本部門が海外に口座を開く日本の個人または法人顧客をサポートした
り、日本以外の支店から提供されるグローバル現金管理サービス等のサービスを日本の顧客に提供したりする国境を越えた
サービスに著しく影響を及ぼす。国境を越えた取引に適切な規制の枠組みを提供する日本の当局の取り組みを支持するとは
いえ、新しい銀行代理店免許の申請に関する基準を明確化し、行政レベルでの審査・承認手続を迅速化するために、現行の
制度は改善されなければならないと考える。


提案：金融庁は、欧州銀行の支店が、新商品を導入する度に、特別の事業免許をその都度申請する必要のない制度を導入
すべきである。


民間団体
金
融
庁
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規制改革ホットライン検討要請項目


1 3月22日 5月2日


抗体（未製品
化）を輸出する
際の検疫手続
の見直し


【具体的内容】
同一の個体から採取した抗体を同じ国に輸出する場合、２回目以降輸出する抗体が、初回に輸出した抗体と同一であるとの
証明書（※輸出企業の代表者による証明書）を添付していれば、動物検疫を不要とするような包括的な手続を導入すべきで
ある。


【提案理由】
家畜伝染病予防法第45条では、輸入国政府がその輸入に当たり、家畜の伝染性疾病の病原体をひろげるおそれの有無につ
いての輸出国の検査証明を必要としている動物その他の物について、輸出者が、あらかじめ、家畜防疫官の検査を受け、か
つ、輸出検疫証明書の交付を受けなければならないと定めている。
このため、製品化されていない抗体を輸出する際、その都度、検疫を受けなければならないが、検疫願いや試料説明書等を
作成しなければならならず、事務負担が大きい。
○ウサギ由来抗体
・準備書類：インボイス、非該当証明書、検疫願い、試料説明書
※家畜抗体は血清の構成成分であるとして動物検疫の対象品となるが、例外として、メーカー等により製造され市場流通して
いるもので、カタログ等から精製品であることが確認できるものは検疫の対象外となる。
○サル由来抗体
・準備書類：インボイス、非該当証明書、経産省発行のCITES Export Permit及び輸出承認申請書、 Original vet health cert
from shipper(必要な場合。AVA Import Permit上に記載の輸入条件による)
・Consigneeにて準備する書類： Import CITES permit、 Import AVA permit


日本経済団
体連合会


農
林
水
産
省


2 3月22日 5月2日
農業協同組合
に対する金融庁
検査について


３者要請検査による農協検査は、都道府県知事からの要請がないと実施できない。農協の貯金は全国で９０兆円であり、未
だに農協職員による着服・横領が頻発しているなか、金融庁が自ら機動的に直接検査ができるようにしていただきたい。


個人


 
金
融
庁


 
農
林
水
産
省


3 3月25日 7月9日
休耕田の有効
活用


【具体的内容】
休耕田を有効に活用して太陽光発電や風力発電に転用できるように規制・制度の見直しをする。
【提案理由】
TPPへの参加等で休耕田の農地としての活用用途は増々少なく農地の持ち主も高齢化により耕作は難しくなっている。
休耕田を有効に太陽光発電、風力発電に転用すれば原子力発電に頼らず環境保護にもなりますので早急に規制・制度の見
直しを検討願いたい。


個人


農
林
水
産
省
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4 3月26日 7月9日


施設園芸の内
植物工場に関
する規制緩和
の件


【具体的内容】
施設園芸の内昨今急激に設置が進んでいる「植物工場」に関し、設置する土地地目や建物設置基準、あるいはこれらに関す
る税制措置の優遇を行うことで、今の流れを将来に活かせる基礎づくりをお願いしたい。
　
【提案理由】
現在植物工場に関しては明確な基準や指針がないことから、農地に設置するには建築基準法や農地法の関係で設置できる
施設はハウス等の簡易な施設に限られており、閉鎖型施設は高額な宅地に設置しなければならない。その上で固定資産税
や法人税も優遇措置がなく、植物工場を推進する法人においてはイニシャルやランニングコストを増加させる要因になってい
る。
植物工場の事業を将来的に育成し、政府が目指す食糧自給率の向上や輸出までも視野に入れてこうした取り組みに対して
一過性であり一部の方しか利用できない補助金ではなく、税制的優遇や土地利用の緩和措置を推進して頂きたい。


民間企業


農
林
水
産
省


5 3月27日 5月2日 農地転用


【具体的内容】
私は、兼業農家である。地方農家は、稲作を全面依頼してみえる農家が大半である。私もその内の一人である。（ほとんどの
人が、農家だけでは生活できない）
農地転用は認めないのに、長年、雑種地並の税金（田の３０倍以上の固定資産税）を支払っている。矛盾している。愛知県弥
富市では、農地転用を認めてくれない。このような場所が多くある。農地転用の規制緩和をお願いしたい。
　
【提案理由】
(1)道路、排水は区分されているので、近隣の耕作には支障をきたさない。
(2)１０～１５年以上雑種地並の税金を支払っている。（行政側の農地転用追認）
(3)現状に回復するには、莫大な費用がかかる。
(4)減反政策するより、土地の有効利用を考えてほしい。


個人


農
林
水
産
省


6 3月29日 5月2日


犬猫用の薬剤
や動物用医療
器具に対する狂
牛病に関する牛
の製剤の使用し
ていいない証明
書について


【具体的内容】
現在、農林省は犬猫用の薬剤や動物用医療器具に対して、外国から個人輸入をする場合に、狂牛病に関する牛の製剤の使
用していない趣旨の証明書を1ヶ月毎に発行を義務付けているが、これままったく意味ないことである。なぜなら犬猫を人間が
食べることはないからである。まして鉗子等の手術用の医療機器にもその証明書の発行を義務づけるとは、まことに滑稽な話
である。もう狂牛病自体も沈静化しているし、意味のない大儀名文のない規制は早くやめてもらいたい。現在犬猫の薬剤の多
くの治療薬はヨーロッパや米国で発売されており、日本では殆ど入手できない。我々が診断できて、その治療薬が入手できな
いため、我国では多くの犬猫が治療ができずに死亡している。この現況を農林水産省はどう思っているのか、日本に犬猫は
病気にかかったら、救える命も死ねと言うのか・・・・すぐさま撤廃していただきたい。
　
【提案理由】
動物病院を経営する獣医師である。


個人


農
林
水
産
省


2
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7 4月10日 5月2日
農業分野の規
制緩和


新たな雇用機会が生み出されるよう、産業構造の転換を図るため、具体的には、少額資本の農業企業については農業生産
法人の要件を廃止ないし緩和すること。


民間団体


農
林
水
産
省


8 4月15日 7月9日


中小企業信用
保険制度の対
象業種の追加
（農業、林業、
漁業）


中小企業信用保険制度の対象業種として、農業、林業、漁業を加える。特に、農業等以外の業種の企業が事業の多角化に
より農業等に進出した場合の農業等関連資金に係る融資を、中小企業信用保険制度の保証対象とする。追加が困難な場
合、中小企業信用保険制度と農業信用保証保険制度等の制度間の相互の連携の一層の強化、農業信用保証保険制度等
の使い勝手の向上を図る。


【提案理由】
現状、農業、林業、漁業は中小企業信用保険制度の対象外であり、業種ごとに農業信用保証保険制度等が別々に存在す
る。地方では、農業、林業、漁業およびその関連事業は主要かつ重要な産業であり、こうした業種に対する円滑な金融を確保
する観点から、中小企業信用保険制度の対象業種に農業等を追加し、制度の一本化を図るべきである。
最近、他の業種の中小企業が農業分野に進出するケースが増えているが、事業用資金は中小企業信用保険制度、農業分
野の資金は農業信用保証保険制度と２つの制度を併用しなければならず、煩雑で分かりにくい。業種の追加が困難であれ
ば、行政刷新会議の規制・制度改革委員会報告書（６月24日公表）にもあるとおり、利用者利便の確保のため、同一地域の
信用保証協会と農業信用基金協会で常時連絡を取り合い、円滑な保証引受けを実現する体制を構築していただきたい。ま
た、同報告書では、農業信用保証保険制度について、保証対象を実態上制度融資に限定するなど銀行等が活用しづらい、
申請の事務手続等が中小保険と異なる等の課題を指摘し、改善するとしている。当協会が実施したアンケートでも以下のよう
な点が問題点として指摘されているため、こうした点も踏まえつつ、使い勝手のよい制度としていただきたい。
(1)多くの地域で、農業信用基金協会の保証対象が国・自治体の制度融資や農協の融資に限定され、銀行のプロパー融資に
は実態として利用できないケースがある。(2)信用保証協会と比較して無担保枠が小さい。
(3)銀行が基金協会を利用する場合、事前に「交付金」、事後（代弁発生時等）に「拠出金」を負担する必要があるが、それぞれ
都道府県により制度内容が異なり、管理が煩雑。


全国地方銀
行協会


 
 
　
　
 


農
林
水
産
省


 
 
 
　
　
経
済
産
業
省
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名


（会社名・
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9 4月16日 7月9日
中小企業信用
保険制度の対
象業種の拡大


農業等以外の業種の企業が事業の多角化により農業等に進出した場合の農業等関連資金に係る融資を、中小企業信用保
険制度の保証対象とする。


【提案理由】
近年、生産のみならず加工・販売までを自ら行う企業的農業経営に参入する中小企業が増加しているが、取引先の中小企業
が農業分野に進出しようとする場合、農業分野に係る事業資金を調達するための信用補完制度として中小企業信用保険制
度を利用することができず、資金調達に支障を来たしているケースが見受けられる。
農業分野に関する信用補完制度としては、農業信用保証保険制度があるが、農協以外の金融機関では本制度の取扱いが
十分普及しているとはいえない状況にあり、また、企業的農業経営においては、仕入れ・加工・販売時に農協と競合すること
などから、農協から融資を受けることも難しく、金融機関を自由に選択する余地が少なくなっている。
平成２４年７月３１日に閣議決定された日本再生戦略において、農林漁業分野の再生・活性化が重点課題の一つとして掲げ
られている中、中小企業が新たに農業分野に進出する際に円滑な資金調達が行えるよう環境を整備することは、政府の施策
にも合致するものであり、中小企業が農業等に進出する場合に必要な資金に係る融資については、中小企業信用保険制度
の保証対象としていただくことが利用者利便、ひいては、地域経済の活性化に資すると考える。


全国信用金
庫協会
信金中央金
庫


農
林
水
産
省


経
済
産
業
省


10 3月22日 5月2日
保安林の指定
施業要件の緩
和


択伐の場合、植栽指定を緩和し、天然更新が可能なものとする。


【提案理由】
保安林を伐採した場合、法34条の4により、植栽の義務が生じ、法施行令第4条のとおり指定施業要件として、「伐採の方法」
「伐採の限度」「植栽」について定められる。択伐の場合、掻き起こしによる天然更新が行うことができる場合（つまり天然更新
が経験的に確実である場合）については、植栽を行ったものと見做すこととする又は天然更新の可能性について一定期間成
林状況を観察することができることとすることが求められる。これにより、択伐後の低コストでの持続可能の施業の確立に資す
ることができる。


三井物産
株式会社


農
林
水
産
省


11 3月22日 5月2日
保安林の立木
伐採許可申請
の緩和


保安林の皆伐の申請期間を、毎年2，6，9，12月の公表のあった日の30日以内から伐採を開始する日の30日前までに変更す
る。


【提案理由】
保安林の立木伐採許可は皆伐の場合、令第4条の2第2項及び第3項に規定のとおり、2、6、9、12月の公表のあった日から30
日以内に、都道府県知事へ申請しなければならないが、申請の時期が3ヶ月おきとなるため、労務の都合や需給の調整にお
いてフレキシブルな対応が困難である。これを、択伐及び間伐の立木伐採許可と同様、伐採を開始する日の30日前までとす
ることに緩和されたい。


三井物産
株式会社


農
林
水
産
省
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規制改革ホットライン検討要請項目


番
 


号
提案の具体的内容及び提案理由提案事項名
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受付日
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提案主体
名


（会社名・
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12 3月22日 5月2日
指定施業要件
の変更事務の
一本化


森林・林業基本法の改正等に伴う指定施業要件の緩和が行われた場合に、都道府県知事等の職権により一括変更を行う。


【提案理由】
保安林の指定施業要件の変更は、保安林の指定目的に支障を及ぼすことがないと認められた場合、変更することができる。
森林・林業基本法の改正等に伴い、指定施業要件の緩和が行われた場合には、樹種や伐採率のなどの要件の変更につい
ては、所有者側からの申請なしに、都道府県知事の職権による一括の要件の緩和措置ができないものか。


三井物産株
式会社


農
林
水
産
省


13 3月22日 5月2日
国産ツーバイ
フォー部材の活
用促進


MSR製材規格の製材規格の導入運用の整備


【提案理由】
枠組み壁工法製材のJAS規格において甲種、乙種の目視区分はあるものの、共通して年輪幅６mm以上の基準があるため不
合格となる製材が多い。一方、年輪幅に寄与しない規格としてMSR製材が定められており、これを採用することで目視区分で
は不合格となる製材も使用可能となる場合がある。これにより歩留りの効率改善を図れる為、グレーディングマシンの設定方
法、ヤング係数、曲げ強度の適用方法等導入する際の具体的な整備が必要である。


三井物産株
式会社


農
林
水
産
省


14 3月22日 5月2日
国産ツーバイ
フォー部材の活
用促進


MSR製材規格の規定範囲拡大


【提案理由】
上記の現行のJASの運用整備に加えて、現状定められているMSRの強度規定範囲の拡大を提案する。「ｽｷﾞ」を例にとると、
強度性能に地域性が存在し、全国的に見ればデータのばらつきが顕著である。これらを包括できる強度区分としなければ、
MCR製材の運用整備をしても区分外の材が発生することが予想され、結局不合格材の率が改善されない。よって、強度規定
範囲の下限の拡大を提案する。


三井物産
株式会社


農
林
水
産
省


15 3月22日 5月2日
国産ツーバイ
フォー部材の活
用促進


JASたて継ぎ材におけるMSRによる格付けの新設


【提案理由】
枠組壁工法たて継ぎ材の規格の中には、MSRによる規格が存在しない。多く流通している原木の長さと枠組壁工法のたて枠
材の関係でいえば、0.6ｍ、1.6ｍ等の端材発生は逃れられない。それを有効活用するためにはたて継ぎ材の技術が不可欠と
なってくる。MSR材の流通が一般的になってくれば、たて継ぎ材のMSR企画も必要になってくると考えられ、MSRによる格付け
新設を提案する。


三井物産
株式会社


農
林
水
産
省
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名
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団体名）


16 5月15日 6月6日


株式会社による
農業参入と農地
直接所有の容
認


農業を大規模化し生産性・収益性を高めるため、農業生産法人を設立することなく株式会社による農業への直接参入や農地
の直接所有を認めること。


（注）農業生産法人とは農地の所有を認められた法人で、全国に12,817社ある。このうち株式会社が農業生産法人を設立した
数は2,648社（平成24年1月1日現在）。
（注）平成21年の農地法改正により、株式会社もリース方式であれば、その農地を所在する市町村の農業委員会の許可を得
て、農地を借りられるようになっている（農地法第３条）。


日本商工会
議所


農
林
水
産
省


17 5月15日 6月6日


耕作放棄地を
農地のまま有効
活用する場合
の手続きの簡
略化


農地の所有者でない者が耕作放棄地を賃借して、農地を農地のまま有効利用する場合、現行制度では住民説明会の開催や
農業委員会の了承等を得るなどの煩雑な手続きを簡略化すること。


（注）耕作放棄地：以前耕地であったもので、過去１年以上作物を栽培せず、しかもこの数年の間に再び耕作する考えのない
土地のこと。（※参考までに「休耕田」とは、耕作の意思はあるが、生産調整などにより作付していない状態のこと。なお休耕
田を利用して野菜などコメ以外の作物を栽培することは可能）
※農業とは、土地を使って何かしらの作物を栽培し、水や肥料を与える等の管理をしていれば、全て　農業と認められる（明
確な定義は存在しない）。
（注）個人や法人が、農地を売買又は貸借するためには、その農地を所在する市町村の農業委員会の許可（農地法第３条）
が必要。（許可の要件は下記①～③）
①農地のすべてを効率的に利用すること
機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていることが必要
②一定の面積を経営すること
※この面積は、地域の実情に応じて、市町村の農業委員会が引き下げることが可能となっている
③周辺の農地利用に支障がないこと
水利調整に参加しない無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬を使用するなどの行為をしないこと
（注）全国の耕作放棄地面積28.7万haのうち、農地として利用可能な耕作放棄地は15.1万haある。（「耕作放棄地の現状につ
いて」平成23年３月農林水産省）


日本商工会
議所


農
林
水
産
省


18 6月10日 7月11日
農業振興地域
への携帯電話
基地局設置


ＧＰＬ（電柱タイプ）の携帯電話基地局など、農業の支障にならない規模の基地局は除外できるようにする等、農業振興地域
の除外申請に関する基準を定め、各自治体に周知すべきである。


【提案理由】
農業振興地域への携帯電話基地局設置について、一部の市町村が農業振興地域の除外を認めていない。携帯電話基地局
が公共性の高い施設であることをふまえ、一定の規模以下であれば設置を認めるべきである。


民間企業


農
林
水
産
省
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19 6月10日 7月11日
農業振興地域
の除外申請承
認の迅速化


農業振興地域においても携帯電話基地局の迅速な設置が可能となるよう、農業振興地域の除外申請に関する基準を定め、
各自治体に周知すべきである。


【提案理由】
農業振興地域の除外申請は、各市町村の設置する審議会等で審議のうえで承認されるが、開催頻度が年２回の市町村が多
く、携帯電話基地局の建設が半年以上行えない場合がある（市町村によっては事後承認で可としているところもある）。携帯
電話基地局整備の公共性に鑑み、農業振興地域においても迅速な設置ができるようにすべきである。


民間企業


農
林
水
産
省


20 6月10日 7月11日
農地転用に伴う
提出書類の簡
素化


携帯電話基地局の設置を目的とした農地転用許可の申請者が、一定の信用のある企業（携帯電話事業者およびその受託事
業者など）であることが明らかである場合には、法人の登記事項証明書・定款の写し・残高証明書などの添付を省略できるよ
うにすべきである。


【提案理由】
農地転用の許可申請時、法人の登記事項証明書・定款の写し・転用に必要な資力を確認する書面（残高証明書等）などを毎
回添付しなければならない。
携帯電話基地局の設置は、一定の信用のある企業が行うものであるので、農地転用許可申請の際の毎回の書類添付は、申
請側・許可側の両方にとって無駄ではないか。


民間企業


農
林
水
産
省


21 6月10日 7月11日


携帯電話基地
局工事に際して
必要な近隣農
地等の一時転
用手続きの迅
速化


携帯電話基地局自体の農地転用が許可済である場合など、基地局工事のための近隣農地の一時転用であることが明らかな
場合には、審査の省略など、工事の迅速化に資する改善を検討すべきである。


【提案理由】
携帯電話基地局を建設する際、その資材置き場確保などの目的で、近隣農地の一時転用申請を行う場合があるが、その手
続きが煩雑で、かつ審査の時間がかかる（１ヶ月未満の工事に手続きが３ヶ月など）ため、携帯電話基地局の建設が速やか
に行えない。


民間企業


農
林
水
産
省


22 6月10日 7月11日


携帯電話基地
局工事に際して
必要な近隣農
地等の一時転
用手続きの標
準化


農地一時転用について、提出書類および対応の標準化を推進することにより、事業者負担の軽減を図るべきである。


【提案理由】
農地内での携帯電話基地局工事の際、資材置き場を確保するために農地一時転用申請を行うが、市町村により提出書類や
対応（書類のみでよい市町村や、ヒアリングがある市町村等）に違いがあり、事業者側に無駄な手間がかかっている。


民間企業


農
林
水
産
省
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規制改革ホットライン検討要請項目


1 3月22日 5月2日


１年単位の変形
労働時間制に
かかる天災時
のカレンダーの
変更


【具体的内容】
台風や大雪等の天災が発生した場合、得意先の稼働状況や従業員の安全確保等に鑑みて、急遽、稼働を停止することがあ
る。
１年単位の変形労働時間制を導入している場合について、このような天災を事由とする場合に限り、変更事由等を就業規則
に規定し、総労働日と総労働時間の増加がないことを条件として代替日未決定の労働日の振替を認めることとすべきである。


【提案理由】
１年単位の変形労働時間制では、労働時間の特定後は、労働日の変更は一定条件の下で認められているが、労働日の振替
は代替の出勤日が決まっていない状況では認められていない。
しかし、天災による稼働停止は事業主が責を負うべきものではなく、不可避なものであり、上記のように緊急的な対応を認め
ることとすべきである。
法制上、労働者保護ととともに企業負担を軽減する配慮がなされるべきであり、柔軟性の低い制度では、企業の競争力を削
ぎ、ひいてはわが国経済の活力低下の一因となりかねない。


日本経済団
体連合会


厚
生
労
働
省


2 3月22日 5月2日
休憩時間の一
斉付与の規制
の廃止


【具体的内容】
休憩時間の一斉付与の規制を撤廃し、休憩時間を、業務実態や労働者の働き方に合わせて付与できるようにすべきである。


【提案理由】
休憩時間については、平成10年の法改正により適用除外許可が廃止され、労使協定の締結により適用除外が認められるよ
うになった。しかし、事業場ごとに一斉に休憩を付与することが原則となっている。
過去においては、労働集約型産業が中心であり、休憩を一斉に付与することに意義があったと考えられるが、労働者の働き
方やライフスタイルが多様化していると共に、情報通信技術の進化により、時間や場所にかかわらず働くこと（在宅勤務等）が
可能となってきている。
労務管理の個別化が進展し、かつ、自律的に働くことを希望する労働者が増える中、一律的な休憩の付与は労働者の自律
的な労働時間の配分に制約を課すことからその意義を失っている。特に、在宅勤務を含めた多様な働き方の増加を踏まえれ
ば、休憩の一斉付与の義務を撤廃すべきと考える。
一斉付与の義務撤廃は、今後の労働力人口の減少を見据え、業務の効率化や多様な働き方を可能とする基盤整備につな
がり、日本における各企業の生産性向上、競争力強化につながるものと考えられる。
法制上、労働者の保護とともに企業の競争力を高める配慮がなされるべきであり、企業の実態に合わない制度では競争力を
削ぎ、ひいてはわが国経済の活力低下の一因となりかねない。
よって、上記について労働政策審議会において検討し、措置すべきである。


日本経済団
体連合会


厚
生
労
働
省
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3 3月22日 5月2日


専属産業医が、
他の事業場の
非専属産業医
を兼務する場合
の要件緩和


【具体的内容】
専属産業医が、他の事業場で非専属産業医を兼務する場合の地理的要件を、事業場のある労働基準監督署の同一の管轄
内までに緩和すべきである。
　
【提案理由】
従業員1,000人以下の事業場(業務に応じ500人以下）では、専属の産業医を1名以上選任する必要がある（3,000人以上の事
業場では2名以上）。また、50人以上の事業場では、嘱託産業医（非専属）を選任する必要がある。
構内下請事業場等においては、労働様態の類似性等を勘案し、元請事業場の指導援助の下に、①地理的関係が密接、②労
働衛生管理が相互に密接に関連、③労働様態が類似、④対象労働者総数が3,000人以下、等の要件を満たしている場合、元
請事業場等の専属産業医が、非専属の産業医を兼務することが認められている。なお、①については、明確な規定はなく、都
度、厚生労働省の判断が異なるのが現状である。
社内の別事業場や子会社・下請けにおける専属産業医の兼務に関しては、産業医が過去の経緯等を熟知しており、産業保
健活動を効率的・効果的に行えるメリットもあるため、地理的要件の範囲を同一労働基準監督署の管轄内までとしていただき
たい。


日本経済団
体連合会


厚
生
労
働
省


4 3月22日 5月2日


労働安全衛生
法88条1項の計
画の届出の見
直し


【具体的内容】
労働安全衛生法88条1項の「計画の届出」にあたり、一定条件の設置工事はその対象外とするか、もしくは計画を電子化した
上で事後報告とすべきである。


【提案理由】
労働安全衛生法88条1項は、製造業の一部、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業に属する事業場で、電気使用設備
の定格容量の合計が 300キロワット以上のものにつき、当該事業場に係る「実質全ての」建設物若しくは機械等を設置し、若
しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の30日前までに、労働基準
監督署長に届け出なければならないとしている。同2項は、第１項の対象となる業種・規模以外の事業者で「危険な」機械等の
設置等について、30日前までの届出を求めている。
昨今の事業場の状況を見ると、同法・施行令が制定された昭和47年当時の情勢とは異なり、機械設備の入れ替えやレイアウ
ト変更など、ビジネスの状況に応じて、非常に頻繁に設置等工事が行われ、特にプロダクツのライフサイクルの短縮から、そ
の頻度はますます増えている。そのような状況下で実質全ての工事について届出を求めることは、事業者に過度な負担を課
し、また、行政の書類事務を煩雑化させる。したがって、ある程度の危険を伴う工事に絞り、確実に監督を行うことが肝要であ
る。上記88条第2項に記されているような一定の危険を伴う工事について、行政の監視機能を適切に働かせることこそが、労
働災害の防止につながるとの趣旨に基づくものと考える。
事業者の負担を軽減し、行政をペーパーワークから解放することで、労働災害の防止に向けた双方の努力を一層促すことが
できる。


日本経済団
体連合会


厚
生
労
働
省
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5 3月22日 5月2日


職長教育の教
育内容およびそ
の時間指定の
緩和


【具体的理由】
労働安全衛生法の職長教育は、その内容に応じて必要とされる時間が決められており、全体で2日間となっている。労働安全
衛生管理システム（OＳHMS）を導入している事業場では、複数の教育内容が重複した状態となっている。その重複している部
分を割愛できるように、具体的な条件を定めるべきである。


【提案理由】
労働安全衛生規則第40条（職長等の教育）は、以下のように定められている。
①労働安全衛生法第60条第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
１.法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
２.異常時等における措置に関すること。
３.その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。
②労働安全衛生法第60条の安全又は衛生のための教育は、次の表の左欄に掲げる事項について、同表の右欄に掲げる時
間以上行わなければならないものとする。
上記の②ように、教育内容およびそれに要する時間は明確に定められている。また、一方、労働安全衛生管理システムの導
入にあたっては、「危険性または有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置に関すること」など、職長等の教育と重
複する部分が多数あるため、無駄が生じている。
「2010年度経団連規制改革要望」に対する回答では、「自社の安全衛生活動の中で、該当する労働者に対し、職長になるま
でに既に労働安全衛生規則第40条に定める十分な知識及び技能を付与している事項があれば、当該事項については教育を
省略することができます」とされているが、具体的な条件が不明確であるため、重複している内容の削減を進めることができな
い状況にある。
教育方法の多様化に合わせて職長教育の重複を排除できるよう、割愛できる条件を、具体的に示していただきたい。


日本経済団
体連合会


厚
生
労
働
省
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6 3月22日 5月2日
外国人技能実
習制度の期間
延長


【具体的内容】
技能実習期間（１号及び２号、合計３年）が終了し、一定レベル以上の技能を身につけた技能実習生が、より高度な技能もしく
は多能工として必要な関連技能を身につけるため、更に２年程度の技能実習を可能とする制度を創設すべきである。その
際、技能実習生は、専門職として技能検定に合格したものに限定し、また、実施機関についても、当該実習生が１号及び２号
で技能を修得した同一の機関でかつ新たに創設する優良機関認定制度で優良と認められた機関（企業単独型及び団体監理
型とも）に限定するものとする。
　
【提案理由】
グローバル化の急速な進展と、技術や業務運営の革新・複雑化に伴い、より多くの外国人がより高度な技能を身につけるた
めに長期間、わが国国内で実務研修を行う必要性が生じている。特に、わが国企業のアジア諸国をはじめとする国際展開の
活発化に伴い、現地で雇用した技能者の技能向上のため、外国人技能実習制度を活用する事例が増えている。
一方、2009年の入管法改正により新たに在留資格「技能実習」が創設され、①技能実習生への１年目からの労働関係法令の
適用、②実習実施機関等による技能実習生に対する講習（日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など）の義務
化、③監理団体による実習実施機関に対する指導、監督及び支援体制の強化、④重大な不正行為を行った場合の受入れ停
止期間の３年から５年への延長等の適正化措置が講じられている。
外国人技能実習制度を適正かつ円滑に推進し、一層充実させていくためには、上記①～④による適正化措置とともに、優良
な受入機関や実習生に対する優遇措置を導入することにより、制度運用の適正化に向けたインセンティヴを高めていくべきで
ある。


日本経済団
体連合会


 
 
 
 


法
務
省


 
 
 
 


厚
生
労
働
省


7 4月16日 5月2日


36協定の特別
条項に関する基
準の柔軟な運
用


【具体的内容及び提案理由】
近年、企業が世界的規模でサプライチェーンの構築を進めるなか、他国の政治社会情勢や自然災害等により、日本国内の事
業場における生産を大幅に調整しなければならない実態が頻発している。このような場合、状況によっては労働時間を一定期
間継続的に延長しなければならないこととなるが、基準により適切な生産活動を行うことが困難となる状況が発生している。そ
こで、労働基準監督署において、所管地域の事業場や関連する海外の事業場の状況等を総合的に勘案し、特段の事情があ
ると認定した場合に、「一時的または突発的」あるいは「全体として１年の半分を超えない」という要件について、柔軟な解釈が
なされるべき。


日本経済団
体連合会


厚
生
労
働
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8 4月16日 5月2日


労使自治を重
視した労働条件
の変更ルール
の透明化


【具体的内容及び提案理由】
多様な労働者間の処遇の公正さを確保するため、企業が人事・賃金制度の見直しを行う際、問題となるのは、就業規則の変
更ルールである。労働契約法第10条は、就業規則の変更により労働条件を変更する場合、変更後の就業規則を労働者に周
知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の不利益の程度、変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合
等との交渉の状況その他の実情に照らして合理的なものであるときは、変更後の就業規則の定めるところによるものと規定し
ている。しかし、就業規則の変更に合理性があるか否かについて、裁判所の判断を予測することは極めて困難である。もとよ
り、何が合理的であるかは、労働者の感じ方によって変わりうるところであり、企業労使が話し合いながら、多様な労働者の利
害調整を進め、理解を得て合意することが重要である。したがって、就業規則による労働条件の変更ルールの透明化を図る
には、過半数労働組合との合意または過半数労働組合がない場合には労使委員会の労使決議(労働側委員の過半数の同
意を得たもの）等を条件に、変更後の就業規則の合理性を推測することを労働契約法に明文化するべき。


日本経済団
体連合会


厚
生
労
働
省


9 3月27日 5月2日


労働者派遣法
における「マー
ジン率の開示義
務」の撤廃につ
いて


昨年改正された労働者派遣法の「マージン率の開示義務」を撤廃し、本来の目的を達成するために「派遣料金内訳の説明義
務」を提案します。


民間企業


厚
生
労
働
省
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10 4月12日 5月2日


人材派遣業務
を営む子会社
の収入依存度
規制の緩和


人材派遣業務は保険業法第１０６条の従属業務として規定されており、金融庁告示第３８号の収入依存度規制が適用される
が、当該業務を収入依存度規制の適用対象外とする。あるいは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保
護等に関する法律（以下、「労働者派遣法」）における専ら派遣規制において、保険会社の子会社等を適用対象外とする。


【提案理由】
【現状】
「労働者派遣法の改正により派遣労働者の大半を特定の企業グループに派遣するいわゆる専ら派遣規制に係る定量的基準
が導入された。
この法改正により、特定の企業グループに派遣する労働者の割合を８０％以下にする必要があるが、保険業法の収入依存度
規制と相反する性格のものである。


【要望理由】
労働者派遣法と保険業法の収入依存度規制が並存したままでは、両方の規制を満たすことは実務上極めて困難。そもそも
保険業界において今回の法改正の契機となったような派遣をめぐる重大な問題は生じていないものと認識しており、「一部企
業にのみ派遣を行うことは広く需給調整を行っているとは言えない」との考えに基づく労働者派遣法の専ら派遣規制と、「子会
社による人材派遣事業において広くグループ外を対象とすることを制限する」趣旨の保険業法規制との間に存在する政策目
的のコンフリクトに関して、適切な調整が図られるべきである。
【実現時の効果】
（保険業法改正の場合）労働者派遣法の趣旨に鑑み、広く一般企業への派遣を行い、収益拡大機会が増大する。（労働者派
遣法改正の場合）人材派遣業務を営む子会社の持続可能性が高まる。


日本損害保
険協会


 
 
 
 


金
融
庁


 
 
 
 


厚
生
労
働
省


11 4月12日 5月2日


「災害等による
臨時の必要が
ある場合の時間
外労働」の許可
基準


東日本大震災のような、未曽有の災害発生時の損害保険業における損害調査業務については、「単なる業務上の繁忙その
他これに準ずる経営上の必要(解釈例規)」として整理せず、許可の対象としていただきたい。


【提案理由】
地震保険等において適正な保険金を支払うためには、迅速に付保物件の損害状況を調査する必要がある。未曾有の災害の
発生時には、保険会社には迅速かつ適正な保険金支払いが社会的にも求められ、保険金の支払が通常の労働時間の運用
により遅延し又は直ちに着手できないとすれば、損害保険の公益的機能の面から支障が生じる。
このため、交通機関の寸断等により他事業所からの人員の差し繰りが困難である期間については、「災害、緊急、不可抗力そ
の他客観的に避けることができない場合（解釈例規）」に該当しており、これを許可の対象に加えていただきたい。


日本損害保
険協会


厚
生
労
働
省
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12 4月12日 5月2日


（みなし労働時
間が法定労働
時間を超える場
合の）労使協定
届出の本社一
括届出/報告


（みなし労働時間が法定労働時間を超える場合の）労使協定届出について、就業規則・36協定同様に、本社一括届出/報告
を認めていただきたい。


【提案理由】
実態として、同一企業・同一の職種であれば協定内容に大きな違いがなく、各事業場からそれぞれの所轄労働基準監督署へ
届け出ることは非効率である。


日本損害保
険協会


厚
生
労
働
省
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専 門 委 員 名 簿 


 


■健康・医療ワーキング・グループ 


土屋 了介  公益財団法人がん研究会理事 


松山 幸弘  一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所 


研究主幹／経済学博士 


竹川 節男  医療法人社団健育会理事長 


 


■雇用ワーキング・グループ 


  島田 陽一  早稲田大学理事・法学学術院教授 


水町勇一郎  東京大学社会科学研究所教授 


 


■創業・ＩＴ等ワーキング・グループ 


川本  明  慶應義塾大学経済学部教授 


久保利英明  日比谷パーク法律事務所代表／弁護士 


小林三喜雄  花王株式会社購買部門戦略購買センター 


シニアエキスパート 


圓尾 雅則  ＳＭＢＣ日興証券株式会社マネジングディレクター 


 


■農業ワーキング・グループ 


北村 歩   株式会社六星取締役 


田中 進   農業生産法人・株式会社サラダボウル代表取締役 


本間 正義  東京大学大学院農学生命科学研究科教授 


松本 武   株式会社ファーム・アライアンス・マネジメント代表取


締役／農業生産法人松本農園プロジェクトマネージャー 


  渡邉 美衡  カゴメ株式会社取締役常務執行役員・経営企画本部長 


参考 








「規制改革ホットライン」周知強化及び集中受付の実施について(案) 
 


 


１．集中受付の趣旨 


「規制改革会議」においては、平成 25年 6月の答申後、7月より新たな議論を始


めたところであるが、「規制改革ホットライン」に寄せられた規制改革に関する提


案を一層積極的に取り上げることとしている。 


そこで、通常のホームページによる周知方法に加え、地方自治体を含めた各種団


体に対し積極的に提案を働きかける等集中的な周知活動を行うことにより、「規制


改革ホットライン」の認知度を向上させ、国民や企業等から更に多くの提案をいた


だくことを目的として、「規制改革ホットライン」の集中受付を実施する。 


 


２．集中受付期間 


  平成２５年１０月１日（火）～１０月３１日（木）を集中受付期間とする。 


  （期間中に寄せられた提案については、区分して件数を計上。） 


 


３．スケジュール 


日 程 内 容 


８月２２日(木) 規制改革会議において、集中受付の実施について審議 


同日 規制改革会議後における議長記者会見 


 ８月下旬～ 


   ９月下旬 


各種団体等に対する周知、及び内閣府ホームページ等を活用し


た周知（募集要項、提出方法） 


 ９月中 規制改革会議後における議長記者会見 


１０月 １日(火) 集中受付の開始 


同日 大臣の閣議後記者会見にて、集中受付開始を発表 


１０月中 規制改革会議において、受付状況や提案内容を中間報告 


１０月３１日(木) 集中受付の終了 


１１月 １日(金) 大臣の閣議後記者会見にて、最終受付状況等を報告 


１１月中 規制改革会議において、提案内容等を報告 


 ※ 集中受付期間に寄せられた提案については、『「規制改革ホットライン」運営方


針について』に基づき処理。 


  


４．募集する提案 


 募集する規制改革に関する提案は以下のとおり。 


    次のような事業やプロジェクト、サービス又は生活の向上等に関する規制につ 


いて、見直すべきと考えらえるもの 


   ①新しい事業やプロジェクトを立案したものの、規制が障害となって実現で


きなかったもの 


   ②国民の生活の安定や向上、さらには質の高いサービスの提供を妨げている 


もの 


   ③法律又は政令の明確な委任がなく、省令等下位規範を根拠としているもの 


資料４－３ 








 


当面の最優先案件について（案） 


 


特に緊急性・重要性の高い項目を「最優先案件」と位置付け、本会議


において委員全員で審議のうえ、早期の解決を目指す。 


当面、以下の項目を最優先案件とする。 


 


１．保険診療と保険外診療の併用療養制度 


国内で開発された先進的な医薬品・医療機器を用いた医療技術、及び


海外で使用され国内では未承認の医薬品・医療機器を用いた医療技術


等を保険診療と併用しやすくする規制改革を利用者の立場で検討する。 


 


２．介護・保育事業等における経営主体間のイコールフッティング確立 


社会福祉法人・株式会社・NPOが同じ土俵でサービスの質を高め合い、


提供するための環境づくりを行う。 


 


３．農地関連規制の見直し 


「農地中間管理機構」創設及び関連事項について、農業の成長産業化


のための取組みが効果的に機能するよう、規制改革の観点から検討す


る。 


 


以 上 


資料１ 








ワーキング・グループの運営について（案） 


 


１．ワーキング・グループの設置 


   規制改革会議の主要検討課題について掘り下げた審議を行うため、以下


のワーキング・グループを設置する。 


各ワーキング・グループにおいては、検討課題に即し知見を有する専門


委員の参画を得つつ調査審議を進める。 


・健康・医療ワーキング・グループ 


・雇用ワーキング・グループ 


・創業・IT等ワーキング・グループ 


・農業ワーキング・グループ 


・貿易・投資等ワーキング・グループ 


 


２．構成 


（１）各ワーキング・グループの構成員は、別紙のとおりとする。 


（２）各ワーキング・グループに、議長の指名により座長及び座長代理を置く。 


（３）規制改革会議委員は、いずれのワーキング・グループの会議にも参加で


きる。 


 


３．公表等 


（１）座長は、会議終了後速やかに議事概要を作成するものとする。 


（２）ワーキング・グループの資料及び議事概要の取扱いについては、規制改


革会議運営規則に準じるものとする。 


（３）資料及び議事概要については、コンピュータネットワークにより広く国


民が入手可能とするよう配慮するものとする。 


 


４．その他 


   以上に定めるもののほか、ワーキング・グループの運営に関し必要な事


項は、座長がワーキング・グループに諮って決める。 
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各ワーキング・グループの構成員 


◎：座長 


○：座長代理 


ワーキング・グループ 構成員 


■健康・医療 


ワーキング・グループ 


◎翁  百合  委員 


○林 いづみ  委員 


 金丸 恭文  委員 


 佐々木かをり 委員 


 森下 竜一  委員 


竹川 節男  専門委員 


土屋 了介  専門委員 


松山 幸弘  専門委員 


■雇用ワーキング・グループ ◎鶴 光太郎  委員 


○佐々木かをり 委員 


浦野 光人  委員 


大崎 貞和  委員 


佐久間総一郎 委員 


島田 陽一  専門委員 


水町勇一郎  専門委員 


■創業・IT等 


ワーキング・グループ 


◎安念 潤司  委員 


○滝  久雄  委員 


翁  百合  委員 


佐久間総一郎 委員 


松村 敏弘  委員 


森下 竜一  委員 


小林三喜雄  専門委員 


圓尾 雅則  専門委員


川本  明  専門委員 


久保利英明  専門委員 


■農業ワーキング・グループ ◎金丸 恭文  委員 


○浦野 光人  委員 


滝  久雄  委員 


長谷川幸洋  委員 


林 いづみ  委員 


北村  歩  専門委員 


田中  進  専門委員 


本間 正義  専門委員 


松本  武  専門委員 


渡邉 美衡  専門委員 


■貿易・投資等 


ワーキング・グループ 


◎大崎 貞和  委員 


○松村 敏弘  委員 


安念 潤司  委員 


長谷川幸洋  委員 


 


 


（別紙） 








ホットライン対策チーム構成員（案） 


 


座  長  佐久間総一郎 委員 


座長代理  森下  竜一 委員 


林  いづみ 委員（健康・医療ＷＧ） 


佐々木かをり 委員（雇用ＷＧ） 


滝   久雄 委員（創業・IT等ＷＧ） 


浦野  光人 委員（農業ＷＧ） 


松村  敏弘 委員（貿易・投資等ＷＧ） 
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農地中間管理機構（仮称）の検討状況 


平 成 ２ ５ 年 ８ 月 ２ ２ 日 



CO727391

タイプライターテキスト
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農地中間管理機構（仮称）の制度設計の考え方（検討の方向）


１ 農地中間管理機構の指定


（１）都道府県のコントロールの下に適切に構造改革・生産コスト引下げを


推進するため、都道府県段階に設置する方向で検討。


都道府県知事は、農地所有者と農業経営者の間に、農地の賃貸借


を通じて介在し、農地利用の再配分を行うこと等により、経営規模


の拡大、農地利用の集約化その他農地の利用の効率化及び高度化を


促進することを目的とする法人（第３セクター）を、都道府県に一


を限って指定する。


（２）具体的な実務は、機構から市町村への業務委託により、市町村を中心


に動かすことを基本とする方向で検討。（６参照）


２ 事業


農地の中間的受け皿としての機能を十全に発揮するため、次の事業を中


心とする方向で検討。


① 農地の借受け・貸付け（譲受け・譲渡し・交換・信託の引受も可能）


② 当該農地の管理（作業委託を含む）


③ 当該農地についての土地改良その他貸付条件の整備


３ 農地の借入れ


農地利用の集約化等を円滑に進めるとともに、農地中間管理機構に活用


できない農地が滞留することを防止することができるような借入れルール


を設ける方向で検討。


① 農地中間管理機構は、人・農地プランが作成されている地域内の農


地など農地利用の集約化等が見込まれる農地等を借り入れる。


② 農地中間管理機構は、農地利用の集約化等を図る上で必要があると


認めるときは、借入れに係る契約の申入れを行うことができる。


③ 農地中間管理機構は、農地として利用することが著しく困難な場合


等は、借入れを行わず、また、借入れ後一定の期間内に農地の貸付け


の見込みが立たない等農地としての利用を維持することが著しく困難


となった場合等には、賃貸借契約を解除して滞留を防止する。
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４ 農地の公正・適正な貸付け


（１）担い手の規模拡大・担い手ごとの農地利用の集約化には、貸付けが公


正・適正に行われることが重要であることから、適切な貸付けルールを


設ける方向で検討。


① 農地中間管理機構は、農地の貸付けに当たって、農地の利用の効


率化及び高度化に資するよう配慮しつつ、公正かつ適正に行わなけ


ればならないことを明示する。


② そのため、農地中間管理機構は、


ア 地方公共団体から認定農業者、人・農地プランの中心経営体等


についての情報提供を求め、


イ 農地の借入れを希望する農業者を公募し、


ウ 農地の借入れを希望する農業者に関する情報を整理・公表し、


これを踏まえて貸付け先を決定する。


（２）また、貸付けに関する手続を極力簡素・合理化する方向で検討。


① 農地中間管理機構は、貸付けを行う際、農地利用配分計画を定め


ることとし、この計画の公告により利用権が設定されることとする。


② この場合、個々の農地の権利移動について農地法の許可は要しな


いものとする。


５ 運営委員会


農地中間管理機構の公正・適正な運営を確保するため、農地中間管理機


構に運営委員会を置く方向で検討。


① 重要事項は、運営委員会の議決を経なければならない。


② 運営委員会は、認定農業者や人・農地プランの中心経営体（法人、


家族経営、企業等といった経営形態ごと）、中立の立場で公正な判断


をすることができる学識経験者等で構成する。


③ 運営委員会は、地域ごとに地域部会を設けることができる。
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６ 事業の委託


農地中間管理機構の実務を、関係者の総力をあげて、効率的・効果的に


実施するため、市町村等への委託を行えるようにする方向で検討。


① 農地中間管理機構は、都道府県知事の認可を受けて、事業の一部


を他の者に委託できる。


② 委託を受けた市町村は、その一部を再委託できる。


７ 協力体制


農地中間管理機構の実務を円滑に実施するため、関係機関等による協力


体制を設ける方向で検討。
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８ その他関連事項


（１）人・農地プランの法律への位置付け


人・農地プランを法律に位置づける方向で検討。


① 市町村は、次に掲げる事項について農業者等の協議の場を設け、


協議の結果を整理し、公表する。


ア 将来において地域の農業における中心的な役割を果たすこと


が見込まれる農業者（中心経営体）


イ 中心経営体への農地の利用の集積及び集約化


ウ イに必要な農地中間管理機構の活用


エ 中心経営体と他の農業者との連携協力により実現しようとす


る地域の農業の将来の在り方


② 市町村は、協議に当たっては、中心経営体の候補者を含め、幅


広い農業者等の参加を得るよう努める。


③ 市町村は、定期的に又は随時に農業者等の協議の場を設け、見


直しを行う。


（２）遊休農地対策の強化


農地中間管理機構を活用して遊休農地の発生防止・解消を進められる


ルールとする方向で検討。


① 農業委員会は、遊休農地があるとき又は所有者の死亡等により


耕作の業務に従事する者が不在となったときは、農地の所有者等


に対し、農地の農業上の利用に関し、書面で意思の確認を行い、


農地中間管理機構への貸付けを促す仕組みを設ける。


② 都道府県知事の裁定による利用権設定までのプロセスを簡素化


する。


③ 遊休農地等の所有者又はその所在が分らない場合の公告制度の


改善を図る。


④ 農地中間管理機構は、借入れ後一定期間内に農地の貸付けの見


込みが立たない等農地としての利用を維持することが著しく困難


となった場合等には、賃貸借契約を解除して滞留を防止する。


6







（３）農地台帳等の法定化


農地中間管理機構による担い手の規模拡大・担い手ごとの農地利用の


集約化等を円滑かつ効果的に進めるため、農地台帳等を法律に位置付け


る方向で検討。


① 農業委員会は、農地の所在、所有者、借受者、借受期間等を記


載した農地台帳及び地図を作成し、磁気ディスクをもって調製の


上、公表する。


② 都道府県、市町村及び農業委員会は、その保有する農地の所有


者に関する情報を内部で利用するとともに、他の地方公共団体等


に情報の提供を求めることができる。
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農地集積・集約化等について 


平 成 ２ ５ 年 ８ 月 ２ ２ 日 







利用権 
設定 


(純増分) 


 １．農地集積・権利移動の状況 
  ① 農地の権利移動面積（フロー）の推移 


○ 昭和50年の農用地利用増進事業の創設以降、利用権(賃借権等)設定による農地流動化を推進。 
○ 平成５年の認定農業者制度の創設、平成６年の認定農業者に対するスーパーＬ資金の創設により、 
  利用権(賃借権等） 設定による農地流動化が加速。 
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          ２．純増分＝利用権設定－利用権の更新分－利用権の解約等 


（暦年） 
１ 







 １．② 農地面積に占める担い手の利用面積（ストック） 


○ 担い手の利用面積（所有権又は賃借権等の集積面積：ストック）は､平成22年には、226万haとなり、 
 農地面積全体に占める割合は49.1％となっている。 


（備考）１．農林水産省統計部「集落営農実態調査」､「耕地及び作付面積統計」及び経営局農地政策課調べ 
          ２．担い手の利用面積とは､認定農業者（特定農業法人を含む）､市町村基本構想の水準到達者､特定農業団体（平成15年度から）､集落内        
       の営農を一括管理・運営している集落営農（平成17年度から）が、所有権、利用権、作業委託（基幹３作業）により経営する面積。 
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 １．③ ２０ha以上の経営体の耕作するシェア 


○ 農地流動化の結果、20ha以上の経営体が耕作する面積シェアは、平成22年には、土地利用型農業の 
  農地面積全体の３２％となっている。 


 (備考) １． 農林水産省大臣官房統計部 ｢農林業センサス」、「耕地及び作付面積統計」に基づく試算。 
      ２  土地利用型農業の耕地面積合計は、耕地及び作付面積統計の全耕地面積から、樹園地面積、田で野菜を作付けている面積、畑で野菜を作付け 
         している延べ面積を除いた数値。 
       ３．   平成22年は農業経営体の数値。平成2年及び平成12年の数値は、販売農家と販売目的の農家以外の農業事業体の結果を合わせた数値である。 
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① 経営耕地面積規模別の家族経営体数 


○ 全体の家族経営体数が減少する中（平成22年で163万戸）、５ha以上層は増加。なお、ある程度の規模に 
   なると法人化しているケースも多いとみられる。 
○ 農地シェアで見ると、平成22年には、５ha以上層が家族経営全体の45％を占めるに至っている。 


（備考）１．農林水産省統計部「農林業センサス」により作成。 
           ２．昭和60年までは総農家、平成２年以降は販売農家。 
           ３．平成２年の集積割合は、各階層の農家数（２年）と 
       平均経営耕地面積（７年）により推計。 


② 経営耕地面積規模別の農地集積割合 


（％） 


10ha 
以上 


５ha 
以上 


20ha 
以上 


10ha 
以上 


５ha 
以上 


20ha 
以上 


昭和45年 50年 55年 60年 平成２年 ７年 12年 17年 22年


全家族経営体数 540.2 495.3 466.1 437.6 297.1 265.1 233.7 196.3 163.1 


（単位：万戸）


 ２．担い手の動向  （１）家族経営体の動向  
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（％） 


○ 法人経営体数は、この10年で２倍以上に増加しており、農地面積全体に占めるシェアも増加。 
○ 平成22年の50ha以上の法人経営体は７％、法人経営体全体の農地面積の50％。 


20ha以上の法人経営体は22％、法人経営全体の農地面積の80％。 


① 法人経営体数 （法人） 


② 農地面積全体に占める法人の農地利用面積の割合 


③ 経営耕地面積規模別の経営体数と農地面積（22年） 


（備考）１．農林水産省統計部「農林業センサス」、「面積統計」により
作成。 


２．法人経営は、農家以外の農業事業体のうち販売目的のも
ので、平成２年までは会社のみであり、平成７年からは農事
組合法人、農協、特例民法法人等を含む。 


（単位：法人、万ha、％）


20ha未満 20～30 30～50 50ha以上 計


9,706 946 931 928 12,511 


(78) (8) (7) (7) (100)


3.8 2.3 3.5 9.6 19.3 


(20) (12) (18) (50) (100)


経営体数


農地面積


 ２. （２）法人経営体の動向  ① 経営体数と農地面積 
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○ 平成22年の販売金額１億円以上の法人経営体数は3,036で、法人経営全体の24％。 


○ 法人経営体の約４割が６次産業化に取り組んでおり、その８割が直接販売を、４割が農産物の加工を実施。 


① 農産物販売金額規模別の法人経営体数（22年） 


（備考）農林水産省統計部「農林業センサス」により作成。 


② 法人経営体の経営の多角化（22年） 


（単位：法人、％）
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１億円以上 3,036 (24)
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（単位：法人、％）
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消費者に直接販売 4,459 (83) 


農産物の加工 1,896 (35) 


貸農園・体験農園等 472 (9) 


観光農園 503 (9) 


農家民宿 68 (1) 


農家レストラン 230 (4) 


海外へ輸出 103 (2) 


経営体数


（法人経営体の43％）


農業生産関連事業を
行っている


 ２. （２） ② 農産物販売金額と経営の多角化 
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○ 平成22年の雇用者10人以上の法人経営体数は4,089で、法人経営全体の33％。 


① 雇用者（常雇い及び臨時雇い） 
 人数規模別の法人経営体数（22年） 


（備考）１．農林水産省統計部「農林業センサス」により作成。 
          ２．常雇いとは、主として農業経営のために雇った人で、雇用契約に際し、あらかじめ７か月以上の期間を定めて雇った人のことをいう。 
              臨時雇いとは、日雇、季節雇いなど農業経営のために臨時雇いした人で、手間替え・ゆい（労働交換）、手伝い（金品の授受を伴わない無償の受け入れ 
            労働）を含む。なお、農作業を委託した場合の労働は含まない。また、主に農業経営以外の仕事のために雇っている人が農繁期などに農業経営のため 
            の農作業に従事した場合や、７か月以上の契約で雇った人がそれ未満で辞めた場合を含む。 


② 常雇い人数規模別の法人経営体数（22年） ③ 法人経営体の雇用者数（22年） 


（単位：法人、％）


経営体数


計 12,511 (100)


10人以上 4,089 (33)


うち20人以上 1,804 (14)


うち30人以上 955 (8)


うち50人以上 388 (3)


（単位：法人、％）


経営体数


計 12,511 (100)


10人以上 1,809 (14)


うち20人以上 731 (6)


うち30人以上 376 (3)


うち50人以上 154 (1)


（単位：人）


実人数


雇用者 137,752 


常雇い 67,713 


臨時雇い 70,039 


 ２．（２） ③ 雇用 
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リース方式 


 ○ 参入の全面自由化 
 
 


 
 
 ○ リース期間も最長５０年に延長 


・ リース契約なら、所有と異なり、不適正な利用の場合、 
 契約解除して現状回復できる 
・ 農地価格は、収益価格（リース料の２５年分）の４倍程度 
 であり、所有権取得では投資回収は困難な状況 


〔実 績〕 
 


  法改正後、約３年間で1,071法人がリース方式で参入 


  （改正前（特区制度）の約５倍のペース） 
 


※ なお、改正前の参入企業436のうち79は、採算が合わない 
 等の事情で撤退したところ 


所有方式 


 ○ 農地を所有できる農業生産法人の要件を大幅緩和 


農業者等以外の出資者 
・１出資者当たり        → 廃止 
    １／１０以下に制限 
 
・トータルで           → 加工業者等については 
    １／４以下に制限       １／２未満まで緩和 


  〔実 績〕 
 


○平成24年1月時点で加工業者等が出資している農業生産
法人は、303法人で全体の11％ 


○その法人における加工業者等の出資比率が45％超は29
法人で全体の10％のみ 


 ３．一般法人の農業への参入（平成２１年農地法改正） 
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満たすべき要件 リース方式 
（農業生産法人要件をみたす必要なし） 


所有方式 
（以下の要件を満たす法人を「農業生産法人」と称している） 


法人形態 自由（すべての株式会社もOK） 
株式会社（株式譲渡制限があるものに限る） 
合名会社、合資会社、合同会社、 
農事組合法人（農協法に基づく） 


事業 自由（これまで農業をやっていない法人もOK） 売上高の過半が農業（販売・加工等を含む） 


構成員 自由（農業者以外が100%出資でもOK） 
農業者以外の議決権が、1/4以下（食品製造業者等の
場合は1/2未満）であること 


役員 
・役員の一人以上が農業（販売等を含む）に 
常時従事すること 


・役員の過半が農業（販売・加工等を含む）の常時従
事者であること 
・更にその過半が農作業に従事すること 


その他 


・農地を適正に利用していない場合には賃貸借の
解除をする旨の契約が、書面で締結されているこ
と 


・地域の農業者との適切な役割分担の下に継続
的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること 


 （参考） リース方式と所有方式の比較 
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 ４．農地の流動化推進策  ① 農地の集積が進まない理由 


（備考）１．農林水産省経営局農地政策課調べ 
          ２．規模拡大加算の活用に関する農地利用集積円滑化団体へのアンケート結果（平成22年）より 


○ 農地の集積が進まない理由は都道府県により異なる。 
○ 全国ベースでみると、出し手不足と受け手不足は同程度、最も多いのは面的集積が困難であること。 


  
出し手 
が不足 


受け手 
が不足 


面的集積 
が困難 


事業の 
周知不足 


集落営農の 
法人化が 
進まない 


相対取引 
等が多い 


白紙委任 
に抵抗感 


その他   
出し手 
が不足 


受け手 
が不足 


面的集積 
が困難 


事業の 
周知不足 


集落営農
の 


法人化が 
進まない 


相対取引 
等が多い 


白紙委任 
に抵抗感 


その他 


北海道 27% 12% 14% 0% 2% 12% 8% 26% 京都府 0% 0% 43% 35% 9% 0% 0% 13% 


青森県 21% 16% 33% 7% 12% 0% 2% 9% 大阪府 14% 29% 21% 7% 14% 0% 0% 14% 


岩手県 11% 25% 36% 14% 8% 0% 0% 6% 兵庫県 7% 22% 31% 15% 11% 4% 0% 9% 


宮城県 15% 0% 35% 10% 15% 5% 0% 20% 奈良県 17% 17% 26% 9% 4% 0% 0% 26% 


秋田県 10% 5% 14% 19% 14% 29% 0% 10% 和歌山県 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 


山形県 12% 6% 18% 0% 24% 0% 0% 41% 鳥取県 0% 18% 55% 9% 0% 9% 0% 9% 


福島県 7% 13% 30% 20% 17% 3% 0% 10% 島根県 13% 13% 30% 10% 10% 3% 0% 20% 


茨城県 18% 16% 24% 16% 7% 0% 2% 18% 岡山県 3% 24% 39% 15% 6% 0% 3% 9% 


栃木県 21% 24% 38% 10% 3% 0% 0% 3% 広島県 21% 14% 21% 14% 7% 7% 0% 14% 


群馬県 13% 17% 27% 7% 17% 0% 0% 20% 山口県 9% 17% 22% 9% 26% 9% 0% 9% 


埼玉県 3% 20% 31% 6% 17% 3% 0% 20% 徳島県 14% 28% 35% 9% 9% 0% 0% 5% 


千葉県 17% 12% 25% 10% 6% 0% 0% 31% 香川県 4% 12% 32% 4% 8% 4% 4% 32% 


東京都 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 愛媛県 8% 18% 26% 11% 18% 0% 0% 18% 


神奈川県 17% 17% 50% 0% 0% 0% 0% 17% 高知県 22% 15% 40% 2% 7% 0% 4% 11% 


山梨県 8% 25% 25% 17% 4% 0% 0% 21% 福岡県 25% 13% 27% 10% 8% 0% 6% 11% 


長野県 8% 15% 35% 23% 13% 0% 0% 8% 佐賀県 22% 33% 22% 11% 0% 0% 0% 11% 


静岡県 8% 13% 29% 16% 11% 0% 3% 21% 長崎県 16% 23% 29% 13% 3% 0% 3% 13% 


新潟県 18% 13% 33% 0% 18% 3% 0% 15% 熊本県 8% 13% 17% 21% 29% 4% 0% 8% 


富山県 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 大分県 8% 20% 36% 12% 16% 0% 0% 8% 


石川県 36% 7% 36% 0% 14% 0% 0% 7% 宮崎県 15% 8% 38% 23% 8% 0% 0% 8% 


福井県 0% 29% 57% 0% 14% 0% 0% 0% 鹿児島県 24% 4% 32% 12% 12% 0% 0% 16% 


岐阜県 0% 17% 25% 17% 25% 0% 0% 17% 沖縄県 29% 3% 24% 12% 10% 0% 0% 22% 


愛知県 10% 10% 10% 25% 5% 0% 0% 40% 


三重県 13% 13% 33% 13% 11% 2% 0% 15% 
全国計 15% 15% 29% 11% 11% 2% 1% 16% 


滋賀県 7% 7% 21% 36% 14% 0% 0% 14% 
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農地集積協力金 ６５億円（６５億円） 


 
 
 
 


［交付対象者］  
 農地利用集積円滑化団体等を通じて、面的集積


（連坦化）するために利用権を取得した農業者 


［交付単価］ 
  ２万円／10a 


規模拡大交付金１００億円（１００億円） 集落・地域における徹底した話し合いにより、市町村が集
落・地域ごとの「人・農地プラン」を作成 


※ 人・農地プランにおいて地域の中心となる経営体への
農地の集積範囲が定められた場合には、その範囲内で
利用権が設定されれば、規模拡大交付金の面的集積
要件を満たしたことになります。 


 
※ 交付対象作物に制限はありません。 


出し手に対する支援 受け手に対する支援 


２５年度：１６５億円（１６５億円） 


 
 
 
 


① 経 営 転 換 協 力 金  


0.5ha以下     
0.5ha超2.0ha以下  
2.0ha超  


[貸付等を行う面積] [交付単価]（※） 


： 30万円／戸 
： 50万円／戸 
： 70万円／戸 


 
 
 
 


② 分散錯圃解消協力金 


[交付単価]（※） 


５千円／10ａ 


［交付対象者］ 
「人・農地プラン」に位置づけられた中
心経営体の農地の連坦化に協力して
いただく 
① 中心経営体の経営耕地に隣接す


る農地の所有者 
② 中心経営体の経営耕地に隣接す


る農地を借りて耕作していた農業
者 


［交付対象者］  
土地利用型農業からの経営転換など
をきっかけに「人・農地プラン」に位置
づけられる中心経営体への農地集積
に協力していただく 
① 土地利用型農業から経営転換す


る農業者 
② 農業部門を減少させ経営転換する


農業者 
③ リタイアする農業者 
④ 農地の相続人 


※


市
町
村
へ
の
交
付
単
価
で
す
。 


○ 25年度から土地利用型作物に加え、樹園地、野菜畑等（土地
利用型農業以外）の円滑な経営継承を交付対象に追加します。 


○ 地域での話し合いを通じた合意形成等により、認定農業者等の地域の中心となる経営体への農地の利用
集積を促進。                                          


 ４．② 出し手・受け手への支援 
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役割 役割 役割 


○ 農地に関する情報を掌握し、農
地の有効利用の観点から権利移
動の許認可・あっせん等を行う、市
町村の独立行政委員会 


○ 農地の出し手の代理人として、 
 受け手を探し、契約を結ぶ市町村 
 段階の団体 


○ 農地の中間的受け皿となる 
 県段階の団体 


組織数 


○ １,７１３委員会 


組織数 


○ １,７４０団体 
（市町村：３割、市町村公社：１割、農協：５割） 


組織数 


○ ４７法人（各都道府県農業公社） 


実績 
H１５  １１,５２４ha 
H２０  １３,０９７ha 
H２１  １２,５０５ha 
H２２   ７,９４７ha 
H２３   ８,０２７ha 


実績 


H２２ ： １８,１０２ha 
H２３ ： ３２,０４９ha 


農業委員会 
＜市町村の独立行政委員会＞ 


（S.26～） 


農地利用集積円滑化団体 


（H.22～） 
農地保有合理化法人 


（S.45～） 
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 ４．③ 農地流動化のための組織 


H１５    ９７,８００ha 
H２０   １２７,２４４ha 
H２１   １３５,０５４ha 
H２２   １１７,０８６ha 
H２３   １２６,６７９ha 


農業委員会による利用調整の実績 


利用権の再設定を含んでおり、
利用権純増分は、これの一部 







 （参考）農業委員会の性格と業務 


○ 農業委員会は、農業委員会法に基づく市町村の独立行政委員会 
○ 全国 1,743 市町村のうち、1,699 市町村で 1,713 の農業委員会が設置 
○ 委員は、選挙による委員と選任による委員（団体代表及び市町村議会推薦）からなる 


○ 所掌事務は、１．農地法等に基づく許可事務等 
             ① 農地の権利移動の許可 
             ② 都道府県知事の農地転用許可に関しての意見具申  等 
             ２．農地のあっせん 
               ３．農業及び農民に関し、意見公表、行政庁への建議  等 
○ 平成16年の農業委員会法改正、平成21年の農地法改正により、農業委員会の役割は 
   大きく変化 


 
（従来） 
個別の申請等を前提とす
る受け身の業務が中心 
 
 
 


 地域全体としての農業振興に積極的に関与する能動的な業務を追加 
（平成16年農業委員会等に関する法律改正後） 
 ・農地の利用の集積 
 ・法人化その他農業経営の合理化 
 


（平成21年農地法改正後） 
 ・地域の農地利用状況の調査 〔毎年1回調査〕 
 ・遊休農地の所有者に対する指導・勧告等 
 ・地域の農業者の徹底した話し合いによる人・農地プラン（地域の中心経営 
   体を明確にし、そこに農地を集積していくプラン）の作成にも積極的に関与 
 


※ なお、農業委員会の業務や審議過程を透明化するため、ほぼ全ての 
 農業委員会で以下の取組を実施 


①総会等の審議過程を詳細に記録した議事録を作成・公開 
②許可のポイントや申請に必要な書類、記載マニュアル等を作成・公開 
③農業委員会活動の目標とその達成状況を作成・公開 


 


・ 農地の権利移動の許可 
 


・ 都道府県知事の農地転
用許可に関しての意見
具申 
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◎ 今後の中心となる経営体（個人、法人、集落営農）はどこか 


◎ 中心となる経営体へどうやって農地を集めるか 


◎ 中心となる経営体とそれ以外の農業者（兹業農家、自給的農家）を 


 含めた地域農業のあり方（生産品目、経営の複合化、６次産業化） 


３ 人・農地プランは、随時、見直すことができます。 


１ 人・農地プランは、人と農地の問題を解決するための「未来の設計図」です。 


２ 人・農地プランには、様々なメリットがあります。 


☆ 集落・地域が抱える「人と農地の問題解決」のため、 
         集落・地域における話し合いによって、 


などを決めていただきます。 


〈集落における話し合いにあたって〉 
○ 人・農地プランの範囲は、集落や自治会等のエリア


が基本ですが、地域の実情に応じて複数集落やもっ


と広いエリアでも可能です。 


○ 地域の将来に関する話し合いですので、経営主だ


けでなく奥さんや息子さんも積極的に参加して下さい。 


☆ 人・農地プランに位置付けられると、 


◎ 青年就農給付金（経営開始型） 
  （原則45歳未満で独立・自営就農する方） 


   ※準備型（研修中）は、人・農地プランと関係なく給付します 


◎ 農地集積協力金 
  （中心となる経営体に農地を提供する方） 


◎ スーパーＬ資金の当初５年間無利子化 
  （認定農業者） 


〈早期の人・農地プラン作成が重要〉 
○ 新規就農は、時期を問わないので、支援を受けるた


めには、早めに人・農地プランの作成に向けた話し


合いを始めることが必要です。   


といった支援を受けることができます。 


☆ 最初からパーフェクトなプランにする必要はありません。 


◎ 新規就農者が新たに出てきたとき 


◎ 集落営農・法人を立ち上げ、中心となる経営体となるとき 


◎ 引退を決意して農地集積協力金をもらおうとするとき 


などは、見直せば、２のメリットを受けられます。 


〈新規就農者の人・農地プランへの位置付け〉 


○ 新規就農者は、人・農地プランに位置付けられるこ


とが見込まれれば、青年就農給付金の支援を受ける


ことができます。 


☆ 一旦プランを決めても、 
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 ４．④ 人・農地プランの概要 







○ 24～25年度の２年間で、人・農地プランの作成意向のある市町村の全てで作成されることが目標。          


○ 25年６月末現在で人・農地プランの作成に至った市町村は1,331市町村と、プラン作成意向のある市町村（1,573）の85％ 
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 ４．⑤ 人・農地プランの進捗状況 


地域数


1,573 1,537 1,402 1,332 1,331 -


（100%） （98%） （89%） （85%） （85%） -


16,462 - - - - 7,979


（100%） - - - - （48%）


※人・農地プランの作成に至っている市町村数は、当該市町村の地域の中に、既に人・農地プランが作成されたところがある市町村の数。


注：（　　）書きは、人・農地プランを作成しようとしている市町村数または地域数に対する割合。


都道府県名


人・農地プランを作
成しようとしている市
町村数


左の進捗状況
集落・地域への説明
を概ね終了している
市町村数


集落・地域での農業
者の話合いが始
まっている市町村数


人・農地プランに関
する検討会の開催
に至っている市町村
数


人・農地プランの作成に至っている市町村
数※


全国計
《市町村数》


地域数












・ 所有者・借受者の氏名、住所 


・ 農地の所在、地番地目、地積 


・ 地域区分（農振農用地等） 


・ 賃貸借等の設定状況 


 （権利の種類、期間、賃借料等） 


・ 遊休農地の措置状況 


 （利用状況、指導履歴等） 


・ 納税猶予の適用状況 


農地基本台帳 


 


・ 地番図 


・ 航空写真 
 


（4割の農業委員会で
導入済み） 


「農地地図情報シ
ステム」の導入 


○ 農業委員会は、 
  ① 農地の権利移動の許可等法令業務の執行に要する基礎資料として 
  ② 遊休農地の発生防止・解消等の構造政策の推進に活用するため 
  農地基本台帳を整備 


○ 耕作者別の経営農地の色分け（事例１） 
○ 経営者の年齢別の農地の色分け（事例２） 
○ 利用権設定の終期ごとの色分け（事例３） 


「電算処理 


 システム」 


  の導入 


「農地地図情報 
システム」まで 


整備すると、情報を 


地図化して見ることが可
能になる 


（すべての農業委員会で整備済み） 


（9割の農業委員会で 
 導入済み） 
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 ４．⑥ 農地基本台帳 







 （事例１） 耕作者別の経営農地の色分け 


黄・・・耕作者A 
緑・・・耕作者B 
青・・・耕作者C 
をそれぞれ表す 


見 本 
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 （事例２） 経営者の年齢別の農地の色分け 


色つきの筆は 


経営者の年齢が
７５歳以上で 
あることを表す 


見 本 
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 （事例３） 利用権設定の終期 


出典：長野県農業会議「農地地図情報システム（GIS）活用事例集」（平成20年３月） 19 












 ５．耕作放棄地等の解消・発生防止 
  ① 耕作放棄地等の状況 


客観ベース 


○ 荒廃農地 
   市町村による客観ベースの調査 


主観ベース 


○ 耕作放棄地（農林業センサス） 
   農地所有者（農村在住者）の主観ベースの調査 


平成12年 34.3万ha 


平成17年 38.6万ha 


平成22年 39.6万ha 


（単位：万ha） 


荒廃農地の全国の
面積 


全 域 を 調 査 し た
1,286市町村の 


荒廃農地の面積 


Ｈ22農林業センサスの耕作放棄地の 


全国面積 


全域を調査した1,286市町村のＨ22農林業
センサスの耕作放棄地の合計面積 


× ＝ 


注：１ 「荒廃農地」とは、「現に耕作されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作


物の栽培が客観的に不可能となっている農地」。 


  ２ 「再生利用が可能な荒廃農地」とは、「抜根、整地、区画整理、客土等により再生することに


より、通常の農作業による耕作が可能となると見込まれる荒廃農地」。 


  ３ 「再生利用が困難と見込まれる荒廃農地」とは、「森林の様相を呈しているなど農地に復元す


るための物理的な条件整備が著しく困難なもの、又は周囲の状況から見て、その土地を農地


として復元しても継続して利用することができないと見込まれるものに相当する荒廃農地」。 


  ４ 「再生利用された面積」とは、「耕作放棄地再生利用緊急対策等の実施により再生利用された


荒廃農地の面積」 


  ５ 推計値の算出方法は以下のとおり（被災市町村等を除く）。  


－


再生利用が可能
な荒廃農地


再生利用が困難
と見込まれる荒
廃農地


28.4 14.9 13.5


　再生利用
  された面積


　 荒廃農地
　 面積計


平成20年


平成21年 28.7 15.1 13.7 0.6


平成23年
（実績値）


27.8
(25.1)


14.8
(13.8)


13.0
(11.4)


1.2


平成22年 29.2 14.8 14.4 1.0


  注 「耕作放棄地」とは、「以前耕作していた土地で、過


去1年以上作物を作付けせず、この数年の間に再び作


付する意思のない土地」。 
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毎年１回、農地 
の利用状況を 


調査 


指導の実施 


 1年以上耕作さ
れておらず、か
つ、今後も耕作
される見込み
がない 


 
 周辺地域の農


地と比較して、
利用の程度が
著しく劣ってい
る 


 


遊休農地で 
ある旨の通知 


指導に 
 
従わない 
 


所
有
者
等
に
よ
る
利
用
計
画
の
届
出 


必要な措置
の勧告 


○ 農業委員会が毎年１回、農地の利用状況を調査し、遊休農地の所有者等に対する指導、通知、勧告を実施。 
○ 勧告に従わない場合には、最終的に都道府県知事が裁定を行い、利用権を設定できるよう措置。 
○ 所有者が分からない遊休農地（共有地の場合はその全員が分からない場合）については、公告手続で対応。 


農地所有者
等に対して、 
 


① 自ら耕作
するか 


② 誰かに貸
し付ける
か 
 


等を指導 


遊休農地 


都 


道 


府 


県 


知 


事 


の 


裁 


定 


 ５．② 農地法に基づく遊休農地に関する措置の概要   


所有者を確知でき
ない旨を公告 


  


 内容が
不適切 


 


 届出が
ない 


 


 計画通り
行動しな
い 
 


所 


有 


権 


移 


転 


等 


の 


協 


議 


（利
用
希
望
者 


⇔
 


所
有
者
等
） 


協
議
が
不
調
の
場
合
、 


都 


道 


府 


県 


知 


事 


の 


調 


停 


（平成２１年農地法改正） 
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所有者が 


確知できない 


3万件（3%） 


人員不足 


36万件（35%） 


受け手が 


見つからない 


31万件（31%） 


利用関係 


を調整中 


15万件（15%） 


指導を 


後回し 


9万件（9%） 


その他 


7% 


 ５．③ 指導に未着手の理由 


 指導が必要なもの                 136万件 
 


 （１）  指導に着手                            38万件（26%） 
 


 （２）  指導に未着手 （右図）           98万件（66%） 
 


     ア 所有者が確知できない       3万件 
      （不在村地主等） 


      所有者又は利用者が不明 
       所有者の所在が不明 
       権利関係が錯綜        
 


     イ その他              95万件       
        ・ 対象の件数が多く、人員不足のため対応できない 
       ・ 受け手を探しているが、見つからない 
       ・ 円滑化団体等との連携など、利用関係を調整中 
       ・ 当面、解消見込みがないので、後回しにしている 
        ・ その他 
 


               


資料：農林水産省経営局農地政策課調べ（平成24年10月時点） 


指導に未着手のものの理由 
（98万件の内訳） 


 
 
 


理由があって指
導できない 


注：理由があって指導できない具体的な理由は、複数回答があるため、 
  件数の合計値は95万件を上回る。 
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  市街化区域では農地はいずれ宅地化していくと
いう想定なので、宅地並み課税 


 
  ○ 農地の評価は 
    「宅地の価格 － 造成費相当額」 
 
  ○ 耕作放棄しても同じ評価 


固定資産税 


  市街化区域の農地 


  それ以外の農地 


 ○ 農地の評価は、農地としての売買価格 
 
 ○ 耕作放棄したからといって宅地になるわけでは


なく（そもそも転用許可が必要）、原野状態とな
るため、資産価値の評価は農地より下がる 


 
 ○ 固定資産税の性格からして、宅地並み課税とい


うことにはならない 


   農地を相続した場合、相続人が農業を継続してい
れば、相続税の納税を猶予する制度あり 


 
  ○ 一部でも耕作放棄すれば、納税猶予は打ち切り


（耕作放棄の面積が２０％を超えると全額打ち切
り）となり、利子をつけて納税義務 


相続税 


    相続税の基礎控除（２４年度 ５千万円＋１
千万円×法定相続人の数）の範囲内に収ま
る場合は、納税猶予を利用する必要がない
ので、納税猶予の適用農地は、都市部中心
に４万ｈａ（農地４５５万ｈａの１％程度）に過ぎ
ない 


  ○ 相続人が農地を担い手に貸し付けた場合に
は、納税猶予は継続 


 ６． 農地に関する税制        
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 ７．法人等の担い手向け融資・出資・税制 


 スーパーＬ資金（日本政策金融公庫の低利資金） （平成６年～） 


○ 人・農地プランに中心経営体として位置付けられた認定農業者が借り入れるスーパー
Ｌ資金は、貸付当初５年間 実質無利子化 （償還期限：25年以内） 


○ 25年度融資枠：1000億円 
○ 貸付限度額  個人： ３億円（複数部門経営等は６億円） 
            法人：10億円（常時従事者数に応じて20億円） 
  ※24年度補正予算より２倍に拡大 


○ 農業法人の信用力の向上、経営権や財務の安定化等のために、アグリビジネス投
資育成（株）が農業法人に対して出資 


○ 農業者戸別所得補償交付金等を積み立てた場合、所得の計算上、 
 この積立額を、個人は必要経費に、法人は損金に算入可能 
○ 積み立てた準備金を５年以内に取り崩して、農用地や農業用機械等の 


 固定資産を取得した場合、圧縮記帳が可能 


 農業経営基盤強化準備金制度 


 アグリビジネス投資育成（株）の出資 （平成14年～） 


融 
資 


税 
制 


出 
資 
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（備考）農林水産省統計部「農業構造動態調査（概数値）」（組替集計）により作成。 


（万人）


100％　シェア ０％　 １％　 ３％　 ６％　 14％　 30％　 46％　


１７７.８　人数　　（万人） ０.１　 ２.５　 ５.９　 ９.８　 ２５.５　 ５２.５　 ８１.５　


50～59 60～69 70歳以上


年齢階層別の基幹的農業従事者数（平成24年）


計
15～19歳 20～29 30～39 40～49


0


20


40


60


80


100


15～19歳 20～29 30～39 40～49 50～59 60～69 70歳以上


65歳以上 


106万人 


（60%） 


40代以下 


18万人 


（10%） 


 


○ 平成24年の年齢構成を見ると、70代以上が46％、30代以下は5％（40代を加えても10％）という著しくアンバ
ランスな状況。 


 ８．新規就農対策 ①農業従事者の年齢構成        
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倍 
増 


土地利用型作物  ３６８万ha   
 （平成22年耕地及び作付面積統計） 


主業農家 
 約５４万人 
  
 
 野菜  ６万戸 
 果樹  ４万戸 
 畜産等 ５万戸 
 複合 １２万戸 
(平成23年農業構造動態調査) 
 


法人における基幹的農業従事者 
 約６万人    


(平成22年農林業センサスより試算）                                                                                              


基幹的農業従事者により担う面積 
 ２９４万ha 


（全体の大宗（８割）） 


  約３０万人が必要   約６０万人が必要 


野菜・果樹等 


 
     約９０万人の基幹的農業従事者が必要 


↓ 
     ２０歳～６５歳の年齢層で安定的に担うためには、 


     毎年、平均して約２万人の青年層が新規就農し、農
業を継続していくことが必要 


 
 
 
 
 


 


基幹的農業従事者１人が１０ha耕作 
すると仮定して  約３０万人 


自給的 
農家等                                                                                               


年間１万人 


近年の４０歳未満の新規
就農者は約１５千人程度
であるが、３割程度は就
農後離農 


基幹的農業従事者と
して定着するのは約
１０千人程度 


年間 
   2万人確保 


【本対策の目標】 


【現状】 


青年新規就農者の確保目標 基幹的農業従事者の必要数 


青年新規就農者 
毎年２万人確保 


「農の雇用事業」 
（年間最大1２０万円）  


 
農業法人への雇用就農の
促進         


「青年就農給付金」 
（年間150万円） 


 
就農準備段階・経営開始
直後の所得確保等による
就農意欲の喚起と定着の
促進 


（１戸に基幹的農業 
従事者２人と仮定） 


現在の基幹的 
農業従事者数 
１８６万人 
（平成23年農業構造動態調査） 


 
うち６５歳以上５９％ 


   ４０歳未満  ５％                                                                                                                                                            


 ８．②新規就農者の確保目標の考え方       


○    持続的で力強い農業構造を実現するには、今後基幹的に農業に従事する者は約90万人(現在の半分程度)必要であり、 
   これを65歳以下の年齢層で安定的に担うには、毎年約２万人の青年層の新規就農者・経営継承者を確保する必要。 
○  近年の青年層の新規就農者・経営継承者は約1.5万人程度であるが、定着しているのは約１万人であり、これを倍増させ 
     ることが必要。 
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所得の確保 
 
 


就農準備 
（高校卒業後を支援） 


就農開始 


法人正職員としての就農 独立・自営就農  （※） 経営確立 


法人正職員として最低賃金以上を
確保 


技術の習得 農業経営者育成教育の 
レベルアップのための助成       


青年就農給付金（準備型） ① 


 
・県農業大学校等の農業経営者育成
教育機関、先進農家・先進農業法人
で研修を受ける場合、原則として４５
歳未満で就農する者に対し、研修期
間中について 


・年間150万円を最長２年間給付 


○研修終了後１年以内に、独立・
自営の経営開始又は農業法人等
へ就農しなかった場合、及び給付
期間の１．５倍（最低２年）以上就
農を継続しない場合は全額返還 


最低賃金 
（約820円×1800時間） 


の確保 


機械・施設の 
導入 


 
 


スーパーＬ資金 就農支援資金（無利子） 


経営体育成支援事業 
経営の複合化、多角化
等に必要な物を含む 


青年就農給付金（経営開始型）② 


・人・農地プラン（東日本大震災の津波被災市町村
が作成する経営再開マスタープランを含む。）に位
置付けられている（又は位置づけられると見込まれ
る）原則４５歳未満の独立・自営就農者について 


・年間150万円を最長５年間給付 


○市町村等が適切な就農をしていないと判断した
場合は打ち切り 


○所得が250万円以上ある場合は給付しない 


※親からの経営継承（親元就農から５年以内）
や親の経営から独立した部門経営を行う場合
も対象 


                         
                       


農地の確保 
就農相談 


農地利用集積円滑化事業等により農地
利用を確保 


就農しようとする市町村等とよく相談し、 
人・農地プランに位置付けてもらい、 
・農地利用の目途をつける 
・法人正職員としての就農の内定を 
もらうなどの事前準備を支援。 
 


法人側に対して農の雇用事業 ③ 


1)法人に就職した青年に対する研修
経費として年間最大120万円を助成
（最長２年間） 
 
2)法人等の職員を法人の次世代経営
者として育成していくために先進法人・
他産業へ研修派遣する経費を助成
（月最大10万円、最長２年間） 
    


 ８．③ 新規就農対策の全体像        
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 ９．農業構造改革の推進のために必要なこと 


農業界と経済界の連携・協力 
（対立構造からの脱却） 


 


 ○ 企業の農業参入 
 
 ○ 先端モデル農業の確立 
 （例） ・ 低コスト生産技術体系の確立 
     ・ ICTを活用した効率的生産体制の確立 
     ・ 低コスト農業機械・ロボットスーツ等の開発 
 
 ○ 農業経営者教育 
 
 ○ 食品の流通・加工業界の競争力強化（食品デフレからの脱却） 
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医薬品・医療機器の価格算定ルールの意見案に関する 


これまでの経緯 


 


 


平成２５年７月３１日 第６回健康・医療ワーキング・グループ 


（１）日本バイオテク協議会よりヒアリング 


（２）意見案について厚生労働省との議論 


 


資料３ 







 


平成２５年８月２２日 


 


革新的医薬品・医療機器の価格算定ルールに関する規制改革会議の意見 


 


 


○ 革新的な医薬品・医療機器の開発は、国民の健康長寿に貢献し、日本の経


済成長に資することが期待される有望な産業分野である。しかしながら、我


が国における医薬品・医療機器の輸入超過は年々拡大傾向にある。 


その一因として、我が国における医薬品・医療機器の公定価格を算定するル


ールが、医薬品・医療機器の日本での研究開発や先行上市を十分に後押しする


制度となっていないことが指摘できる。 


 


○ 現在、中央社会保険医療協議会において、平成２６年度の価格改定に向け


た検討が行われている。 


規制改革会議としては、中央社会保険医療協議会において、①有効な医薬


品・医療機器をいち早く国民に届ける、②我が国の医療分野での国際競争力を


高める、③保険財政の適正化を図る、という３つの観点からバランスの取れた


検討が行われることを期待するとともに、重点課題として厚生労働省に対し以


下の項目を提言する。 


 


１．日本における研究開発及び先行上市の促進 


 


医薬品・医療機器のイノベーションを適切に評価し、日本における研究開


発及び先行上市にインセンティブを与えるとともに、企業から見た価格予見


性を高めることで、日本で先行上市されない要因を取り除くことが必要であ


る。 
 


（１）イノベーションの評価の積極化 
 


・イノベーションの適切な評価を行う観点から、患者の QOL（Quality of 


Life、生活の質）の向上効果がどの程度あるかを客観的に評価する指


標（具体的には諸外国における「質調整生存年」等）や実質的な医療・


介護費用の削減効果（保険財政への寄与を含む。）の数値化を検討し、


それが医薬品・医療機器が持つ価値に反映される価格算定ルールに改


善すべきである。 


・医薬品・医療機器を日本で研究開発又は製造し海外に先駆けて日本で


上市することについて評価し、営業利益率の引上げや加算を行う制度


を創設すべきである。 


・原価計算方式において、革新性の評価をより一層充実させるべきであ


る。 


・原価計算方式において、製品ごとの開発経緯や製造の実態等を十分考


慮し、原価をよりきめ細かく反映できるよう見直しを進めるべきであ


る。 







 


・新薬創出・適応外薬解消等促進加算を継続すべきである。 


・革新的な医療機器の価格算定に当たっては、対応する手技料（診療報


酬）が、他の医療技術と比べ低くならないよう配慮すべきである。 


 


（２）価格予見性の向上 
 


・類似薬効比較方式（又は類似機能区分比較方式）と原価計算方式のい


ずれが適用されるか、革新性の評価がどのような場合にどの程度なさ


れるか等について、治験開始段階以降において、随時、企業が薬価算


定組織等に相談できる制度を創設すべきである。 


 


（３）「条件及び期限付承認」を受けた再生医療等製品の普及促進 
 


・薬事法改正により創設される「条件及び期限付承認」の運用に当たっ


ては、安全性が認められ、有効性が推定された再生医療等製品が患者


に提供される際、保険外併用療養費制度の活用が想定される。しかし


ながら、普及を一層後押しし、市販後の有効性や更なる安全性の検証


がより進みやすい環境を整えるためには、これに留まらず、「条件及


び期限付承認」を受けてから本承認を受けるまでの間、暫定的に価格


設定し保険適用するなどの措置を講じるべきである。 


 


２．保険財政の適正化 


 


保険財政の適正化を図るため、上市当初の後発医薬品の薬価は原則として


長期収載品の７割とすること等により、後発医薬品の普及が進められている


が、その目的が十分に達せられていない。こうした現状を踏まえ、長期収載


品の薬価を引き下げるとともに、薬価の差が患者の医薬品選択の判断材料と


してより有効に機能するよう改革すべきである。 
 


・長期収載品の薬価については、後発医薬品が上市された段階で大幅に引き


下げるべきである。その際、後発医薬品との適切な価格差について、後発


医薬品の普及に向けた取組みや保険者機能の強化等と合わせて総合的に


検討すべきである。 


・高額療養費制度等の適用（長期収載品でも後発医薬品でも患者負担額は同


じ）により、患者が医薬品選択を行う際に薬価が判断材料とならない場合


がある。後発医薬品の普及を進めるため、医療上、後発医薬品が使用でき


ない場合を除き、患者による後発医薬品の選択を促す措置等を講じるべき


である。 


 


○ 規制改革会議としては、これらの改革事項が平成２６年度の価格改定にお


いて実現されることを厚生労働省に要望する。そのため、中央社会保険医療


協議会等における検討状況を見定め、必要に応じ厚生労働省に対して報告を


求めていきたい。 


 以上 





